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下水道企画課の取組 

総  括 

（１）下水道行政全般に関わる動向について 

１）下水道法等改正について 

２）社会資本整備の計画 

３）新型コロナウイルス感染症に係る対応等 

４）下水道事業の実施・支援体制について 

５）下水道事業に関連するガイドライン・マニュアル等について 
 

（２）広報活動について 

１）基本的な考え方 

２）下水道のストック効果 

３）国土交通大臣賞「循環のみち下水道賞」 

４）下水道環境教育の推進 

５）マンホールトイレの普及啓発 

６）下水道広報プラットフォーム（GKP） 

７）下水道を核とした市民科学育成プロジェクト 

８）東京湾大感謝祭 2022「東京 WONDER 下水道」 

 

（３）人材育成について 

１）国による人材育成の取組 

２）日本下水道事業団 研修センター 
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（１）下水道行政全般の動向について 

 

【防災・減災、国土強靱化】 

近年、全国各地で水災害が激甚化・頻発化するとともに、気候変動の影響等によ

り、大雨等が頻発し、内水氾濫が発生するリスクが増大している。このため、令和３

年５月に流域治水関連法が成立し、下水道関連では、整備目標として「計画降雨」を

事業計画に位置付けるなど、気候変動も踏まえた事前防災対策としての下水道事業を

ハード・ソフトの両面から推進する内容に改正した。下水道事業では、浸水対策に加

え、老朽化対策や地震対策など、防災・減災、国土強靭化の取組が急務となってお

り、令和 2年末に閣議決定された「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対

策」も活用しつつ、予算面でも強力に推進している。 

 

【脱炭素化】 

政府では、2050 年のカーボンニュートラルを目指し、あらゆる分野でグリーン化の

取組を加速化させることとしており、下水道分野についても、省エネ・創エネ等の更

なる取組を期待されているところ。令和 3年 10 月に日本下水道協会と共同で発足させ

た「下水道政策研究委員会 脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員会」では、脱炭

素社会の実現に向けて目指すべき下水道の在り方や必要な方策、ロードマップ等につ

いて幅広く検討を行い、令和 4年 3月に報告書を取りまとめたところ。本報告書に位

置づけられた施策を着実に実施するために、今後、詳細な制度設計等の検討を進めて

いくこととしている。 

 

【下水道事業の持続性の向上】 

人口減少、厳しい財政状況・執行体制、増大するストックなどを踏まえ、DX など新

技術を最大限活用しつつ、ストックマネジメント、広域化・共同化、官民連携及び収

支構造の適正化に向けた取り組みなどを推進している。 

ストックマネジメントについては、膨大な下水道施設について、効果的・効率的な

点検・調査、修繕、改築を実施するため、ICT を活用し、施設の設置状況、維持管理

情報等をデータベース化し、維持管理を起点としたマネジメントサイクルの確立を目

標としている。まずは、管路施設について、台帳電子化の推進等を目的とした共通プ

ラットフォームの構築に向け、台帳電子化の効果等を検証するモデル実証事業を行う

とともに、あり方や必要な機能等について検討したところであり、引き続き、日本下

水道協会と連携しながら、情報利活用の方策等について検討を進めるとともに、令和

５年度からの運用開始に向け準備を進めている。 

広域化・共同化については、全ての都道府県において令和４年度までに「広域化・

共同化計画」を策定することを目標としており、令和 3年度末現在で 7府県が策定済

みである。都道府県を対象にした「広域化・共同化計画」にかかる意見交換会の開催

や、広域化・共同化の事例集、計画策定マニュアルの作成などを通じて、関係省と連

携し、地方公共団体の取組みを支援している。また、令和 3年度に引き続き、下水道

革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）により、複数の処理施設等を対象とした

広域監視制御システムの開発・標準化の実証に取り組んでいる。 

官民連携については、令和 3年度末現在で包括的民間委託は処理場が約 2割、管路
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が 45 件導入されており、PFI （従来型）や DBO 方式も下水汚泥の有効利用施設を中

心に 38 件導入されている。コンセッション方式については、令和 3年４月時点で浜松

市、須崎市、宮城県で事業が開始されたほか、三浦市で事業開始に向けて手続きを進

められている。 

国土交通省としては、引き続き、下水道事業の持続性の向上に向け、財政面・技術

面の両面から、地方公共団体を支援することとしている。 
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１）下水道法等改正について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①流域治水関連法の概要

● 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和３年法律第31号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○近年、令和元年東日本台風や令和２年７月豪雨等、全国各地で水災害が激甚化・頻発化

○気候変動の影響により、21世紀末には、全国平均で降雨量１．１倍、洪水発生頻度２倍になるとの試算

背景・必要性
＜予算関連法律＞

降雨量の増大等に対応し、ハード整備の加速化・充実や治水計画の見直しに加え、上流・下流や
本川・支川の流域全体を俯瞰し、国、流域自治体、企業・住民等、あらゆる関係者が協働して取り組む

「流域治水」の実効性を高める法的枠組み「流域治水関連法」を整備する必要

【目標・効果】　気候変動による降雨量の増加に対応した流域治水の実現　　

　(KPI)　〇浸水想定区域を設定する河川数：2,092河川（2020年度）⇒約17,000河川（2025年度）

　　　　　
　　

３．被害対象を減少させるための対策 【特定都市河川法、都市計画法、防災集団移転特別措置法、建築基準法】

１．流域治水の計画・体制の強化 【特定都市河川法】

２．氾濫をできるだけ防ぐための対策 【河川法、下水道法、特定都市河川法、都市計画法、都市緑地法】

◆　流域水害対策計画を活用する河川の拡大

－ 市街化の進展により河川整備で被害防止が困難な河川に加え、

自然的条件により困難な河川を対象に追加（全国の河川に拡大）

◆　流域水害対策に係る協議会の創設と計画の充実 

－ 国、都道府県、市町村等の関係者が一堂に会し、官民による

　　雨水貯留浸透対策の強化、浸水エリアの土地利用等を協議

－ 協議結果を流域水害対策計画に位置付け、確実に実施

◆　河川・下水道における対策の強化

 

４．被害の軽減、早期復旧・復興のための対策 【水防法、土砂災害防止法、河川法】

流域治水のイメージ

（20世紀末比）

治水 ダム の建 設 ・再 生

利水 ダム 活用

雨水 貯 留浸 透 施設
避難 拠 点の 整 備

ハザ ードマップ作 成

浸水 被 害防 止 区域

貯留 機 能保 全 区域

防災 集 団移 転 事業

堤防 強 化

◎ 堤防整備等のハード対策を更に推進（予算）

地区 計 画

下水道 整備

砂防 施 設の 整 備

法律の概要

－ 利水ダムの事前放流の拡大を図る協議会（河川管理者、電力会社等の利水者等が参画）の創設（※予算・税制）

－ 下水道で浸水被害を防ぐべき目標降雨を計画に位置付け、整備を加速

－ 下水道の樋門等の操作ルールの策定を義務付け、河川等から市街地への逆流等を確実に防止

◆　流域における雨水貯留対策の強化

　－　貯留機能保全区域を創設し、沿川の保水・遊水機能を有する土地を確保

　－　都市部の緑地を保全し、貯留浸透機能を有するグリーンインフラとして活用

　－　認定制度、補助、税制特例により、自治体・民間の雨水貯留浸透施設の整備を支援

◆　水防災に対応したまちづくりとの連携、住まい方の工夫

　－　浸水被害防止区域を創設し、住宅や要配慮者施設等の安全性を事前確認（許可制）

  －　防災集団移転促進事業のエリア要件の拡充等により、危険エリアからの移転を促進

－　災害時の避難先となる拠点の整備や地区単位の浸水対策により、市街地の安全性を強化

  

（※予算関連）

（※予算関連）

－ 洪水等に対応したハザードマップの作成を中小河川等まで拡大し、リスク情報空白域を解消

－ 要配慮者利用施設に係る避難計画・訓練に対する市町村の助言・勧告によって、避難の実効性確保

－ 国土交通大臣による権限代行の対象を拡大し、災害で堆積した土砂の撤去、準用河川を追加

（※予算関連・税制）

森林 ・治 山 施設 の 整備

【公布：R3.5.10 / 施行：R3.7.15又はR3.11.1】

5



 

 

6



２）社会資本整備の計画 

  社会資本整備重点計画は、社会資本整備重点計画法（平成 15 年法律第 20 号）に基

づき、社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するために策定する計画

である。対象は、道路、交通安全施設、鉄道、空港、港湾、航路標識、公園・緑地、下

水道、河川、砂防、地すべり、急傾斜地、海岸及びこれら事業と一体となってその効果

を増大させるため実施される事務又は事業である。第１次計画が平成 15～19 年度、第

２次計画が平成 20～24 年度、第３次計画が平成 24～28 年度、第４次計画が平成 27
～32 年度、今回策定した第５次計画が令和 3～7 年度である。 
 

令和元年 10 月 21 日の「社会資本整備審議会計画部会及び交通政策審議会交通体系分

科会計画部会合同会議」において、社会資本整備重点計画の見直しが示され、令和 3～7
年度を計画期間とする第 5 次計画案が、社会資本整備審議会計画部会及び交通政策審議

会交通体系分科会計画部会において策定され、令和 3 年 5 月 28 日に閣議決定された。 
 
第５次社会資本整備重点計画は、従前の４つの目標(※)に加え、昨今の社会情勢の変

化を踏まえて、インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーションと脱炭素化に関す

る２つの目標を新たに追加した。 
※：防災・減災、インフラメンテナンス、持続可能な地域社会の形成、経済成長を支え

る基盤整備に関する目標 
 
国は、計画期間内に重点目標が達成されるよう、自ら効果的、効率的に社会資本整備

事業を実施するとともに、地方公共団体や民間の自主性及び自立性を尊重しつつ、適切

な役割分担の下、施策を講じることが求められている。 
 
なお、令和 4 年度以降、政府方針に係る重要施策（流域治水、脱炭素化、デジタル

化、老朽化対策等）の進捗をより一層「見える化」する観点から、社会資本整備重点計

画の目標に係る指標等のうち、これらの重要施策に関連し、かつベンチマーキング的要

素を有する指標として、下記を対象に、下水道全国データベース（G-NDB）において

自治体別（事業主体別）の数値についても公表する予定であるので、調査等に対するご

協力をお願いする。 
 
【対象とする指標】 

○ 最大クラスの内水に対応した浸水想定区域図を作成した団体 
○ 下水道バイオマスリサイクル率 
○ 下水処理過程での温室効果ガス排出量 
○ 下水道管路台帳の整備状況 
○ 管渠 100km あたりの陥没箇所数 
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３）新型コロナウイルス感染症に係る対応等 

① 新型インフルエンザ等に関する業務継続計画等 

 下水道は、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（以下「基本的対処方

針」という。）」中の別添に例示する国民生活・国民の経済の安定確保に不可欠な業務

に位置づけられているところ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大期にあっても、

真に必要な業務に絞り込んだ上で、終末処理場の運転管理等を継続することが求め

られているところ。 
 

 感染拡大期における業務継続に当たっては、「新型インフルエンザ等に関する業務継

続計画」（以下、「新型インフルエンザ等ＢＣＰ」という。）に基づく取組みが有用と

考えられるところ、これまでも、新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続

の取組について、下水道管理者に対して、新型インフルエンザ等ＢＣＰの策定や罹患

者発生時の代替要員確保のための事前の確認等の措置を講じるよう重ねて要請して

きたところ。 
 

 令和４年１月７日に変更された基本的対処方針においては、国民生活・国民経済の安

定確保に不可欠な業務を行う事業者は、事業の継続を図るため、業務継続計画の点検

を行うことが新たに位置付けられ、下水道も当該業務に該当しているところ。 
 

 令和４年１月 21 日付け事務連絡により、各下水道管理者における下水道従事者の罹

患が判明した場合であっても、直ちに適切な措置が講じられるよう、改めて、業務継

続に向けた取組として、新型インフルエンザ等ＢＣＰの策定や罹患者発生時の代替

要員確保等の必要な対応を徹底していただくよう要請するとともに、各下水道管理

者における現在の取組み状況について調査を実施。 
 

 調査結果として、新型インフルエンザ等 BCP 等の策定（BCP は策定していないが、

業務継続のための対策を講じている場合も含む。）や、BCP 等の枠組における各種取

組みについては、概ね８割以上の下水道管理者が対応しているが、罹患者発生時の代

替要員の確保状況については、「罹患者発生後に具体的な配置を調整予定」と回答し

た下水道管理者も散見された。 
 

 各都道府県におかれては、各下水道管理者に対し、終末処理場等において罹患者が発

生した場合でも、直ちに代替要員による運転業務等が可能となる業務継続の取組み

を徹底するようお願いいただくとともに、新型インフルエンザ等 BCP 等の策定して

いない下水道管理者に対し、速やかに策定等に向けて取組んでいただくことについ

てご協力いただきたい。 
 

 下水道部内に、新型コロナウイルス感染症に関連した相談窓口を開設している。下水

道事業の現場で困りごとがあればご相談下さい。 
【新型コロナウイルス感染症下水道事業相談窓口】 
国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部 下水道企画課 管理企画指導室 
企画専門官、指導係長 
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hqt-kanrikikaku@gxb.mlit.go.jp 
０３－５２５３－８４２８（直通） 

 
② 下水道使用料の支払猶予等の実施検討の要請 

 下水道使用料については、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた下水道使用料

の支払猶予等の柔軟な措置の実施及び下水道使用者への周知について」（令和３年１月

25 日付け国水下企第 76 号 下水道企画課長通知）等において、新型コロナウイルス感

染症の影響を踏まえ、一時的に下水道使用料の支払に困難を来している下水道使用者

を対象として、支払を猶予する等の柔軟な措置の実施を検討いただくようお願いして

いるところ。 
 

 下水道部では、各下水道管理者における下水道使用料の支払猶予等の措置の実施状況

について調査を行っており、令和４年２月 15 日時点において、８割を超える下水道管

理者が、支払猶予等の措置を実施しており、これまでに約 31 億 7,400 万円の下水道

使用料の支払いが猶予されているところ。 
 

 今後も支払猶予等の対応に関する実施状況について、定期的に調査を行い、各下水道管

理者に情報共有を図るので、調査への協力と支払を猶予する等の柔軟な措置を検討い

ただくようお願いする。 

 
③ 下水中の新型コロナウイルスの調査 

〇基本的対処方針 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和 3 年 11 月 19 日（令和 4 年 3

月 17 日変更）には、下水サーベイライスについて以下の内容が記載されている。 

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 

（３）サーベイランス・情報収集  

厚生労働省は、感染症法第 12 条に基づく医師の届出とは別に、市中での感染状況

を含め国内の流行状況等を把握するため、抗体保有状況に関する調査など有効なサ

ーベイランスを実施する。また、いわゆる超過死亡については、新型コロナウイル

ス感染症における超過死亡を推計し、適切に把握する。国立感染症研究所における

新型コロナウイルス検出方法等の検討や下水サーベイランスを活用した新型コロナ

調査研究を支援するなど、引き続き、下水サーベイランス活用について検証を加速

する。 

 

〇下水サーベイランスに関する推進計画 

   内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室は、厚生労働省・国土 交通省と連名

で、令和３年 11 月に下水サーベイランスに関する推進計画を公表。 

・以下の研究を支援（検査法の検出感度の改良のための検討、下水中のウイルス濃度か

ら地域の感染状況を把握するための 標準的な推計モデルの開発、個別施設の排水を

検査する下水調査手法の確立に向けた検討（感染症対策に資する標準的なガイダンス

を策定）） 

・今後発生しうる新興・再興感染症及び未知の感染症の流行に備え、臨床検査の体制が
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整う以前の感染症のサーベイランスを行うため、下水サーベイランスの体制整備及び

活用方法について検討 

・下水中のウイルス濃度について引き続きデータの蓄積を図るとともに、下水サーベイ

ランスにおける下水道管理者としての役割や各地域の保健衛生部局と下水道部局にお

ける連携・協力の手法についてガイドラインを策定 

・有識者等の助言を得つつ、下水処理場や個別施設等の下水を検査・分析する下水サー

ベイランスを実施（実証事業の実施）  

 

（参考)下水サーベイランスに関する推進計画： 

https://corona.go.jp/surveillance/pdf/surveillance_plan_20211116.pdf 

 

国土交通省水管理・国土保全局下水道部流域管理官付では、令和 3 年 3 月に、下水中

の新型コロナウイルス RNA を検出することにより、保健衛生部局における感染拡大防止

対策に寄与すること等を目的として、有識者等からなる「下水道における新型コロナウ

イルスに関する調査検討委員会」を設置した。 

下水サーベイランスの活用の一環として、自治体に協力いただき、下水処理場の流入

下水について、測定された新型コロナウイルス RNA 濃度を国交省ホームページに掲載し

ている。 

新規感染者数と下水中の新型コロナウイルス RNA 濃度との相関分析や下水サーベイラ

ンスの実施にあたり、下水道管理者の役割や各地域の保健衛生部局と下水道部局におけ

る連携・協力の手法について定めた「新型コロナウイルスの広域監視に活用するための

下水 PCR 調査ガイドライン（案）（令和４年３月 22 日版）」を公表したところ。 

詳細については、以下に検討会資料を掲載しているので、参考にされたい。 

合わせて、下水道サーベイランスの取組を実施している地方公共団体におかれては、

今後の参考とするため、流域管理官まで情報提供を御願いする。 

(参考)下水道における新型コロナウイルスに関する調査検討委員会 

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000708.html 

下水処理場で採水した下水の新型コロナウイルス RNA 濃度 データ公表 

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000721.html 

 

なお、米国疾病対策予防センター（CDC）では、下水中の新型コロナウイルスからの感

染リスクについて、 

・現時点では、適切に設計および維持された下水道システムを介して新型コロナウイル

ス感染症に感染するリスクは低いと考えられている。 

・未処理の下水から新型コロナウイルスの RNA が検出された報告があるが、データは限

られているものの下水中のウイルスの感染性を示す証拠は殆どなく、下水への暴露に

より発症した事例は報告されていない。 

とされている。 

 

（参考）業種別ガイドラインの作成支援 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づく業種別ガイドラインの作

成を支援。（公社）日本下水道管路管理業協会、（一社）日本下水道施設管理業協会で作成

し、令和２年５月に公表。（最新の改訂は、それぞれ令和３年９月、10 月）。 
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４）下水道事業の実施・支援体制について  

 下水道事業の事業主体である地方公共団体をサポートする機関として、地方共同法

人日本下水道事業団、公益社団法人日本下水道協会、公益財団法人日本下水道新技術機

構等の団体が様々な支援業務を展開している。 
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５）下水道事業に関連するガイドライン・マニュアル等について 

  下水道事業を円滑かつ効率的に実施することを目的に、国土交通省ほか各法人機関

等により、各種ガイドラインやマニュアル等を策定している。事業実施にあたっては、

次頁以降のガイドライン・マニュアル等を参考にされたい。 
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下水道事業に関連するガイドライン・マニュアル等

（１）事業マネジメント
○経営・事業計画

タイトル 発行年月 作成 概要 WEB公表

財政計画書作成支援ツール H29.3
国交省

下水道部

新たな事業計画制度における財政計画書の作成支援を目的に作成。
簡易な推計手法により、体制が脆弱な中小自治体においても最小限の
作業で容易に維持管理費等の将来予測値の推計が行えるもの。

○

 下水道使用料算定の基本的考え方 －
2016年度版－

H29.3
下水道協

会

平成27年2月に社会資本整備審議会の答申（「新しい時代の下水道政
策のあり方について」）を踏まえ、『下水道使用料算定の基本的考え
方』の改訂に関する調査検討を行い、改訂版として発刊したもの。

事業計画及びストックマネジメントに関す
るＱ&Ａ

H29.3
国交省

下水道部
事業計画及びストックマネジメントについて、これまでに寄せられた質
問とそれに対する回答をとりまとめたもの。

○

 接続方策マニュアル H28.9
下水道協

会

全国約250の自治体から接続方策事例に関するアンケートを行い、下
水道事業段階に応じた区分や未接続類型を設定し、各種接続方策に
ついての解説、具体的な接続方策を取りまとめた事例を充実させ掲載
したもの。

新・事業計画のエッセンス H28.3
国交省

下水道部

下水道法改正の諸制度のうち、戦略的な維持管理・更新のための制度
である新たな事業計画制度と、この背景となる維持修繕基準につい
て、重点的にそのエッセンスをまとめたもの。

○

下水道事業における費用効果分析マニュ
アル (案)

R3.4
国交省

下水道部
下水道事業の事業評価時に実施する費用効果分析の手法や指標、事
業種別毎の分析手順等をまとめたもの。

○

下水道事業における公営企業会計導入
の手引き-2015年版-

H28.1
下水道協

会

下水道事業への公営企業会計の導入について、着手から移行完了ま
での一連の業務の流れを解説するとともに、実務的な資産の整理手
法、近年法適化を実施した自治体等へのアンケート調査に基づく事
例、留意点等をとりまとめた手引き。

下水道分野におけるISO55001適用ユー
ザーズガイド（案）

H27.3
国交省

下水道部
国際標準 ISO55001※(アセットマネジメント) 認証の取得に必要な体制、
取組、文書等を解説したもの。

○

下水道経営改善ガイドライン H26.6

国交省
下水道部
・下水道

協会

下水道事業者が自身の経営状況を経営指標により測定・評価し、経営
上の課題を把握できるようにするとともに、その評価に応じて、課題に
対して効果のある施策を選択・実施して再評価することで、独立採算を
旨とする自立的経営を目指すことに役立つ内容をまとめたもの。

○

・下水道使用料徴収事務の手引き
・受益者負担金（分担金）徴収事務の手引
き

R3.4
（予定）

下水道協
会

平成21年に発刊した「下水道使用料・受益者負担金（分担金）徴収事
務の手引き」の改訂版として、近年の判例や法改正を踏まえた留意点
等の見直しに加え、財産調査や差押え等の事務の手続きを拡充した。
今回の改訂では、下水道使用料と受益者負担金（分担金）を分け、2種
類で発刊する予定。

受益者負担金等事務事例集 H18.12
下水道協

会

全国の団体にアンケート調査を行い、受益者負担金および分担金の制
度の実態を紹介するとともに、各自治体の事例、Q＆A、関連法規、様
式等を集約していいる。

※ISO 55001とは、社会インフラ分野で、資金、人材、情報などのマネジメントを含めて、計画的か
つ効率的な施設管理を行うことにより所期の機能を継続的に発揮していくために必要な事項をま
とめたアセットマネジメントシステムの国際規格。
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○ストックマネジメント

タイトル 発行年月 作成 概要 WEB公表

維持管理情報等を起点としたマネジメント
サイクル確立に向けたガイドライン（処理
場・ポンプ場施設編）-2021年版-

R3.3
国交省

下水道部
維持管理情報等を起点としたマネジメント（処理場・ポンプ場）の実施手
順とデータベース管理項目についてとりまとめたもの。

○

維持管理情報等を起点としたマネジメント
サイクル確立に向けたガイドライン（管路
施設編）-2020年版-

R2.3
国交省

下水道部
維持管理情報等を起点としたマネジメント（管路）の実施手順とデータ
ベース管理項目についてとりまとめたもの。

○

下水道管路施設ストックマネジメントの手
引き－2016年版－

H29.1
下水道協

会
管路施設における腐食するおそれが大きい箇所を明示するとともに、
初版にはなかった点検方法や調査方法を詳述したもの。

ストｯクマネシﾞメント手法を踏まえた下水
道長寿命化計画策定に関する手引き

H25.9
国交省

下水道部
下水道施設におけるストックマネジメント手法と、効率的な長寿命化計
画についてとりまとめたもの。

○

 下水道管路施設の点検・調査マニュアル
（案）

H25.6
下水道協

会

下水道管路施設の巡視・点検・調査の方法、実施手順、調査項目、診
断・評価の判定基準、記録方法、データベース化等を標準的で実務的
なマニュアルとして取りまとめたもの。

下水道事業のストックマネジメント実施に
関するガイドライン-2015年版-

 H27.11
国交省

下水道部

ストックマネジメントの手法を定め、維持・修繕及び改築に関する計画を
策定し、点検・調査から修繕・改築に至るまで一連のプロセスの一例を
示したもの。

○

下水道台帳管理システム標準仕様（案）・
導入の手引き（Ver.5）

R3.9
下水道協

会

管路施設に関する共通のデータ整備環境を整えることを目的とし、これ
まで定められていた施設情報に加えて、施設情報に関連付ける維持管
理情報等を新たに明記し、他都市、他分野との相互のデータ交換や
バックアップが容易になるよう、管理すべき基本的情報及び標準的なシ
ステム機能を提示しているもの。

○維持管理

タイトル 発行年月 作成 概要 WEB公表

事業場排水指導指針と解説－2016年版
－

H29.3
下水道協

会

事業場の排水指導を担う自治体職員に，幅広く正確な法令知識や事
業場排水指導の業務内容，水処理に関する技術を解り易く解説したも
の。

 下水道排水設備指針と解説－2016年版
－

H28.12
下水道協

会

道路内の下水道に接続される前の家庭内の排水設備に関する技術的
基準をまとめている。今回の改定は１２年ぶりとなり関係法令や規準等
と整合を図り、事例集等を充実させたもの。

下水道維持管理指針（総論編・マネジメン
ト編、実務編）－2014年版－

H26.9
下水道協

会

PDCAサイクルを適用した計画的維持管理、新技術や民間活力の新た
な動向を取り込んだ。維持管理計画を策定する担当者、実務に携わる
担当者など、多様な職種の技術者が幅広く本書を活用できるように、
「総論編」、「マネジメント編」、「実務編」の３編で構成している。

JIS A 7501
（下水道管路維持管理計画の策定に関す
る指針）

R2.4
日本産業

規格

下水道管路維持管理計画の策定の考え方及び記載内容を統一するこ
とによって，健全な管路の管理，維持管理計画の策定の能率化などを
目的

下水試験方法（上巻、下巻）－2012年版
－

H24.11
下水道協

会

下水処理場の水質管理に必要な水質・汚泥試験、放流水質の法定検
査、事業場排水の監視、下水道施設の保守管理及び下水道に関する
各種調査・研究等に広く使える試験法としてとりまとめたもの。

18



○計画・設計・施工
タイトル 発行年月 作成 概要 WEB公表

JIS A 5506 下水道マンホール蓋 H30.12
日本産業

規格

近年の気象変動及び社会の安全性向上に関する要請に応えるため
に、マンホール蓋の種類及び性能、圧力解放耐揚圧機能等の新たな
規格を盛り込むなど見直す改正を行ったものである。

下水道土木工事必携（案）－2021年版－ R3.9
下水道協

会

「下水道土木工事必携（案）」は，土木工事に係る監督職員や受注者が
必要な事項を取りまとめたものである。
「下水道土木工事共通仕様書（案）」，「下水道土木工事施工管理基準
及び規格値（案）」，「安全管理」，「関係通達集」の4部で構成している。

 管きょ更生工法における設計・施工管理
ガイドライン－2017年版－

H29.7
下水道協

会

「管路施設の更生工法」に関する、設計、施工管理に関する指針であ
る。管きょ更生工法を調査・設計・施工管理する全国の下水道事業者、
設計コンサルタント、各工法メーカー、施工業者なを対象とした、管きょ
更生工法に係わる実用書である。

 下水道推進工法の指針と解説－2010年
版－

H22.10
下水道協

会

下水道工事において推進工法は数多く採用されている。その施工技術
の新たな考え方を整理している。参考資料として各工法の設計・施工に
関する計算例を掲載し、推進工法の計画・設計・施工において利用しや
すい指針である。

下水道施設計画･設計指針と解説（前編、
後編）－2019年版－

R1.9
下水道協

会

下水道事業の計画及び下水道施設、設備などの設計すべてを包含し
た技術的な実務書である。下水道法等の改正や下水道を取り巻く社会
環境の変化等を反映し、これまでの新・増設を中心とした記載内容に加
え、既存施設の管理運営状況（維持管理情報）等を評価し、その評価
を計画・設計に反映する考え方を取り入れるなど、維持管理からスター
トする新たなマネジメントサイクルの構築に対応した改定を行ったもの。

小規模下水道計画･設計・維持管理指針
と解説－2004年版－

H16.6
下水道協

会
小規模下水道事業の計画及び下水道施設、設備などの設計から維持
管理までを包含した下水道技術者の必携の書としてまとめたもの。
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（２）PPP/PFI

○全般

タイトル 発行年月 作成 概要 WEB公表

下水道事業におけるPPP/PFI手法選択の
ためのガイドライン（案）

H29.1
国交省

下水道部
下水道管理者がPPP/PFI手法導入のための優先的検討規程を作成す
る際に資する考え方、適切な PPP/PFI 手法の選択等をまとめたもの。

○

性能発注の考え方に基づく民間委託のた
めのガイドライン

H13.4
国交省

下水道部

性能発注方式について検討する際の留意点として、発注方法、既存施
設に関する情報の提供方法、委託者による適切な監視・評価の方法、
両当事者間の責任分担等についてまとめたもの。

○

○包括的民間委託

タイトル 発行年月 作成 概要 WEB公表

処理場等包括的民間委託導入ガイドライ
ン

R2.6
下水道協

会
包括的民間委託の導入や２期目以降の契約更新に関する基本的な考
え方やポイントを分かりやすくとりまとめたもの。

○
(会員限定)

下水道管路施設の管理業務における包
括的民間委託導入事例集

H29.3
国交省

下水道部

下水道管路施設への包括的民間委託導入検討にあたり参考となる、
アンケート調査及びヒアリング調査結果を事例集として取りまとめたも
の。

○

下水道管路施設の管理業務における包
括的民間委託導入ガイドライン

R2.3
国交省

下水道部

適切な管路管理を実践する手段の一つである包括的民間委託の導入
が円滑に行えるよう、既往の導入事例を踏まえて、庁内合意に至るま
での導入検討の方法や契約までに必要な事務等、実務的な内容につ
いて、知見・情報をとりまとめたもの。

○

処理場等包括的民間委託の履行監視・評
価に関するガイドライン

H30.12
下水道協

会

包括的民間委託導入後に、委託業者の業務の実施状況のモニタリン
グや評価を行う際に参考となる基本的な考え方や、履行監視・評価の
手順を分かりやすく取りまとめたもの。

○
(会員限定)

○コンセッション方式

タイトル 発行年月 作成 概要 WEB公表

下水道事業における公共施設等運営事
業等の実施に関するガイドライン

R4.3
国交省

下水道部

PPP/PFI の導入の流れ、コンセッション方式活用のメリット、手法の解
説と事業内容の検討、事業の実施・終了段階における検討事項などを
記載しており、その中で下水道コンセッションの実施において検討すべ
き課題の対応策を示したもの。

○
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（３）未普及解消
タイトル 発行年月 作成 概要 WEB公表

下水道未普及早期解消のための事業推
進マニュアル

H30.3
国交省

下水道部

下水道未普及解消事業を各自治体が容易に推進できるよう、先進的な
都市におけるケーススタディも踏まえ、より実践的な検討手順等を示し
たもの。

○

持続的な汚水処理システム構築に向けた
都道府県構想策定マニュアル

H26.1
国交省

下水道部
都道府県が市町村と連携して、着実に実行可能な都道府県構想を策
定するための一般的な検討手順や内容を示したもの。

○

（４）地震・災害対策
タイトル 発行年月 作成 概要 WEB公表

マンホールトイレ整備・運用のためのガイ
ドライン-2018年版-

H30.3
国交省

下水道部

被災者が「使いたい」と思う快適なマンホールトイレの普及に向けた、整
備時・運用時における配慮事項やチェックリスト、マンホールトイレの必
要数の考え方、地方公共団体の取組事例等をまとめたもの。

○

下水道の地震対策マニュアル－2014年版
－

H26.7
下水道協

会

本マニュアルは，東北地方太平洋沖地震による地震・津波被害を教訓
として改定した。既存施設を段階的、早期の耐震化・耐津波化するため
に策定した。防災・減災の考え方や地震・津波対策の手法，災害発生
後の対応等についてとりまとめた。また，「別冊・緊急対応マニュアル」
を，本マニュアル巻末に参考資料としてとりまとめた。

 下水道施設の耐震対策指針と解説－
2014年版－

H26.6
下水道協

会

 東北地方太平洋沖地震等を踏まえ、改定した。主な改定点は以下のと
おりである。
① 耐津波対策の基本的な考え方を示した。構造面の耐津波性能と照
査方法について示した。
②管路施設の差し込み継ぎ手管きょ（中大口径管）において、周面せん
断力を考慮した設計手法を示した。
③管路施設の埋戻し土の液状化対策を充実した。
④既存処理場・ポンプ場施設の耐震対策において、段階的な耐震性能
の設定とその照査方法を示した。

下水道ＢＣＰ策定マニュアル 2019 年版
（地震・津波、水害編）
～実践的な下水道ＢＣＰ策定と実効性を
高める改善～

R2.4
国交省

下水道部

下水道BCPをより実効性のあるものにブラッシュアップするため、平成
30 年 7 月豪雨や北海道胆振東部地震、令和元年房総半島台風や令
和元年東日本台風等の被害を踏まえ、対象災害に水害を加えるととも
に、広域・長期停電時における電源確保対策についての検討事項を整
理し、新たにとりまとめたもの。

○
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（５）浸水対策
タイトル 発行年月 作成 概要 WEB公表

雨水管理総合計画策定ガイドライン（案） R3.11
国交省

下水道部

下水道による浸水対策を実施すべき区域や目標とする整備水準，施設
整備の方針等の基本的な事項を定める雨水管理総合計画の策定手順
等を示したもの。

○

官民連携した浸水対策の手引き（案） R3.11
国交省

下水道部

浸水被害対策区域制度を適用した官民連携した浸水対策を進める上
で、必要な官民の役割分担や区域の指定等を検討する上で必要な基
本的事項を定めたもの。

○

下水道管きょ等における水位等観測を推
進するための手引き（案）

H29.7
国交省

下水道部

計画の作成や施設の運用時に下水道の管きょ等の水位を活用するこ
とを目的として、水位観測を行う上で必要な手順及び考え方を示したも
の。

○

下水道浸水被害軽減総合計画策定マ
ニュアル（案）

R3.11
国交省

下水道部

浸水対策を重点的に実施すべき区域において、その区域の設定手法
や、浸水被害軽減総合事業を活用したハード・ソフトを組み合わせた総
合的な浸水対策を組み合わせた計画の策定手順を示したもの。

○

水位周知下水道制度に係る技術資料
（案）

H28.4
国交省

下水道部

水防法第13条の2に基づき水位周知下水道を指定する際に必要な内
水氾濫危険水位の設定手法や必要な情報提供のあり方等について示
したもの。

○

内水浸水想定区域図作成マニュアル（案） R3.7
国交省

下水道部
内水浸水想定区域図の作成に関して、浸水想定手法等の基本事項を
定めたもの。

○

水害ハザードマップ作成の手引き H28.4

国交省
河川環境
課水防企

画室

水害ハザードマップの全国的な作成及び利活用を推進するため、作成
にあたっての考え方や推奨される事例等を示したもの。

○

ストックを活用した都市浸水対策機能向
上のための新たな基本的考え方

H26.4
国交省

下水道部
近年の局地的豪雨等に対応するため、施設情報や観測情報等のストッ
クを活用した浸水対策を進めるための手法等をとりまとめたもの。

○

雨水浸透施設の整備促進に関する手引
き（案）

H22.4
国交省

下水道部
治水課

雨水浸透施設の整備を促進するため、雨水浸透施設による流出抑制
効果や地下水涵養効果等を概算で簡便に把握する方法、浸透能力の
把握方法や適切な維持管理方法等について示したもの。

○

（６）雨天時浸入水対策
タイトル 発行年月 作成 概要 WEB公表

雨天時浸入水対策ガイドライン（案） R2.1
国交省

下水道部

分流式下水道における雨天時浸入水に起因する事象に対し、効果的
かつ効率的な対策を立案するための基本的な考え方を示したもの。
（令和4年4月に参考資料を一部追加）

○

（７）広域化・共同化
タイトル 発行年月 作成 概要 WEB公表

広域化・共同化計画策定マニュアル（改訂
版）

R2.4

総務省
農水省
国交省
環境省

都道府県が広域化・共同化計画を策定（見直しを含む）する際の考え
方等を示したもの。

○

（８）ＢＩＭ／ＣＩＭ
タイトル 発行年月 作成 概要 WEB公表

BIM/CIM活用ガイドライン（案） 　第7編 下
水道編

R3.3 国交省
業務の効率化・高度化を推進するため下水道施設のポンプ場、終末処
理場を対象に調査・設計、施工、維持管理、改築計画の各段階で
BIM/CIMを活用する手法等を示したもの。

○
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（９）水質改善
○流総計画、高度処理等

タイトル 発行年月 作成 概要 WEB公表

栄養塩類の能動的運転管理に関する事
例集

R3.3
国交省

下水道部

平成 26 年 3 月に公表した「栄養塩類の循環バランスに配慮した運転
管理ナレッジに関する事例集」の改訂版として、最新の栄養塩類の能
動的な運転管理に取り組んでいる処理場（試行も含む）における最新
の実施事例とその内容について紹介し、今後、同様な取組を行おうとす
る下水処理場の参考としてもらい、取組の普及促進を図ることを目的と
するもの。

○

下水処理場のエネルギー最適化に向けた
省エネ技術導入マニュアル（案）

R1.6
国交省

下水道部

下水処理場のエネルギー消費量の削減が図られることを目的に、省エ
ネに資する運転方法と近年、下水処理場に導入されつつある省エネ設
備について、具体の事例を用いて可能な限り定量的に効果を提示した
もの。

○

水質とエネルギーの最適管理のためのガ
イドライン～下水処理場における二軸管
理～

H30.3
国交省

下水道部

下水処理場の運転・維持管理における処理水質と消費エネルギーの
両面からの最適管理を実施するためのツールとして，二軸管理手法の
目的や進め方を示すとともに、二軸グラフの作り方、見方、PDCA を活
用した二軸管理の例を紹介している。

○

下水放流水に含まれる栄養塩類の能動
的管理のための運転方法に係る手順書
（案）

H27.9
国交省

下水道部

下水処理場の施設計画の担当者や現場の運転管理者などが、下水放
流水に含まれる栄養塩類の能動的管理のための季節別運転管理の
導入の検討や運転を行う際の参考事項を示したもの。

○

既存施設を活用した段階的高度処理の普
及ガイドライン（案）

H27.7
国交省

下水道部

水域の早期水質改善に向けて、既存施設の一部改造や運転管理の工
夫により段階的に高度処理化を図る手法を検討する際の参考事項を
示すもの。

○

流域別下水道整備総合計画調査　指針と
解説

H27.1

流域別下水道整備総合計画調査　指針と
解説　参考資料

H27.10

高度処理共同負担制度に関するガイドラ
インと解説(案）

H19.5
国交省

下水道部

特定終末処理場を管理する地方公共団体が、高度処理共同負担制度
の活用等削減目標量を達成するために必要な対策を立案し、事業計
画を策定し、円滑な事業を行うための方法や解説を示すもの。

○

○水質リスク

タイトル 発行年月 作成 概要 WEB公表

下水道におけるウイルス対策に関する調
査委員会報告書

H22.3
国交省

下水道部

下水道におけるノロウイルス対策に向けて国内外の文献調査や下水
処理場における実態調査結果をもとに、ノロウイルス問題の概要、下水
試料における定量方法・実態・除去効果について整理したもの。

○

下水道における化学物質排出量の把握と
化学物質管理計画の策定等に関するガイ
ドライン（案）

H23.6
国交省

下水道部

下水道事業者が届出義務を負う物質以外の化学物質を含めて、下水
道からの様々な化学物質の排出量を把握するとともに、化学物質管理
計画の策定や情報の提供・リスクコミュニケーションを進めるための具
体的な手法を示したもの。

○

○CSO対策

タイトル 発行年月 作成 概要 WEB公表

「効率的な合流式下水道改善計画策定の
手引き（案）」

H20.3
国交省

下水道部
合流式下水道の改善対策の低コスト化、早期の目標達成等に向けて
緊急改善計画の見直しする際の参考とするもの。

○

合流式下水道の雨天時放流水質基準に
ついての水質検査マニュアル

H16.4
国交省

下水道部

合流式下水道の雨天時放流水質基準についての水質検査（下水道法
施行令第１２条第３項に規定）について、これを適正に実施するための
参考とするもの。

○

国交省
下水道部

流域別下水道整備総合計画の策定に向けた調査・検討に関する指針
と解説を示したもの。

○
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（10）下水道資源・エネルギー利用
○汚泥利用

タイトル 発行年月 作成 概要 WEB公表

下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン -
平成29年度版-

H30.1
国交省

下水道部

固形燃料化技術、バイオガス利用技術、熱分解ガス化技術、焼却廃熱
発電技術及び水素製造技術を対象として、特に経済性や温室効果ガ
ス削減効果、エネルギー需要者とのマッチング等、導入検討の参考と
なる情報をとりまとめたもの。

○

下水汚泥のエネルギー化導入簡易検討
ツール 平成29年度版-

H30.1
国交省

下水道部

固形燃料化技術、バイオガス利用技術、熱分解ガス化技術、焼却廃熱
発電技術及び水素製造技術を対象として、技術導入に係る事業費や
省エネ効果等の概算を行うもの。

○

下水処理場における地域バイオマス利活
用マニュアル

H29.3
国交省

下水道部

地域バイオマス利活用の導入検討にあたり、事業採算性の検討や受
け入れる地域バイオマスの種類・性状による前処理方法、下水処理へ
の影響の評価方法、関連する法的手続き等必要な事項をとりまとめた
もの。

○

下水汚泥有効利用促進マニュアル -持続
可能な下水汚泥の有効利用を目指して－
2015年版－　CD-ROM付

H27.8
下水道協

会

下水汚泥由来の資源・エネルギーの有効活用に向け、これまでの下水
汚泥有効利用関連の図書を一冊に統合したマニュアルで、　肥料利
用、建設資材利用、エネルギー利用の3分野それぞれの技術を統合
し、最新の動向及び技術を盛り込んだもの。

下水汚泥固形燃料JIS規格　(JIS Z 7312） Ｈ26.9
下水道協

会
下水汚泥固形燃料の品質の安定化及び信頼性の確立を図り、市場の
活性化を促進するもの。

○

下水道におけるリン資源化の手引き H22.3
国交省

下水道部
下水道管理者によるリン資源化事業の実施検討を支援するため、リン
資源の現状と課題や検討手順等についてとりまとめたもの。

○

バイオソリッド利活用基本計画 H16.3
国交省

下水道部

下水処理場における下水汚泥及び他のバイオマスの有効利用を図る
ために都道府県が策定する「バイオソリッド利活用基本計画」の策定手
法をまとめたもの。

○

○熱利用
タイトル 発行年月 作成 概要 WEB公表

下水熱利用マニュアル（案） H27.7
国交省

下水道部

下水熱利用事業の構想段階で必要となる基礎情報や、事業化段階に
おける関係者間の調整に資する情報、実施設計段階における必要な
手続きに関する情報をとりまとめたもの。

○

下水熱ポテンシャルマップ（広域ポテン
シャルマップ）作成の手引き

H27.3
国交省

下水道部

下水熱の賦存量や存在位置等のポテンシャル量を可視化して提示す
る広域版下水熱ポテンシャルマップの作成方法や活用事例をとりまと
めたもの。

○

下水熱ポテンシャルマップ（詳細ポテン
シャルマップ）作成の手引き

H27.3
国交省

下水道部

具体のプロジェクトにおける採算性等の定量的な検討や実施設計に必
要な情報を提示する詳細版下水熱ポテンシャルマップの作成方法や活
用事例をとりまとめたもの。

○

○雨水、再生水利用
タイトル 発行年月 作成 概要 WEB公表

渇水時等における下水再生水利用 事例
集

H29.8
国交省

下水道部
渇水時等の下水再生水の緊急的な利用に係る全国の現状と主な課題
毎に、その解決に資する好事例等を整理し、まとめたもの。

○

下水道施設における雨水（あまみず）利用
に関する事例集について

H28.3
国交省

下水道部

下水道施設において雨水利用に取り組んでいる先行事例の存在とそ
の内容について紹介し、今後同様な取り組みを行おうとする自治体や
関係機関の参考としてもらい、下水道施設における雨水利用の普及・
促進に寄与するもの。

○

下水道における地球温暖化対策マニュア
ル～下水道部門における温室効果ガス排
出抑制等指針の解説～

H28.3
環境省・
国交省

下水道部

下水道部門における地球温暖化対策について、「温室効果ガス排出抑
制等指針」に掲げられる取組内容等を詳細に解説したもの。

○

下水処理水の再利用水質基準マニュアル H17.4
国交省

下水道部
下水処理水の再利用における水質基準や施設基準、考慮すべき事項
等を提言したもの。

○
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（11）その他
○広報・人材育成

タイトル 発行年月 作成 概要 WEB公表

下水道の「市民科学」ガイドブック R4.3
国交省

下水道部

地域に根差して活動を行っている団体（NPO、学校の科学部・同好会）
の好事例の紹介、研究者や行政とよりよい地域づくりに向けた「市民科
学」の取り組み、連携方策を紹介したもの。

○

下水道の「市民科学」研究テーマ集 R3.3
国交省

下水道部

市民科学の取り組みを始める上で、研究テーマを設定する際のヒントと
して活用できるよう、事例やアイデアを「研究テーマ集」としてまとめたも
の。

○

下水道の「市民科学」取組事例集 R4.3
国交省

下水道部

下水道の市民科学を活用した市民連携のモデル地区として取り組まれ
た団体や導入をフォローした団体の取り組み、その後の展開、成果に
ついてまとめたもの。

○

○安全対策

タイトル 発行年月 作成 概要 WEB公表

局地的な大雨に対する下水道管渠内工
事等安全対策の手引き(案)

H20.10
国交省

下水道部

局地的な大雨に対し、増水した後の対応のみならず、予防的な対応も
含め、雨水が流入する下水道管渠内における工事等を安全に実施す
るために必要な対応策についてとりまとめたもの。

○契約

タイトル 発行年月 作成 概要 WEB公表

下水道施設の機械・電気設備工事請負契
約における設計変更ガイドライン（案）

H22.6
国交省

下水道部

「工事請負契約における設計変更ガイドライン（案）」【土木工事】を取り
まとめているが、機械・電気設備工事では異なる特徴を有しており、こ
れを踏まえ設計変更の対応方法・考え方を取りまとめたもの。
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○A-JUMP、B-DASH

タイトル 発行年月 作成 概要 WEB公表

水位計と光ファイバー温度分布計測シス
テムにAIを組合せた雨天時浸入水調査技
術の実用化に関する実証事業

R4.3
国交省

下水道部

小規模下水処理場を対象とした低コスト・
省エネルギー型高濃度メタン発酵技術に
関する実証事業

R4.3
国交省

下水道部

単槽型硝化脱窒プロセスのICT・AI制御に
よる高度処理技術実証事業

R4.3
国交省

下水道部

ヒートポンプレスで低LCCと高COPを実現
する下水熱融雪システムに関する研究

R3.6
国交省

下水道部

ＡＩによる音響データを用いた雨天時侵入
水検知技術の実用化に関する実証事業

R3.4
国交省

下水道部

ICTを活用した総合的な段階型管路診断
システムの確立にかかる実証事業

R3.3
国交省

下水道部

ICTを活用した下水道施設の劣化状況把
握・診断技術の実証事業

R3.3
国交省

下水道部

ICTを活用する劣化診断技術および設備
点検技術実証事業

R3.3
国交省

下水道部

高濃度消化・省エネ型バイオガス精製に
よる効率的エネルギー利活用技術に関す
る実証事業

R3.3
国交省

下水道部

クラウドを活用し維持管理を起点とした継
続的なストックマネジメント実現システム
の実用化に関する実証事業

R3.3
国交省

下水道部

高効率消化システムによる地産地消エネ
ルギー活用技術の実用化に関する実証
事業

R1.12
国交省

下水道部

温室効果ガス削減を考慮した発電型汚泥
焼却技術の実用化に関する実証事業

R1.11
国交省

下水道部

最終沈殿池の処理能力向上技術実証事
業

R1.12
国交省

下水道部

複数の下水処理場からバイオガスを効率
的に集約・活用する技術

R1.12
国交省

下水道部

都市域における局所的集中豪雨に対する
雨水管理技術実証事業

H30.3
国交省

下水道部

特殊繊維担体を用いた余剰汚泥削減型
水処理技術実証事業

H31.2
国交省

下水道部

脱水乾燥システムによる下水汚泥の肥料
化、燃料化技術実証事業

H31.2
国交省

下水道部

自己熱再生型ヒートポンプ式高効率下水
汚泥乾燥技術実証事業

H31.2
国交省

下水道部

ＤＨＳシステムを用いた水量変動追従型
水処理技術実証事業

H30.12
国交省

下水道部

下水圧送管路における硫化水素腐食箇
所の効率的な調査・診断技術に関する調
査事業

H30.2
国交省

下水道部

下水道革新的技術実証事業（B-DASH）により採択・実施された実証研
究結果をとりまとめた技術導入ガイドライン（案）。

○

26



下水処理水の再生処理システムに関する
実証事業

H30.2
国交省

下水道部

バイオガス中のCO2分離・回収と微細藻
類培養への利用技術実証事業

H29.12
国交省

下水道部

無曝気循環式水処理技術実証事業 H29.2
国交省

下水道部

高効率固液分離技術と二点DO制御技術
を用いた省エネ型水処理技術の技術実証
事業

H29.1
国交省

下水道部

ICTを活用した効率的な硝化運転制御の
実用化に関する技術実証事業

H28.12
国交省

下水道部

ICTを活用したプロセス制御とリモート診
断による効率的水処理運転管理技術実
証事業

H28.12
国交省

下水道部

ICTを活用した浸水対策施設運用支援シ
ステム実用化に関する技術実証事業

H28.12
国交省

下水道部

水素リーダー都市プロジェクト～下水バイ
オガス原料による水素創エネ技術の実証
～

H28.10
国交省

下水道部

温室効果ガスを抑制した水熱処理と担体
式高温消化による 固形燃料化技術実証
事業

H27.10
国交省

下水道部

脱水・燃焼・発電を全体最適化した革新的
下水汚泥エネルギー転換システムの実証
事業

H27.10
国交省

下水道部

下水道バイオマスからの電力創造システ
ム実証事業

H27.10
国交省

下水道部

高度な画像認識技術を活用した効率的な
管路マネジメントシステム技術に関する技
術実証事業

国交省
下水道部

管口カメラ点検と展開広角カメラ調査及び
プロファイリング技術を用いた効率的管渠
マネジメントシステムの実証事業

国交省
下水道部

広角カメラ調査と衝撃弾性波検査法によ
る効率的な管渠マネジメントシステムの実
証事業

国交省
下水道部

廃熱利用型　低コスト下水汚泥固形燃料
化技術実証事業

H26.8
国交省

下水道部

管路内設置型熱回収技術を用いた下水
熱利用技術実証事業

H26.8
国交省

下水道部

固定床型アナモックスプロセスによる高効
率窒素除去技術実証事業

H26.8
国交省

下水道部

神戸市東灘処理場　栄養塩除去と資源再
生（リン）　革新的技術実証事業

H26.8
国交省

下水道部

超高効率固液分離技術を用いたエネル
ギーマネジメントシステム技術実証事業

H25.7
国交省

下水道部

神戸市東灘処理場　再生可能エネルギー
生産・革新的技術実証事業

H25.7
国交省

下水道部

下水道への膜処理技術導入のためのガ
イドライン［第2版］

H23.3
国交省

下水道部

下水道を中心とした膜処理技術に関する基礎的な情報や最新の知見
について整理するとともに、地方公共団体が下水道への膜処理技術の
導入にあたって検討すべき事項や留意事項を示したもの。

○

H27.10
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（２）広報活動について 

 １）基本的な考え方 

下水道事業の持続に必要な資金・人材の投資が適切になされるためには、下水道使

用料、税等を通じその財源を負担する国民の理解が不可欠である。また、担い手の確

保のため、下水道分野が魅力的な職場として、そこで働く人や学生等を惹きつけるプ

レゼンスを獲得することが重要である。 

そのためには、国民一人一人に、「私は汚濁負荷を排出している一人であり、衛生的

な生活と快適な水辺環境を守るため、下水道は必要だ。私の財産である。私が支えな

くてはならない。」という意識を共感される、いわゆる「自分ゴト」されることが重要

である。 

さらには、下水道のブランドイメージ、例えば「人々の生命・生活や経済活動に必

要不可欠なライフライン」、「水・資源・エネルギー循環の要」、「イノベーションによ

り経済活性化に貢献」、「グローバルな水問題解決に貢献」といったイメージが確立し、

社会的なプレゼンスが向上することを目指すべきである。（以上、「新下水道ビジョン」

（平成 26 年 7 月）より一部引用）。 

 平成 29 年 8 月に策定した「新下水道ビジョン加速戦略」においても重点項目の 1

つとして、“国民への発信”を位置づけている。国土交通省でも積極的に取り組んでい

るので、各地方公共団体においても広報活動を活性化されたい。 

 また、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、新たな広報ツールとして、

YouTube や Twitter 等の SNS を活用する事例も増えているので参考にされたい。 

 

 若い世代を意識した広報、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からの広報   

～ＳＮＳの積極的な活用～ 

• 平成 29 年度に国土交通省が行った意識調査では、若い世代ほど下水道に対する

イメージが悪く、関心が低いという結果が得られている。ついては、若い世代の

関心が高い SNS を活用した情報発信など、若者の興味を惹きつける広報をお願い

したい。国土交通省でも Twitter を活用して、旬な話題等を情報発信していると

ころである。また、小学生の下水道への理解促進を目的としたパンフレットを国

土交通省にて作成し、ＨＰにも公開しているので、活用いただきたい。 

• 「下水道の日」である９月１０日を中心に、５日間連続で下水道の魅力を伝える

１０秒程度の動画を国土交通省公式 Twitter アカウントから配信し、SNS を活用

した若年層向けの広報活動を展開している。また、下水道に対す

る理解、関心を高めていただくため、「浸水防除」、「公衆衛生の

向上」、「公共用水域の水質保全」をテーマに作成したポスターを

国交省ＨＰで公開しているので、活用いただきたい。 
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【１０秒動画】YouTube で公開中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【広報ポスター】 

 
 

 施設見学の促進   

• 普段見ることがない下水処理場や工事現場など下水道に関する見学会は、下水道

の理解促進につながりやすいという結果が得られている。ついては、施設見学の

受入促進、積極的な下水道施設の一般開放や工事現場見学会の開催をお願いした

い。また、報道機関等へ施設や工事現場を公開し、メディアを通じて下水道の役

割を発信してもらう取組みを実施している団体もあるので参考されたい。 
• 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から施設見学の開催を中止せざるを得

ない状況にあるが、オンライン見学会や、施設内部を紹介する動画を公開するな

ど、広報手法を工夫している団体もあるので参考にされたい。 
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―下水道施設・現場の見学― 
出前講座～下水道の冒険へ出発！～（大阪府八尾市） 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
「下水道探検隊」に入隊し、隊長と一緒に下水道の役割や仕組み、正しい利用方法などを学

んでいるよ。さあ、みんなで下水道の冒険へ出発しよう！ 
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２）下水道のストック効果 

ストック効果とは、インフラの整備効果であり、耐震性の向上や水害リスクの

低減と言った「安全・安心効果」や、生活環境の改善やアメニティの向上といっ

た「生活の質の向上効果」のほか、「生産性向上効果」といった社会のベースの

生産性を高める効果がある。 

各地方公共団体においては、これらストック効果を一般にわかりやすく表現

し、下水道事業のストック効果の発信を図られたい。各地方公共団体での取組み

は、国交省ＨＰで紹介しているので参考にされたい。 

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000420.html 

 

また、国交省ＨＰでは、ストック効果について興味を持っていただけるよう、

東京湾に関わりのある方に「水の天使」中村真優さんがインタビューした記事を

掲載するとともに、ＰＲポスターを公開しているので、活用いただきたい。 
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３）国土交通大臣賞「循環のみち下水道賞」 

循環のみち下水道賞は、下水道の使命を果たし、社会に貢献した好事例を表彰

しその功績を称えるとともに、広く発信することで全国的な普及を図ることを目

的に、平成 20 年度より表彰を行っている。（平成４～19 年度は、「いきいき下水

道賞」として表彰） 

 

令和３年度受賞結果について 

昨年度は、 

・イノベーション部門（現場における創意工夫や新技術の活用等の取組み） 

・防災・減災部門（災害対策におけるソフト・ハード面の取組み） 

・アセットマネジメント部門（施設の長寿命化や計画的な維持修繕、事業運 

営、人材育成に貢献する取組み） 

・広報・教育部門（効果的な広報活動や環境・防災教育の取組み） 

の４部門構成とし、優れた取組みを表彰した。（新型コロナウイルス感染症拡大防

止の観点から表彰式はオンラインで実施） 

各受賞内容の詳細については、国交省ＨＰで公表している。 

 

循環のみち下水道賞ホームページ URL 

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/R3_jyunkannomiti.html 

（令和３年度受賞一覧） 

部門 受賞者 件名 

グランプリ 北海道恵庭市 都市代謝施設の集約化を活かした資源循環・有効利

用の取り組み 

防災減災 
宮城県東松島市 

マンホールトイレの新型コロナウイルス感染症対策

～運動会で検証～ 

東京都下水道局 
下水中の新型コロナウイルス”感染性認められず” 
～国内で初 迅速な調査実施で下水道関係者の安心

確保に貢献～ 

鹿児島市水道局 
低地区総合浸水対策緊急事業による床上浸水の解消

とストック効果の発現 

アセット 

マネジメント 
東京都下水道局 

・東京都八王子市 

流域下水道への編入による処理施設の統合を実現 

～多摩地域における下水道事業運営の効率化と水環

境向上～ 

広報・教育 川崎市上下水道局 AR（拡張現実技術）で見えない下水道を魅せる 

愛知県春日井市 
使用料改定に向けた情報発信力の強化 
はじめまして！うすぃ＆おすぃです 
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令和４年度募集について 

令和４年度の循環のみち下水道賞は、昨年度と同様に４部門構成で募集する予

定。詳しくは、４月中目処でお知らせする応募要領を御確認いただきたい。 

是非積極的な御応募をお願いしたい。また、都道府県におかれては、管内市町

村へ周知いただきたい。 

 

【スケジュール】 

「９月９日」に表彰式を実施予定 

 Ｒ４ 参考（Ｒ３） 

依頼 ４月中 ５月１７日 

地方公共団体からの応募締切 ６月中 ６月２５日 

表彰式 ９月９日 

９月１０日（下水道の

日）が土曜日のため 

９月１０日 

新型コロナ感染拡大防止の観

点からオンラインにて開催 
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参 考 他顕彰への応募について 

国土交通省では、このほかにも下水道事業の優良事例を顕彰する賞として、総務

省等と共催しているインフラメンテナンス大賞や、全建賞（全日本建設技術協会）

や土木学会賞（土木学会）など他機関が主催する顕彰も数多く存在するため、積極

的にご応募いただきたい。 
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４）下水道環境教育の推進 

将来の下水道界を担う人材の育成や下水道の多様な機能の理解促進（「見えない」

下水道の「見える化」）を目的に、以下の冊子等を活用して環境教育を推進するととも

に、小学校等へのＰＲをお願いしたい。 

 

 

1. 国土交通省関連コンテンツ 

① 冊子「キャプテン・ゲスイの宝物」「キャプテン・ゲスイの冒険 救えゴーウ王国」 

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000486.html 

・下水道のイメージアップや下水道に親し

みやすさを感じてもらうことを狙った冊

子。 

・冊子はＨＰで公開しているので、学校の

授業や社会科見学、イベント等で自由に

活用いただきたい。 

・本パンフレットを一部改変し、地方公共

団体の取組み等を掲載したものを独自に

作成いただくことは可能なので、国土交

通省までご連絡いただきたい。 

 

2. （公社）日本下水道協会関連コンテンツ 

① 小冊子「下水道のなぞを解明 下水道探偵スイスイ」 

  https://www.jswa.jp/sewage/material/ 

 ・日本宝くじ協会の助成を受け、下水道の啓発パンフレットを作成。  

 ・下水道の仕組みや役割、また水の循環についてわかりやすく解説。 

 ・処理場所有の都道府県及び市町村・事務組合に送付。 

 

 

② 循環のみち下水道環境教育助成金（H22～） 

 （https://www.jswa.jp/kankyo-kyoiku/support/） 

 ・下水道分野の環境教育を推進するため、 

全国の小中学校等に対して授業等に必要な経費を 1団体 10 万円を上限として助成。 
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 ③ 「みんなの循環のみち下水道｣環境教育ポータルサイト 

（http://www.jswa.jp/kankyo-kyoiku/） 

  ・生活を陰から支えている下水道の役割を知って頂くため、様々な素材を紹介・提供し

ている下水道の環境教育のポータルサイト。 

（主なコンテンツ） 

・小学校の新学習指導案に準拠した学習指導案 

・授業でそのまま活用できる教育素材 

（パワーポイント、動画、イラスト等） 

・地方公共団体の教育素材リンク 

・下水道環境教育ネットワーク 

・循環のみち下水道環境教育助成金活用事例 

 

 

④ 下水道広報素材（会員ページ内） 

※本サイトを閲覧する際には、「下水道協会誌」に掲載しているパスワードが必要。 

  ・全国の地方公共団体が所有する様々な情報や広報ツールを集約。 

・下水道広報を効果的に推進していくために、約 400 の地方公共団体・公社等から寄せ

られた学習教材や展示模型・実験ツール、パネル・ポスター、ノウハウ・ツールなどを

掲載。 

・新たに検索機能を設け、利便性が向上。 

（主なコンテンツ） 

 ①学習教材          ②展示模型・実験ツール等 

 ③パネル・ポスター      ④ノウハウ・ツール 

 ⑤下水道なんでもナンバーワン ⑥数字で伝える下水道 

 ⑦下水道ビフォー・アフター  ⑧下水道広報の担い手  

 ⑨その他広報素材  
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５）マンホールトイレの普及啓発 

 国土交通省では、避難所における避難生活等において、快

適なトイレ環境を確保するため、マンホールトイレ整備に対

する支援やガイドラインの策定を実施している。 

 

マンホールトイレに関するホームページ URL 

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000411.html 
 

１．マンホールトイレ整備・運用のためのガイドライン 

国土交通省では、被災者が“使いたい”と思えるマンホールトイレを整備する

ための配慮事項等をとりまとめた「マンホールトイレ整備・運用のためのガイド

ライン」を策定している（令和３年３月に、事例集を充実させる形で一部改定）。 

 
２．マンホールトイレ普及啓発ツール 

 国土交通省では、マンホールトイレの普及促進の一助としてなるよう普及啓発のた

めのリーフレット、動画、漫画を作成している。広報活動の際には、積極的な活用を

お願いしたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．マンホールトイレの活用促進 

 各地方公共団体では、多くの住民へのＰＲ等を目的に、イベント会場等で実際にマ

ンホールトイレが使用されており、設置から使用、片付けまで一連の訓練を実施して

いる。例えば、岐阜県恵那市では、小学校の授業の一環としてマンホールトイレの設

置訓練が行われており、このような実体験を伴う住民へのＰＲを積極的にご検討いた

だきたい。 
 

 

 

 

北九州市 

東松島市での取組熊本市での取組み 恵那市での取組み 
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４．避難所におけるマンホールトイレ導入の検討について（通知） 

 避難所におけるマンホールトイレの普及に向けて、避難所の設置・運営等を所管

する内閣府との連名で、市町村の防災部局、下水道部局双方に対する通知を発出し

ている（「避難所におけるマンホールトイレ導入の検討について」府政防第 1588
号、国水下企第 44 号、令和２年 10 月 23 日）。 
 地方公共団体におかれては、地域の実情等を踏まえ、避難所におけるトイレの確

保に向けた検討において、障がい者等向けトイレ、とりわけマンホールトイレの導

入についても関係部局が相互に連携して検討されるよう、お願いしたい。 
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６）下水道広報プラットホーム（GKP） 

  下水道の真の価値を伝えると共に、これからの下水道を皆で考えていく全国ネ

ットワークの構築を目指して、セクターを越えた下水道広報の中枢の一つとなる

情報交流、連携の母体として「下水道広報プラットホーム」（事務局（公社）日本

下水道協会）を平成２４年度に設立し、これまでに様々な活動を展開している。 

各地方公共団体におかれても、GKP への参加・連携と、住民等への積極的な広報

活動をお願いしたい。 

なお、広報活動に関するご相談があれば、GKP 事務局、又は下水道企画課にご相

談いただきたい。また、効果的な広報事例について下水道企画課まで情報提供を

お願いしたい。 
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（ＧＫＰの活動例）※令和３年度は、エコプロへは出展せず、マンホールサミットは開催中止 

  

下水道展’ 21 大阪への出展 

下水道展において「スイスイ下水道研究所」

として、小学生を中心に下水道を面白く・わ

かりやすく学ぶ体験型展示を実施。 

エコプロに「水をめぐる大冒険～水道水はどこ

から来る？使った水はどこへ行く？」を水循環

のストーリーにのせて体験型展示を実施。 

エコプロ 2019 への出展 

（令和元年 12 月６日～９日） 

マンホールサミット 

マンホールに関するトーク、蓋の展示、グッ

ズ販売等を実施。マンホールを通して下水道

の魅力を発信。 

第 9回マンホールサミット in 池田 

（令和元年 10 月 19 日) 

下水道を未来につなげる会 

下水道業界のリクルート力強化のための新た

な試みとして、「下水道を未来につなげる会」を

立ち上げ、魅力を学生に発信する取組を推進。 

エコプロ 2019 への出展 

マンホールカード 

マンホールカードの例 

ＧＫＰが企画・監修するマンホール蓋のコレ

クションアイテムで、マンホール蓋を管理す

る都道府県や市町村とＧＫＰが共同で作成。 

 
下水ｚ道展’21 大阪への出展 

（令和３年８月 17 日～20 日） 

大分高専イベント 

（令和３年 11 月 24 日） 
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７）下水道を核とした市民科学育成プロジェクト 

現在では、下水道はあって当たり前のものとなっており、今後の下水道のあり方を

考えていく上で、関心を一層高め、自分ゴトと捉えていただくかが課題となっている

ところ。身近な水環境への疑問をきっかけとして「自分が流した下水と川や海などの

関わり」などを調べることは、市民が主体的に下水道の存在意義や役割を発見する機

会となり、さらには、地域のよりよい水環境を創造する力になる。 

「下水道の市民科学」とは、よりよい地域づくりに向けて、地域の団体（学校、自

治会や NPO など）と行政が協働し、市民にも呼びかけながら下水道に関する調査研究

活動に参画する取組みのこと。 

平成 28 年度には、下水道の市民科学の取組み方等を紹介する行政向け・市民団体

向けの２種類のガイドブックを策定しており、ガイドブックを参考に市民科学に取組

み、市民との連携による下水道の見える化を図っていただきたい。  

また、平成 29 年度からモデル調査を実施し、平成 30 年度には下水道にまつわる

様々なテーマについて、事例やアイディアをまとめた研究テーマ集を策定した。 

令和元年度は、活動団体の支援や活動のノウハウなどを蓄積・発信するためのプラ

ットフォームとして、GKP を母体とした「GKP チーム市民科学」の立上げを支援した。 

令和 2年度は、市民科学のさらなる普及発展につなげることを目的として、「市民

科学発表会」をオンラインで開催した。豊田市や滋賀県では、下水道における中長期

計画等に市民科学の取組検討が位置付けられるなど、様々な地区において、市民科学

の導入に向けた検討がなされた。 

令和 3年度は、昨年度に引き続き「市民科学発表会」をオンラインで開催した。ま

た、どの様な市民科学の取組み方が自分の団体にマッチするかイメージできるように、

過年度に導入フォローした自治体の取組みについて、具体的な活動内容や成果を紹介

する取組み事例集を作成した。 

今後も「GKP チーム市民科学」と相互に連携しながら、引き続きモデル調査等を実

施予定なので、積極的な参画をお願いしたい。 

特にこれまで「循環のみち下水道賞」で受賞した取組みなど、既に地域の団体と連

携した取組みを行っている地方公共団体には、市民科学の視点も取り入れた取組みを

検討して頂きたい。 

 

ガイドブック・研究テーマ集・取組事例集 URL： 

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000522.html 
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８）東京湾大感謝祭 2022「東京 WONDER 下水道」 

東京湾大感謝祭は、国土交通省が参画する「東京湾再生官民連携フォーラム」の

活動の一環として開始。都市に住む市民や企業、団体と国や地方公共団体がとも

に、海の再生を考え、行動するきっかけを提供する場として、平成２５年度より開

催。例年横浜赤レンガ倉庫・広場や周辺の会場で開催されていたが、令和 2年度以

降は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、オンラインで開催。 

東京湾流域の９都県市と協賛企業で下水道関係の官民が一体となり、水処理や合

流改善などの下水道の取組みを紹介するため、平成２８年度より下水道ブース「東

京 WONDER 下水道」を出展。令和 3 年度は、東京湾大感謝祭 2021 のオンラインサイ

トに特設ページを公開。東京湾を足元から守る下水道について、東京湾の水質浄化

に果たしてきた役割に加えて、高度処理の仕組みや現状の取組状況など、動画を交

えて紹介。 

東京湾大感謝祭 2022 は、リアル開催（10 月 15 日（土）、16 日（日））及びオンラ

イン配信を予定。 

 

＜東京 WONDER 下水道開催概要＞ 

特設サイト 2021 年版公開期間：令和 3年 10 月～令和 4年 9月 30 日（予定） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京 WONDER 下水道特設ページ 
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（３）人材育成について 

下水道事業を取り巻く状況は、人口減少に伴う職員数や使用料収入の減少、老朽化

に伴う大量更新期の到来、気候変動の影響により懸念される水害の頻発・激甚化、切

迫する大規模地震等、課題が多様化し、厳しさを増している。また、技術革新等が進

み、職員１人１人に求められる能力が高度化している。 

一方で、このような厳しい状況を乗り越え、下水道事業を支える人材の数には限り

がある。人口減少に伴い職員数が減少傾向にある中、職員１人１人の生産性を上げ、

効率的かつ効果的に下水道事業を支えるためには、下水道事業を支える「人材」を育

成することが極めて重要である。 

ここでは、人材育成に関する国等の取組例や、地方公共団体等の取組例を紹介する

ので、各地方公共団体において参考にされたい。 

 

１）国による人材育成の取組 

 （１）下水道場 

令和２年度に引き続き新型コロナウイルスの影響により令和３年度の下水道場

においてもオンライン開催。オンライン開催であっても、少しでも下水道場の目

的の一つである横のつながりの構築を目指すため、第１回（９月 17 日）・第２回

（２月４日）の参加者・グループを固定することにより継続的な議論を行ってい

ただきました。また、グループのメンバー構成については職種ごととし、短い期

間で深い議論をしていただくことを目指した。 

第１回で各グループの検討テーマを決めていただき、その後約半年にわたって

オンラインでの検討を進めていただき、第２回では全 16 グループよりその成果

について発表を行った。職種ごとにグループ分けをした狙いどおり、各グループ

それぞれの特徴が発揮された大変興味深い発表内容となった。第２回参加者の投

票により、Ⅰグループの「デジタルでつながる広域化・共同化」が最優秀賞に選

定された。 

過去の開催概要は、国土交通省ＨＰに公表している。令和４年度下水道場は、

令和４年９月・２月に開催予定。 

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000316.html 

 

また、都道府県等が主導する地方版下水道場の立上げについても支援している

ので、積極的に若手職員等の交流、研修の場の創設を御検討いただきたい。 
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【地方版下水道場（令和３年８月末時点）】※令和３年度新規開催 

 名称 主催 参加者 開催数 

1 北の下水道場 北海道 北海道、道内市町村 12 

2 おどげでねぇ 伊達な下水道場 宮城県、仙台市 宮城県、県内市町村 12 

3 煉瓦下水道場 仙台市 仙台市 53 

4 あきたの下水道場 秋田県 秋田県、県内市町村 7 

5 むらやま処理区下水道場 山形県 山形県、村山処理区内市町村 7 

6 マロニエ下水道場ネットワーク 栃木県 栃木県、県内市町村 11 

7 彩の国下水道塾 埼玉県 埼玉県、県内市町村 10 

8 かながわ かもめ下水道ネットワーク 神奈川県 神奈川県、県内市町、下水道公社 1 

9 にいがた下水道場 新潟県 新潟県、県内市町村、下水道公社 14 

10 あいち心の浄化センター 愛知県、名古屋市 愛知県、県内市町村 11 

11 まるみえ下水道塾 三重県 三重県、県内市町村 3 

12 令和 京（みやこ）道場 京都府 京都府、府内市町村 3 

13 NANIWA ともあれ下水道場 大阪府 大阪府、府内市町村 4 

14 ひめ塾下水道場 姫路市 姫路市 35 

15 下水道場晴れの国支部 岡山県 岡山県、県内市町村 4 

16 下水道場広島市支部 広島市 広島市、近隣市町 119 

17 うどん県下水道場 香川県 香川県、県内市町村 4 

18 愛顔あふれるえひめ下水道場 愛媛県 愛媛県、県内市町 1 

19 とびうめ下水道場 福岡県、福岡市、北九州市 福岡県、県内市町村 10 

20 やるばい長崎下水道場 長崎県 長崎県、県内市町村 5 

21 よかまち長崎下水道場 長崎市 長崎市、長与町 4 

22 肥後モンの水洗化道場 熊本県、熊本市 熊本県、県内市町村 3 

23 美ら水道場 沖縄県 沖縄県、県内市町村 3 
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（２）国土交通省が開催している自治体職員向けの研修 
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２）日本下水道事業団 研修センター 

日本下水道事業団研修センターでは、「第一線で活躍できる人材の育成」を目指し

て、計画設計、経営、実施設計、工事監督管理、維持管理、官民連携・国際展開の６

コースについて、下水道のライフサイクルの各段階に対応したさまざまな専攻を設定。

演習・実習に重点を置き、実務に即したカリキュラムを準備し、下水道法第 22 条の

資格取得のための指定講習を含め、4 日～10 日程度の専攻を中心として、埼玉県戸田

市にある全寮制の施設で研修を実施。 

ほとんどの専攻において、研修生から研修実施前に提出された課題についてのディ

スカッションを実施。ディスカッションでの研修生相互の意見交換や講師を交えた議

論により、普段の実務による課題解決の糸口を見出すことができ、また、ディスカッ

ション、寮生活を通じて、研修生同士が切磋琢磨し、能力や意識の向上を促すととも

に、研修生同士のネットワーク形成を積極的に支援。 

さらに、コロナ禍における研修ニーズに対応するため、ライブ型でのオンライン研

修や、動画配信によるオンデマンド型でのオンライン研修を実施。 

2022 年度に供用開始となる新寮室棟では、寮室の個室化によるプライバシーの配

慮や女性専用フロアの整備により、快適で研修に集中できる研修環境を提供。 

また、研修センターで実施する研修以外に、全国各地で開催する「地方研修」及び

民間事業者職員を対象とする「民間研修」を継続して実施。 

 

    
      講義風景（集合研修）      講義風景（オンライン研修） 
 

   
       新寮室棟外観            新寮室棟（談話室） 
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管理企画指導室 
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管理企画指導室の取り組み 

総  括 

（１）下水道の持続的な経営について 

１）下水道経営の現状・課題 

２）経営健全化サイクルの構築に向けた取組の推進 

３）その他（経営改善に関連して） 
 

（２）下水道分野におけるコンセッションを含む PPP/PFI の推進について 

１）現状及び国土交通省の取組（全般） 

２）下水処理場等の包括的民間委託 

３）管路施設の包括的民間委託 

４）ＰＦＩ（従来型）・ＤＢＯ方式 

５）コンセッション方式 

６）民間収益施設併設事業による下水道用地の活用 

  

（３）下水道の適切な維持管理について 

１）維持管理事故への対応 

２）除害施設に係る課税標準の特例措置（固定資産税）の延長 
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出典：地方公営企業年鑑（総務省）をもとに作成 
※公共下水道事業（特環、特公を含む）を対象としている。 
※平成 26 年度以降の経費回収率は、補助金等を財源とした償却資産に係る減価償却費等を控除している。 
※グラフ中、経費回収率 100％以上の事業数の（ ）内の数字は、全事業数における割合を示している。 

策定済
1,892
97%

取組中

46
2%

未着手

17

1%
n=1,955

（１）下水道の持続的な経営について 

１）下水道経営の現状・課題 

 近年、下水道経営の状況は全体的に改善傾向にあるが、3/4 の事業では、使

用料で回収すべき汚水処理に要する費用単価（汚水処理原価）が使用料単価

を上回る「原価割れ」の状態。 

 費用構造に比べ基本使用料割合が低く、人口減少の進行等により、下水道サ

ービスの維持が困難となるおそれがある。 

 今後、人口減少等に伴う収入の減少や老朽化施設の増大等により、厳しい経

営環境になることが想定される中、将来に渡って下水道サービスを維持する

ためには、経営に関する的確な現状把握や中長期的な経営の基本計画である

経営戦略の策定、定期検証に基づく収支構造の適正化を推進する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■経費回収率の推移 

■使用料収入に占める基本使用料割合 ■経営戦略の策定状況（R3.3.31 時点） 

（出典）「下水道使用料に関する実態調査」（R1.10 月 国土交通省） 
※「下水道使用料に関する実態調査」の回答 1,574 件のうち、使用料 

 については有効回答 1,007 件の平均値を算出しており、費用につ 
いては有効回答 906 件の平均値を算出している。 

※変動費は、動力費、薬品費及び修繕費の 50％としている。 

（出典）「公営企業の経営戦略等の策定状況等 
（令和 3 年 3 月 31 日時点）」をもとに作成 
（注）公共下水道、特定環境保全公共下水道、特定

公共下水道、流域下水道を対象 
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中期収支見通しの策定・公表
期間収支目標の設定／ロードマップ公表

使用料算定期間

中期収支見通しの改定・公表
期間収支目標の設定／ロードマップ公表

使用料算定期間

１０年程度

１０年程度３～５年程度

３～５年程度

使用料算定期間の経過に伴い、
① 実績を踏まえ、収支構造改善の要否を検証・見直し
② 見直した収支構造に基づき、中期収支見通しを改定
③ 新たに収支目標を設定し、ロードマップも改めて策定検証・見直し

【経営健全化サイクルのイメージ】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】「人口減少下における維持管理時代の下水道経営のあり方検討会」報告書 

（令和２年７月） 

   ○昨今の厳しい経営環境を踏まえ、今後目指すべき下水道事業経営の方向性

と国等による支援等のあり方について以下の提言がなされている。 

(１) 経営状況の「見える化」等による住民理解の促進 

・ 経営戦略の策定・改定を通じた経営状況の「見える化」 等 

(２) 下水道管理者による経営努力の徹底 

 ・ 新技術の導入、広域化・共同化、官民連携等による費用低減 等 

 (３) 中長期的な観点からの適切な収支構造への見直し等  

 ・ 経営健全化（定期的な収支構造の検証・見直し）サイクルの構築 等 

    ○報告書では、「現下の経済情勢や市民生活及び経済活動に与える影響等にも

十分に配慮しつつ、収支構造の見直しの検討を不断に進めることが求められ

る」と記されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000646.html 

２）経営健全化サイクルの構築に向けた取組の推進 

（ⅰ）社会資本整備総合交付金等の交付要件化 

 
（出典）「公営企業会計適用の取組状況（令和３年４月１日時点）」（総務省）をもとに作成
（注１）その他下水道事業については、農業集落排水施設事業、漁業集落排水施設事業、林業集落排水施設事業、 簡易排水施設事業、
　　　　小規模集合排水処理施設事業、特定地域生活排水処理施設事業及び個別排水処理施設事業を実施している団体を対象。
（注２）人口３万人未満については、公共下水道事業（特定公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業を含む。）、流域下水道事
　　　　業、農業集落排水施設事業、漁業集落排水施設事業、林業集落排水施設事業、 簡易排水施設事業、小規模集合排水処理施設
　　　　事業、特定地域生活排水処理施設事業及び個別排水処理施設事業を実施している団体を対象。
（注３）本調査は、都道府県及び市区町村（一部事務組合を含む。）を対象。
（注４）「統合・廃止確定等」は、地方債の償還のみの事業（想定企業会計）を含む。

（単位　事業）

団体数 ％ 団体数 ％ 団体数 ％ 団体数 ％ 団体数 ％ 団体数 ％

①適用済 1,154 (99.9%) 1,154 (99.9%) 540 (71.4%) 542 (72.5%) 398 (24.6%) 421 (26.0%)

②適用に取組中 1 (0.1%) 1 (0.1%) 58 (7.7%) 109 (14.6%) 703 (43.4%) 1,044 (64.6%)

小計 1,155 (100.0%) 1,155 (100.0%) 598 (79.1%) 651 (87.0%) 1,101 (68.0%) 1,465 (90.6%)

③検討中 0 (0.0%) 0 (0.0%) 121 (16.0%) 85 (11.4%) 475 (29.4%) 138 (8.5%)

④検討未着手 0 (0.0%) 0 (0.0%) 37 (4.9%) 12 (1.6%) 42 (2.6%) 14 (0.9%)

合計 1,155 (100.0%) 1,155 (100.0%) 756 (100.0%) 748 (100.0%) 1,618 (100.0%) 1,617 (100.0%)

（参考）合計
（統合・廃止確定等を含む）

1,182 ‐ 1,182 ‐ 789 ‐ 786 ‐ 1,634 ‐ 1,633 ‐

R3.4.1時点 R2.4.1時点 R3.4.1時点

 

人口３万人以上 人口３万人未満　※２

公共下水道事業及び流域下水道事業 その他の下水道事業※１ 下水道事業

R2.4.1時点 R3.4.1時点 R2.4.1時点

■下水道事業における公営企業会計適用の取組状況(R3.4.1 時点) 
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 国土交通省では、下水道事業における経営健全化サイクルの構築を推進す

るため、社会資本整備総合交付金等の活用に際し、以下の要件をに留意さ

れたい。 

・人口３万人未満の地方公共団体においては、令和６年度以降の予算・決算 

が公営企業会計に基づくものに移行していること(R２年度交付要件化) 

・公営企業会計を適用済の地方公共団体において、少なくとも５年に１回の

頻度で、下水道使用料の改定の必要性に関する検証を行い、経費回収率の

向上に向けたロードマップを策定し、国土交通省に提出すること(R２年度

交付要件化) 

 

（ⅱ）国土交通省による取組支援 

   国土交通省では、各団体の経営健全化に向けた取組を支援するため、以下

の取組を行っているところ。 

 

    ○ 下水道事業経営セミナーの開催 

 下水道経営を担当する者を対象に令和 3年 7月、令和 4年 2月にオンラ

インにてセミナーを開催。 

 国等からの情報提供、優良団体の事例発表、グループディスカッション

を行い多くの団体が参加。 

令和 3年 7月：180 団体、約 210 名 

令和 4年 2月：196 団体、約 235 名 

 セミナーの資料や質疑応答等は下水道全国データベースにて公表。 

 今後も、同様の場を継続的に設ける予定であるため、都道府県におかれ

ては、積極的な参加並びに管内の市町村に対する積極的な参加の働き掛

けや情報・発表事例の共有をお願いしたい。 

 

○ 経営健全化に取り組む中小団体の優良事例集の提供 

 ノウハウや人員の不足が深刻化している小規模団体の経営健全化を推

進するため、実務的な参考資料として活用できるよう、過去 10 年におい

て段階的に収支構造の改善がなされている中小規模の地方公共団体を

抽出し、収支構造改善の取組内容や実現できた理由・背景等について、

優良事例集を作成。（令和 3年 6月に下水道全国データベースにて公表） 

また、既に経費回収率 100％を達成している中小規模の地方公共団体を

抽出し、経費回収率 100％を達成するまでに取り組んだ経営健全化策等

や実現できた理由・背景等について、優良事例集を作成。（令和 4年 4月

に下水道全国データベースにて公表予定） 

 

○経営状況の見える化（経営情報比較ツール）について 

 他団体との比較を通じ、経営状況を客観的に把握し、収支構造の適正化

を図る際の参考となるよう、汚水処理原価や使用料単価等の代表的な経

営指標を類似団体区分毎に一覧化し国土交通省 HP にて公表している。 

【参考】 

   https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000574.html 
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（ⅲ）都道府県による管内市町村の経営健全化支援のお願い 

 中小規模の団体は、特に人員の確保やノウハウの蓄積等の面で執行体制が

脆弱であるため、各都道府県におかれては、広域連携に関する体制の構築

や先進事例の紹介、下水道経営に精通した人材の紹介、各種情報提供など、

管内の各下水道事業の経営健全化の取組について、具体的かつ積極的な支

援に取り組んでいただきたい。 

 例えば、使用料算定期間経過時の検証業務等を都道府県が取りまとめ、共

同で発注することなども有効と考えられるので検討いただきたい。 
 

３）その他（経営改善に関連して） 

（ⅰ）下水道使用料等の適切な徴収等 

 従前から無届工事や職員の事務処理ミス等により下水道使用料や受益者

負担金等の徴収漏れや誤徴収、過大徴収等の事案が発生しており、昨年度

においても徴収漏れ等が報道されているところ。 

 下水道使用料等の適切な徴収を行うことは、負担の公平性の確保や下水道

経営改善の観点から極めて重要であることから、再度、その徹底をお願い

する。 

 都道府県におかれては、管内市町村に対して、使用料賦課徴収漏れ等につ

き、同様の事案の未然防止に努めるよう注意喚起をしていただくとともに、

今後下水道使用料の誤徴収等の事案が判明した際には、速やかに国へ情報

提供いただくよう、改めて周知をお願いする。 
 

【参考】 

a.使用料の徴収漏れ・誤徴収事案の類型（平成 25 年度～令和 3年度）（注１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
4

19
30

81

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

その他

過小徴収

過大徴収

誤徴収

徴収漏れ

件数

事案の類型（重複あり）

7
39

67
41

0 10 20 30 40 50 60 70 80

その他

算定ミス

不適切処理

無届工事等

件数

理由（重複あり）

（注４）

（注５）

（注６）

（注３）

（注３）

徴収可能額

（注２）

64億円

徴収不能額（時効成立）

18億円

22%

徴収漏れ・誤徴収金額 n=170
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（注１）平成２５年度～令和３年度に発覚したもので、報告、報道等により国土交通省が把握している事案を対象。  
（注２）対象の１７０件のうち、徴収可・不可（時効成立した額）の不明なものは「徴収可能額」に計上している。 
（注３）徴収漏れ・誤徴収金額が発生した事案１７０件のうち、類型や理由が明らかなものを記載しているため、合計数は 
    全体件数と一致しない     
（注４）「過大徴収」 「過小徴収」の区分が不明なものは、「誤徴収」に計上している。 
（注５）類型の「その他」は、データの入れ替わり（第 3 者の使用量により使用料を賦課）、過去に判明し徴収漏れの処理 
    を怠っていた、滞納を不適切に放置  等 
（注６）理由の「その他」は、請求書の未発送、規定に基づかない減免処分、汚水管を雨水管に誤接続（検査が適正に行 
    われていなかった） 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.再発防止策 

 不適切事案の多くは、下水道の接続時に適正な手続が行われなかったこ

と、書類上と実態との相違が生じていたことを把握していなかったことに

起因。 

 届出・申請等の周知徹底（使用者、業者） 

 届出内容及び料金システム入力等の確認強化 

 定期的な現地確認の実施 

 関係部局（建築審査、都市計画、農林等）との連携 

 

 

（ⅱ）共有私道における排水設備の円滑な設置等の促進に関する事例勉強会と

りまとめ」の公表について 

 共有私道における排水設備の円滑な設置等の促進のため、有識者、法

曹、下水道管理者等で構成する「共有私道における排水設備の円滑な設

置等の促進に関する事例勉強会」を設置し、今般、勉強会の取りまとめ

が行われ、公表されたところ。
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/kyouyushidou.html 

 本とりまとめでは、共有私道における排水設備の設置等の際に同意を求

める私道共有者の範囲や押印等の本人確認手続き等について、関係法令

や実例を整理しつつ、制度・運用の見直しの方向性等が示された。 

 所有者不明のため共有私道への排水設備設置の同意が得られない等の支

障は、今後の所有者不明土地の増大等の状況を踏まえるとどの自治体で

も起こりうる課題である一方、排水設備の設置が促進されることにより

下水道経営の健全化や公衆衛生の向上等が図られ、土地取引の円滑化に

も資するもの。 

 各団体におかれては、本とりまとめを踏まえ、個々の状況に応じて以下

の制度・運用の見直しを行うなど課題解決に向けた積極的な対応につい

てお願いしたい。 

 

【制度・運用見直しの方向性】 
＜同意を求める私道共有者の範囲や根拠＞ 

民法の共有に関する規定や下水道法第 10 条、11 条の規定は、共有私道 

における排水設備設置等について、共同所有型私道、相互持合型私道のいず

れも全員同意を求める趣旨ではないことから、 
排水設備設置届出： 
共同所有型 … 民法の規定を参考に「持分価格の過半数」等を基準に、同意

を求める者の範囲を見直してはどうか。※「単独」＝同意不要
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の場合もある。 
相互持合型 … 下水道法第 11 条の排水に関する受忍義務が適用されること

から、法令上同意は不要だが、住民間トラブル回避といった実

態上の配慮を踏まえ、「所在等不明共有者を除外」等を基準に、

同意を求める者の範囲を見直してはどうか。 
  
    自治体による設置支援： 
    支援の目的（排水設備設置等の促進）や、支援の効果（使用料収入の増加

等）を踏まえ、排水設備設置届出の考え方を参考に見直してはどうか。 
 

私道共有者の同意書添付の根拠： 
    手続内容の明確化の観点から、様式等の書類に明記するよう見直してはど

うか。 
 

＜本人確認手続としての押印や根拠＞ 
    地方公共団体における押印見直しマニュアル（令和２年内閣府）を参考に

各行政手続において押印を求める趣旨の合理性を判断すべきであるため、 
認印の押印： 

   手続見直し団体の例により、「認印の廃止」、「自署又は記名押印の選択制」

等に見直してはどうか。 
 

印鑑登録証明書による印鑑照合を行わない実印による押印： 
   印鑑登録証明書による印鑑照合を行わない実印による押印の効果は限定的

であることをから、 
排水設備設置 
届出 

… 土地所有者等の責により各書類提出するという制度趣旨に鑑

み、実印不要に見直してはどうか。 
自治体による 
設置支援 

… 自治体と土地所有者との関係によるものの、実印を求めずと

も多くの自治体で制度は成立しているため、行政手続の合理性

等に鑑み、実印不要に見直してはどうか。 
 

本人確認手続きを求める根拠： 
手続内容の明確化の観点から、様式等の書類に明記するよう見直してはどう

か。 
 

 

（ⅲ）下水道使用料改定シミュレーションソフトの作成について 

(公社)日本下水道協会は、使用料改定を行う自治体を支援するため「（仮）

使用料改定シミュレーションソフト」の作成を予定。（令和４年度公表予定） 



（２）下水道分野におけるコンセッション方式を含む

PPP/PFI の推進について 

 

１）現状及び国土交通省の取組（全般） 

① PPP/PFI 導入に対する政府の取組 

 PPP/PFI については、政府全体として取組を推進中。 

 下水道施設等の効率的・効果的な整備・運営、公的負担の抑制や民間の新

たなビジネス機会の創出を図るために、コンセッション方式を含む多様

な官民連携手法の積極的な導入を期待。 

 下水道分野におけるコンセッション事業の推進については、「経済財政運

営と改革の基本方針 2021」や「成長戦略フォローアップ」といった閣議

決定された計画においても言及。 

 また、内閣総理大臣を会長とする民間資金等活用事業推進会議が定めた

「PPP/PFI 推進アクションプラン（令和３年改定版）」においても、下水

道分野におけるコンセッション方式の導入促進のための目標等を制定。 
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② 下水道事業における PPP/PFI 事業の実施状況 

 管路施設や下水処理場の管理については９割以上が民間委託を導入済み。

このうち、施設の運転管理・巡視・点検・調査・清掃・修繕・薬品燃料調

達などを一括して複数年にわたり民間に委ねる包括的民間委託は、令和

３年４月時点において、処理施設で 551 施設、管路で 45 契約導入されて

おり、近年増加中 

 下水汚泥を利用してガス発電や固形燃料化等を行う事業を中心にPFI（従

来型）・DBO 方式は、令和３年４月時点において、38 施設で実施中。 

 PFI（コンセッション方式）については、平成 30 年４月に浜松市、令和

２年４月に須崎市、令和４年４月に宮城県でそれぞれ事業が開始された。

また、令和３年７月に神奈川県三浦市が事業者選定手続きを開始し、事業

開始に向けて手続きを進めている。 
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③ 国土交通省における PPP/PFI 導入に対する取組 

 国土交通省では、各種ガイドラインの整備、案件形成に向けた情報・ノウ

ハウの共有や財政的支援を通じて PPP/PFI 導入に対する支援を実施中。 

 地方公共団体においては、各支援策を活用しつつ、地域の実情に応じた導

入検討の推進を期待。 

 
 

（ⅰ）下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会（PPP/PFI検討会） 

 平成 27 年度より、多様な PPP/PFI 手法の導入に向けた方策やノウハウ

等を検討・共有するため実施。 

 令和４年２月末時点で 266 の地方公共団体とオブザーバーとして日本下

水道協会、日本下水道事業団や民間資金等活用事業推進機構、日本政策投

資銀行が参画。令和元年度までの実績として全都道府県が参加。 

 令和４年度も開催予定。地方公共団体の積極的な参加を期待。 

 都道府県におかれては、PPP/PFI 事業の周知・促進のため、本検討会に

引き続き参加いただき、管内の市町村に対する検討会出席の働きかけや

情報・発表事例の共有をお願いしたい。 
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（ⅱ）下水道における新たな PPP/PFI 事業の促進に向けた検討会民間セクター

分科会 

 平成 29 年度より、民間企業の視点で PPP/PFI 手法の導入に向けた課題

等を検討するため民間セクター分科会を設置。 

 令和３年度末までに５回開催。令和４年度も開催予定。 

 
（ⅲ）人口 20 万人以上の地方公共団体における、社会資本整備総合交付金等を

活用するための要件 

 一定規模以上の改築を行う場合は、コンセッション方式の導入について、

検討又は検討スケジュールの明確化が要件。検討の結果、直ちに導入しな

い場合でも、その理由を明確にするなど、十分な検討を行うこと。 

 一定規模以上の汚泥利活用施設（消化ガス発電施設、固形燃料化施設、肥

料化施設等）の新設を行う場合は、原則として PPP/PFI 手法（コンセッ

ション、PFI、DBO、DB 等）を導入すること。 
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２）下水処理場等の包括的民間委託 

① 下水処理場等の包括的民間委託の概要 

 国土交通省は、維持管理の質を確保しつつ効率性を実現するための有効

な方策の一つとして、包括的民間委託を推進している。 

 下水処理場等の包括的民間委託は「性能発注方式であること」、「複数年契

約であること」が基本的な要素。 

 性能発注方式とは、民間事業者が施設を適切に運転し、一定の性能（パフ

ォーマンス）を発揮することができるのであれば、施設の運転方法の詳細

等については民間事業者の自由裁量に任せる委託契約方式。 

 主要な業務である下水処理場の運転、保守点検に加え、清掃、建物管理等、

ユーティリティの調達、補修などの業務を含めることが一般的。 

 

② 下水処理場の包括的民間委託の導入状況 

 下水処理場の包括的民間委託の処理場数は年々増加傾向。 

 修繕を含むレベル 2.5 以上が 75％以上。 

  
 

③ 下水処理場等の包括的民間委託導入に対する取組 

（ⅰ）処理場等包括的民間委託導入ガイドライン 

 導入促進に向けて、平成 15 年 12 月に「包括的民間委託導入マニュアル

（案）」、平成 20 年６月に「包括的民間委託等実施運営マニュアル（案）」

（（公社）日本下水道協会）が発行されてきた。 
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 新たに導入する団体や２期目以降の契約更新の増加を見据え、令和２年

６月、それらに係る考え方や留意点、事例などの記載内容を充実する形

で、「処理場等包括的民間委託導入ガイドライン」が発行された。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）処理場等包括的民間委託導入ガイドライン【概要版】（（公社）日本下水道協会） 

 

（ⅱ）処理場等包括的民間委託の履行監視・評価に関するガイドライン 

 性能発注である包括的民間委託において、「履行監視・評価」は効率的・

効果的な維持管理という目的を達成するための最重要事項であることか

ら、平成 30 年 12 月に「処理場等包括的民間委託の履行監視・評価に関

するガイドライン」が発行された（（公社）日本下水道協会）。 

 本ガイドラインでは、先進都市の事例を踏まえて、履行監視・評価の基本

的な考え方、手順及び方法が掲載されている。 
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（出典）処理場等包括的民間委託の履行監視・評価に関するガイドライン【概要版】（（公社）日本下水道協会） 

 

④ 下水処理場等の包括的民間委託に係る適切な対応 

 下水処理場等の包括的民間委託については、従来より、「処理場等包括的

民間委託導入ガイドライン」（令和 2 年 6 月、（公社）日本下水道協会）

の標準契約モデルも参考に、各地方公共団体において、適切に実施される

よう必要な措置が図られているものと思料している。 

 ユーティリティ調達価格等の高騰等の変動に対応するため、下水処理場

等の包括的民間委託においては、いわゆるインフレスライド条項（上記標

準契約モデル第 26 条）を適切に設定するとともに、受注者からの申し出

に応じて適切な対応を図られたい。 
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３）管路施設の包括的民間委託 

① 管路施設の包括的民間委託の概要 

 管路施設の維持管理を計画的に行い、下水道施設の保全及び機能の確保、

事故等の防止を目的とした予防保全型維持管理への早期転換が求められ

ており、その手段として、民間リソースを活用した包括的民間委託の導入

が有効。 

 業務範囲については、巡視・点検、調査、清掃等の限定的な業務をパッケ

ージ化する事例から、計画的業務全般を含めた事例、改築を含めた事例ま

で、幅広く実施。基本的に仕様発注で実施されているが、努力目標等とし

て成果指標を設定している例も存在。 

 複数の業務をパッケージ化し、複数業務として発注することにより、職員

の事務負担の軽減、業務の効率化等が期待されるほか、計画的業務をまと

めて発注することで効率的な問題箇所の抽出と清掃・修繕等の迅速化・適

正化が図れることに加え、住民対応等業務をパッケージ化することで迅

速な対応が可能となり住民満足度が向上することも期待。 

 先進自治体では、管路施設の包括的民間委託を通じて、下水道管路施設情

報の再整理、台帳情報の電子化、点検記録等の維持管理情報の入力・台帳

情報との紐付け、将来の更新需要の分析まで行うなど、適切なストックマ

ネジメントを実現しており、都道府県におかれては、管内市町村ととも

に、積極的に導入を検討いただきたい。 

 
（出典）下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託導入ガイドライン 
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② 管路施設の包括的民間委託の導入状況 

 令和３年４月時点で、33 団体 45 契約導入されているが、処理場包括的

民間委託と比較すると、管路包括的民間委託は事例が限られているのが

現状。 

 

 
 
③ 管路施設の包括的民間委託導入に対する取組 

（ⅰ）下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託導入ガイドライン 

 導入促進に向けて、平成 26 年３月に「下水道管路施設の管理業務におけ

る包括的民間委託導入ガイドライン」を発行。 

 地方公共団体、特に執行体制が脆弱な中小都市が、地域の実情に応じて包

括的民間委託の導入が円滑に行えるよう、既往の導入事例を踏まえて、令

和２年３月にガイドラインを改正した。 

 本ガイドラインについては、下水道部ホームページで公開しており、参考

とされたい。 
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４）PFI（従来型）・DBO 方式 

① PFI（従来型）・DBO 方式の概要 

 PFI（従来型）：民間が資金調達し、設計、建設、運営を民間が一体的に

実施する方式（コンセッション方式を除く）。 

・SPC の収入の源泉等の違いに基づいた分類 

 サービス購入型：公共部門は SPC が受益者に提供する公共サービス

に応じた対価（サービス購入料）を支払う。 

 混合型：SPC のコストは公共部門から支払われるサービス購入料と

利用料金収入等により回収。 

 独立採算型：SPC のコストは利用料金収入等により回収。公共部門か

らのサービス購入料の支払いはなし。 

※SPC のコスト：SPC が自ら調達した資金により施設の設計・建設・

維持管理・運営を行うのにかかるもの 
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・事業期間中の施設の所有権や事業内容等による分類 

 BTO 方式：SPC が対象施設を設計・建設し、完工直後に公共部門に

施設所有権を移転後、施設の維持管理及び運営。 

 BOT 方式：SPC が対象施設を設計・建設し、完工直後も対象施設を

所有したまま維持管理及び運営を行い、事業終了後に公共部門に施設

所有権を移転。 

※このほか BOO 方式、RO 方式、RTO 方式等 

 DBO 方式：公共が資金を調達し、設計、建設、運営を民間が一体的に実

施する方式。設計・建設の対価は、施設の引渡しまでに支払うことが一般

的。 

 

② 下水道における PFI（従来型）・DBO 方式の導入状況 

 下水汚泥の有効利用事業を中心に PFI（従来型）は 11 件、DBO 方式は

27 件実施中。なお、DBO 方式については、下水処理場やポンプ場におい

ても実施。 
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５）コンセッション方式 

① コンセッション方式の概要 

 公共施設等運営事業。利用料金の徴収を行う公共施設等について、施設の

所有権を地方公共団体が有したまま、運営権を民間事業者に設定する方

式。 

 運営権者は、原則として利用者から収受する下水道利用料金により事業

を運営。 

 コンセッション方式の活用により、企画調整、維持管理、更新工事等に係

る運営権者のノウハウを有効活用するとともに、資金調達や事業実施に

係るリスクを軽減可能。これによる事業効率化、料金負担抑制、事業の持

続性向上を期待。 

② 下水道におけるコンセッション方式の導入状況 
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③ 国土交通省におけるコンセッション方式導入に対する取組 

（ⅰ）下水道事業における公共施設等運営事業等の実施に関するガイドライン 

 浜松市、須崎市での運営実績の蓄積が進むとともに、宮城県等の事例が増

えたことから、先行事例の掲載を拡充し、より実務的なガイドラインとす

るため、令和３年８月に有識者委員会を設置し検討を実施。令和４年３月

に改訂。 

 本ガイドラインについては、下水道部ホームページで公開しており、コン

セッションの実施を検討する地方公共団体においては参考とされたい。 
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６）民間収益施設併設事業による下水道用地の活用 

 人口減少等により、余剰地が増える見込みであり、施設用地の有効利用に

よる収益確保が重要。 

 民間収益施設併設事業による下水道用地の活用事例は全国で 78 契約。（R
３.４月時点） 

 そのうち約９割以上が再生可能エネルギー事業（バイオガス発電、太陽光

発電）であり、各地方公共団体は収益施設を運営する事業者から賃料収入

等を確保。 

 下水道用地等に係る財産処分は、原則として国の承認（国庫納付）が必要

であるが、柔軟な対応も可能。 
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（３）下水道の適切な維持管理について 
 

１）維持管理事故への対応 

 

①事故発生時の情報連絡 

（ⅰ）事故報告 

下水道維持管理上の事故発生時においては、都道府県・指定都市から地方整

備局建政部等（下水道担当）に速やかに情報連絡されるようお願いする。 

なお、重大な事故や緊急を要する場合は、都道府県・指定都市から本省下

水道企画課管理企画指導室にも併せて直接連絡されるようお願いする。 

 

【情報連絡ルート】 

重大、緊急の場合

市町村

重大、緊急の場合

地方整備局建政部等
（下水道担当）

本省下水道企画課
下水道管理指導室

指定都市

都道府県

 
 

   

  ②事故の再発防止 

  （ⅰ）維持管理事故の発生状況 

    令和4年2月末時点において、人身事故が35件（うち死亡1件、負傷34件）、水

質事故等が36件発生し、令和２年度の同時期に比べて人身事故は6件減、水質

事故等は9件減となっている。人身事故は、「はさまれ・巻き込まれ」、水質事

故は、「下水道施設からの下水等の流出」が最も多くなっている。 

基本的な安全対策についての不注意に起因する事故などが多く、基本事項の

徹底等、事故防止について高い意識を持って維持管理作業に当たることが重要

である。 

 

 発生事故分類別事故件数 

 

 

 

 

 

※ 工事事故、道路陥没事故

の場合の連絡先は下水道

事業課 

管理企画指導室 
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 維持管理事故件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）令和３年度の維持管理事故の主な事例 

 処理場の上部利用施設における植栽作業での死亡事故 

【概要】処理場の上部利用施設にて植栽管理作業を行っていた委託先作業員が、

樹脂製のトップライトから直下の最終沈殿池に墜落し、死亡するという事

故が発生した。 

 

 汚水中継ポンプ場における圧送管渠の破損による汚水の溢水 

  【概要】汚水中継ポンプ場内に埋設された圧送管渠の破損により、ポンプ圧送が

できなくなり、汚水が中継ポンプ場で溢れ出す事故が発生した。 

応急対応として、中継ポンプ場に滞留した汚水をバキューム車により近

隣処理場へ流下するマンホールまで運搬するとともに、破損した管渠の部

品交換及び中継ポンプ場の漏水箇所周囲をコンクリートで打設し止水措

置を行った。 

 

（ⅲ）事故情報データベースの公開等 

    下水道維持管理上の事故情報をデータベース化し、国土交通省下水道部ホー

ムページで公開している。併せて、死亡事故などの重大事故に関して、過去に

発出した通知及び手引き・要領等についても公開しているので、事故等を未然

に防止する観点から、本情報の活用をお願いする。 

（http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000005.html） 

 

２）除害施設に係る課税標準の特例措置（固定資産税）の延長 

 民間事業場等が公共下水道に排除する下水から有害物質等を除去する「除害施

設」の整備の促進を通じて、下水道施設の機能確保、公共用水域の水質保全等

の促進を図るため、当該施設に係る固定資産税の特例措置の適用期限が令和４
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年４月１日から令和６年３月３１日まで２年間延長されたところ。 

 令和３年度までの税制との変更点 

①対象者： 

令和４年４月１日以後、新たに下水道が整備された区域内の工場又は事業場   

において、既に当該区域内で事業を営んでいる者に限定する。（従前は下水道 

整備区域の新規、既設に関係なく、公共下水道を使用する者が除害施設を設 

置する場合、特例措置の対象となる。） 

 

②税率： 

課税標準の軽減率について、５分の４を参酌して 10 分の７以上 10 分の９以 

下の範囲内において市町村の条例で定める割合とする。（従前は４分の３を参 

酌して３分の２以上６分の５以下の範囲内において市町村の条例で定める割 

合とする。） 

 

（参考） 

特例措置の対象装置は、従前と変更なく、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、 

汚泥処理装置、濾過装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置、イ 

オン交換装置、生物化学的処理装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに 

附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備とする。（下水の有 

用成分を回収すること又は下水を工業用水として再利用することを専らその 

目的とするものを除く。） 

 

 各下水道管理者におかれては、除害施設に係る課税標準の特例措置の対象とな

る事業者等に対しては、本税制による除害施設の設置指導は有効であると考え

られるため、積極的に活用いただくよう周知についてご協力をお願いしたい。 

 

 また、本税制特例の対象外の事業者等に対しては、下水道管理者による行政指

導や政府系金融機関や地方公共団体の融資制度等の支援等により除害施設の設

置を強力に促進するようご協力をお願いしたい。 
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下水道国際・技術室 
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下水道国際・技術室の取組 

総  括 

（１）地球温暖化対策の推進について 

１）脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員会 

２）地球温暖化対策関連計画と下水道分野における目標値 

３）目標設定・取組に当たっての考え方 

４）予算支援 

５）関連計画・制度の動向 

 

（２）下水道の活用による付加価値向上 

 

（３）下水道における技術開発及び新技術の実装推進について 

１） 新技術の導入に関する財政支援制度（新世代下水道支援事業【新技術活用型】） 

２）下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト） 

３）異業種技術の下水道事業への活用について 

 

（４）下水道分野の国際展開について 

１）下水道分野における海外水ビジネス展開 

２）ＡＷａＰ（エイワップ）の概要 

３）国際標準化の取組み 

４）地方公共団体や日本下水道事業団等と連携した本邦企業の海外ビジネス展開支援 
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計画関連、省エネ／創エネ／再エネ取組の考え方・内容（脱炭素委員会報告書

より）、関連動向（バイオマス計画）、予算支援 

 

（１）地球温暖化対策の推進について 

下水道では、年間約600万 t-CO2の温室効果ガスを排出しており、特に自治体の事務事

業から排出される温室効果ガスの大きな割合を占めるため、下水道分野での取組は、自治

体全体の温室効果ガス排出量を削減する極めて重要な取組である。 

下水道施設の省エネ化や資源・エネルギーの利活用は維持管理費削減等による下水道経

営改善や地域活性化に資する。また、下水道が有する高いポテンシャルを活用し、脱炭素

地域の形成に貢献することは、下水道のプレゼンス向上につながり、地域から海外までの

人材や資金を惹きつける好循環を生み出す。このため、あらゆる政策資源を総動員して取

組を実施する必要があり、そのための目標設定が求められる。 

目標設定や取組に当たっては、以下に記載する事項に留意いただくとともに、下水道管

理者に対する様々な技術的・財政的支援も行っているため、積極的に活用されたい。 

 

 

１）脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員会 

令和 3年 10 月に日本下水道協会と共同で「下水道政策研究委員会 脱炭素社会への貢献

のあり方検討小委員会」を発足させ、脱炭素社会の実現に向けて目指すべき下水道の在り方

や必要な方策、ロードマップ等について幅広く検討を行い、令和4年 3月報告書を取りまと

めた。 

目指すべき将来像や取り組みにあたっての費用負担も含めた基本的な考え方、今後推進す

べき方策等をとりまとめているため、今後取組を行うに当たっての参考とされたい。 
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２）地球温暖化対策関連計画と下水道分野における目標値 

①地球温暖化対策計画（2021年 10月 22日閣議決定） 

下水道分野において、2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比で208万 t削減する

目標が掲げられている。 

なお、下水道分野の削減目標は、エネルギー基本計画（2021 年 10 月 22 日閣議決定）に

基づく電源構成の見直しによる、単位電力当たりの二酸化炭素排出量（以下、電力排出係数

という。）の低減による削減を見込まないものとして設定している。従って、2013年度にお

ける下水道分野での温室効果ガス排出量は実績値では約 632 万 t であるところ、地球温暖

化対策計画上の排出量は、2013年度の電力消費量に2030年度の電力排出係数を用いて算出

した、約400万 tとして設定されていることに留意する必要がある。 

下水道分野の削減目標は具体的に下記の4つに分類される。 

 

（１）省エネ化によるCO2削減 

 年率2％の消費エネルギー削減を行うことにより約60万 t-CO2削減 

（２）下水汚泥の高温焼却によるN2O削減 

 下水汚泥の高温焼却化を100％実施（2021年 3月現在で下水汚泥焼却を行っている

都市のうち約50都市で高温焼却化が必要）するとともに、耐用年数を迎える都市で

新型炉1への更新を行うことで約78万 t-CO2削減 

（３）下水汚泥のエネルギー化 

 下水汚泥のエネルギー化率を 37％まで向上（2020 年 3 月時点で 24％）することで

約70万 t-CO2削減 

（４）再生可能エネルギーの導入 

 太陽光、小水力、風力、下水熱などの再生可能エネルギーの導入を推進することで

約1万 t-CO2削減 

 

②国土交通省環境行動計画（2021 年 12月 27日改定） 

国土交通省環境行動計画（2021 年 12 月 27 日改定）においては、地球温暖化対策計画に

基づく温室効果ガス削減量等の指標の他、処理場外での下水熱の導入箇所数や地域バイオマ

スや廃棄物処理施設等との連携についても指標と目標値が設定されている。具体的な目標値

については参考資料の表１を参照されたい。 

 

③水循環政策における再生可能エネルギー導入目標量（2021年 12月公表） 

令和 3年 12 月に内閣官房水循環政策本部事務局がとりまとめた「水循環政策における再

生可能エネルギー導入促進に向けた数値目標」においては、2030年と 2050年それぞれにお

ける、消化ガス発電、上部空間を利用した太陽光発電、処理水の放流時における落差を利用

                                                   
1単位汚泥焼却量当たりの N2O 排出量（N2O の排出係数）が、下水道における地球温暖化対策マニュアル

において記載されている高分子・流動炉（高温）850℃より低い炉 



した小水力発電についての目標が定められている。具体的な目標値については参考資料の表

２を参照されたい。 

 

３）目標設定・取組に当たっての考え方 

①2030年地球温暖化対策計画達成のための目標設定 

地球温暖化対策推進法の改定を受け、国の地球温暖化対策計画に即して地方公共団体が作

成する地方公共団体実行計画において、区域における再エネ等温室効果ガス削減施策の実施

目標が策定義務化（指定都市等以外の市町村は努力義務化）された。 

 下水道は地方公共団体の事務事業に所管されるところ、、現在の実行計画における下水道

分野の目標設定状況は、例えば都道府県における実行計画においても下水道分野の定量的な

削減目標を設定している自治体は4団体にとどまるなど、積極的な目標の位置づけが求めら

れる。 

 令和 4 年 4 月に地方公共団体実行計画の策定マニュアルが公表予定であり、下水道分野

における目標や取組設定の考え方も記載されているので、参照されたい。 

 

②取組にあたっての考え方 

下水道管理者が 2030 年までの温室効果ガスの排出削減目標を定めるに当たっては、個別

処理場の更新計画等を踏まえ、2030 年までに実施可能な取組や削減効果を整理した上で、

定めるべきである。なお、具体的な取組の設定に当たっては、地球温暖化対策計画や国土交

通省環境行動計画等において定められる目標、指標を踏まえ、以下のような取組を優先して

設定することが望ましい。 

 年率2%の消費エネルギー削減の実現に向け、省エネ診断による電力・エネルギー消

費等を踏まえた効果的な対策の検討、AIや ICTの活用による運転管理の効率化、ポ

ンプ施設等における省エネ化、改築更新期を捉え従来よりも消費エネルギーを削減

する機能向上改築の推進 

 省エネ診断により、類似の処理場に比較して電力消費が著しく大きい処理場におけ

る高効率機器への更新や運転管理の効率化 

 汚泥焼却を実施する処理場においては、汚泥焼却における高温焼却（850℃以上）と

同等以上のN2O排出削減効果（N2O排出量 0.645 kg/t-wet以下）を持つ排出抑制

型焼却炉への更新や廃熱利用の推進 

 現行の技術において採算性の確保が期待できる処理水量約 2 万 m3/日以上の処理場

においては、積極的な下水汚泥のエネルギー利用の推進。さらには、農業利用等と

組み合わせたカスケード利用の推進。 

 未利用の消化ガスの積極的な活用の推進 

 下水汚泥のエネルギー利用の採算性確保が難しい処理場においては、地域バイオマ

スの受け入れや廃棄物処理施設等との連携による効率化や農業利用などの下水汚

泥の資源利用の推進 

 水処理施設の上部（未利用分）等を活用した太陽光発電、処理水の放流時における
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落差を活用することが可能な処理場への水力発電、風力発電、下水熱等の再生可能

エネルギーの導入の推進 

４）予算支援 

①施設整備 

（１）社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金 

 

「下水道リノベーション推進総合事業」創エネ・地域バイオマス活用・下水熱・（計画策

定） 

 処理場の統廃合や汚泥の集約化などにあわせて、処理場等を魅力あふれる地域の拠

点へ再生する下水道リノベーションの取組を推進 

 リノベーション推進計画の策定や防災拠点化に必要な施設整備支援 

 

※下水道事業における重点配分 

（社会資本整備総合交付金）」創エネ 

下水汚泥のエネルギー利用の取組を推進するため追加的に必要となる下水道事業 

【追加的に必要となる下水道事業の該当項目】 

 計画策定 

 焼却廃熱発電設備 

 バイオガス発電設備 

 バイオガス精製設備 

 固形燃料化設備 

 

（防災・安全交付金）」省エネ 

温室効果ガス削減効果の高い省エネ対策事業に対して重点配分を実施。 

【対象】 

 従来より 20％以上の消費電力量もしくは温室効果ガス排出量を削減できる

機能向上改築 

 

（２）下水道事業費補助 

「下水道脱炭素化推進事業」創エネ・N2O対策 

 温室効果ガス削減に資する先進的な創エネ事業・一酸化二窒素（N2O)対策事業を、

集中的に支援。（事業期間：５年以内、総事業費：５億円以上） 

 

「民間活力イノベーション推進下水道事業」省エネ・創エネ 

下水道施設及び当該施設と一体的な民間施設の整備に関するPPP/PFI 事業への補助 

 

（３）エネルギー特別会計 

「上下水道・ダム施設の省CO2改修支援事業」再エネ・省エネ 
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 発電設備等の再エネ設備、高効率設備等の省エネ設備等の導入・改修を支援 

 社会資本整備交付金において補助対象に含まれない常用電源としての太陽光等再エ

ネ設備の導入に対しても活用可能 

 補助率：1/2（太陽光発電設備のみ1/3） 

（問い合わせ先） 

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341 

 

（４）地方財政措置 

「公営企業債（脱炭素化事業）について」 

  令和３年１０月に改定された地球温暖化対策計画において、地方団体は国が政府実

行計画に基づき実施する取組に準じて率先的な取組を実施することとされたことを

踏まえ、公営企業の脱炭素化の取組についても、地方財政措置を創設 

 【対象事業】 

(ア) 公営企業施設等に設置される太陽光発電施設・設備、太陽光発電による電力

を蓄電するための蓄電池施設・設備 

※再生可能エネルギーの固定価格買取制度等の適用を受け、売電を主たる目的とする太陽

光発電施設・設備については対象外 

(イ) 公営企業施設等をＺＥＢの省エネ基準に適合させるための改修 

(ウ) 公営企業施設等を建築物省エネ法の建築物エネルギー消費性能基準（省エネ

基準）に適合させるための改修、水道施設等における省エネルギー・高効率機

器の導入、ポンプのインバータ制御化等の省エネルギー設備の導入 など 

※（改修前と比較し、二酸化炭素排出量を15％以上削減できる改修に限る） 

(エ) 公営企業施設等へのＬＥＤ照明の導入 

 【事業期間】： 令和４年度～令和７年度 

 【地方財政措置】：地方負担額の 1/2 に事業債（脱炭素化事業）を充当した上で、 

元利償還金の全額を一般会計からの繰出しの対象とし、 当該元利償還金の 30％

（財政力に応じて 30～50％）について普通交付税措置（残余（地方負担額の 1/2）

については、通常の事業債を充当） 

 

（５）下水道用地を活用した再生可能エネルギーの導入 

 下水道施設における太陽光発電設備の設置については、社会資本整備総合交付金に

おいて、効果促進事業の対象としないものの、震災時などにおいても下水道機能を

維持するために必要な非常用発電設備として整備するものに対しては、基幹事業の

対象とします。 

（「補助事業等により取得した施設における再生可能エネルギー発電設備の設置等につ

いて」（平成26.2.19 国交省）） 
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 国土交通省の補助金等により取得し、又は効用の増加した施設について、当該補助

金等の交付の目的に反して使用等する場合には、原則として国土交通大臣の事前承

認が必要とされているところです。 

 ただし、太陽光発電その他の再生可能エネルギーの普及促進を図るため、補助事業

者等が自ら太陽光パネル等の再生可能エネルギーの発電設備を設置し、又は再生可

能エネルギーの発電設備の設置のために第三者に有償で施設の一部の貸付（屋根貸

し等）を行う場合において、次の事項全てに該当する場合には、補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「法」という。）第

22条の補助金等の交付の目的に反しないことから、国土交通大臣の事前承認は必要

ありません。 

 再生可能エネルギーの発電設備の設置等により、当該補助金等の交付目的を妨

げないこと。 

（例）施設の屋上に太陽光発電施設を設置するもので、その設置により本来

の補助目的の遂行に支障を及ぼさない場合 

 再生可能エネルギーの発電設備の設置等により、施設の財産的価値を減じるも

のでないこと。 

（例）施設の耐久性・耐震性に悪影響を与えない場合や通常の維持管理業務

に支障を及ぼさない場合 

 再生可能エネルギーの発電設備の設置等により、施設の機能を損なうものでな

いこと。 

（例）施設の利用形態及び運用方法、利用者等の安全に影響を与えない場合 

 

 目的外使用により収益が生じる場合、財産処分における国庫納付額は目的外使用に

より生じる収益(当該交付金事業箇所における交付対象施設の整備費及び維持管理

費相当額がある場合にはこれを除く。) のうち交付金相当額となる。 

 

 

②案件形成支援 

「下水道エネルギー拠点化コンシェルジュ事業」 

 下水処理場における地域バイオマスの受入や下水道施設を活用したエネルギー利用

の取組について、取組を検討する地方公共団体に対し、実績を有する地方公共団体職

員や国土交通省及び関係省庁職員等からの助言やディスカッションを実施。 

 令和４年度も５月頃に公募を開始、10団体程度を採択予定 

 

「省エネ診断等の案件形成支援」 

 下水処理場におけるエネルギー使用量の見える化、省エネに関する対策検討に対して、

アドバイザーの派遣と共に取組支援を実施。 

 令和４年度は５月頃に公募を開始、10団体程度を採択予定 
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 支援事業実施後に、複数処理場間で知見や事例の共有・展開を図る取組を行うことを

前提として、県単位での公募を想定。 

 

 

③マニュアル・ガイドライン 

「下水処理場における地域バイオマス利活用マニュアル」 

 地方公共団体等の実務者による地域バイオマス利活用の導入検討を支援するため、地

域バイオマスの受入の目的・意義、バイオマスの種類別の処理方法や下水処理への影

響等の技術的事項、事業採算性等の検討方法や必要となる法的手続き等についてとり

まとめ。 

 

「下水熱利用マニュアル（案）」 

 「下水熱利用マニュアル（案）」を令和３年４月に改訂・公表 

 下水道管理者、エネルギーサービス事業者、熱利用者のそれぞれのステークホルダー

を対象とした手続きに関する情報の整理のほか、地域内での下水熱利用可能性を簡便

に検討する簡易ツール、既存の下水熱利用事例集と合わせてパッケージ化して提供。 

 

 

④その他 

「下水汚泥の肥料化」 

 下水処理場に集まる水や窒素・リン、並びに下水処理過程で発生する汚泥やＣＯ２、熱

エネルギー等を農業に利用する取組も全国各地で進められている。特に、窒素やリンを

豊富に含む下水汚泥は、肥料としての効果が期待され、国土交通省では、平成 30 年４

月に「下水道資源の農業利用促進に向けたBISTRO下水道 事例集」を公表した。 

化学肥料の代替として脱炭素化への貢献に資するところ、積極的に取り組みを進められ

たい。取り組みにあたって課題がある場合には、資源利用係まで相談いただきたい。 
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５）関連計画・制度の動向 

①脱炭素先行地域 

脱炭素先行地域とは、「実行の脱炭素ドミノ」のモデルとして、地方自治体や地元企業・

金融機関が中心となり、環境省を中心に国も積極的に支援しながら、2025 年度までに脱炭

素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組実施の道筋をつけ、2030 年度までに実行する

地域。2025 年度までに少なくとも 100 か所を選定することを予定しており、年 2 回程度の

募集を予定。第一回の脱炭素先行地域の募集はR4.2/21に締め切られており、選定結果は令

和４年春頃に公表予定。. 

 

（計画の評価項目） 

1-1 2030年度までに、脱炭素先行地域内の民生部門（家庭部門及び業務その他部門）の電 

力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現すること 

1-2 地域特性に応じた温暖化対策の取組（民生部門の電力以外のエネルギー消費に伴う 

  CO2や CO2以外の温室効果ガスの排出、民生部門以外の地域と暮らしに密接に関わる 

自動車・交通、農林水産業等の分野の温室効果ガスの排出等についても、地球温暖化 

対策計画と整合する形で地域特性に応じ少なくとも１つ以上の取組を実施する計画 

となっていること） 

2 再エネポテンシャル等を踏まえた再エネ設備の最大限の導入 

3 脱炭素の取組に伴う地域課題の解決や住民の暮らしの質の向上 

4 脱炭素先行地域の範囲・規模の特定 

5 計画の実現可能性（計画の具体性、関係者の調整方針等） 

6 取組の進捗管理の実施方針及び体制 

7 改正地球温暖化対策推進法に基づく実行計画の策定等 

 

CO2 排出の実質ゼロを実現する対象施設外に設置した再エネ発電設備で発電する再エネ

電力を、自営線等により対象施設に供給して消費することも想定され、地域のエネルギー供

給拠点として下水道が積極的に貢献していくことも期待される。 

 

（支援） 

脱炭素専攻地域の計画策定と実施については地方環境事務所に「地域脱炭素創生室」が創

設され、伴走型の支援が行われていく予定。 

 

「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」 

 脱炭素先行地域に対して、再エネ設備の導入に加え、再エネ利用最大化のための基盤イ

ンフラ設備（蓄電池、自営線等）や省CO2等設備の導入を支援、 

 また、これらと一体となってその効果を高めるために実施するソフト事業も対象 

 脱炭素先行地域づくり事業 原則２／３※ 

※財政力指数が全国平均（0.51）以下の自治体は一部３／４ 
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このほか、案件形成の第一歩として、地域の再エネポテンシャル等の調査事業について

も環境省で支援事業を実施。（「地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画

づくり支援事業」等） 

 

 

②バイオマス活用推進基本計画 

バイオマス活用推進基本法に基づき、バイオマスの活用の促進に関する施策についての基

本的な方針、国が達成すべき目標、技術の研究開発に関する事項等について定める計画。下

水道分野では、2025 年に下水汚泥の 85%が利用されること（下水汚泥リサイクル率2）が目

標として設定されている。現在の目標達成年度は 2025 年であるところ、温対計画等の閣議

決定も踏まえ、内容の更新に合わせ、目標設定年度を 2030 年とする新たな目標が設定され

る見込み。 

今後は、生ごみなどの食品廃棄物や、し尿・浄化槽汚泥等の地域で発生するバイオマスの

集約処理など、下水汚泥と他のバイオマスとの分野を越えた連携を進めていく必要があると

ころ、先般改定された地球温暖化対策計画においても、下水汚泥を有効活用した創エネの推

進が位置づけられたところであり、関係省庁連携のもと、積極的に取り組んでいく。 

現在、上記の観点も踏まえた計画の見直しが行われているところ、内容について適宜参照

いただきたい。 

 

 

③固定価格買い取り（FIT）制度 

FIT制度においては、下水汚泥を含むバイオマスを用いて発電された電気も、再生可能エ

ネルギーとして買取対象となっている。令和３年度の買取価格及び調達期間は下表の通りと

なっている。 

 

再生可能エネルギー 買取価格 調達期間 

バイオマス由来メタン発酵ガス 39円＋税 20年 

 

買取価格・期間については、再生可能エネルギー源の種類や発電設備の規模等に応じて、中

立的な第三者委員会（調達価格等算定委員会）の意見を受けて、経済産業大臣が毎年度策定す

ることとされているところ、第 75 回 調達価格等算定委員会では、2023 年度以降、バイオマ

ス由来メタン発酵ガスの調達価格が35円+税に見直される案が議論されている。 

また、2022年度以降のFIT申請においては自家消費型・地域消費型/地域一体型の地域活用

要件が追加され、小規模水力・小規模地熱・バイオマスにおいては、下記の要件を満たす必要

                                                   
2下水汚泥の発生量（濃縮汚泥ベース）に対して、有効利用される下水汚泥量の割合。マテリアルとしての

有効利用を基本とし、乾燥重量ベース（DS-t）で算定される。 
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がある。 

 

（自家消費型・地域消費型の地域活用要件） 

A) 当該事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気量の少なくとも

３割を自家消費※１するもの（すなわち、７割未満を特定契約の相手方である電気事業者に

供給するもの）。 

B) 当該事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備による電気を再生可能エネルギー電気

特定卸供給により供給し、かつ、その契約の相手方にあたる小売電気事業者または登録特

定送配電事業者が、小売供給する電気量の５割以上を当該発電設備が所在する都道府県内

へ供給※２するもの。 

C) 当該事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備により産出された熱※３を、原則として

常時利用する構造を有し、かつ、当該発電設備により発電される電気量の少なくとも１割

を自家消費※１するもの（すなわち、９割未満を特定契約の相手方である電気事業者に供給

するもの）。 

※１ 自家消費比率を把握するため、発電電力量を記録することが求められる。 

※２ 小売供給の状況については、小売電気事業者または登録特定送配電事業者の協力によって必要な 

書類の添付等をすることが求められる。 

※３ 発電過程で発生した熱を活用する場合に加え、発電設備の一部（井戸等）から産出される熱を活 

用する場合も認める。 

 

（地域一体型の地域活用要件） 

D) 当該事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備が所在する地方公共団体の名義（第三

者との共同名義含む）の取り決め※１において、当該発電設備による災害時を含む電気又

は熱の当該地方公共団体内への供給が、位置付けられているもの。  

E) 地方公共団体が自ら事業を実施または直接出資するもの 

F) 地方公共団体が自ら事業を実施または直接出資する小売電気事業者または登録特定送

配電事業者に、当該事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備による電気を再生可能

エネルギー電気特定卸供給により供給するもの 

※１ 当該取り決めには、法律に基づいて当該発電設備に係る認定を地方公共団体が行うものを含む。 

 

なお、令和２年度までFIT制度対象となっていた「一般廃棄物その他バイオマス」の区分

で石炭混焼を行うものについて、令和３年度より新たに申請を行う案件についてはFIT制度

の認定対象外となっていることに留意されたい。さらに、平成 31 年以降、発電に用いるバ

イオマスの一定割合以上の変動においては、新たな調達価格が適用されることとなっている

ため、現在固形燃料利用を行っている地方公共団体にあってもご留意いただきたい。 

なお、下水汚泥の固形燃料化による化石燃料代替は、FIT制度から自立した実施が可能と

判断された初のケースであり、FIT制度の対象外となった以降も発電事業者による積極的な
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利用が継続又は新規導入されることを期待している旨、資源エネルギー庁を通じて周知して

いる。 

 

 

④省エネ法見直し 

10月 22日に閣議決定された「第６次エネルギー基本計画」において、2050年カーボンニ

ュートラルや 2030 年度の温室効果ガス排出削減目標の実現に向けて、需要サイドの徹底し

た省エネと供給サイドの脱炭素化を踏まえた非化石エネルギーの導入拡大を図ることが示

された。 

具体的には、コスト面での障壁や技術面での制約があることに留意しつつも、供給サイド

の脱炭素化を踏まえた需要サイドの電化・水素化等による非化石エネルギーの導入拡大に向

けて、非化石エネルギーの導入比率の向上を事業者に促すような枠組みの構築を進めていく

など、省エネ法改正を視野に制度的対応の検討を行うとされている。 

これを踏まえ、資源エネルギー庁において、非化石エネルギーの使用の拡大に関する措置

の新設（特定事業者等に対し、非化石エネルギーの使用拡大に関する中長期計画及び非化石

エネルギー使用状況等の定期報告の提出を求めるなど）等について、省エネ法の改正が検討

されている。 

改正が行われた場合には、適切に対処されたい。 

 

（参考）エネルギー基本計画の抜粋 

 今後、需要サイドにおけるカーボンニュートラルに向けた取組を加速させるためには、

従来の省エネルギー政策に加えて、Ｓ＋３Ｅに向け、需要サイドにおいても新たな取組

を促す枠組みの構築が必要となる。 

 具体的には、①非化石エネルギーを含む全てのエネルギーの使用の合理化（省エネ法上

のエネルギーの定義の見直し）、②需要サイドでの非化石エネルギーの導入拡大（需要

の高度化）、③再生可能エネルギー電気有効利用のための需要の最適化、④変動電源の

導入拡大に対応した系統安定化に貢献するための需要サイドにおけるレジリエンス強

化に向け、省エネ法改正を視野に制度的対応の検討を行う。 
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（参考資料） 

○下水道政策研究委員会 脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員会報告書 概要 
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○国土交通省環境行動計画（2021 年 12月 27日改定） 目標値 

表１ 

下水熱の導入か所数 【指標】下水熱の導入箇所数 

【基準値】2020年 30 件 

【目標値】2030年 50件 

処理水量当たりのエネルギー起源CO2排出量 【基準値】2013年度 0.28t-CO2/千 m3 

【目標値】2030年度 0.09t-CO2/千 m3 

【CO2削減見込量】約60万 t-CO2 

下水道バイオマスリサイクル率3 【基準値】2013年度 25% 

【目標値】2030年度 45% 

【CO2削減見込量】約70万 t-CO2 

下水汚泥焼却高度化率 【基準値】2013年度 63% 

【目標値】2030年度 100% 

【CO2削減見込量】約78万 t-CO2 

地域バイオマスや廃棄物処理施設等との連

携事業実施数 

【基準値】2020年度 9件 

【目標値】2030年度 20件 

太陽光発電※1 【目標値】2030年度 約 2.5 億 kWh  

※1：数値目標は全処理場における水処理施設の上部（未利用部分）空間に設備を導入した場合の発電量を設置ポ

テンシャルとして設定。従って、2030年と 2050年は同じ数値目標となる。 

 

○水循環政策における再生可能エネルギー導入目標量（2021年 12月好評） 

表２ 

 2030年累積導入量※1 2050年累積導入量※1 

水力発電※2 約 0.028 億 kWh 約 0.052 億 kWh 

太陽光発電※3 約 2.5 億 kWh 約 2.5 億 kWh 

バイオガス発電※4 約 4.8 億 kWh 約 6 億 kWh 

※1：水循環政策における再生可能エネルギー導入促進に向けた数値目標では、2018 年度実績からの増加電力量

として目標を設定 

※2：2030年目標は地方公共団体の導入予定を基に数値目標を設定。2050年目標（2030年目標を上回る分）は処

理水の放流時における落差を活用することが可能な処理場に導入した場合の発電量を設置ポテンシャルとして設

定。 

※3：数値目標は全処理場における水処理施設の上部（未利用部分）空間に設備を導入した場合の発電量を設置ポ

テンシャルとして設定。従って、2030年と 2050年は同じ数値目標となる。 

※4：2030 年目標については、地球温暖化対策計画において目標として定められる下水汚泥のエネルギー利用の

目標値を設定。2050年目標（2030年目標を上回る分）については、下水汚泥バイオマスエネルギーの活用が可能

                                                   
3下水汚泥中の有機物重量（乾燥重量）のうち、エネルギー・緑農地利用されたものの割合 
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な焼却炉、消化槽を設置していない処理場にバイオガス発電に必要となる消化槽を導入した場合の最大ポテンシ

ャルとして設定 

 

○焼却炉・溶融炉の設置・改築における性能指標の設定について 

国土交通省は、省エネ・創エネ技術の導入を推進するため、消化槽、消化ガス発電、焼却

炉等について、一定のエネルギー効率等の性能指標を上回る施設・設備を交付対象としてい

る。また、溶融炉は特段の理由のない限り交付対象外とした。 

（「下水道事業におけるエネルギー効率に優れた技術の導入について」平成29年９月15日付事業課長通知） 

社会資本整備総合交付金を活用して焼却炉・溶融炉の設置・改築を計画している地方公共

団体においては十分にご留意いただくとともに、本通知に関するＱ＆Ａを平成30年４月26

日付の事務連絡で発出しているので参考にされたい。 

 

○N2O対策 

汚泥の焼却工程等で発生するＮ２Ｏ（二酸化窒素）は、ＣＯ２の298倍の温室効果があるた

め、高温焼却（燃焼温度を８５０℃程度とすること）によるＮ２Ｏ発生抑制や、Ｎ２Ｏ排出量

抑制とともに省エネ化が図れる新技術への転換についても計画的に実施いただきたい。指針

及びマニュアルは、環境省ＨＰに掲載されているので参照されたい。 

（http://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/） 

  なお、Ｎ２Ｏ排出を抑制する焼却技術の導入が行われているところ、排出係数の見直しに

向けた検討を実施予定であるため、調査・分析にご協力いただきたい。 

 

○下水道における資源・エネルギー利用に関する各種計画等一覧 
●改正下水道法（平成27年５月） 

 下水汚泥を燃料又は肥料として再生利用することを努力義務化 

●新下水道ビジョン加速戦略（平成29年８月） 

創エネ・省エネにより概ね20年で電力消費量半減 

下水処理場の地域バイオマスステーション化への重点的支援 等 

●バイオマス活用推進基本計画（平成28年９月） 

下水汚泥のエネルギー利用や緑農地利用の推進 

下水汚泥に加えて地域で発生するバイオマスの受入推進 

●循環型社会形成推進基本計画（平成30年６月） 

化石燃料代替エネルギー源または肥料としての再生利用を推進 

他のバイオマスとの混合消化・利用を推進 

●2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（令和３年６月） 

下水処理場を活用した地域バイオマスの受入、下水熱、バイオガス由来水素の利活用推進 

●地球温暖化対策計画（令和３年10月） 

省エネ・創エネ対策の推進 
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下水汚泥焼却施設における焼却の高度化等 

●エネルギー基本計画（令和３年10月） 

下水汚泥等のバイオマス利用やバイオマス熱の利用 

●パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（令和３年10月） 

下水処理場を活用した地域バイオマスの受入や下水熱の推進 

●環境行動計画（令和３年12月） 

インフラ空間を活用した太陽光発電、下水処理場を活用した地域バイオマスの受入や下水 

熱の推進、下水道由来水素に関する技術開発、省エネ・再エネ設備の導入、省エネ技術の 

普及や施設管理の高度化・効率化 
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下水道バイオマスリサイクル率

下水汚泥中の有機物重量のうち、エネルギー・緑農地利用されたものの割合 （令和２年度末）

都道府県 順位 都道府県 順位 政令指定都市

北海道 43 % 21 三重県 6 % 46 札幌市 6 %

青森県 52 % 11 滋賀県 19 % 39 仙台市 0 %

岩手県 45 % 18 京都府 50 % 13 さいたま市 46 %

宮城県 29 % 34 大阪府 29 % 32 千葉市 56 %

秋田県 63 % 9 兵庫県 16 % 41 東京都区部 47 %

山形県 79 % 3 奈良県 27 % 36 横浜市 63 %

福島県 29 % 33 和歌山県 17 % 40 川崎市 2 %

茨城県 23 % 37 鳥取県 50 % 14 相模原市 0 %

栃木県 37 % 29 島根県 76 % 4 新潟市 44 %

群馬県 46 % 15 岡山県 23 % 38 静岡市 70 %

埼玉県 13 % 43 広島県 66 % 7 浜松市 3 %

千葉県 9 % 45 山口県 41 % 25 名古屋市 40 %

東京都 3 % 47 徳島県 14 % 42 京都市 52 %

神奈川県 29 % 31 香川県 29 % 30 大阪市 51 %

新潟県 42 % 22 愛媛県 45 % 20 堺市 0 %

富山県 45 % 19 高知県 28 % 35 神戸市 46 %

石川県 42 % 23 福岡県 57 % 10 岡山市 28 %

福井県 45 % 17 佐賀県 63 % 8 広島市 78 %

山梨県 46 % 16 長崎県 51 % 12 北九州市 48 %

長野県 38 % 27 熊本県 67 % 6 福岡市 99 %

岐阜県 42 % 24 大分県 13 % 44 熊本市 78 %

静岡県 39 % 26 宮崎県 76 % 5 %

愛知県 38 % 28 鹿児島県 94 % 1 %

沖縄県 86 % 2 %

%

全国 37 ％

政令指定都市 46 ％

（注） ・リサイクル率は汚泥発生時乾燥重量における有機物量から計算。
・都道府県のリサイクル率には政令指定都市分を含む。

・リサイクル率は小数点以下１桁を四捨五入。 （＊は四捨五入の結果100％と記載しているもの。）

リサイクル率 リサイクル率 リサイクル率

・汚泥発生時乾燥重量は、濃縮汚泥(生汚泥、消化汚泥含む)を他処理場に輸送している場合は受泥側(送泥先)の処

理場で発生したものとして計上し、脱水汚泥を他処理場に輸送している場合は送泥元の処理場で発生したものとして

計上
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下水汚泥リサイクル率

下水汚泥発生重量ベースで、最終的にリサイクルされたものの割合 （令和２年度末）

都道府県 順位 都道府県 順位 政令指定都市

北海道 92 % 23 三重県 99 % 18 札幌市 100 %

青森県 89 % 26 滋賀県 19 % 46 仙台市 57 %

岩手県 96 % 22 京都府 42 % 41 さいたま市 100 %

宮城県 76 % 32 大阪府 46 % 40 千葉市 66 %

秋田県 36 % 43 兵庫県 19 % 47 東京都区部 50 %

山形県 85 % 29 奈良県 23 % 45 横浜市 100 %

福島県 74 % 33 和歌山県 41 % 42 川崎市 99 %

茨城県 59 % 36 鳥取県 100 % 1 相模原市 0 %

栃木県 77 % 31 島根県 99 % 15 新潟市 100 %

群馬県 99 % 13 岡山県 88 % 27 静岡市 100 %

埼玉県 100 % 6 広島県 100 % 9 浜松市 99 %

千葉県 49 % 38 山口県 100 % 7 名古屋市 100 %

東京都 65 % 34 徳島県 50 % 37 京都市 22 %

神奈川県 97 % 19 香川県 90 % 25 大阪市 100 %

新潟県 99 % 17 愛媛県 48 % 39 堺市 0 %

富山県 84 % 30 高知県 100 % 1 神戸市 8 %

石川県 35 % 44 福岡県 100 % 12 岡山市 100 %

福井県 87 % 28 佐賀県 100 % 1 広島市 100 %

山梨県 100 % 10 長崎県 100 % 11 北九州市 100 %

長野県 99 % 16 熊本県 100 % 8 福岡市 100 %

岐阜県 91 % 24 大分県 100 % 1 熊本市 100 %

静岡県 99 % 14 宮崎県 64 % 35

愛知県 97 % 20 鹿児島県 97 % 21

沖縄県 100 % 5

全国 75 ％

政令指定都市 74 ％

（注） ・リサイクル率は汚泥発生時乾燥重量ベースの値。

・都道府県の下水汚泥リサイクル率には政令指定都市分を含む。

・リサイクル率は小数点以下１桁を四捨五入。 （＊は四捨五入の結果100％と記載しているもの。）

リサイクル率 リサイクル率 リサイクル率

・汚泥発生時乾燥重量は、濃縮汚泥(生汚泥、消化汚泥含む)を他処理場に輸送している場合は受泥側(送泥先)の処理

場で発生したものとして計上し、脱水汚泥を他処理場に輸送している場合は送泥元の処理場で発生したものと計上

≪各指標の関係≫
【下水汚泥リサイクル率】 【下水道バイオマスリサイクル率】 【下水汚泥エネルギー化率】
下水汚泥が最終的に

リサイクルされた量［t-DS］

下水汚泥の重量［t-DS］

下水汚泥中の有機物のうち、
エネルギー化量＋緑農地利用量［t-VS］

下水汚泥の有機物量［t-VS］

下水汚泥中の有機物のうち、
エネルギー化量［t-VS］

下水汚泥の有機物量［t-VS］
※汚泥処理の途中段階である消化
ガス利用は含まれない。

※下水汚泥エネルギー化率は下水道バイオマスリサイクル率のうち、
エネルギー化に限ったもの。

※エネルギー化とは、消化ガス有効利用、固形燃料化、焼却廃熱利用等
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下水道バイオマスリサイクル率の算出方法について 

 
＜下水道バイオマスリサイクル率＞  
下水道バイオマスリサイクル率は、以下の式で算定される。 

なお、以下から「緑農地利用された有機物量」を除いたものが「下水汚泥エネルギー化率」である。 

 

 (バイオガスとして有効利用された有機物量※１＋固形燃料として有効利用された有機物量 

＋焼却廃熱として有効利用された有機物量※２＋緑農地利用された有機物量) 

÷(下水汚泥有機物量) × 100 

※１ バイオガスとしての有効利用には、バイオガス発電、汚泥乾燥、焼却炉補助燃料、空調熱源等が含まれる。 

※２ 焼却廃熱としての有効利用とは、焼却プロセス内での有効利用（温水プール、ロードヒーティング、空調熱源等）及び平成29年９

月15日付事業課長通知「下水道事業におけるエネルギー効率に優れた技術の導入について」における性能指標を満足する焼却炉におけ

る焼却プロセス内での有効利用（廃熱発電、過給式焼却炉及び流動タービンによる廃熱利用）に限る。 

○ 具体的な算出方法 

・ バイオガスとして有効利用された有機物量 

消化槽に投入された汚泥量（DS） × 0.8（有機物割合）  

×0.5（消化率） ×（有効利用バイオガス量／発生バイオガス量） 

 

・ 固形燃料として有効利用された有機物量 

固形燃料化炉に投入された汚泥量（消化槽投入前の濃縮汚泥量（DS））× 0.8（有機物割合）※ 

※ 消化汚泥の場合は0.8の代わりに0.4を用いることとする（消化された汚泥量を差し引くため。） 

 

・ 焼却廃熱として有効利用された有機物量 

焼却プロセス内での有効利用 

（焼却炉に投入された汚泥量（消化槽投入前の濃縮汚泥量（DS））× 0.8（有機物割合）※1  

×（低位発熱量／高位発熱量）※2 × （有効利用熱量／発生熱量）※3 ） 

 ＋ 焼却プロセス内での有効利用※4（焼却炉に投入された汚泥量（DS） × 熱回収率※5 ） 

※1 消化汚泥の場合は、0.8の代わりに0.4を用いることとする（消化された汚泥量を差し引くため。） 

※2 汚泥に含まれる水分蒸発のため利用できない熱量を差し引くための係数。 

※3 焼却廃熱発電の場合は、（発電機に投入した熱量）／（発生熱量）を用いることとし、発電排熱の利用分についてはカウント

しない（二重計上となるため）。 

※5平成29年９月15日付事業課長通知「下水道事業におけるエネルギー効率に優れた技術の導入について」における性能指標を満足

する焼却炉（過給式焼却炉、流動タービン、廃熱発電）のみを算定対象とする。 

※5熱回収率は、原則として以下に示す標準値を用いる。 

・過給式焼却炉、流動タービン：0.5 

・廃熱発電：0.6 
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単位水量当たりエネルギー消費量削減率（REC削減率）について 

新下水道ビジョン加速戦略においては、概ね20年で下水道事業における電力消費量の半減を目標

として取り組むこととしている。改築や増設に伴う省エネ機器の導入、各設備の運転方法の工夫（ス

マートオペレーション）等の省エネ化の取組に対して、以下に示す「単位水量当たりエネルギー消

費量削減率（REC 削減率）」を指標化した。REC 削減率は、下水処理場で消費した単位水量あたりの

外部エネルギー量を、基準年と比較した削減率で示したものであり、次の式で算出される。各地方

公共団体のREC削減率は、試算値を地方整備局経由で連絡することを予定している。 

 

  単位水量あたりエネルギー消費量(REC)[kWh/m ] = 外部からの投入エネルギー量 

処理水量
 

REC 削減率[％] = 基準年 ○○
基準年

   

※REC○○：○○年度(西暦)の REC 

 基準年は、例えば京都議定書が発効した2005年(平成17年)とするなど、個別に設定する。 
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（２）下水道の活用による付加価値向上 

下水道施設のストック活用方策の一つとして、生ゴミや紙オムツなどを家庭や事業所で事前に処

理を行った後に下水道に受け入れることが、人口減少・少子高齢化社会への貢献として期待される。 

下水の排除方式、終末処理場の処理能力、放流先の水質保全状況など地域によって受入条件は異

なるが、実施意向のある地方公共団体が導入検討を進められるよう、技術開発や調査検討を行いガ

イドライン等の整備を進めている。 

関連情報は、国土交通省のホームページに公開しているが詳細は下水道企画課下水道国際・技術

室 資源利用係までお問い合わせ願いたい。 

 

①ディスポーザーの活用について 

ディスポーザーには、生ゴミを水と共に粉砕処理し、そのまま下水道に流す「直接投入型ディス

ポーザー」と、後段の専用排水処理槽で粉砕物を処理した後に下水道に流す「処理槽付ディスポー

ザー」がある。 

直接投入型ディスポーザーについては、地域の実情を勘案し、地方公共団体において適切に判断

されるものであるが、生ゴミ等の地域で発生するバイオマスを効率的に収集するための手法として

有効である。国土交通省は、地方公共団体がディスポーザー導入の可否を検討する上での技術的資

料を提供することを目的として、平成 12 年～15 年に北海道歌登町（現在の枝幸町）で社会実験を

行い、平成17年に「ディスポーザー導入時の影響判定の考え方」を公表しているので参考にされた

い。 

（http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/04/040727_.html）。 

なお、処理槽付ディスポーザーは、適切に維持管理される限りにおいては下水道に接続する排水

設備として適当であると認識しているところ（平成10年事務連絡）。 

＜参考＞ 条例等でディスポーザー使用を認めている団体数（令和２年８月末時点） 

処理槽付ディスポーザー ： 631団体 

直接投入型ディスポーザー ：  23団体 

 

②下水道への紙オムツ受入検討について 

国土交通省では、平成３０年３月に定めた「下水道への紙オムツ受入に向けた検討ロードマップ」

に基づき、使用者・下水道管理者等への社会ニーズ調査を行うとともに、紙オムツ処理装置の開発を

進める複数の民間企業による協力を得て、ＡタイプおよびＢａタイプの紙オムツ処理装置に必要な要

件を令和元年度までに定めた。 

令和２年度にはＡタイプ装置を社会福祉施設に設置し、使用者の利便性や下水道への影響を把握す

るとともに、装置の有用性や有効性を評価するための社会実験を実施した。また、令和３年度にはＢ

ａタイプの装置による社会実験を実施した。 

令和４年度は、引き続き社会実験等の結果も踏まえ、ガイドライン整備に向けた検討を行っていく。 

これまでの検討状況や検討会資料、Ａタイプ及びＢａタイプの要件等は、国土交通省ＨＰで公表し

ているので参考にされたい。 

（http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000572.html） 
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（３）下水道における技術開発及び新技術の実装推進について 

 

下水道分野の技術開発・調査研究は、国、地方公共団体、日本下水道事業団などの公的機

関、大学等研究機関や民間企業の連携協力のもと進められており、国が定める「下水道技術

ビジョン」（平成27年 12月）を踏まえ、中長期的な観点から計画的に実施している。 

下水道の課題解決に向け開発された様々な新技術を積極的に活用するために、国による財

政支援制度、国土技術政策総合研究所、独立行政法人土木研究所による地方公共団体への助

言体制を整備し、開発された技術の実装に向けた取り組みを進めている。 

 

１）新技術の導入に関する財政支援制度（新世代下水道支援事業【新技術活用型】） 

近年多発する集中豪雨による浸水対策、増加する老朽化施設の適切な維持管理・更新、経

営健全化に向けた省エネ化・省力化等によるコスト縮減、下水道資源の活用による循環型社

会の構築や地球温暖化対策など、昨今の下水道事業が抱える様々な課題解決のためには、効

果的な新技術を先駆的に導入・評価し、その普及を加速化する必要がある。 

このため、国土交通省又は日本下水道事業団が開発した技術、官民共同で開発を行われた

技術及び民間技術で公的機関による一定の評価を受けた技術の導入に関する財政支援制度

を設けている。 

 

２）下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト） 

①B-DASH プロジェクトの概要 

国土交通省では、平成 23 年度より下水道事業における課題を新技術の導入により解決するこ

とを目的として、下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）を実施している。 

本事業では、地方公共団体や民間企業によって実用開発された下水道のシステム・技術につ

いて、実規模レベルの施設等を供用中の処理場や処理区域内に設置して技術的な検証(性能確

認、適用範囲の画定又は導入リスクの事前把握及び回避方策の検討等)を行っている。 

その上で、下水道管理者やコンサルタントなどの関係者が具体のシステムや設備について現地

で確認を行うことにより理解を深める機会を創出するとともに、国においては導入検討の参考とな

るガイドラインを整備し当該技術の全国展開を進めている。 

 

②B-DASH プロジェクト実証技術の活用について 

令和 2 年度より、社会資本整備総合交付金等を活用して実施する施設の新設・増設・改築事業

において、B-DASH 技術の導入可能性を有する場合には、予め実証技術の導入に掛かる検討を

終了しているを要件としている。導入検討にあたっては、実証評価済みの B-DASH 技術について、

必要とする性能や規模に応じた適用可能性を簡易評価するためのガイドライン適用表を作成する

とともに、各技術の導入効果算定ツール、発注仕様書案、採用事例について国土交通省 HP に

て確認し、交付金等の活用にあたっては必ず B-DASH 技術の導入検討をお願いしたい。これま

でに、54 技術を採択し、38のガイドラインを国土技術政策総合研究所のホームページに公表

した（令和4年 4月時点）。 

 

（https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000450.html） 
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３）異業種技術の下水道事業への活用について 

①異業種企業（スタートアップ）と下水道分野の企業、地方自治体との連携 

異業種技術の下水道分野への活用に向けた戦略検討を目的として、令和元年度より「下水道ス

タートアップチャレンジ」を実施している。 

令和３年度は、「脱炭素社会実現に向けた下水道資源の活用」をテーマに、下水道資源を活用

した脱炭素社会に向けた新しいサービスや、脱炭素社会を実現するために求められる新技術に

ついて、異業種企業（スタートアップ）から提案が行われ、下水道分野の企業や地方自治体とのマ

ッチングを実施した。 

今年度は、下水道分野の企業からの技術ニーズ発表会も開催し、技術シーズを有する異業種

企業（スタートアップなど）や地方自治体とのマッチングを実施する予定であり、下水道展の開催に

合わせて開催し、WEB での参加も可能とする予定であるので、積極的な参加を検討いただきたい。 

B-DASHプロジェクトや下水道応用研究においては、こうした下水道スタートアップチャレンジ発

の新たな技術開発も進めていく。 

 

②大学、地方自治体との連携 

防災、都市活動、農林水産、工業、エネルギー供給、医療健康などといった多様な技術領域にお

ける学術的先端技術に関する調査を行い、下水道事業への導入可能性を検討することを目的として、

多様な技術領域における研究者に対し、下水道の現状や課題、現在の取組などの具体的な情報を

提供するとともに、研究者からの研究情報等を基に、下水道との連携可能性等について意見交換を

行ってきた。 

今年度も多様な技術領域における研究者との意見交換会を開催する際には、先進的な取組みを

実施している地方自治体の下水道施設の見学も併せて実施する予定であるので、候補地選定の際

にはご協力をお願いしたい。 
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（４）下水道分野の国際展開について 

１）下水道分野における海外水ビジネス展開 

インフラシステムの海外展開に関する政府全体の取組方針を取り決めた「インフラシステム海外

展開戦略 2025（令和２年 12 月）」では、我が国企業が 2025 年に約 34 兆円のインフラシステムを受

注することを政府目標として掲げている。水分野に関しては、「水分野の海外展開戦略」が策定され、

経済産業省、厚生労働省等との連携による取組方針が示された。 

国土交通省では、「インフラシステム海外展開行動計画」を策定し、海外展開の情報・戦略を共

有し、分野別の取組方針を示している。 

海外における下水道インフラのニーズは、国・都市毎に状況が異なるため、国土交通省下水道

部では、地方公共団体等と連携し、海外中央・地方政府との協議や技術セミナー・研修の開催、

JICA 専門家の派遣、本邦技術を生かした技術提案等を行い、海外の多様なニーズに対応した案

件形成に取り組んでいる。 

 

【令和３年度の具体的な取組み】 

①アジア汚水管理パートナーシップ（AWaP） 

・令和３年８月に第二回AWaP総会（カンボジア、インドネシア、フィリピン、ベトナムが参加)を開催

し、SDGsの目標達成に貢献するため、アジア地域における汚水管理の共通課題を各国と共有

し、共通課題の解決に向けた方策の提案を行い、これに基づき今後活動計画を策定すること

に合意した。また、令和４年２月に運営委員会を行い各国と共通課題の解決に向けた議論をし

た。 

 ・令和３年８月の第二回 AWaP 総会にあわせて、AWaP 技術セミナーを実施し、課題解決に向け

た本邦技術を幅広く各国政府に提案した。 

 ・令和５年８月に第三回 AWaP 総会を開催し、各国の活動状況を共有する予定。 

 

 ②国別の取り組み 

a.ベトナム 

・令和３年12 月に日越技術セミナーを開催し、本邦技術を政府高官及び現地地方自治体に PR。 

・WOW TO JAPAN の令和２年度実証事業として、浸水対策に有効なポンプゲートについて技

術セミナー及びビン市で実証事業を行った。令和 4 年 3 月にはベトナム国政府参画のもと、セ

ミナーを開催し、技術の有効性を PR。 

・WOW TO JAPAN の令和３年度実証事業として、耐食性コンクリート人孔の現地製造による品

質確保及び布設に係る実証事業を実施中。 

 

b.インドネシア 

・令和４年２月に日インドネシア技術セミナーを開催し ODA 案件に関する技術などを政府関係者

にＰＲ。 

 

c.カンボジア 

 ・令和４年３月に日本カンボジア技術セミナーを開催し、本邦技術を政府関係者にＰＲ。 

 

  d.フィジー 

・JICA の技術協力での下水道マスタープラン策定業務が開始されたことに伴い、今後の展開を

見据えて下水道技術セミナーを開催。 

  

e.米国 

 ・WOW TO JAPAN の令和３年度実証事業として、エネルギー消費量を大幅に削減することで、
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下水処理の低炭素化を目指し、高効率･大出力磁気浮上式ブロワに係る実証事業を実施中。 

  

③JICA の課題別研修 

「アセットマネジメントを活用した下水道資産の適正管理」（令和 3 年 10 月～12 月、JICA 東北）

および「下水道マネージメント」 （令和 3 年 11 月、JICA 東京）に講師として参加し、日本の下水

道行政の概要に関する講義を実施した。参加国（人数）は下記の通り。 

   〇「アセットマネジメントを活用した下水道資産の適正管理」：エチオピア(1)、北マケドニア(3)、

キューバ(1) 

   〇「下水道マネージメント」 ：インドネシア(2)、バングラデシュ(2)、フィリピン(3) 

 

下水道分野の JICA専門家派遣状況 

国名 覚書 派遣者 派遣元 派遣期間 
ベトナム 2010 田本 典秀 国土交通省 2021.5～2023.5 

インドネシア 2013 田中 松生 日本下水道事業団 2021.10～2022.10 

カンボジア 
2017 小松 海里 日本下水道事業団 2019.7～2023.4 
2017 北川 啓一 北九州市 2021.10～2023.3 

 

 

２）AWaP（エイワップ）の概要 

国土交通省では、環境省と連携し、アジアの国々（カンボジア、インドネシア、ミャンマー、フィリピ

ン、ベトナム）と連携し、アジア汚水管理パートナーシップ（AWaP：Asia Wastewater Management 

Partnership）を２０１８年７月に設立した。AWaPでは、２年に１回総会を実施し、各国の汚水処理の

普及促進のために汚水管理の主流化（下水道等への投資の増加・法整備などを行うため、汚水管

理を優先的な政策課題として位置づけること。）を目指した各国との取組みを促進している。 

 

３）国際標準化の取組み 

国土交通省では、国際標準化機構（ISO）のTC224（飲料水、汚水及び雨水に関するシステムと

サービス）、TC275（汚泥の回収、再生利用、処理及び廃棄）、TC282（水の再利用）をはじめとする

水分野の国際標準化プロセスへの積極的、主導的な参画を通じ、我が国の技術が適正に評価され

るような国際標準の策定を推進している。 
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国際標準化の取組状況（令和3年12月時点） 

専門委員会 規格 活動の目的 状況 
幹事国 

【国内審議団体】 

TC224 
飲料水、汚水及び雨水

に関するシステムとサ

ービス 
  

フランス 

【日本下水道協

会】 

 WG6 下水道施設ガイドライ

ン 
施設マネジメントに関す

る我が国知見を規格に盛

り込む。 
ISO24516-4(下水道施設のガイドライン)を 2019 年

に発行。 

 WG10 トイレに流せる製品 
管路・ポンプなどの詰ま

りをもたらす粗悪な海外

製品の国内流通を防ぐ。 
ISO/TR 24524(管路の水理学的、力学的、環境的特

性)を 2019 年に発行。 

 WG11 雨水管理 
豪雨への対応、自助・共

助・公助等の我が国知見

を規格に盛り込む。 

ISO24536(雨水管理のガイドライン)を 2019 年 10

月に発行。 

ISO/TR24539(雨水管理の事例集)を 2021 年 4 月

に発行。 
TC275 汚泥の回収、再生利用、

処理及び廃棄   
フランス 

【日本下水道事業

団、日本下水道施

設業協会】 
 WG5 熱操作（焼却炉） 

日本の得意な焼却炉や下

水汚泥からのリン回収技

術の規格化により、海外

展開を有利にすることが

目的。 

ISO/TR20736(熱操作に関するガイドライン)を

2021 年 7 月に発行。 

ISO/TR22707(リン等の回収技術に関するガイドライ

ン)を 2022 年 3 月発行予定。  WG7 資源回収 

TC282 水の再利用   

中国※  

【国土交通省下水

道部】 

※2013 年 6 月

～2019 年 7 月

末までは日本 

 SC3/WG1 健康リスク 

日本の得意な MBR（膜

処理技術）など再生水処

理技術の性能評価方法の

規格化により、海外展開

を有利にすることが目

的。 

ISO20426（リスク評価）を 2018 年 5 月に発行。 

ISO20469（水質グレード）を 2018 年 11 月に発行。 

 SC3/WG2 性能評価 

ISO20468-1(総則)を 2018 年 10 月に発行。 
ISO20468-2(環境性能)を 2019 年 7 月に発行。 
ISO20468-3（オゾン)を 2020 年 6 月に発行。 
ISO20468-4(UV)を 2021 年 5 月に発行。 
ISO20468-5(膜)を 2021 年 6 月に発行。 
ISO20468-6（イオン交換)を 2021 年 6 月に発行。 
ISO20468-7(AOP)を 2021 年 6 月に発行。 
LCC 評価の規格開発中。最終原案の作成準備中。

（2022 年 10 月発行予定） 
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４）地方公共団体や日本下水道事業団等と連携した本邦企業の海外ビジネス展開支援 

海外での案件形成に取り組むにあたり、海外の政府機関や援助機関からは、技術のみならず、

政策形成・人材育成等に関する経験・ノウハウの重要性が指摘されており、特に我が国の地方公共

団体の経験・ノウハウの活用に注目が集まっている。そのため、国土交通省下水道部は海外展開

に取り組む地方公共団体と一緒に「水・環境ソリューションハブ（WES-Hub）」を構築し、国内下水道

事業で得られたノウハウや知見を集約し海外に情報発信するとともに、各団体が行っている海外展

開関連の先進的な取り組みや、海外現地情報等を共有している。また、海外中央・地方政府や現

地専門家等から寄せられる技術協力等のニーズに対して、WES-Hub の地方公共団体とともに、政

府間対話、セミナー、研修などを通じて本邦企業の受注に資する効果的な提案を行っている。 

また、国土交通省下水道部は日本下水道事業団等とも連携し、アジア等における下水道事業に

関する基礎情報（関連法、組織体制や汚水処理の現状）を収集し、下水道整備事業の実施にあた

っての課題や新たなニーズ発掘を実施している。 

 

 

～ 地方公共団体の皆さまへ ～ 

 （１）海外地方政府に対する技術協力や海外への専門家派遣等について 
海外技術協力等についてご関心のある地方公共団体におかれましては、下水道国際・技術室へご
相談下さい。国の取り組みや WES-Hub の活動も含め、情報提供させて頂きます。 

 （２）海外要人招聘等に合わせた視察受入等へのご協力のお願い 
海外要人招聘や国際会議開催等に合わせ、相手国・都市のニーズに合った施設のご紹介や、視察
受入をお願いすることがございます。海外展開活動へのご協力をお願いいたします。 

＜下水道国際・技術室 担当＞ 
  大上：ohkami-y2mh@mlit.go.jp／西郷： saigo-s2id@mlit.go.jp ／別府：beppu-a26p@mlit.go.jp ／新田：nitta-k2gc@mlit.go.jp   
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WES-Hub 地方公共団体の活動状況（2021 年 8月時点） 

団体名 対象国・地域 活動スキーム 期間 

仙台市 トルコ共和国（イズミル市） JICA 草の根技術協力 

 

2016 年 3 月 /2019 年 3 月 

埼玉県 タイ王国（タイ下水道公社） 

ラヨーン県バンペー処理場 

チョンブリ県シラチャ処理場 

JICA 草の根技術協力  

2012 年 4 月 /2015 年 3 月 

2016 年 2 月 /2019 年 1 月 
 タイ王国 

（レムチャバン市、タイ下水道公社） 

JICA 草の根技術協力 採択 2020 年 9 月（実施未定） 

東京都 ドイツ（ヘッセン州ほか） 水面制御装置に関する特許技術の使用許諾契約 2010 年 6 月  
 マレーシア 

（クアラルンプールランガット地区） 

技術支援に関するサービス契約 

JICA 草の根技術協力事業 

2014 年 10 月  

2017 年 2 月 /2018 年 9 月 
 モンゴル（ウランバートル市） JICA 調査団 2019 年１月 

2019 年 11 月 

川崎市 インドネシア国（バンドン市） 下水道技術海外実証事業（WOW TO JAPAN） 

JICA 草の根技術協力 

2019 年 8 月 /2020 年 3 月 

採択 2019 年 4 月（実施未定） 

横浜市 ベトナム国（ハノイ市） JICA 草の根技術協力（フェーズ１） 

JICA 草の根技術協力（フェーズ２） 

2014 年 2 月 /2016 年 12 月 

2017 年 2 月 /2021 年 3 月 
 フィリピン国（セブ都市圏） JICA 無償資金協力（アドバイザー） 2017 年 10 月  /2019 年 6 月 

 インド国（ムンバイ市） 国交省 下水道分野における我が国優位技術の普及

方策検討業務 

2020 年 10 月 /2021 年 3 月 

名古屋市 メキシコ合衆国（メキシコ市） JICA 草の根技術協力 2011 年 6 月 /2014 年 2 月 

2015 年 1 月 /2017 年 3 月 

2020 年 2 月 /2022 年 9 月 

滋賀県 中華人民共和国（湖南省） JICA 草の根技術協力 

受託者/(公財)淡海環境保全財団。 

2016 年 11 月 /2019 年 6 月 

 ベトナム国（クァンニン省） JICA 技術協力プロジェクト 

受託者/日本工営㈱＋（公財）国際湖沼環境委員

会＋（株）国際開発センター。県は協力 

2016 年 11 月 /2019 年 6 月 

大阪市 ベトナム国（ホーチミン市） JICA 草の根技術協力 

JICA 無償資金協力事業 

2013 年 7 月 /2016 年 3 月 

2016 年 8 月 /2019 年 9 月 

 ミャンマー国（ヤンゴン市） JICA 草の根技術協力 

JICA 草の根技術協力 

2014 年 10 月 /2016 年 12 月 

2018 年 3 月 /2020 年 5 月 
 ロシア国（サンクトペテルブルグ市）   

神戸市 ベトナム国（キエンザン省） 国土交通省プレ FS 調査 

JICA 協力準備調査（PPP インフラ事業） 

JICA 草の根技術協力 

JICA 草の根技術協力 

2011 年 6 月 /2012 年 3 月 

2011 年 9 月 /2013 年 7 月 

2013 年 4 月 /2016 年 3 月 

2017 年 4 月 /2020 年 3 月 

北九州市 インドネシア国（ジャカルタ特別州） JICA 技術協力プロジェクト 2015 年 6 月 /2018 年 3 月 

 ベトナム国（ハイフォン市） CLAIR事業 

JICA草の根技術協力 

JICA草の根技術協力 

JICA 草の根技術協力 

2011 年 4 月 /2012 年 2 月 

2012 年 5 月 /2014 年 3 月 

2014 年 10 月 /2017 年 3 月 

2018 年 5 月 /2023 年 3 月 
 カンボジア国（プノンペン都） JICA無償資金協力（アドバイザー） 

JICA草の根技術協力 

JICA草の根技術協力 

JICA 無償資金協力 

2014 年 8 月 /2016 年 12 月 

2017 年 2 月 /2020 年 2 月 

2021 年 6 月 /2024 年 3 月 

2019 年 11 月 /2024 年 7 月 

福岡市 ミャンマー国（ヤンゴン市） JICA 草の根技術協力（第 1 期） 

JICA 草の根技術協力（第 2 期） 

2016 年 3 月 /2019 年 3 月 

2020 年 1 月 /2023 年 1 月 
 フィジー国 国交省 本邦下水道技術普及方策検討業務 

環境省 アジア水環境改善モデル事業 

JICA 技術協力プロジェクト詳細計画策定調査 

（アドバイザー） 

2015 年 10 月 /2016 年 3 月 

2018 年 12 月 /2021 年 3 月 

2020 年 10 月 /2021 年 3 月 

 スリランカ国 国交省 本邦下水道技術普及方策検討業務 2017 年 10 月 /2018 年 3 月 

日本下水

道事業団 
AWaP 参加国（カンボジア国） 国交省・ＡＷａＰ参加国等を対象とした下水道普及方

策検討業務 

2019 年 6 月 /継続中 

 ベトナム国 JICA・ベトナム国下水道計画・実施能力強化支援プ

ロジェクト 

2016 年 2 月 
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下水道事業課の取り組み 

総  括 

（１）令和４年度予算について 

１）令和４年度予算の概要 

２）新規事項の概要 

３）他省庁の制度 

４）個別補助金の活用促進について 

５）主要な管渠の範囲を定める告示及び関連通知の改正について 

 

（２）予算制度に関する変更点、留意点等について 

１）社会資本整備総合交付金等における重点配分について 

２）社会資本整備総合交付金等の交付にあたっての要件について 

 

（３）防災・減災、国土強靱化の取組の推進について 

１）防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策 

２）令和３年度補正予算の概要 

 

（４）事業計画に係る変更について 

１）下水道法の改正に伴う変更 

２）地方分権改革に伴う変更 
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（１）令和４年度予算について

１）令和４年度予算の概要

下水道事業においては、

• 「経済財政運営と改革の基本方針2021」(骨太の方針)、「成長戦略フォローアップ」、
「国土強靱化基本計画」、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」

• 「国民の安全・安心の確保」、「持続的な経済成長の実現」、「豊かで活力ある地方の
形成と多核連携型の国づくり」（国土交通省の基本方針）

• 「流域治水関連法の整備（下水道法、水防法などの改正、 R3.5.10公布）」
• 「新下水道ビジョン」、「新下水道ビジョン加速戦略」
• 「下水道政策研究委員会制度小委員会 報告書」

等を踏まえ、以下の施策を推進

令和４年度予算の基本的な方針について

安全・安心の確保 ―国土強靱化の推進―

• ［公 共］ 内水浸水リスクマネジメント推進事業の創設

• ［行政経費］ 雨水出水浸水想定区域における避難に資するトリガー情報についての検討経費

浸水対策

地震・津波対策

令和元年東日本台風、令和２年７月豪雨、令和３年８月の大雨等による浸水被害が頻発する中、
流域治水の考え方も踏まえ、再度災害防止に加え事前防災の観点も含めたハード・ソフト一体的
な浸水対策を推進

令和３年５月の水防法改正により、想定最大規模降雨による浸水想定区域の作成が必要となる
エリアが大幅に拡大したことを受け、浸水シミュレーションによる内水想定区域図の策定などソフト
対策を推進

いぶり

東日本大震災や熊本地震、北海道胆振東部地震等で下水道施設の被害が発生する中、避難
所対策や重要道路の機能確保等の観点からハード・ソフト一体的な地震対策を推進

快適な生活環境・水環境の向上 ―潤いのある地域づくり―

令和８年度までの汚水処理施設の概成に向けて、未普及対策を推進
下水道整備の加速化を図る地方公共団体を重点的に支援

未普及対策

• ［公 共］ 下水道整備推進重点化事業の拡充

公共用水域の水質保全

閉鎖性水域における高度処理等、公共用水域の水質保全を推進するとともに、合流式下水道に
ついては令和５年度における対策の完了に向け、計画的な取組を推進
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下水道事業の持続・成長 ―次世代を支える下水道の推進―

• ［公 共］ 下水道情報デジタル化支援事業の創設

• ［行政経費］ 下水道分野における強靱化・グリーン化推進経費

下水道分野の国際展開を図るため、政府間会議の開催、対象国における法制度や基準等の整
備支援、本邦技術の国際規格への組み入れ、海外における実証試験等を推進。

下水道分野の国際展開の推進

グリーン施策の推進（創エネ・省エネの推進）

広域化・共同化、PPP/PFI、収支構造の適正化

人口減少、ストックの増大などの課題に対応し、下水道事業の持続性を向上させるため、下水道
共通プラットフォームによる台帳電子化の推進やＩＣＴを活用した下水道施設広域管理システムの
開発など、ＤＸを推進

業務の効率化や蓄積データを活用した管理の高度化や浸水シミュレーションの実施促進に向けて、
下水道施設に関する情報等のデジタル化の支援制度を創設

バイオガス発電等による温室効果ガス削減効果の高い先進的な創エネ・省エネ技術の普及促進
のため、自治体への専門家派遣等による案件形成を図るとともに、先進的な脱炭素化推進事業
を集中的に支援し、脱炭素化を推進

国が主体となって、実規模レベルの施設を設置して技術的な検証を行う革新的技術実証事業（Ｂ
－ＤＡＳＨプロジェクト）により、創エネ・省エネ技術の開発・実装を促進

人口減少による使用料収入の減少や施設の老朽化、管理体制の脆弱化等の課題に対応するた
め、汚水処理施設全体の広域化・共同化、PPP/PFI、収支構造の適正化を推進

下水道以外の汚水処理施設と事業を実施する場合の要件を緩和し、所管部局を超えた広域化
の取り組みをさらに推進

DX（デジタル・トランスフォーメーション）

• ［公 共］ 下水道広域化推進総合事業の拡充

• ［行政経費］ 下水道分野の水ビジネス国際展開経費
• ［行政経費］ 官民連携による海外インフラ展開の推進

• ［公 共］ 下水道脱炭素化推進事業の創設

• ［B-DASH］ 最初沈殿池におけるエネルギー回収技術
• ［B-DASH］ 深槽曝気システムにおける省エネ型改築技術
• ［行政経費］ 下水道分野における強靱化・グリーン化推進経費

老朽化対策

老朽化施設の増大に伴う事故発生や機能停止を未然に防止するため、施設の重要度等を踏ま
えた効率的な施設の点検・調査や、劣化度等を踏まえた計画的な修繕・改築等を行うストックマ
ネジメントの取組を推進
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区分 令和４年度予算額 令和３年度予算額
対前年度
倍率

下水道防災事業費補助
• 大規模な雨水処理施設の計画的な整備や適切な機能確保、
河川事業と一体的に実施する浸水対策事業への支援等

52,448 38,448 1.36

下水道事業費補助
• 温室効果ガス削減に資する事業等やPPP/PFI手法等を活用した
事業、日本下水道事業団による代行事業への支援等

5,165 1,465 3.53

下水道事業調査費等
• 国が自ら行う技術実証事業等

3,746 3,746 1.00

合計 61,359 43,659 1.41

令和４年度国土交通省関係予算概要

令和４年度国土交通省関係予算総括表

１．社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金について下水道事業に係る費用はこの内数。
２．本表のほか、デジタル庁一括計上分として26,237百万円がある。
３．本表のほか、東日本大震災復興特別会計（復旧・復興）37,948百万円がある。

国費（単位：百万円）

下水道防災事業費補助、下水道事業費補助、下水道事業調査費等
国費（単位：百万円）

社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金

地方公共団体が行う社会資本整備について、基幹的な事業や関連する社会資本整備、効果を促進する事
業等を一体的に支援する経費として計上

防災・安全交付金により、「防災・安全」に対して重点的な支援を実施。
下水道事業においては、主に①地震対策、②浸水対策、③老朽化対策、④合流改善対策を支援

対前年度
倍    率

（A） （A/B） （B）

880,636 1.03 857,836

1,665,986 1.00 1,657,698

398,783 1.01 396,505

729,932 1.06 686,456

93,330 1.29 72,630

61,359 1.41 43,659

31,971 1.10 28,971

1,397,301 0.94 1,485,112
581,731 0.92 631,128
815,570 0.96 853,984

5,165,968 1.00 5,156,237

25,177 0.75 33,607

5,191,145 1.00 5,189,844

56,900 1.02 56,000

5,248,045 1.00 5,245,844

43,039 1.06 40,638
559,724 0.92 611,656

5,850,808 0.99 5,898,138

治 山 治 水

事　　　　項 令　和　４　年　度 前　　年　　度

道 路 整 備

港 湾 空 港 鉄 道 等

住 宅 都 市 環 境 整 備

一 般 公 共 事 業 計

公 園 水 道 廃 棄 物 処 理 等

下 水 道

国 営 公 園 等

社 会 資 本 総 合 整 備
社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金
防 災 ・ 安 全 交 付 金

小 計

推 進 費 等

災 害 復 旧 等

公 共 事 業 関 係 計

そ の 他 施 設
行 政 経 費

　合　　　　　　　　　　　　　計　
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２）新規事項の概要

（１）下水道脱炭素化推進事業の創設（グリーン化の推進）（１）下水道脱炭素化推進事業の創設（グリーン化の推進）
≪個別補助金≫

バイオマス資源としての下水汚泥の

有効活用による創エネの取組推進

による、カーボンニュートラルに対す

る更なる貢献への期待

グリーン社会の実現に向けて、下水

道インフラの電力使用量や温室効

果ガス排出量削減の更なる推進が

必要

背景

温室効果ガス削減に資する先進的

な創エネ事業・一酸化二窒素

（N2O)対策事業を集中的に支援す

るための「下水道脱炭素化推進事

業」を創設し、下水道事業の脱炭

素化を加速

- 事業期間：５年以内

- 総事業費：５億円以上

概要

（２）内水浸水リスクマネジメント推進事業の創設
（リスク情報空白域の解消）

（２）内水浸水リスクマネジメント推進事業の創設
（リスク情報空白域の解消） ≪防災・安全交付金≫

気候変動の影響により、大雨等が頻発し、
内水氾濫による浸水被害が発生するリス
クが増大

水防法改正により、想定最大規模降雨
による内水浸水想定区域図等の作成が
必要となるエリアが大幅に拡大

内水リスク情報を住民等に的確に伝達し、
適切な避難行動を促進するとともに、さら
なる雨水対策の加速化に向けて、支援
が必要

浸水シミュレーション等による内水浸水

想定区域図の策定や避難行動に資する

情報・基盤整備、雨水管理総合計画の

策定を支援するための「内水浸水リスク

マネジメント推進事業」を創設

（補助率：１／２）

汚泥消化・バイオガス発電
創エネ事業

汚泥消化タンク

バイオガス発電

固形燃料化

一酸化二窒素対策
汚泥焼却の高度化

高温焼却システム

0

50

100

150

200

既存設備 高温焼却

N2O排出量
約60～80%削減

N2O排出量削減イメージ

換
算

CO
2排
出
量

(k
g-

CO
2/

t）

背景

概要
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A、B、Cのうち、Aが最大の場合は交付対象

（５）下水道整備推進重点化事業の拡充（未普及対策の加速化）（５）下水道整備推進重点化事業の拡充（未普及対策の加速化）
≪社会資本整備総合交付金≫

（４）下水道広域化推進総合事業の拡充（広域化・共同化の促進）（４）下水道広域化推進総合事業の拡充（広域化・共同化の促進）
≪社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金≫

下水道広域化推進総合事業の拡充イメージ

（３）下水道情報デジタル化支援事業の創設（下水道ＤＸの推進）（３）下水道情報デジタル化支援事業の創設（下水道ＤＸの推進）
≪社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金≫

下水道事業の持続性向上のためには、施設情報
や維持管理情報等をデジタル化することによる業
務の効率化や、蓄積データを活用した管理の高
度化が重要

水防法改正を踏まえた内水浸水想定区域図等
の作成のために必要となる浸水シミュレーションの
実施には、下水道管路情報のデジタル化が重要

中小市町村などではデジタル化が遅れており、そ
の整備は急務

背景

下水道管路に関する情報等をデジタル化するた
めに必要な経費を支援する「下水道情報デジタル
化支援事業」を創設
（補助率：１／２、令和８年度まで）

概要

下水道事業の持続性確保の観点から、各都道
府県に広域化・共同化計画の策定を要請して
いるが、行政界・所管部局を越える広域化・共
同化を促進するためには、更なる支援が必要

背景

下水道以外の汚水処理施設と事業を実施する
場合の要件を、「下水道事業の処理人口及び
水量が、対象地域において最大である場合」に
変更

概要

令和８年度までの汚水処理施設の概成に
向け、未普及対策の更なる加速化が必要

背景

令和８年度までの汚水処理施設の概成に
向けて、下水道整備の加速化を図る市町
村について、汚水管に係る交付対象範囲
を拡充

概要

下水道整備推進重点化事業の拡充イメージ

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

下水道普及率（既整備分）

当年度進捗

当年度進捗（加速化後）

下水道整備目標

整備を一定程度加速化することで
アクションプランで定めた目標を

達成できる市町村を交付対象に追加

共通プラットフォームを活用した下水道管路のマネジメントのイメージ

下水道台帳等

下水道普及率（既整備分）

当年度進捗（加速化しない場合）

当年度進捗（加速化する場合）
今後の整備進捗

（H28末～R2末）×２倍 まで

これまでの整備進捗
（H28末～R2末）

開始年度に

チャレンジ宣言

地方公共団体
民間企業

地方公共団体
民間企業

点検結果等
の入力

施設情報の
入力

情報収集・統計分析等
データ出力

地方公共団体
民間企業

一般公開
データ

市民等

施設情報 維持管理
情報

インターネット
ブラウザ

デジタル化を支援
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３）他省庁の制度

（内閣府）地方創生汚水処理施設整備推進交付金

（環境省）エネルギー対策特別会計における下水道関係事業

下水道事業関連で、環境省によるエネルギー対策特別会計における補助・委託等事
業の活用が可能

（総務省）緊急自然災害防止対策事業債

災害の発生予防又は被害拡大防止を目的として実施される地方単独事業を対象とし
た地方財政措置

下水道事業では、雨水公共下水道、都市下水路、および公共下水道（管渠を除く浸水
対策）が対象

事業内容 補助対象

省エネ・太陽光
○「業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル
（ZEB）化・省CO2促進事業」のうち、「上下水道施設の省
CO2改修支援事業」

地方公共団体等

○平成28年4月の地域再生法改正により､内閣府に「まち・ひと・しごと創生交付金」（地
方創生推進交付金）及びその一部として「地方創生汚水処理施設整備推進交付金」
が創設、汚水処理施設の整備を推進。
○地域再生法に基づき認定を受けた地域再生計画に記載された、公共下水道、集落
排水施設、浄化槽のうち2以上の施設の総合的な整備を支援。

【交付期間】 地域再生計画に基づき対象施設の整備を実施する年度から起算して、
原則５年以内

【交付限度額】
交付限度額＝対象施設（公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、

浄化槽）の交付限度額
公共下水道の交付限度額＝通常の国庫補助割合

【参考】 地方創生推進交付金（まち・ひと・しごと創生交付金）（内閣府HP）
（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/souseikoufukin.html）
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1

（総務省）下水道事業の広域化に係る地方財政措置の拡充

② 市町村内の処理区統合を対象に追加

現行措置（複数市町村の統合、市町村内の事業統合）に加え、市町村内の処理区統合を下水道事
業債（広域化・共同化分）の対象に追加する。

＜地方財政措置＞

処理区域内
人口密度
（人/ha）

（現行）
広域化分※

（拡充案）
流域下水道へ
の接続分

25未満 56％ 63％

25以上50未満 49％ 56％

50以上75未満 42％ 49％

75以上100未満 35％ 42％

100以上 28％ 35％

① 流域下水道への統合に係る措置率の見直し

統合に要する経費の実態等を踏まえ、都道府県主導の流域下水道への統合の取組を推進する観点
から、流域下水道への統合のために市町村が実施する接続管渠の整備・ポンプ場の設置について、
繰出基準を１割引き上げる。

※ 繰出基準：処理区域内人口密度に応じて４～８割
交付税措置：普通交付税措置 ７割

＜処理区域内人口密度100人/ha以上の例＞

※①、②いずれも広域化・共同化計画（策定予定含む）に基づき実施する整備事業を対象とする。

（総務省）公営企業債（脱炭素化事業）

項目 対象事業

①太陽光発電
の導入

・ 公営企業施設等に設置される太陽光発電施設・設備、太陽光発電による電力を蓄電する
ための蓄電池施設・設備
※ 再生可能エネルギーの固定価格買取制度等の適用を受け、売電を主たる目的とする太
陽光発電施設・設備については対象外

②建築物における
ＺＥＢの実現

・ 公営企業施設等をＺＥＢの省エネ基準に適合させるための改修

③省エネルギー
改修の実施

・ 公営企業施設等を建築物省エネ法の建築物エネルギー消費性能基準（省エネ基準）に適
合させるための改修
・ 水道施設等における省エネルギー・高効率機器の導入、ポンプのインバータ制御化等の
省エネルギー設備の導入 など
（改修前と比較し、二酸化炭素排出量を15％以上削減できる改修に限る）

④ ＬＥＤ照明の導入 ・ 公営企業施設等へのＬＥＤ照明の導入

【対象事業】

【地方財政措置】

地方負担額の1/2に事業債（脱炭素化事業）を充当した上で、

元利償還金の全額を一般会計からの繰出しの対象とし、

当該元利償還金の30％（財政力に応じて30～50％）について普通交付

税措置（残余（地方負担額の1/2）については、通常の事業債を充当）

【事業期間】

令和４年度～令和７年度

※ 下記に係る地方単独事業・補助事業を対象
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４）個別補助金の活用促進について 

 

１．背景 

これまで、財政制度等審議会（財政審）や行政改革推進会議において、個別補助金

化について以下指摘を受けている。 

 地域の防災強化の観点からの雨水処理対策について、個別補助化等も活用して、公

費を重点化していくべき（令和元年秋の財政審、R1.10） 

 内水氾濫対策への重点的・計画的な支援を行うため、段階的に交付金から切り出し

て個別補助化する方向（令和２年秋の財政審、R2.11） 

 下水道事業の内水浸水対策、脱炭素化については、より集中的・計画的に内水浸水

対策、脱炭素化を進めることができるよう、補助金による支援への更なる切替えを

含め支援制度の在り方について検討すべき（行政改革推進会議（第 46 回、R3.12） 

 

２．個別補助制度及び予算額の推移 

上記を受けて、令和２年度には「大規模雨水処理施設整備事業」を、令和４年度に

は「下水道脱炭素化推進事業」を創設したほか、段階的に個別補助金の予算を増額し

てきているところ。 

 

（参考）下水道分野における個別補助金（当初予算額）の推移（億円） 

年 度 H30 R1 R2 R3 R4 

個別補助金 
浸水対策 2 104 244 384 524 

PPP/PFI、脱炭素化等 12 12 15 15 52 

計 24 116 259 399 576 

 

３．お伝えしたい事項 

 今後も、浸水対策や脱炭素化などの政策目的に合致した事業について、個別補助金

として優先的・集中的に支援したいと考えているところ。個別補助金の要件を満た

している事業（特に浸水対策）については、積極的に個別補助金の活用をご検討い

ただきたい。 

 交付金を活用して事業を実施中であっても、要件を満足していれば、個別補助とし

て事業を実施することも可能なため、懸念事項等あればご相談いただきたい。 
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５）主要な管渠の範囲を定める告示及び関連通知の改正について 

（令和３年度改正事項） 

 

１．概要 

 

主要な管渠を定める告示の別表を、令和３年度に以下のとおり見直し。 

＜雨水＞ 

・都市浸水対策を推進する観点から、分流雨水については指定都市・一般

市を対象に、補助対象範囲を拡充。 

（※設置・改築ともに適用） 

＜汚水・合流＞ 

・今後、増大が見込まれる改築需要に対応する観点から、分流汚水管及び

合流管の改築に係る主要な管渠の別表を新設し、従前別表よりも補助対

象範囲を縮小。 

・ただし、ポンプ場の改築については、従前の別表（設置と同様）を適用可。 

・なお、分流汚水及び合流式の設置については、改築以外の事業として従

前の別表を維持。 

（※汚水管渠の単純改築については、従前より汚水処理施設整備が概成

した団体においては国庫補助の対象外。） 

 

 

２．運用上の留意事項 

 

・告示第６項第１号の規定（いわゆる「弾力条項」）については、汚水管の新

規整備を念頭に置いたものであることから、改築事業には適用しない。 

・令和３年度の告示改正にあわせて、告示の運用通知１．にて求めている、

人口減少等を踏まえた全体計画の適正性について毎年度行う点検の内

容を見直したので、しっかりと対応いただくようお願いする。 
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（２） 予算制度に関する変更点、留意点等について 

１）社会資本整備総合交付金等における重点配分（下水道事業） 

国土交通省では、優先的に取り組むべき事業に対する支援を強化するため、平成 28 年

度から重点配分の対象となる事業を明確化するとともに、重点配分の対象となる事業の

みで構成される整備計画に対しては、重点的な予算措置を実施している。 

 以下の項目に該当する事業については、引き続き積極的に重点配分の対象となる整備

計画の策定を図られたい。 

 

▼下水道事業における重点配分項目（下線部：令和４年度予算における見直し項目） 

【社会資本整備総合交付金】  

 ①アクションプランに基づく下水道未普及対策事業（汚水処理施設整備が概成して

いない団体※1 に限る） 

 ②PPP/PFI、下水汚泥のエネルギー利用、広域化・共同化の取組を推進するため

追加的に必要となる※2 下水道事業 

（注）公営企業会計を適用した地方公共団体においては、以下のいずれにも該

当しないことを要件とする。 

①経費回収率の向上に向けたロードマップに定めた業績目標を達成でき

ない場合。 

②令和 7年度以降、供用開始後 30 年以上経過しているにも関わらず、使

用料単価が 150 円/m3 未満であり、かつ経費回収率が 80％未満であ

り、かつ 15 年以上使用料改定を行っていない場合。 

 

【防災・安全交付金】 

 ①各地方公共団体が定める下水道事業計画に基づく雨水対策事業 

  （雨水出水浸水想定区域の指定対象団体は、令和８年度以降は、最大クラスの

内水に対応した浸水想定区域図を作成済みである場合に限る。） 

 ②国民の安全・安心の確保に向けた以下の取組を推進するため追加的に必要と

なる※2 下水道事業 

• 南海トラフ地震・首都直下地震の対象地域における重要施設（揚水・沈殿・消毒

施設、管理棟、下水道総合地震計画に位置づけられている管渠）の地震対策 

• 下水道総合地震対策事業（国土強靱化地域計画に基づき実施するもの又はマ

ンホールトイレ整備を含むものに限る） 

• 下水道施設の耐水化・非常用電源確保（津波対策を含む） 

③温室効果ガス削減効果の高い省エネ対策事業 

・従来より 20%以上の消費電力量もしくは温室効果ガス排出量を削減できる機能

向上改築 

 

※1 市町村毎の汚水処理人口普及率（最新の公表値）が 95%以上の団体とする。 

（流域下水道・事務組合等の場合、当該流域・団体内のすべての自治体で汚水処理人口普及率が

95%以上の場合概成として扱う） 

※2 PPP/PFI、地震対策等でも汚水の改築の性格があるものは対象から除外 

（PPP/PFI で実施する処理場の改築、耐震で実施の管更生 等） 
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２）令和５年度以降の防災・安全交付金の重点配分対象の見直し 

 

土砂災害防止法及び水防法においては、市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定

められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対して、避難確保計画を策定することを

義務づけるとともに、災害対策基本法において、市町村に対して、避難行動要支援者名簿

を作成した上で、名簿情報を避難支援等関係者に対して提供することとしている。 

 

令和３年10月の財政制度等審議会で、「平時からの避難訓練が災害時の安全を左右する

可能性に鑑み、法律に基づく義務である避難確保計画の策定等が確実に行われるよう、こ

うした対策を行っていない地域に対してハード整備におけるディスインセンティブを設

けるべき」との指摘がなされたことを受けて、地域の防災・減災、安全の確保を推進する

ため、防災・安全交付金の重点配分対象について、令和５年度以降、以下の見直しを行う

ことになった。 

 

（１）令和５年度予算における対応 

土砂災害防止法第８条の２及び水防法第15条の３に基づく避難確保計画の策定を行

っていない要配慮者利用施設が存在し、かつ、災害対策基本法第49条の11に基づく避難

行動要支援者名簿に記載等された情報の提供を行っていない市町村（以下「該当市町村」

という。）が単独で策定した整備計画については、重点配分の対象外とする。また、該

当市町村が単独で都道府県と策定する整備計画についても同様とする。 
 
（２）令和６年度以降の予算における対応 

該当市町村が策定主体に含まれる整備計画は、全て、重点配分の対象外とする。 

（参考）本措置により重点配分の対象外となる自治体の範囲 

 

ただし、令和３年７月に施行された「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正す

る法律」に基づき、新たに避難確保計画策定の対象として指定される要配慮者利用施設

については、当面の間、上記（１）及び（２）の運用の対象外とする。 

 

詳細については、国土交通省大臣官房社会資本整備総合交付金等総合調整室事務連絡

（令和3年12月27日）にて通知済みであるが、本見直しについては下水道事業のみでなく、

防災・安全交付金を活用する全事業が対象となる点について留意されたい。 
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２）社会資本整備総合交付金等の交付にあたっての要件について 

令和４年度については、以下の要件が新たに追加されたので留意されたい。 

なお、本要件の詳細については、「下水道施設の改築について」（令和４年４月１日 国水下事第

６７号）を確認されたい。 

また、従前より運用している「社会資本整備総合交付金等の交付にあたっての要件等の運用に

ついて」（令和 2 年 3 月 31 日 国水下事第 56 号）については、特段の変更はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 下水処理場の改築におけるコンセッション方式導入検討の要件化  

人口２０万人以上の地方公共団体において、下水処理場における施設の改築事業（工事契約１件あたりの概

算事業費が１０億円以上と見込まれるもの。）を実施する際、コンセッション方式導入の検討を行うことを要件化。 

（２） 下水処理場の改築における当該処理場の統廃合に係る検討の要件化  

すべての地方公共団体において、下水処理場における施設の改築事業（工事契約１件あたりの概算事業費

が１０億円以上と見込まれるもの。なお、都道府県構想及びアクションプランの見直しが完了している地方公共

団体は３億円を超える事業。）を実施する際、当該処理場を廃止し、近接する他の処理場と統合する場合につい

て、経済性比較を前提とした検討を行うことを要件化。 

（３） 汚泥有効利用施設の新設にあたっての PPP/PFI 手法の導入原則化 

人口２０万人以上の地方公共団体において、汚泥有効利用施設（消化ガス発電施設、固形燃料化施設、肥

料化施設等）の新設事業（工事契約１件あたりの概算事業費が１０億円以上と見込まれるものに限る。）を実施す

る際、PPP/PFI 手法（コンセッション、PFI、DBO、DB 等）の導入を原則化。 

（４） 「広域化・共同化計画」の策定に係る要件化 

「汚水処理の事業運営に係る「広域化・共同化計画」の策定について」（平成３０年１月１７日 国水下事第５６

号）により要請している「広域化・共同化計画※」の策定に向け、平成 30 年度中に少なくとも一度以上、管内すべ

ての市町村が参画する検討の場を設けるとともに、令和 4 年度末までに計画を策定することを要件化。 
        ※「広域化・共同化計画」については、「○事業マネジメント推進室（３）」にて詳述。 

（５） 公営企業会計の適用に係る要件化 

人口３万人以上の地方公共団体においては、令和２年度以降の予算・決算が公営企業会計に基づくものに

移行していること、人口３万人未満の地方公共団体においては、令和６年度以降の予算・決算が公営企業会計

に基づくものに移行していることを要件化。 
 

（６） 使用料改定の必要性の検討に係る要件化 

     公営企業会計の導入済の地方公共団体において、少なくとも５年に１回の頻度で、下水道使用料の改定の

必要性に関する検証を行い、経費回収率の向上に向けたロードマップを策定し、国土交通省に提出することを

要件化。 
 

（７） 下水道施設における新設・増設・改築にあたっての新技術導入検討要件化 

     すべての地方公共団体において、下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）における実証技術の

導入が可能な施設の新設・増設・改築（原則として概算事業費 3 億円以上）を行うにあたっては、予め実証技術

の導入に係る検討を行うことを交付要件化。 

「社会資本整備総合交付金等の交付にあたっての要件等の運用について（R2.3.31）」における内容 

・ （１）及び（２）については、該当事業の詳細設計に着手する前年度の３月末日までに、（７）については該当事業の建設工事に着手する前年度

の３月末日までに、検討結果を地方整備局等経由で国土交通省下水道部まで報告することとしているため、遺漏無きよう取り計らわれたい。 

 

○改築に際して交付対象となる管路施設については、その施設情報や維持管理情報が地理情報システムを基盤

としたデータベースシステムにより管理されていることを要件化。なお、令和９年度以降の改築に適用する。 

「下水道施設の改築について（R4.4.1）」における内容 

125



○気候変動に伴い激甚化・頻発化する気象災害や切迫する大規模地震、また、メンテナンスに係るトー
タルコストの増大のみならず、社会経済システムを機能不全に陥らせるおそれのあるインフラの老朽
化から、国民の生命・財産を守り、社会の重要な機能を維持することができるよう、防災・減災、国土
強靭化の取組の加速化・深化を図るため、
・激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策
・予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策
・国土強靭化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推進

を柱として、令和７年度までの５か年に追加的に必要となる事業規模等を定め、重点的・集中的に対
策を講ずる。

（３）防災・減災、国土強靭化の取り組みの推進について

１）防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策
（令和２年12月11日閣議決定）

５か年加速化対策（下水道関係）の一覧

対策名 対策内容 中長期的な数値目標
現状

（R元年度）

5年後の
達成目標
（R7年度）

流域治水
対策（下水道）

雨水排水施設等の整備により、近年浸
水実績がある地区等において、再度災
害を防止・軽減

浸水実績地区等（雨水排水施設の整備が必要な
面積約39万ha）における下水道による浸水対策
達成率

約60% 約70%

下水道施設の
地震対策

耐震化により、防災拠点や感染症対策
病院等の重要施設に係る下水道管路
や下水処理場等において、感染症の蔓
延を防ぐために下水の溢水リスクを低
減

重要施設に係る下水道管路（耐震化が必要な下
水道管路約16,000km）の耐震化率 約52% 約64%

重要施設に係る下水処理場（耐震化が必要な下
水処理場約1,500箇所）の耐震化率 約38% 約54%

下水道施設の
老朽化対策

老朽化した下水道管路を適切に維持
管理・更新することで、管路破損等によ
る道路陥没事故等の発生を防止

計画的な点検調査を行った下水道管路で、緊急
度Ⅰ判定となった管路（令和元年度時点：約
400km）のうち、対策を完了した延長の割合

0% 100%

２）令和３年度補正予算の概要 （令和３年12月20日成立）

Ⅲ．未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動

１．成長戦略

○地域における経済基盤の強化等の推進 （社会資本整備総合交付金等）

国費 17,396百万円の内数

地域における経済基盤の強化等を推進するため、地方公共団体の取組について重点的な支援を実施

• 下水道事業における創エネ・省エネ施設の導入促進

Ⅳ．防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保

１．防災・減災、国土強靱化の推進

○気候変動を見据えた府省庁・官民連携による「流域治水」等の推進 （下水道防災事業費補助）

国費 4,099百万円

気候変動の影響による災害の激甚化・頻発化に対応するため、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治
水」を推進し、ハード・ソフト一体の事前防災対策を一層加速化するとともに、本年７月及び８月に発生した大雨
による浸水被害等を踏まえ、内水対策など新たに強化する必要が生じた対策も推進

○地域における防災・減災、国土強靱化の推進 （防災・安全交付金等）

国費 357,139百万円の内数

地域における防災・減災、国土強靱化を推進するため、地方公共団体の取組について重点的な支援を実施

• 気候変動を見据えた府省庁・官民連携による「流域治水」等の推進
• 予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策 等
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（４）事業計画に係る変更について

１）下水道法の改正に伴う変更

○全国各地で水災害が頻発しているため、各地域の水災害状況、将来の気候変動
の影響による降雨量の増加を見据えて、下水道事業計画に雨水排除の指針となる
計画降雨を定め、当該計画降雨に基づき浸水リスクの高い地域での整備を重点化
するなど、「事前防災」の考え方に基づく計画的な下水道整備を加速する。

【改正概要】
・公共下水道・流域下水道の事業計画の記載事項に、計画降雨（浸水被害の発生
を防ぐべき目標となる降雨）を追加。
・下水道法施行規則第4条柱書きの様式第2、様式第3及び第18条柱書きの様式
第16において、 計画降雨に係る新調書を追加（施行規則を改正）。

※汚水のみに係る事業計画を策定する場合は、計画降雨を定める必要は生じない

公共下水道の事業計画の記載事項（下水道法第５条）

【１．必須記載事項】

① 排水施設（これを補完する施設を含む。）の配置、構造及び能力並びに点検の方法及び頻度

② 終末処理場を設ける場合には、その配置、構造及び能力
③ 終末処理場以外の処理施設（これを補完する施設を含む。）を設ける場合には、その配置、構造及
び能力

④ 流域下水道と接続する場合には、その接続する位置
⑤ 予定処理区域（雨水公共下水道に係るものにあつては、予定排水区域）
⑥ 工事の着手及び完成の予定年月日

【２．任意記載事項】

① 計画降雨（浸水被害の発生を防ぐべき目標となる降雨）
※水防法による「雨水出水浸水想定区域」に指定された場合は、必須記載事項となる

記載事項に
追加

※流域下水道の事業計画の記載事項も同様に改正

○計画降雨
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○樋門等の点検の方法及び頻度（吐口調書）

○令和元年東日本台風において、樋門が閉鎖されず、増水した河川水が下水道に逆
流して市街地に溢れたことにより、浸水被害が発生する事案が発生。今後、気候変
動の影響による降雨量の増加により、河川等からの逆流を防止するための操作を
伴う下水道施設の樋門等を下水道管理者が操作する機会の増加が懸念。

○また、操作の有無にかかわらず、樋門等の腐食や破損等により開閉が適切に行わ
れない事象が生じた場合には、増水した河川等から排水施設への逆流により浸水
被害が発生するおそれ。

＜樋門の写真＞ ＜樋門・樋管イメージ＞
（出典）東京都：東京都豪雨対策アクションプラン（2020）（一部加筆）

特殊人孔 樋門・樋管

排水路（暗渠）

【改正概要】
・下水道法第７条の２において、公共下水道管理者に対して、河川等からの逆流を
防止するために設けられた操作を伴う樋門等に係る操作規則の策定が義務付
け（下水道法を改正）。
・下水道法施行規則第４条の５第２項において、公共下水道にかかる維持又は修
繕の技術上の基準等に、樋門等の点検頻度（１年に１回以上の適切な頻度）を
追加（施行規則を改正）。
・下水道法施行規則第４条柱書に基づく事業計画書（様式第２及び様式第３）につ
いて、吐口調書の摘要欄に樋門等の点検の方法及び頻度を記載することを追
加（施行規則を改正）。
※上記事項については流域下水道にも準用
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○施設の設置に関する方針

○「施設の設置に関する方針」は、事業計画を明らかにする書類として、事業計画に基
づき今後実施する予定の事業に関連して、施設の設置に関する中長期的な方針を
主要な施策ごとに作成していただいている。

○これに、下水道の重要な施策である、「耐水化」と「耐震化」を追加。

＜記載例＞
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○下水道法施行令第５条の２に定める「軽微な変更」

【対応】

公共下水道の事業計画の変更（法第４条）のうち、予定処理区域のみの変
更、かつ当該変更前の計画における管渠や処理施設の配置・処理能力等
に影響しないものについては、令和４年中に政令を改正し、国土交通大臣
等への協議を不要とする。

【対応】

保健衛生上の観点から確認すべき最低限必要な項目のみになるような様
式の見直しや、確認すべき最低限必要な事項を指定し、それが確認できる
資料であれば様式は問わないとする見直しを実施した。

【対応】

公共下水道又は流域下水道の事業計画の協議等及び下水道に関する都
市計画事業の認可に係る提出書類については、電子的な手段による提出
が可能であることを明確化し、地方整備局及び地方公共団体に通知した。

○事業計画の策定に係る環境大臣への意見聴取等に係る書類

○事業計画の協議及び下水道に関する都市計画事業の認可に係る提
出書類

２）地方分権改革に伴う変更（第47回地方分権改革有識者会議・第132
回提案募集検討専門部会合同会議）

下水道法に基づく事業計画の策定に係る環境大臣への意見聴取及び通知について（通知）
（令和3.11.26国水下事第35号、環循適発第2111261号）

下水道法に基づく事業計画の協議等において提出する書類の取扱について（技術的助言）（令和3.11.1国水下事第30号）
【参考】都市計画事業等の認可等において提出する申請書等の取扱について（令和3.11.1国都計第98号）

【提案】

公共下水道の事業計画について、予定処理区域を変更する場合であっても、その変更
する面積の範囲が狭小であるときは、下水道法施行令（第５条の２）で定める軽微な変
更に該当するものとして、国土交通大臣への協議等を不要とするように事務の簡素化
を求める。

【提案】
下水道法に基づく下水道事業計画の策定に係る環境大臣への意見聴取及び通知（法
第４条及び第25条の23）の手続に関し、運用上、地方公共団体が作成し、国土交通大
臣に提出している書類について簡素化を求める。

【提案】
下水道法に基づく下水道事業計画の協議及び都市計画法に基づく下水道に関する都
市計画事業の認可に係る書類について、電子媒体による提出を可能とすることを求め
る。
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事業マネジメント推進室 
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事業マネジメント推進室の取り組み 

総  括 

（１）下水道におけるＤＸについて 

１）下水道におけるデジタルトランスフォーメンション（ＤＸ）の推進について 

２）ＤＸ推進に向けた取組について 

 

（２）耐水化・耐震化について 

１）耐水化 

２）耐震化 

 

（３）ストックマネジメント及び老朽化対策について 

１）下水道施設の現状 

２）下水道施設の維持又は修繕（下水道法第７条の３） 

３）ストックマネジメントの高度化に向けて 

 

（４）令和８年度概成に向けた未普及対策の推進について 

１）１０年概成（令和８年度概成）について 

２）アクションプランの点検・見直しについて 

３）主な支援 

 

（５）汚水処理における広域化・共同化の推進について 

１）広域化・共同化の取組 

２）広域化・共同化計画の策定 

３）広域化・共同化における支援 

４）「下水道リノベーション計画」の登録制度について 

 

（６）下水道工事等の適切な執行について 

１）新・担い手三法について～建設業法、入契法、品確法の一体的改正について～ 

２）下水道事業の執行について 

３）品質確保等に資する資格などの活用について 

４）下水道事業の積算等について（下水道用設計標準歩掛表） 

５）会計検査について 

 

（７）災害対応について 

１）災害発生時における下水道施設の被害状況の報告 

２）樋門等の出水期前点検について 

３）汚水マンホールポンプ制御盤の浸水対策について 

４）下水道ＢＣＰについて 

 

（８）工事事故の防止対策について 

１）安全対策等について 

２）工事事故報告について 
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（１）下水道におけるＤＸについて 

１）下水道におけるデジタルトランスフォーメンション（ＤＸ）の推進について 

 我が国の下水道事業は厳しい財政状況の下、下水道ストックの適正な維持管理の実

施、浸水や地震・津波への備え、少子化の進展やベテラン職員の大量退職による人

材不足・技術継承への対応といった多岐にわたる課題に直面している。 

 一方、このように財政事情や人材不足がさらに逼迫していく状況の中においても、

市民サービスの向上や災害対応力、マネジメント力の強化を行うことで、質が高く、

持続可能な下水道事業を維持し、さらに向上させて行くことが求められている。 

 加えて、新型コロナウイルス感染症の発生を契機とした「非接触・リモート化」へ

の転換を行うなど、社会経済情勢の変化に伴う新たな要請への対応も踏まえ、強靱

な下水道事業の実施体制の構築を加速することが喫緊の課題となっている。 

 このため、下水道事業のデジタル化・スマート化を図りつつ、データとデジタル技

術の活用基盤を構築し、さらにこれを徹底活用することで、業務そのものや、組織、

プロセスを変革し、下水道の持続と進化を実現させていく必要がある。 

 各下水道管理者におかれては、社会経済情勢の激しい変化に対応し、安全で快適な

生活を実現していくため、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）に積極的に

取り組んでいただきたい。 

 

 
 

２）ＤＸ推進に向けた取組について 

（１）データ活用環境の構築に向けた取組 
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○ 管路施設、処理場・ポンプ場施設に関するデータ項目の整理及びその利活用方法の

提示 

 下水道事業の持続性向上のためには、施設情報や維持管理情報等を電子化するこ

とによる業務の効率化や、蓄積したデジタルデータを活用するマネジメントサイ

クルを確立し、施設管理を高度化させることが重要である。 

 マネジメントサイクルの確立に向けて、維持管理情報等の活用手法や電子化して

管理すべき具体的な情報項目等を整理した「維持管理情報等を起点としたマネジ

メントサイクル確立に向けたガイドライン」を令和元年度に管路施設を対象とし

て、令和 2年度に処理場・ポンプ場施設を対象として策定した。 

○ 管路施設、処理場・ポンプ場施設に関するデータ形式の標準仕様の策定 

 管路施設においては、台帳情報等の電子化に際して、共通のデータ整備環境を整え

ることを目的とし、これまで定められていた施設情報に加えて、施設情報に関連づ

ける維持管理情報等を明記したガイドライン「下水道台帳管理システム標準仕様

(案)・導入の手引き（公益社団法人日本下水道協会）」が令和 3年 9月に改訂され

た。 

 処理場やポンプ場施設においては、「維持管理情報等を起点としたマネジメントサ

イクル確立に向けたガイドライン（処理場・ポンプ場施設編）－2021 年版－」で

定めたデータ項目を基に、データ形式などの標準仕様の検討を進めており、令和 4

年度中に策定する予定である。 

○ 管路施設に係る情報基盤の整備（下水道共通プラットフォームの構築） 

 台帳管理システム未導入団体の電子化促進、データ利活用環境の確立を目的に、ク

ラウド運用により管路施設の施設情報や維持管理情報を一元管理する「下水道共
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通プラットフォーム」の構築を進めており、令和 3 年 8 月より「下水道共通プラ

ットフォームあり方検討委員会（事務局：公益財団法人日本下水道協会）」を発足

し、提供する機能（サービス）や活用方法等について検討してきたところ。 

 令和 4 年 3 月に開催された「下水道共通プラットフォームあり方検討委員会」の

第４回において報告書がとりまとめられ、下水道共通プラットフォームが提供す

る機能・サービスについては、日常業務（窓口対応・維持管理）や災害対応・支援

のために最低限必要な機能・サービスを基本とすることとした。 

 今後は、報告書を踏まえて、公益財団法人日本下水道協会が「下水道共通プラット

フォーム」を構築し、令和 5 年度からの運用開始に向け必要な準備を進めていく

こととしている。 

○ 管路施設に係る電子台帳導入による効果検証（モデル実証事業） 

 下水道管路施設の施設情報や維持管理情報等をデジタル化し、電子台帳を導入す

ることによる定量的、定性的な効果等を提供することを目的に、令和３年度に、５

つの共同研究体において、モデル実証事業を行った。 

 実証の結果、特に台帳の閲覧業務において対応時間が約８割削減されるとともに、

職員の業務負担が大きく軽減されるなど電子台帳を導入する効果を確認すること

ができ、今後はオンライン化を図ることにより業務そのものの改革への取組に繋

がることが期待できる。 

 また、実証にあたっては、「下水道台帳管理システム標準仕様(案)・導入の手引き

（公益社団法人日本下水道協会発刊、令和３年９月）」に準拠しデータを作成し実

証を行ったが、標準仕様に従い作成・提供されたデータは、データの分析等に即時

活用することができることも確認できた。 
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○ 台帳情報等の電子化促進について 

 令和３年５月に閣議決定した社会資本整備重点計画において、データ利活用によ

るインフラメンテナンスの高度化・効率化を図るため、「管路施設のマネジメント

に向けた基本情報等の電子化の割合」を令和７年度までに全ての地方公共団体で

取り組んでいただくことを目標に掲げたところ。（令和２年度 36％ → 令和７年度 

100％） 

 そのため、令和４年度より下水道管路施設に関する情報のデジタル化に必要とな

る費用を財政支援するため、「下水道情報デジタル化支援事業」を創設した。（令和

８年度までの時限措置）。 

 各下水道管理者におかれては、ガイドラインや手引き等を参考とし、ますは本支援

制度を活用して、管路施設を対象に台帳情報等の電子化に取り組んでいただくと

ともに、「下水道共通プラットフォーム（公益社団法人日本下水道協会運用）」など

を活用した施設管理の高度化に取組んで頂きたい。 

 また、「下水道施設の改築について下水道事業課長通知）」を令和４年４月１日付け

で改正し、改築に際しての交付対象となる管路施設については、その施設情報や維

持管理情報が地理情報システムを基盤としたデータベースシステムを用いて管理

していることを交付要件としたところである。令和９年度以降の改築に適用する

こととしているので留意していただきたい。 

 

（２）行政手続き・サービスの変革に向けた取組 

 

 令和 3年の水防法改正により、周辺地域に住宅等がある下水道について、想定最

大規模降雨による雨水出水浸水想定区域を指定し、内水ハザードマップを公表す

ることとされたところであり、浸水が想定される区域においては、下水道の水位
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情報やポンプの操作状況、雨量情報等を活用して、避難に資する情報を発信する

ことが重要である。 

 このため、令和 4年度に創設した「内水浸水リスクマネジメント推進事業」にお

いて、住民避難のための情報・基盤整備を支援することとしているので、避難に

資する情報（下水道施設の水位や雨量等のデータ）を提供するために必要な計測

機器の設置及び情報伝達・配信システム等の整備を積極的に進めていただきた

い。 

 また、デジタル化やオンライン化などを進めていただき、行政手続き等の迅速化

や効率化に取り組んでいただきたい。 

 

（３）ＩＣＴやＡＩ等を活用し、現場の安全性や効率性の向上に向けた取組 

 

 ＩＣＴ活用やドローンを活用した処理場内の点検等の先進的な取組に関して、令

和元年度から３か年かけて、秋田県（ＩＣＴ活用）、神奈川県横須賀市（ドロー

ンを活用した点検）を実証フィールドに実証を実施し、その結果を性能カタログ

としてとりまとめたので活用していただきたい。 

 また、これまでにもＢ－ＤＡＳＨプロジェクトにより、ＡＩやＩＣＴを活用し技

術実証に加え、ガイドラインを策定さいているので活用し、現場の安全性や効率

性の向上に努められたい。 

（参考） 

下水道革新的技術実証事業（Ｂ＝ＤＡＳＨプロジェクト）） 

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000450

.html 
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（４）業務プロセスや働き方の変革に関する取組 

 
○ ＢＩＭ／ＣＩＭの導入促進について 

 下水道事業に携わる関係者（発注者、受注者等）がＢＩＭ／ＣＩＭを円滑に導入

できるよう「ＢＩＭ／ＣＩＭ活用ガイドライン（案）（下水道編）」を令和３年３

月に策定したところ。 

 （参考） 

ＢＩＭ／ＣＩＭ活用ガイドライン（案）（下水道編）） 

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000466

.html 

 ＢＩＭ／ＣＩＭモデル（３次元モデル）を活用した施設（処理場、ポンプ場等）

設計等については、交付対象としているので、ＢＩＭ／ＣＩＭの積極的な活用を

お願いしたい。 

○ 下水道施設広域管理システムの開発（Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクト）について 

 広域化・共同化をさらに加速させるため、システムの大規模な改修を行わずに、

各処理場システムに互換性を持たせる技術の開発、標準化に向けて、岡山県倉敷

市を実証フィールドとして実証を進めている。 
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１）耐水化 
○国土交通省では、下水道施設被害による社会的影響を最小限にするため、ハード対策

（耐水化）とＢＣＰによるソフト対策を組み合わせた施設浸水対策の考え方をとりま

とめ、「下水道の施設浸水対策の推進について（令和 2 年 5 月 21 日国水下事 13 号）」

を通知し、令和 2 年度中の施設浸水対策を含む下水道ＢＣＰの見直しと令和 3 年度ま

での耐水化計画の策定を要請したところ。 

○また、上記通知の運用や補足事項等として、「『下水道の施設浸水対策の推進について』

の運用について（令和 2 年 7 月 16 日事業マネジメント推進室長事務連絡）」及び「下

水道施設の耐水化計画に関するＱ＆Ａについて（令和 2 年 12 月 2 日事業マネジメント

推進室課長補佐事務連絡）」を周知するとともに、耐水化計画の策定例等を公表してい

る。これらの通知や参考資料については下水道部ＨＰに掲載しているので、参考にし

ていただきたい。 

＜https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000710.html＞ 

○下水道施設の耐水化については、令和３年５月に閣議決定された「第 5 次社会資本整

備重点計画」において、受変電設備やポンプ設備等の揚水機能を確保する指標として

「水害時における下水処理場等の機能確保率」を新たに設置し、令和 8 年度までに

100％とする目標が定められた。 

 ○また、令和３年の下水道法改正において事業計画の記載事項追加に併せて、事業計画

の「施設の設置に関する方針（様式１）」に「耐水化」に関する中長期的な方針を新た

に記載することとした。様式１については耐水化計画に基づいて記載いただきたい。 

 ○これらも踏まえて、各地方公共団体が令和３年度までに策定した耐水化計画に基づき、

順次耐水化を進めて頂くようお願いする。 

 

２）耐震化 

○下水道施設の耐震化率については、令和２年度末時点で、重要な幹線等で約 54％、下

水処理場で約 38％、ポンプ場で約 34%となっており、参議院決算委員会の平成 30 年度

決算審査にあたり、「下水道施設の耐震化等を着実に推進すべき」と政府に対し適切な

措置を講じるよう求められているなど、引き続き着実に対策を進める必要がある。 

＜平成３０年度決算審査措置要求決議＞ 

https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/201/k028_20061501.pdf 

〇また、「耐震化」についても、事業計画の「施設の設置に関する方針（様式１）」に新

たに記載することとしたので、事業の見える化等の観点からも中長期の目標を設定し

「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」等を活用しながら計画的に下

水道施設の耐震化に取り組んでいただきたい。 

〇さらに、施設の耐震性の有無を把握することは、耐震対策事業や災害時の応急対策の

効率化につながることから、耐震診断を実施していない下水道施設について、速やか

に耐震診断を実施していただきたい 

 

（２）耐水化・耐震化について 
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（３）ストックマネジメント及び老朽化対策について 

１）下水道施設の現状 

全国の下水道施設は、管路施設約 49 万 km、処理場施設約 2,200 箇所と膨大なスト

ック量となっており、今後は施設の老朽化が進行し、改築費用の急激な増大が見込まれ

ている。一方で、本格的な人口減少の到来による料金収入の減少等により、各地方公共

団体の財政状況は逼迫化している。 

そのような状況において、持続可能な下水道事業を維持し、さらに向上をさせてい

くためには、長期的な視点で下水道施設全体を一体的に捉え、今後の老朽化の進展状況

を考慮するとともに、計画的な点検・調査及び修繕・改築を実施することで施設管理を

最適化するストックマネジメントを実践することが重要である。 

 令和２年度末における、全国の下水道管渠の総延長は約 49 万㎞。 

 標準耐用年数 50 年を経過した管渠の延長約 2.5 万㎞(総延長の 5％)が、10 年後は

8.2 万㎞(17％)、20 年後は 19 万㎞(39％)と今後急速に増加。 

 令和２年度末で約 2,200 箇所ある下水処理場でも、機械・電気設備の標準耐用年数

15 年を経過した施設が約 2,000 箇所(全体の 91％)と老朽化が進行。 

 さらに、降雨時の確実な稼働が必要な雨水ポンプ場においても、令和２年度末で全

国に約 1,600 箇所ある雨水ポンプ場のうち、設備の標準耐用年数 20 年を経過した

施設が約 1,300 箇所(全体の 81％)と同様の傾向にある。 

 持続的な下水道機能確保のため、計画的な維持管理・改築事業の実施が必要。 

２）下水道施設の維持又は修繕（下水道法第７条の３） 

   社会資本全体の老朽化の進行が見込まれる中で、予防保全を中心とした持続的な下

水道事業の確立するため、平成 27 年の下水道法改正により、維持修繕基準を創設した

ところ。各下水道管理者においては、下水道施設の維持又は修繕の適確な実施をお願

いするとともに、事業の健全性を確保するための経営の健全化、執行体制の確保のた

めの取組についても合わせて取り組んでいただきたい。 

 

○ 腐食するおそれが大きい施設の点検について 

 平成 27 年の下水道法改正により、下水道管路のうち腐食するおそれが大きい排水

施設については、５年に 1回以上の頻度での点検が義務づけられている。 

 令和３年度から２巡目（令和３年度から令和７年度まで）の点検に移行したところ

であるが、改めて、点検対象となる箇所が構造的な基準に合致しているか確認を行

った上で、点検の実施時期の平準化も含め、効率的な点検ができるよう、点検実施

計画の策定と、その計画に基づく点検の確実な実施をお願いする。なお、事業計画

の管渠調書（第３表）に記載する「点検箇所の数」、および添付する主要な管渠の

平面図に記載する「点検を行うためのマンホールの位置」についても合わせて確認

していただくようお願いする。 

 また、点検の結果、損傷や腐食その他の異状が確認された箇所については、テレビ
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カメラなどによる調査、診断から劣化の度合いを確認し、緊急度判定に従い修繕・

改築を実施することに加えて、これまでに実施した修繕・改築の状況なども勘案

し、点検対象施設における腐食対策（防食や発生源対策等）についても検討された

い。 

 なお、施設対策の検討、実施にあたっては、「下水道維持管理指針 実務編-2014 年

版-（公益社団法人日本下水道協会）」や、「下水道管路施設ストックマネジメント

の手引き-2016 年版-（公益社団法人日本下水道協会）」を参考とされたい。 

 

 

 

○ 樋門等の点検について 

 令和 3 年の下水道法改正により、河川等からの逆流を防止するために設けられた

樋門又は樋管※（以下、「樋門等」という。）について、1年に 1回以上の適切な頻

度での点検が義務づけられたところ。 

 下水道管理者におかれては、事業計画の改定等を行う際には、「下水道維持管理指

針（公益社団法人日本下水道協会発刊）」等を参考に、対象となる樋門等の点検の

頻度及び方法を吐口調書（第２表）に、その位置を主要な管渠の平面図に記載して

いただきたい。 

 加えて、対象となる樋門等について、目視による確認や作動状況の確認等の適切な

方法及び適切な頻度で点検を実施するとともに、点検の結果、腐食や破損等の異状

があることを把握したときは、必要な措置を講じ、樋門等を良好な状態に保つよう

努めることとされたい。 

 なお、操作を伴う樋門等においては、操作規則の策定が義務付けられたところであ

るが、一方、フラップゲートのように操作を伴わない樋門等であっても、腐食や破
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損等により開閉が適切に行われない事象が発生するおそれがあることから、樋門

等については、操作の必要性の有無にかかわらず定期的な点検の対象としている

ことに留意されたい。 

 また、対象となる樋門等には、都市下水路も含まれるものであり、都市下水路の維

持管理等に関する技術上の参酌基準を定める下水道法施行令第 18 条において、都

市下水路の維持管理の基準に、樋門等の点検を１年に１回以上行うことを追加し

ており、都市下水路管理者におかれては、当該基準を参酌し、各地方公共団体の条

例で都市下水路の維持管理に関して必要な技術上の基準を定められた上で樋門等

の機能を十分に維持するように努められたい。 

 

 
○ 水管橋の点検について 

 令和３年 10 月３日に和歌山市が管理する六十谷水管橋（水道施設）の一部が崩落

する事項が発生、調査により当該水管橋の補剛部材の破断が確認されている。 

 本事案を受けて、下水道においても令和３年 10 月 13 日に事務連絡「水管橋（下

水道施設）の維持及び修繕について（依頼）」を発出し、管理する水管橋を良好な

状態に保つよう、適切な対応について周知したところ。 

 各下水道管理者におかれては、補剛部材を含む水管橋について、必要に応じて目視

その他適切な方法により点検を実施のうえ、損傷、腐食その他の劣化その他の異状

があることを把握したときは、水管橋を良好な状態に保つように、修繕その他必要

な措置を講じていただくようお願いする。 
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３）ストックマネジメントの高度化に向けて 

○ ストックマネジメントの取組について 

 平成 27 年 11 月に「下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライ

ン－2015 年版－」を策定し、ストックマネジメント手法を用いた取組を進めてい

る。 

 下水道事業におけるストックマネジメントとは、下水道事業の役割を踏まえ、下水

道事業の実現を目的に、明確な目標を定め、膨大な施設の状況を客観的に把握、評

価し、長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理

することである。 

 なお、支援制度としては、平成 28 年度に「下水道ストックマネジメント支援制度」

を創設し、以下を交付対象としているところ。 

① 施設の計画的な改築を行うために必要な点検・調査及び本結果に基づく「下

水道ストックマネジメント計画」の策定に要する費用 

② 「下水道ストックマネジメント計画」に基づく計画的な改築に要する費用 

 また、2050 年脱炭素社会の実現に貢献していくことを踏まえて、「下水道事業のス

トックマネジメント実施に関するガイドライン－2015 年版－」（を改訂した。改訂

したガイドラインでは、地球温暖化対策のため施設機能を向上させる事業を優先

させることも含め、適切に長期的な改築事業のシナリオを設定することを明確に

している。併せて、「下水道施設の改築に係る運用について」（下水道事業課事業マ

ネジメント推進室課長補佐・下水道事業課課長補佐（事務）事務連絡（以下、「事

務連絡」という。））を令和４年４月１日付けで改正し、特殊な環境条件により機能

維持が困難となった場合等の規定に地球温暖化対策に係る規定を追加した。 

（参考） 

下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン－2015 年  版

－（令和４年３月改訂） 

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000135.html 

 各下水道管理者においては、下水道施設全体の管理を最適化するストックマネジ

メントに取り組む中で、脱炭素を考慮した中長期の事業量を見通し、計画的に施設

更新をすすめていただきたい。 

 

○ 維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクルの確立に向けて 

 ストックマネジメントの向上に向けて、下水道施設の諸元情報や維持管理情報等

をデジタル化し、施設の現状の把握やリスク評価等に利用が可能なようにしてお

くことが有効である。 

 そのため、令和元年度に、管路施設を対象として、ストックマネジメントを推進す

るために、「下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン-2015

年版-」に対して、 

① 管路施設における情報管理の内容及びデータベースシステムの運用方法 

② 維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクルの実施方法 

③ 点検・調査方法の体系整理 
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といった内容の充実を図り、情報管理及びシステム運用方法を整理するととも

に、点検・調査や修繕・改築に対し、情報をどのように活用すべきかについて

標準的な考え方を整理した「維持管理情報等を起点としたマネジメントサイク

ル確立に向けたガイドライン(管路施設編)」を策定した。 

 また、令和２年度には、処理場・ポンプ場施設を対象に、「維持管理情報等を起点

としたマネジメントサイクル確立に向けたガイドライン(処理場・ポンプ場施設

編)」を策定し、維持管理情報等の活用面から優先的に蓄積・登録する情報項目や

維持管理情報の活用方法等を整理した。 

 ガイドライン等を参考に、施設情報等のデータベースを構築し、蓄積した維持管理

情報等のデータを徹底活用するとともに、デジタル技術等を駆使し、ストックマネ

ジメントの高度化・効率化を図って頂き、良好な下水道サービスの提供に努めてい

ただきたい。 

 

○ 下水道全国データベースの活用などによる持続的な下水道事業に向けて 

 地方公共団体が自らの施設管理や経営等の強み・弱みを分析し、改善の検討等に活

用できるよう、下水道に関する膨大なデータを収集・分析・共有できるシステムと

して下水道全国データベース（Ｇ-ＮＤＢ）を構築し、平成 28 年度から地方公共団

体を対象に運用開始し、平成 29 年度からは民間事業者等にも公開している。（参

考ＵＲＬ：https://portal.g-ndb.jp/portal/top?page=2） 

一般公開版 

 主に都道府県単位の集計データ(ＰＤＦ)を利用登録なしに閲覧可能。 

登録会員版 

 会員登録(有料)により発効されるＩＤ・ＰＷを使用してシステムにログイ

ンし、地方公共団体が利用している同様の分析機能が利用可能 

 

 Ｇ-ＮＤＢでは、『下水道統計』と『国土交通省下水道部調書』のほか、『地方公営

企業年鑑』、『下水道事業経営指標』、『都市計画現況調査』のデータを基にした、各

種指標値が閲覧可能となっているので、各下水道管理者におかれて、Ｇ－ＮＤＢで

得られた情報等を活用し、持続可能な下水道事業に取組んでいただきたい。 
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（４）令和８年度概成に向けた未普及対策の推進について 

１）１０年概成（令和８年度概成）について 

〇令和８年度までに、都道府県単位で汚水処理人口普及率９５％以上の達成を目

標。この目標達成に向けて、下水道管理者は、汚水処理手法の徹底的な見直し

を図ったうえで、効率的に整備を実施。 

○汚水処理の１０年概成を目指すため、国土交通省、農林水産省、環境省の３省が

平成２６年１月３０日に３省統一の「持続的な汚水処理システム構築に向けた都

道府県構想策定マニュアル」をとりまとめ、同日付けの「持続的な汚水処理シス

テム構築に向けた都道府県構想の見直しの推進について」を通知。 

○１０年概成に向けたアクションプランの策定を含む、都道府県構想の見直しは、

令和２年３月末までに全ての都道府県において完了。 

 

２）アクションプランの点検・見直しについて 

（１）アクションプラン点検・見直し 

○令和３年度は１０年概成の中間年度にあたり、これまでの５年間の状況を振り

返るとともに、今後５か年の汚水処理施設の整備について再確認を行うため、

令和３年１１月１１日に３省連名による事務連絡「汚水処理施設の１０年概成

に向けたアクションプランの点検・見直しについて（依頼）」を発出。 

・現時点でアクションプランに掲げた目標の達成が困難と考えられる市町村に対

して、アクションプランの点検を依頼。 

・また、アクションプランの点検を行った結果、その見直しが必要と判断された

場合は、アクションプランの見直しを依頼。 

・本事務連絡において、「アクションプランの見直しのポイント」として以下の

通り提示。 

① 汚水処理施設の整備区域の設定・見直しにあたっては、最新の人口動向や

まちづくりの状況、各種汚水処理施設の有する特性等を踏まえ、経済比較を

基本としつつ、整備や運営を含め、時間軸等の観点を勘案すること。 

② 今後５年間の事業量については、汚水処理の早期概成を目指し、これまで

の５年間の汚水処理施設の整備状況（予算・普及率等）を踏まえた上で、適

切に設定すること。 

③ 整備に長時間を要する地域については、既存の汚水処理施設の設置状況を

勘案しつつ、早期に汚水処理が概成可能な手法を導入するなどの弾力的な対

応を検討すること。 

④ 汚水処理の概成の加速化を図るため、集合処理区域（下水道区域等）にあ

っては、国土交通省の国庫補助制度「下水道整備推進重点化事業（社会資本

整備総合交付金）」等の活用を検討すること。個別処理区域（合併処理浄化

槽等）にあっては、汚水処理未普及人口解消の課題となっている単独処理浄

145



     

化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換を促進するため、環境省の

国庫助成（循環型社会形成推進交付金）の活用を検討すること。 

⑤ 令和 2年 4月に施行された改正浄化槽法において、浄化槽処理促進区域の

指定制度や公共浄化槽制度等が創設されており、当該制度に基づく浄化槽整

備の着実な実施について検討すること。 

（２）アクションプランの点検の結果 

○各都道府県において点検対象市町村を選定し、全国１７１９市町村の内、９２０

市町村（約５４％）がアクションプランの点検を実施。 

〇点検を行った９２０市町村の内、５３７市町村（約５８％）がアクションプラン

の見直しを実施予定。 

〇アクションプランの点検により、見直しを実施すると判断した市町村の主な理由

は以下の通り。 

・アクションプラン策定時よりも人口、予算及び職員が減っており令和８年度

に近づくに従い、目標値と実績値との乖離が大きくなる恐れがある。 

・低コスト技術の採用や PPP/PFI 手法の導入については、検討していたが、導

入できていない。 

・現状のアクションプランでは、下水道整備を行う区域としていたが、人口減

少に伴い浄化槽の方が経済的になっている区域がある。 

・経費回収率など今後の経営見通しを踏まえた施設整備計画等の再検討が必要。 

・合併処理浄化槽の促進のため、単独処理浄化槽の管理者への広報活動や補助

制度の活用を促しているが、転換が進んでいないのが現状である。さらなる

周知・広報活動や経済支援の検討が必要。 
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アクションプランの点検結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）主な支援 

（１）予算の重点化・拡充 

○平成３０年度予算から、アクションプランに基づく未普及対策を重点配分の対

象としている。 

〇令和４年度予算では、下水道整備推進重点化事業を拡充。具体的には、下水道

整備を加速化することによりアクションプランで定めた目標を達成可能な市町

村を対象に、汚水管に係る交付対象範囲を拡大。 

〇なお、これらは汚水処理施設整備が概成していない市町村に限定。 

（２）官民連携事業の導入 

 ○官民連携事業の導入について、より実践的な検討手順等を示した「下水道未普及

早期解消のための事業推進マニュアル(案)」など関係資料について、国土交通省

下水道部ＨＰにおいて掲載しているので参考とされたい。 

 ＜http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000546.html＞ 

○秋田県大館市の事例では、通常の発注方式（単年度、設計・施工単独）と比べ、

事業費が１割程度削減されるとともに、事業期間が３割程度短縮できると試算し

ている。 

〇官民連携事業の事例は次表のとおり。 

 

市町村数 市町村数

②／① (％) ③／② (％) ②／① (％) ③／② (％)

北海道 179 111 62% 25 23% 福井県 17 0 - - -
青森県 40 21 53% 16 76% 滋賀県 19 0 - - -
岩手県 33 26 79% 15 58% 京都府 26 12 46% 7 58%
宮城県 35 20 57% 10 50% 大阪府 43 12 28% 10 83%
秋田県 25 7 28% 4 57% 兵庫県 41 3 7% 2 67%
山形県 35 13 37% 0 0% 奈良県 39 31 79% 3 10%
福島県 59 36 61% 24 67% 和歌山県 30 19 63% 5 26%
茨城県 44 16 36% 16 100% 鳥取県 19 2 11% 2 100%
栃木県 25 25 100% 16 64% 島根県 19 7 37% 7 100%
群馬県 35 24 69% 24 100% 岡山県 27 15 56% 14 93%
埼玉県 63 35 56% 14 40% 広島県 23 17 74% 6 35%
千葉県 54 34 63% 23 68% 山口県 19 14 74% 10 71%
東京都 40 5 13% 1 20% 徳島県 24 24 100% 20 83%
神奈川県 33 11 33% 3 27% 香川県 17 16 94% 4 25%
山梨県 27 18 67% 14 78% 愛媛県 20 20 100% 7 35%
長野県 77 11 14% 6 55% 高知県 34 11 32% 4 36%
新潟県 30 9 30% 7 78% 福岡県 60 31 52% 31 100%
富山県 15 1 7% 0 0% 佐賀県 20 13 65% 9 69%
石川県 19 19 100% 12 63% 長崎県 21 13 62% 13 100%
岐阜県 42 14 33% 4 29% 熊本県 45 45 100% 45 100%
静岡県 35 33 94% 14 42% 大分県 18 14 78% 1 7%
愛知県 54 19 35% 17 89% 宮崎県 26 26 100% 26 100%
三重県 29 12 41% 6 50% 鹿児島県 43 32 74% 17 53%

沖縄県 41 23 56% 23 100%
合計 1719 920 54% 537 58%

① ② ③ ① ② ③

点検を実施した市町村数
点検の結果APの見直しを

実施予定の市町村数

都道府県名

点検を実施した市町村数
点検の結果APの見直しを

実施予定の市町村数

都道府県名
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官民連携事業(DB 一括発注方式)の事例（令和 3年 3月 31 日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）下水道クイックプロジェクト 

 ○早期整備かつ低コスト技術であるクイックプロジェクトの詳細や取組事例につ

いては、国土交通省下水道部ＨＰにおいて公表しているので参考とされたい。 

 ＜https://www.mlit.go.jp/crd/sewerage/mifukyu/index.htm＞ 

 

整備手法のコスト縮減事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）未普及対策の好事例集 

○平成３１年３月、未普及対策をより一層推進するため、都道府県構想やアクショ

ンプランから好事例を抽出し、国土交通省下水道部ＨＰに掲載している。 

＜https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001395022.pdf＞ 

コスト縮減事例 備　考

流動化処理土による施工 １８％縮減
比較する従来工法には、軟弱地盤として路面沈下による舗装修繕費
用を含む

クイック配管（露出配管、簡易
被覆、側溝活用による施工）

１２～８２％縮減

道路線形に合わせた施工 １７～２１％縮減

改良型伏越しの連続採用 ２９～６８％縮減
縮減率６８％については、改良型伏越し採用によるルート変更の縮減
効果も含む

発生土の管きょ基礎への応用 ３％縮減

極小規模処理施設の採用 １９～４９％縮減
工場製作型極小規模処理施設（接触酸化型）
工場製作型極小規模処理施設（膜分離型）　　　※
極小規模処理施設（PMBR）

※　一般化に向けて社会実験検証中

技　術

ク
イ
ッ
ク
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
技
術

都道府県 市町村 事業者の選定方法 契約年度 工事着手年度 完了予定年度
工事延長

（工事規模）
備考

岩手県 久慈市 公募型プロポーザル方式 2017 2018 2020 8km 完了済

秋田県 大館市 公募型プロポーザル方式 2017 2018 2021 15.2km

山形県 鶴岡市 総合評価一般競争入札方式 2020 2021 2025 24km

千葉県 市川市 公募型プロポーザル方式 2021 2022 2024 11.9km (未契約)

神奈川県 葉山町 公募型プロポーザル方式 2018 2019 2022 6.3km

静岡県 伊豆の国市 公募型プロポーザル方式 2019 2020 2023 15km

愛知県 豊田市 総合評価一般競争入札方式 2016 2016 2018 10kｍ 完了済

愛知県 豊田市 総合評価一般競争入札方式 2017 2017 2019 8kｍ 完了済

愛知県 豊田市 総合評価一般競争入札方式 2019 2019 2021 14km

愛知県 豊田市 総合評価一般競争入札方式 2021 2021 2023 15km (未契約)

兵庫県 加古川市 公募型プロポーザル方式 2019 2020 2025 22km

佐賀県 鹿島市 公募型プロポーザル方式 2019 2020 2024 13.4ha

大分県 大分市 公募型プロポーザル方式 2019 2020 2025 26.9ha

大分県 大分市 公募型プロポーザル方式 2021 2021 2025 28ha (未契約)
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（５）汚水処理における広域化・共同化の推進について 
 

１）広域化・共同化の取組 

職員の減少や施設の老朽化等が顕在化している中、持続的な下水道事業の運営体

制確立に向けて、行政界を超えた複数の地方公共団体間における広域化・共同化、

さらには、他分野との連携により一層図ることにより、スケールメリットを活かし

ながら、限られた人材の有効活用や管理の効率化を図ることが重要である。 

このようなことから、国土交通省としては、地方公共団体での広域化・共同化の

取組を促進しており、平成 30 年 1 月に関係 3 省（総務省、農林水産省、環境省）

と連名で、全ての都道府県における令和４年度までの「広域化・共同化計画」策定

を要請している。これまでに青森県、山形県、埼玉県、大阪府、広島県、佐賀県、

熊本県の 7府県で計画が策定されている。その他の都道府県で令和４年度までの策

定を予定。各都道府県については、管下の市町村と緊密な連携の下、具体的な広域

化・共同化の施策を提案し、その結果を踏まえて、計画策定に取組を頂くようお願

いする。 

また、平成２９年度から令和４年度までに、汚水処理施設の統廃合に取組む地区

数（＝減少する処理場数）として 450 箇所を目標に設定しており、令和 2年度末時

点で 403 箇所の統廃合が実施されている。 

 

２）広域化・共同化計画の策定 

（１）広域化・共同化計画にかかる意見交換会 

 ・令和 3 年度において、地方整備局等のブロック単位で「「広域化・共同化計画」

の策定にかかる意見交換会」を開催し、広域化・共同化に係る課題の抽出や、課題

に対する効果的な連携メニューについて意見交換を行った。意見交換会で得られた

成果である、「合流区域を含む単独処理区の流域下水道（分流）への段階的な編入

事例」や「施設統廃合に伴う既存施設の有効活用事例」等は、「下水道事業におけ

る広域化・共同化の事例集」に追加した。 

 

（２）総務省との合同による計画策定に係る道府県ヒアリング 

 ・総務省と連携し、流域下水道による処理割合が高い 20 道府県を対象に、流域下

水道の活用を広域化・共同化計画に盛り込むなど、経費削減効果の大きい内容とな

るよう改めて依頼するとともに、広域化を推進する上での課題や国への意見等を聴

取した。 

 

（３）計画策定における留意点 

計画策定にあたっては、以下についてご留意願いたい。 

・令和２年４月に公表した「広域化・共同化計画策定マニュアル（改訂版）」に基

づき、広域化・共同化による事業持続性の取組を推進するため、下水道の長期的な

収支シミュレーションを実施の上、計画を策定すること。 

 ・通知「新経済・財政再生計画改革工程表 2020 を踏まえた「広域化・共同化計画」

について（令和 3年 1 月 19 日付、総財準第 3号、2農振第 2560 号、2水港第 2155

号、国下事第 50 号、環循適発第 210119 号）に基づき、広域化・共同化計画には、

システム標準化を含むデジタル化の推進に関する事項や、必要に応じて多様なＰＰ

Ｐ/ＰＦＩの活用に関する事項を盛り込むこと。 
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（４）計画公表における留意点 

  計画公表にあたっては、以下２点についてご留意願いたい。 

 ・「広域化・共同化計画」は都道府県構想を構成する「整備・運営管理手法を定め

た整備計画」の一部として位置づけられていることから、都道府県の HP 等で計画

内容の公表を行うとともに、下水道、農集、漁集、し尿・浄化槽の各担当部局から

各地方支分部局等を経由で、公表した旨を各省庁へ報告すること。 

 

 ・「広域化・共同化計画」は、「汚水処理の事業運営に係る「広域化・共同化計画」

の策定について（平成 30 年 1 月 17 日総財準第 1号、29 農振第 1698 号、29 水港第

2464 号、国下事第 56 号、環循適発第 1801171 号）」を踏まえた内容及び表題とする

こと。 

 

３）広域化・共同化における支援 

（１）「下水道広域化推進総合事業」の拡充 

  令和 4年度予算において、下水道以外の汚水処理施設と共同で処理を行う場合の

要件を、「処理人口及び処理水量の２分の１以上を下水道事業が対象としている地

域に限る」から「下水道事業の処理人口等が対象地域において最大である場合」に

拡大し、比較的下水道普及率が低い地域も交付対象が可能となる措置を行った。 

 

（２）先進事例の水平展開 

 ①事例集の更新 

国土交通省は、広域化・共同化の導入促進を図るため、平成 30 年 8 月に「下水

道事業における広域化・共同化の事例集」を公表しており、令和 3年度末の更新に

よって、全 23 事例を掲載している（下記 URL 参照）。引き続き、先進的な事例があ

れば随時追加していく予定。 

〈 https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_00057

7.html〉 

 

②「広域化・共同化計画」概要版の雛形の公表 

 国土交通省は、「広域化・共同化計画策定マニュアル（改訂版）」に追加された、

広域化・共同化による効果の考え方やチェックリストを活用した総合的な評価のと

りまとめ方法を整理するとともに、計画公表時の資料へ記載すべき内容について、

宮城県・大阪府・福岡県をモデルに概要版を雛形としてとりまとめ、公表したので

参考とされたい（下記 URL 参照）。 

〈 https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_00049

5.html〉 

 

 

（３）令和４年度の取組 

①「広域化・共同化計画」策定の推進に向けた説明会の開催について 

各都道府県の「広域化・共同化計画」の策定を推進するために、都道府県を対象

とした年 2回程度の広域化・共同化の先進的な取組みを共有する説明会を開催する

予定。 
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②下水道における広域化・共同化の推進に向けた検討について 

広域化・共同化の取組みにおいて、中核都市が中心的な役割を果たすために必要

となる施策について検討し、計画策定の支援を行うとともに、都道府県が「広域化・

共同化計画」の確実な事業実施を行うために必要となる標準的な進捗管理方法を検

討し、検討結果を全国に水平展開する予定。 
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４）「下水道リノベーション計画」の登録制度について 

 

○ 「下水道リノベーション」とは、処理場の統廃合や汚泥処理の集約化等にあわ

せて、迷惑施設とも捉えられることの多い下水道施設を地域のエネルギー拠点や

防災拠点等として再生する取組である。 

○ 国土交通省では、下水道管理者による「下水道リノベーション計画」の登録制

度を平成 30 年度から創設している。 

○ 本登録制度は、下水処理場等の有する資源・資産を活用しながら、下水処理場

等を再生可能エネルギーの供給拠点、防災拠点、憩いや賑わいを提供する地域活

性化との拠点等、魅力あふれる地域の拠点に再生する取組について定めた「下水

道リノベーション計画」を策定・応募頂き、国土交通省下水道部において登録す

るものである。 

○ 各下水道管理者におかれては引き続き積極的なリノベーションへの取組みを

お願いする。 
〈登録実績〉 

平成 30 年度 大阪府堺市 堺市三宝水再生センターリノベーション計画 

令和元年度 秋田県 秋田湾・雄物川流域下水道秋田臨海処理センターリノベーション計画 

       佐賀県佐賀市 佐賀市下水浄化センターリノベーション計画  
令和 2年度 富山県富山市  富山市浜黒崎浄化センターリノベーション計画 

       福島県いわき市 いわき市中部浄化センターリノベーション計画  

       大分県日田市  日田市浄化センターリノベーション計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道リノベーションのイメージ図 

 

○ 登録までのスケジュールは以下のとおり。 

募集期間：10 月中旬～1月中旬 

    審  査：1月中旬～2月下旬 

    登録決定：3月上旬 

     

※なお、「下水道リノベーション計画」の登録制度は、予算制度である「下水道リノ

ベーション推進総合事業」とは別の制度であるため、ご留意願います。 
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（６）下水道工事等の適切な執行について 

１）新・担い手三法について～建設業法、入契法、品確法の一体的改正について～ 

平成 26 年に、品確法と建設業法･入契法を一体として改正し、適正な利潤を確保できる

よう予定価格を適正に設定することや、ダンピング対策を徹底することなど、建設業の担

い手の中長期的な育成・確保のための基本理念や具体的措置を規定した（「担い手３

法」）。この「担い手３法」の施行により、予定価格の適正な設定、歩切りの根絶、ダン

ピング対策の強化など、５年間で様々な成果が見られた。 

 一方で、相次ぐ災害を受け「地域の守り手」としての建設業への期待、働き方改革促進

による建設業の長時間労働の是正、i-Construction の推進等による生産性の向上など、新

たな課題や引き続き取り組むべき課題も存在する。新たな課題に対応し、５年間の成果を

さらに充実するため、令和元年に「新・担い手３法」として、再び品確法と建設業法･入

契法が改正された。 

これらの改正を踏まえ、「新３Ｋ※」の実現など魅力ある建設現場の創出のため自らの

発注体制や地域の実情に応じて、発注関係事務を適切かつ効率的に執行いただきたい。 

                ※新３Ｋ：給与が良い、休暇がとれる、希望がもてる 

 

 新・担い手三方の主な改正概要は次のとおり。 

○災害時の緊急対応の充実強化  

発注者の責務として以下の内容を規定。 

・緊急性に応じた随意契約・指名競争入札等適切な入札・契約方法の選択 

・建設業者団体等との災害協定の締結、災害時における発注者の連携 

 

○働き方改革への対応 

公共工事等を実施する者の責務として以下の内容を規程。 

・適正な額の請負代金・工期での下請契約の締結 

発注者の責務として以下の内容を規定。 

・休日、準備期間、天候等を考慮した適正な工期の設定 

・公共工事の施工時期の平準化に向けた、債務負担行為・繰越明許費の活用による翌年度

 にわたる工期設定、中長期的な発注見通しの作成・公表等 

・設計図書の変更に伴い工期が翌年度にわたる場合の繰越明許費の活用等 

 

○建設現場の生産性の向上 

限りある人材の有効活用と若者の入職促進を図るために以下の内容を規程。 

  ・元請の監理技術者に関し、これを補佐する制度を創設し、技士補がいる場合は複数現場

   の兼任を容認 

  ・下請の主任技術者に関し、一定未満の工事金額等の要件を満たす場合は設置を不要化 
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２）下水道事業の執行について 

令和３年度補正予算および令和４年度当初予算の執行に当たっては、地域における公共

工事の品質確保やその担い手の中長期的な確保・育成に配慮しつつ、迅速かつ適切な執行

をお願いする。なお、円滑な事業執行に向けて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止対策の徹底や当該対策に係る費用を上乗せする等の柔軟な契約変更の徹底を行うなど、

必要な措置を適切に実施いただきたい。 

 

ア 入札及び契約の適正化 

ア）多様な入札契約の選択・活用 

 工事及び業務の発注においては、令和２年に改正した「発注関係事務の運用に関する

指針」（詳細は国土交通省土地・建設産業局建設業課 HP 参照）及び自らの技術力や発

注体制を踏まえつつ、工事の性格や地域の実情等に応じて、多様な入札契約方式の中か

ら適切な入札契約方式を選択し、又は組み合わせて適用するよう努められたい。 

 

 

 

 

 

 

下水道事業における総合評価方式の取り組み状況（工事）令和２年度実績 
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 ＜主な契約方式＞ 

契約方式 概要 

事業プロセスの対

象範囲に応じた契

約方式 

工事、業務のみを発注する

方式 

確定した仕様により、施工や設計のみを発注する

方式 

設計・施工一括発注方式 

（ＤＢ方式） 

構造物の構造形式や主要諸元も含めた設計を施

工と一括して発注する方式 

詳細設計付工事発注方式 

構造物の構造形式や主要諸元、構造一般図等を確

定した上で、施工のために必要な仮設をはじめ詳

細な設計を施工と一括して発注する方式 

設計段階から施工者が関

与する方式（ＥＣＩ方式） 

設計段階の技術協力実施期間中に施工の数量・仕

様を確定した上で、工事契約をする方式（施工者

は発注者が別途契約する設計業務への技術協力

を実施） 

（参考）ECI 方式の R3年度発注状況 

・東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業 

＜神戸市＞ 

維持管理付工事発注方式 
施工と供用開始後の初期の維持管理業務を一体

的に発注する方式 

設計・施工・維持管理一括

発注方式（ＤＢО方式） 

設計と施工を一括して発注することに加え、工事

完成後の維持管理業務を一体的に発注する方式 

工事の発注単位に

応じた契約方式 

包括発注方式 

既存施設の維持管理等において、同一地域内での

複数の種類の業務・工事を一つの契約により発注

する方式 

複数年契約方式 
継続的に実施する業務・工事に関して複数の年度

にわたり、一つの契約により発注する方式 

発注者の支援対象

範囲に応じた契約

方式 

ＣＭ方式 
対象事業のうち、工事監督業務等に係る発注関係

事務の一部又は全部を民間に委託する方式 

事業促進ＰＰＰ方式 

調査及び設計段階から発注関係事務の一部を民

間に委託する方式（事業促進 

を図るため、官民双方の技術者が有する多様な知

識・豊富な経験の融合により、調査及び設計段階

から効率的なマネジメントを行う方式） 

 

＜特定者又は落札者の選定方法法＞ 

選択方法 工事（落札者） 業務（特定者又は落札者） 

価格競争方式 発注者が示す仕様に対し、価格提案のみを求め、落札者を決定する方式 

総合評価落札方式 

技術提案を募集するなどにより、

入札者に、工事価格及び性能等を

もって申込みをさせ、これらを総

合的に評価して落札者を決定する

方式 

事前に仕様を確定することが可能であ

るが、競争参加者の提示する技術等に

よって、調達価格の差異に比して、事業

の成果に相当程度の差異が生ずること

が期待できる業務 

技術提案・交渉方式 

技術提案を募集し、最も優れた提

案を行った者と価格や施工方法等

を交渉し、契約相手を決定する方

式 

 

段階的選抜方式 

競争に参加しようとする者に対し

技術提案を求める方式において、

一定の技術水準に達した者を選抜

した上で、これらの者の中から提

案を求め落札者を決定する方式 
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プロポーサル方式  

内容が技術的に高度な業務や専門的な

技術が要求される業務、特に地域特性

を踏まえた検討が必要となる業務であ

って、提出された技術提案に基づいて

仕様を作成する方が優れた成果を期待

できる業務 

コンペ方式 － 

対象とする施設や空間に求める機能や

条件を発注者側から示し、その機能や

条件に合致した設計案を募り、最も優

秀とみなされた設計案を選ぶ方式 

 

イ）適正利潤の確保を可能とするための予定価格の適正な設定 

予定価格の設定に当たっては、工事の品質確保の担い手が中長期的に育成及び確保さ

れるために、工事を施工する者が適正な利潤を確保することができるよう、適切に作成

した設計図書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務単価及び資

材・機材等の取引価格、健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）等の定めるところによ

り事業主が納付義務を負う保険料、工期、施工の実態等を的確に反映した積算の実施に

努められたい。なお、令和３年度に実施した公共事業労務樋調査に基づき、令和４年３

月から適用する公共工事設計労務単価（https://www.mlit.go.jp/report/press/conten

t/001464445.pdf）が決定されているので、参考とされたい。 

   ・週休２日を確保すること等が重要であり、実態を踏まえて、労務費、機械経費、間

接経費を補正するなどにより、週休２日等に取り組む際に必要となる経費を適正に

計上すること。 

   ・積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しないよう、物価資料等に掲載されてい

ない資材や機器等については、特別調査を活用するなど、市場の実勢価格の把握、

検討を十分に行い、適正な積算を行うこと。 

・見積り等を参考にして価格を設定する場合において、見積価格やメーカー等の販売

希望価格に対して市場実態や妥当性を確認することなく発注者が独自にいわゆる乗

率等を設定する運用は、公平性・透明性を損なうおそれが高いことから、これを行

わないこと。 

   ・適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除して予定価格とするいわゆる歩切り

は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第 7条第 1項第 1号の規定に違反する

こと等から、これを行わないこと。 
 

ウ）施工条件の適切な明示、請負金額の額や工期等の適切な変更及び資機材価格の高騰を

踏まえた対応 

設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、設計図書に示された施工条件と実際

の工事現場の状態が一致しない場合、用地取得等、工事着手前に発注者が対応すべき事

項に要する手続の期間が超過するなど設計図書に示されていない施工条件について予期

することができない特別な状態が生じた場合、災害の発生などやむを得ない事由が生じ

た場合その他の場合において必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及

びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行うこと。 

また、契約後の資材や労務費の高騰等の変動に備え、いわゆるスライド条項（公共工

事標準請負契約約款第 26 条）を適切に設定するとともに、受注者からの申請に応じて

適切な対応を図ること。 

156



エ）ダンピング受注の防止、予定価格等の事後公表 

  ① ダンピング受注の防止 

ダンピング受注（その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれ

ない契約の締結をいう。）は、工事の手抜き等を招くことによりその品質の低下が懸念

されるほか、下請業者へのしわ寄せ、公共工事に従事する者の賃金その他の労働条件の

悪化、安全対策の不徹底等の問題につながりやすく、ひいては建設業の若年入職者の減

少の原因となるなど、建設工事の担い手の育成及び確保を困難とし、建設業の健全な発

達を阻害するものである。 

こうした問題を防ぎ、公共工事を施工する者が公共工事の品質確保の担い手を中長期

的に育成・確保するために必要となる適正な利潤を確保するため、低入札価格調査制度

又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底すること。 

・低入札価格調査基準価格及び最低制限価格について、平成 31 年３月に改正された

「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデ

ル」を踏まえた算定方式の改定等により適切に見直すこと。 

・低入札価格調査制度の実施に当たっては、一定の価格を下回る入札を失格とする価格

による失格基準を積極的に導入・活用するとともに、その価格水準を調査基準価格に

近づけ、これによって適正な施工への懸念がある建設業者を適切に排除することなど

により、制度の実効を確保すること。 

 

 

 

 

 

資料）国土交通省下水道部調べ 
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② 予定価格等の事後公表 

     低入札価格調査基準価格及び最低制限価格については、その事前公表により、当該

近傍価格へ入札が誘導されるとともに、入札価格が同額の入札者のくじ引きによる落

札等が増加する結果、適切な積算を行わずに入札を行った建設企業が受注する事態が

生じるなど、建設企業の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じうるこ

と、地域の建設業の経営を巡る環境が極めて厳しい状況にあることに鑑み、事前公表

は取りやめ、契約締結後の公表とするようお願いする。 

予定価格についても、その事前公表によって同様の弊害が生じかねないこと等の問

題があることから、事前公表の適否について十分に検討した上で、弊害が生じた場合

には速やかに事前公表の取りやめ等の適切な対応を行うようお願いする。 

   

予定価格等の公表時期について 

 

令和２年度における公共工事の発注者による入札契約の適正化を図るための取組の実施状況 

（令和３年５月 21 日付、国土交通省、総務省、財務省）より抜粋 

調査対象機関： 国19機関、特殊法人等124法人 

地方公共団体（47都道府県 20指定都市1,721市区町村）  

調査対象時点： 令和２年10月１日現在 
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オ）その他 

 

 ①工事一時中止 

工事発注において、工事用地の確保や占用事業者等協議などの関係機関協議を調え、

適正な工事を確保し発注を行う事が基本であるが、受注者の責に帰すことが出来ない事

由により施工が出来ないと認められる場合には、発注者は工事の全部または一部の中止

を速やかに書面で命じなければならない。 

 なお、一時中止の指示を行っていない場合、現場管理費等の増加や配置技術者の専任

への障害が生じるといった指摘があり、適切な対応を行うようお願いする。また、土

木・建築工事の不調不落・工程遅れ等の事由により、関連する機械・電気設備工事にて

製作した機器類の工場保管などが生じる事態を防ぐために、土木・建築工事の工程を確

認の上、機械電気工事を発注する等、適切な対応をお願いする。 

 

②適正な工期設定 

工期の設定に当たっては、「工期に関する基準」（令和２年７月中央建設業審議会作

成・勧告）等に基づき、工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施

工条件のほか、公共工事に従事する者の休日、準備期間、後片付け期間、降雨日などの

作業不能日数等を考慮し、適正な工期の設定に努めること。 

 

③施工時期の平準化 

施工時期の平準化については、柔軟な工期の設定、積算の前倒し、工期が１年以上の

公共工事のみならず工期が１年に満たない公共工事についての繰越明許費や債務負担行

為の活用による翌年度にわたる工期設定などの必要な措置を講ずること。 

 

国土交通省 HP 「地方公共団体における平準化の状況」令和３年５月より  
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 イ 工事実施に当たっての留意点 

ア）前金払い等支払いの適正化 

前払い金制度の適切な運用、支払い手続きの迅速化 

 
イ）監理技術者制度等の適正な運用 

監理技術者等の変更が認められる場合があるため、「監理技術者制度運用マニュア

   ル」（最終改正 令和 2年 9月 30 日）2－2(4)監理技術者等の途中交代を参照し適切な

   対応をとること。 
監理技術者の途中交代は、死亡、傷病、出産、育児、介護または退職等、真にやむ

を得ない場合のほか、次に掲げる場合等が考えられる。 

・受注者の責によらない場合により、工事中止または工事内容の大幅な変更が発生

し、工期が延長された場合 
     ・橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電気品等の工場製作を

含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点 

     ・ダム、トンネル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合 

 

ウ）建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて 

「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて（平成 26 年 2 月）」により、

工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり

相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が 10km 程度の近接した場

所において同一の建設業者が施工する場合には、同一の専任の主任技術者がこれらの

建設工事を管理することができることとされ、工事現場の相互の間隔が緩和されてい

るので注意されたい。なお、この通知により「東日本大震災の被災地における「建設

工事の技術者の専任等に係る取扱いについて」の運用について（平成 25 年 9 月）」

は、廃止されている。 

また、現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について、平成 22 年 7 月の

標準約款の改正により、現場代理人の常駐義務を緩和する旨の規定（標準約款第 10

条第 3項）が追加されたことを踏まえ、引き続き適切に運用するようお願いする。 

さらに、監理技術者等の専任を要しない期間等については、「監理技術者制度運用

マニュアル（令和 2年 9月 30 日改正）」ほか、「主任技術者又は監理技術者の「専

任」の明確化について（改定）（平成 30 年 12 月）」により、今般の建設業の働き方

改革を推進する観点から、監理技術者等が休暇の取得その他合理的な理由で短時間現

場を離れることが可能となる体制を確保するなど、本通知の主旨を踏まえた監理技術

者等の適正な配置等に留意されたい。 

 

エ）新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえ工事及

び業務の対応について 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、まん延防止等重点措置を踏ま

えた工事及び業務の対応については、各種通知を参照し適切に対応いただきたい。ま

た、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、まん延防止等重

点措置が解除された後も、基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要があるとされ

ていることを踏まえ、引き続き、工事及び業務の対応についても遺漏なきよう措置さ

れたい。 

 

国土交通省新型コロナウイルス感染症対策 HP 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000181.html 
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【関連通知文書等】 

□「公共工事の円滑な施工確保に向けた取組について」         （令和 4年 4月） 

□「下水道機械・電気設備工事における「予定価格に占める法定福利費概算額」の算定について」 

（令和 4年 3月） 

□「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた工事及び業務の

対応について                                   （令和 4年 1月） 

□「公共工事の円滑な施工確保について」               （令和 3年 12 月） 

□「請負代金内訳書における法定福利費の明示による法定福利費の適切な支払いのための取組につい

て」                              （令和 3年 12 月） 

□「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」（令和 2年 12 月） 

□「監理技術者制度運用マニュアルの改定」               （令和 2年 10 月） 

□「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドラインの改定」    （令和 2年 9月） 

□「令和２年度国土交通省所管事業の執行について」                  （令和 2年 4月） 

□「発注関係事務の運用に関する指針」                                （令和 2年 1月） 

□「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」          （令和元年 10月） 

□「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」 

（令和元年 10 月） 

□「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」                 （令和元年 10月） 

□「下水道工事における一括下請負の禁止について」                （平成 28 年 11 月） 

□「工事の一時中止に伴う増加費用等の算定等について」          （平成 28 年 10 月） 

□「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライ

ン」                                 （平成 27年 11 月） 

□「工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）」           （平成 27 年 6月） 

□「地域維持型建設共同企業体の取扱いについて」                （平成 23 年 12 月） 

□「下水道施設の機械・電気設備工事請負契約における条件明示の考え方（案）」 

                                                                   （平成 23 年 3月） 

□「下水道施設の機械・電気設備工事請負契約における設計変更ガイドライン（案）」 

                                                                   （平成 22 年 6月） 
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３）品質確保等に資する資格などの活用について 

ア 設計者等の資格について 

設計又は工事の監督管理や維持管理を行う者の資格については、下水道法施行令を遵守

されるようお願いする。 

 

イ 業種区分の考え方について 

建設業の許可は業種別に行うこととなっており、「建設業許可事務ガイドラインについ

て」（最終改正 令和 3年 12 月 9 日国土建第 277 号）に業種区分の考え方が示されている

ので確認されたい。 

 

ウ 国土交通大臣登録資格について 

公共工事に関する調査及び設計の品質確保の観点から、技術士等の国家資格に加え、民

間団体等が運営する一定水準の技術力等を有する資格について、国土交通省が民間資格を

登録する制度を運用しているところ。下水道分野においても４つの資格が登録されてお

り、技術士等の国家資格や国土交通大臣登録資格を活用し、公共工事に関する調査及び設

計等の品質確保に努めていただきたい。 

＜参考＞ 

  ・「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録簿」について

は、次の URL に掲載されている。（https://www.mlit.go.jp/tec/content/0014

65277.pdf（令和 4年 2月 22 日時点）） 

 

対象施設分野 対象業務 対象技術者 資格の名称 所管団体 

下水道管路施設 

点検※・診断 管理技術者 下水道管路管理主任技士 
公益社団法人 

日本下水道管路管理業協会 

点検※ 担当技術者 
下水道管路管理専門技士 

調査部門 

公益社団法人  

日本下水道管路管理業協会 

下水道 計画･調査･設計 管理技術者 ＲＣＣＭ（下水道） 
一般社団法人  

建設コンサルタンツ協会 

下水道 計画･調査･設計 管理技術者 管更生技士（下水道） 
一般社団法人 

日本管更生技術協会 

 

エ その他 

各種発注者支援データベース等の活用をお願いする。推進工事の専門的で高度な技能、

技術を評価している推進工事技士資格（（公社）日本推進技術協会）や産業洗浄技能士

（厚労省認定国家資格）の活用や、「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライ

ン－2017 年版－（公社）日本下水道協会」に記載されている、管きょ更生工事の施工管理

に関する資格の活用等により品質確保に努めめていただきたい。 
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＜参考＞令和２年度資格者制度の活用状況 

 

 

 

※「下水道事業における調達に関するアンケート」（令和３年度）集計結果より 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 93 計 18 計 53 計 24 計 15 計 9

北海道 旭川市 北海道 札幌市 北海道 様似町 北海道 札幌市 北海道 様似町 宮城県 美里町
北海道 様似町 宮城県 美里町 北海道 芽室町 宮城県 美里町 北海道 芽室町 茨城県 常陸大宮市
北海道 芽室町 茨城県 鹿島下水道事務所 青森県 大間町 茨城県 常陸大宮市 茨城県 潮来市 神奈川県 座間市
青森県 大間町 茨城県 笠間市 茨城県 潮来市 千葉県 船橋市 群馬県 邑楽町 長野県 大町市
岩手県 茨城県 常陸大宮市 群馬県 邑楽町 千葉県 鎌ケ谷市 神奈川県 川崎市 滋賀県 愛荘町
岩手県 二戸市 群馬県 前橋市 東京都 東久留米市 神奈川県 座間市 神奈川県 座間市 山口県 美祢市
秋田県 秋田市 千葉県 成田市 神奈川県 横浜市 新潟県 三条市 長野県 大町市 徳島県 美馬市
秋田県 鹿角市 千葉県 鎌ケ谷市 神奈川県 座間市 富山県 高岡市 滋賀県 愛荘町 福岡県 粕屋町
山形県 米沢市 神奈川県 座間市 新潟県 三条市 長野県 大町市 大阪府 松原市 鹿児島県 日置市
山形県 鶴岡市 長野県 大町市 富山県 高岡市 静岡県 袋井市 和歌山県
山形県 南陽市 長野県 飯山市 福井県 福井市 静岡県 湖西市 徳島県 美馬市
茨城県 日立市 三重県 伊賀市 福井県 敦賀市 滋賀県 福岡県 豊前市
茨城県 笠間市 滋賀県 愛荘町 福井県 小浜市 滋賀県 愛荘町 福岡県 粕屋町
茨城県 つくば市 山口県 宇部市 福井県 勝山市 兵庫県 西宮市 鹿児島県 日置市
茨城県 潮来市 山口県 美祢市 長野県 大町市 広島県 東広島市 沖縄県 那覇市
茨城県 阿見町 徳島県 美馬市 長野県 南箕輪村 山口県
茨城県 日立・高萩広域下水道組合 長崎県 川棚町 静岡県 浜松市 山口県 下関市
栃木県 さくら市 鹿児島県 日置市 静岡県 磐田市 山口県 防府市
群馬県 前橋市 静岡県 袋井市 山口県 美祢市
群馬県 太田市 三重県 津市 山口県 田布施町
群馬県 邑楽町 三重県 鈴鹿市 徳島県 美馬市
埼玉県 蕨市 三重県 名張市 高知県 高知市
千葉県 成田市 三重県 菰野町 福岡県 大牟田市
東京都 立川市 滋賀県 愛荘町 鹿児島県 日置市
東京都 武蔵野市 京都府 宇治市
東京都 三鷹市 大阪府 泉佐野市
東京都 小平市 大阪府 富田林市
東京都 日野市 大阪府 松原市
神奈川県 平塚市 大阪府 羽曳野市
神奈川県 藤沢市 兵庫県 西宮市
神奈川県 座間市 奈良県 斑鳩町
神奈川県 綾瀬市 和歌山県
神奈川県 二宮町 和歌山県 和歌山市
神奈川県 愛川町 和歌山県 有田川町
新潟県 和歌山県 由良町
新潟県 胎内市 島根県 益田市
富山県 南砺市 島根県 江津市
石川県 金沢市 岡山県 岡山市
福井県 福井市 広島県 東広島市
山梨県 南アルプス市 徳島県 徳島市
長野県 飯田市 徳島県 鳴門市
長野県 大町市 徳島県 美馬市
長野県 飯山市 徳島県 松茂町
静岡県 沼津市 香川県 さぬき市
静岡県 熱海市 高知県 高知市
静岡県 伊東市 福岡県 大牟田市
静岡県 島田市 福岡県 久留米市
静岡県 富士市 福岡県 豊前市
静岡県 伊豆の国市 福岡県 粕屋町
愛知県 豊橋市 佐賀県 唐津市
愛知県 一宮市 宮崎県 日南市
愛知県 豊川市 鹿児島県 鹿児島市
三重県 四日市市 鹿児島県 日置市
滋賀県 愛荘町
京都府 宇治市
大阪府 堺市
大阪府 守口市
大阪府 富田林市
大阪府 松原市
大阪府 箕面市
大阪府 四條畷市
大阪府 交野市
兵庫県 西宮市
兵庫県 芦屋市
兵庫県 宝塚市
奈良県 大和高田市
奈良県 大淀町
和歌山県
島根県 松江市
島根県 出雲市
岡山県 倉敷市
岡山県 井原市
広島県 福山市
広島県 熊野町
徳島県 徳島市
徳島県 美馬市
福岡県 豊前市
福岡県 太宰府市
福岡県 古賀市
福岡県 粕屋町
福岡県 芦屋町
佐賀県 佐賀市
佐賀県 鳥栖市
佐賀県 江北町
長崎県 川棚町
熊本県 熊本市
熊本県 山鹿市
宮崎県 日南市
宮崎県 日向市
鹿児島県 鹿児島市
鹿児島県 日置市
沖縄県 那覇市
沖縄県 久米島町

下水道管路管理技士 推進工事技士 産業洗浄技能士

入札参加条件
「有」

総合評価方式
における加点

「有」

入札参加条件
「有」

総合評価方式
における加点

「有」

入札参加条件
「有」

総合評価方式
における加点

「有」
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※「下水道事業における調達に関するアンケート」（令和３年度）集計結果より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 95 計 24 計 76 計 16

北海道 様似町 北海道 札幌市 北海道 様似町 宮城県 美里町
北海道 芽室町 宮城県 美里町 北海道 芽室町 茨城県 鹿島下水道事務所
秋田県 秋田市 秋田県 秋田県 秋田市 茨城県 常陸大宮市
山形県 山形市 茨城県 鹿島下水道事務所 山形県 山形市 群馬県 前橋市
山形県 米沢市 茨城県 常陸大宮市 山形県 米沢市 千葉県 栄町
山形県 鶴岡市 群馬県 前橋市 山形県 鶴岡市 神奈川県 座間市
山形県 酒田市 千葉県 栄町 山形県 天童市 富山県 高岡市
山形県 天童市 神奈川県 座間市 山形県 南陽市 長野県 大町市
茨城県 日立市 富山県 高岡市 茨城県 日立市 長野県 塩尻市
茨城県 笠間市 長野県 長野市 茨城県 笠間市 滋賀県 愛荘町
茨城県 つくば市 長野県 大町市 茨城県 つくば市 大阪府 河内長野市
茨城県 潮来市 長野県 塩尻市 茨城県 潮来市 山口県 宇部市
茨城県 阿見町 滋賀県 彦根市 茨城県 阿見町 山口県 美祢市
茨城県 日立・高萩広域下水道組合 滋賀県 愛荘町 茨城県 日立・高萩広域下水道組合 徳島県 美馬市
群馬県 前橋市 滋賀県 甲良町 群馬県 前橋市 長崎県 川棚町
群馬県 高崎市 大阪府 河内長野市 群馬県 高崎市 鹿児島県 日置市
群馬県 太田市 広島県 大竹市 群馬県 太田市
群馬県 邑楽町 山口県 宇部市 群馬県 邑楽町
埼玉県 川越市 山口県 防府市 埼玉県 狭山市
埼玉県 狭山市 山口県 美祢市 埼玉県 蕨市
埼玉県 蕨市 徳島県 美馬市 埼玉県 志木市
埼玉県 志木市 長崎県 川棚町 千葉県 栄町
千葉県 栄町 熊本県 熊本市 東京都 府中市
東京都 武蔵野市 鹿児島県 日置市 神奈川県 鎌倉市
東京都 府中市 神奈川県 秦野市
神奈川県 平塚市 神奈川県 座間市
神奈川県 鎌倉市 富山県 高岡市
神奈川県 秦野市 福井県 福井市
神奈川県 座間市 山梨県 南アルプス市
神奈川県 南足柄市 長野県 大町市
富山県 高岡市 長野県 塩尻市
富山県 南砺市 静岡県 浜松市
福井県 福井市 静岡県 沼津市
福井県 小浜市 静岡県 伊東市
山梨県 南アルプス市 静岡県 伊豆の国市
長野県 飯田市 愛知県 豊橋市
長野県 大町市 愛知県 一宮市
長野県 茅野市 愛知県 豊田市
長野県 塩尻市 三重県 四日市市
岐阜県 可児市 三重県 名張市
静岡県 浜松市 滋賀県 愛荘町
静岡県 沼津市 京都府 宇治市
静岡県 伊東市 京都府 八幡市
静岡県 伊豆市 大阪府 堺市
静岡県 伊豆の国市 大阪府 守口市
愛知県 豊橋市 大阪府 河内長野市
愛知県 一宮市 大阪府 松原市
愛知県 豊川市 大阪府 東大阪市
愛知県 豊田市 大阪府 四條畷市
三重県 四日市市 兵庫県 神戸市
三重県 名張市 兵庫県 西宮市
滋賀県 愛荘町 兵庫県 芦屋市
京都府 宇治市 兵庫県 宝塚市
京都府 八幡市 奈良県 大和高田市
京都府 南丹市 和歌山県
大阪府 堺市 鳥取県 三朝町
大阪府 守口市 島根県 松江市
大阪府 八尾市 岡山県 瀬戸内市
大阪府 富田林市 広島県 呉市
大阪府 松原市 広島県 熊野町
大阪府 東大阪市 徳島県 徳島市
大阪府 四條畷市 徳島県 美馬市
兵庫県 神戸市 愛媛県 四国中央市
兵庫県 西宮市 福岡県 福岡市
兵庫県 芦屋市 福岡県 豊前市
兵庫県 宝塚市 福岡県 古賀市
奈良県 大和高田市 福岡県 粕屋町
奈良県 河合町 佐賀県 佐賀市
和歌山県 長崎県 佐世保市
鳥取県 三朝町 長崎県 川棚町
島根県 松江市 熊本県 熊本市
岡山県 倉敷市 熊本県 長洲町
岡山県 瀬戸内市 大分県 別府市
広島県 呉市 宮崎県 日南市
広島県 福山市 鹿児島県 鹿児島市
広島県 熊野町 鹿児島県 日置市
山口県 防府市
徳島県 徳島市
徳島県 美馬市
高知県 高知市
福岡県 福岡市
福岡県 豊前市
福岡県 古賀市
福岡県 福津市
福岡県 粕屋町
佐賀県 佐賀市
長崎県 佐世保市
長崎県 川棚町
熊本県 熊本市
熊本県 長洲町
熊本県 菊陽町
大分県 別府市
大分県 津久見市
鹿児島県 鹿児島市
鹿児島県 日置市

下水道管きょ更生施工管理技士

入札参加条件
「有」

総合評価方式
における加点

「有」

入札参加条件
「有」

下水道管路更生管理技士

総合評価方式
における加点

「有」
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４）下水道事業の積算等について（下水道用設計標準歩掛表） 

ア 積算に関する検討体制 

地方公共団体における下水道事業の円滑な事業運営の一助として、『下水道用設計標

準歩掛表』を作成・発行している。作成・発行までの流れとしては、地方公共団体から

の要望や現場の施工実態などから、標準歩掛の新規制定・改定が必要と判断した場合に

は、下水道部から「下水道用歩掛検討委員会（以下、歩掛検討委員会）」に検討を指示

している。 
歩掛検討委員会では、専門の歩掛検討小委員会（以下、小委員会）において、標準歩

掛の使用機械や適用範囲など具体的な検討を行っている。小委員会は、事務局である下

水道部・下水道協会、および委員である政令指定都市などにより構成されている。 
小委員会における検討の結果、標準歩掛の新規制定や改定などが必要と判断された場

合には、歩掛検討委員会における審議を経て、下水道部に歩掛案が答申され、確認した

後、下水道部から各地方公共団体などに参考送付・情報提供している。 

『下水道用設計標準歩掛表』の作成・発刊にあたっては、地方公共団体の声を反映す

るため、下水道事業積算施工基準適正化会議（以下、適正化会議）などを活用し、積算

施工基準に関する課題、標準歩掛に関する適用範囲や新規制定の要望について意見交

換・議論を行い、その結果を踏まえて、標準歩掛の適正化を図っていることから、各地

方公共団体等におかれては、適正化会議において、積極的に要望等を挙げていただきた

い。 

また、各地方公共団体等発注の工事を対象に行う施工実態調査（歩掛、諸経費等）は

各種積算基準の基礎資料となることから、御協力をお願いする。あわせて、調査内容に

ついては必要に応じて各地方公共団体等から業者へヒアリングによる内容確認をお願い

する。 

なお、『下水道用設計標準歩掛表』は (公社)日本下水道協会において発行・販売さ

れている。 
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イ 令和４年度版の主な改定内容 

ア）下水道用設計標準歩掛表 

○第１巻 管路編 

〔管路施設〕  

 鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング）推進工法の発動発電機規格の改定。 

経緯：施工合理化調査の結果から、発動発電機の使用規格に変化が見られたため。 

 建設機械等損料表の改定に伴う、発動発電機の指定事項の改定。 

 本工事費内訳の国土交通省工事工種体系ツリーを参考とした内容更新。 

  

○第２巻 ポンプ場・処理場編 

〔土木〕  

 伸縮継手工（伸縮目地充填）、左官工（コンクリート金ごて仕上げ、モルタル金ごて

仕上げ、防水モルタル金ごて仕上げ）の削除。 

 本工事費内訳の国土交通省工事工種体系ツリーを参考とした内容更新。 

〔機械設備〕 

 輸送費を算出する場合、「国土交通省自動車局貨物課一般貨物自動車運送事業に係る

標準的な運賃表」によっても算出できる旨を記載。 

 共通仮設費率に含まれる安全費として、「熱中症の予防に要する費用」を追記。 

 「機械設備積算基準」の改定に伴い、一般管理費等率を改定。 

 コンクリート金ごて仕上げ工の削除。 

〔電気設備〕 

 輸送費を算出する場合、「国土交通省自動車局貨物課一般貨物自動車運送事業に係る

標準的な運賃表」によっても算出できる旨を記載。 

 共通仮設費率に含まれる安全費として、「熱中症の予防に要する費用」を追記。 

 配電盤設備のうち配電盤－２（変圧器盤）の歩掛表の見直し及び一部歩掛の改定。 

経緯：施工実態調査の結果から、歩掛に変化が見られたため。 

 計装設備のうち電磁流量計及び検出端等（温度検出端、液位検出端、変換器類、発信

機類）の歩掛の改定。 

 経緯：施工実態調査の結果から、歩掛に変化が見られたため。 

〔建築・建築設備〕 

 揚重機械器具の規格、存置日数の修正。 

 外部足場の計測、計算例の存置日数を修正。 

経緯：国土交通省大臣官房官庁営繕部の技術基準である「公共建築工事積算基準等資

料」との語句等の整合を図った。 

 「その他工事に関する取扱い細則 別紙－２」に、「取り壊し工事」の対象と 

○第３巻 設計委託編  

 なし 

  

令和４年度の主な改定内容について紹介したが、詳細については下水道部の HP（新旧対照表

を掲載）や、今後発刊される下水道用設計標準歩掛表にて確認していただきたい。 
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000466.html 

 

イ）土木工事積算基準の改定について 

○一般管理費率等の改定 

最新の本社経費の実態を反映し、一般管理費等率を改定。 
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５）会計検査について 

ア 令和３年度決算検査報告に向けた主な検査状況 

○下水道施設に設置されている設備の耐震性能と建築物の耐震性能の整合について 

【国土交通検査第１課】 

  ○下水道施設に設置される自家発電設備について 

【国土交通検査第３課】 

○「防災・減災、国土強靱化のための 3か年緊急対策」の実施状況等について 

【第 5局上席調査官(緊急対策班)】 

 

 イ 近年の主な指摘事項（下水道関連） 

   会計検査院の指摘があった場合、交付金等の返納や所要の安全度を確保するための手

直し工事の実施、関係省庁がその是正措置として事務連絡等を発出するなどの対応が求

められる。この場合、対応の進捗状況の確認や、事務連絡等に基づく対策等が地方公共

団体で実施されているかなど会計検査院のフォローアップ調査が行われることから、留

意が必要である。 

 

ア）令和元年度（平成 31 年度）決算報告 

①下水道管渠の更生工事の積算における更生工法の選定及び更生材料の単価決定につ

いて 

経済的に優位な更生工法を選定した上で更生材料費の積算を行う必要があるにもか

かわらず、適用可能な複数の更生工法に係る材料単価の見積りの平均価格により積算

を行っていたこと、また、更生材料費の調達価格が土木積算基準等に定めた基準額以

上であるにもかかわらず、特別調査を行うことなく、材料単価の見積りにより決定し

ていた事態について改善の必要があると指摘されている。（令和２年８月４日付事務

連絡「下水道管渠の更生工事の積算における更生工法の選定及び更生材料の単価決定

について」参照） 

 

イ）平成 30 年度決算報告 

①下水道施設の電気設備に係る耐震対策について 

河川管理施設等の防災施設に設置されている電気設備について、耐震調査が実施さ

れていないことから所要の耐震性が確保されているか不明となっており、地震時等に

防災施設としての機能が十分に発揮されないおそれがある状況について改善の必要が

あると指摘されたもの。耐震調査の必要性や、設計資料等の保管が不十分で耐震性が

確保されているか確認できない場合等の確認方法について周知しており、適切に耐震

診断及び耐震対策を実施するようお願いする。（令和元年 9月 30 日付事務連絡「下

水道施設の電気設備に係る耐震対策について」参照） 

 

②下水道整備事業の実施における水道管等の移設補償費の算定について 

事業を行う上で支障となる通信線、配水管等の移設に要する費用を補償する際、移

設に必要な費用から既存施設の財産価値の減耗分を控除するなどして補償費を算出す
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ることとなっている。この補償費の算定に当たり、既存施設の財産価値の減耗分の算

定を誤っていたり、処分利益額を控除していなかったりなどしていたため補償費が過

大となっていたもの。移設に係る補償費の算定については、公共補償基準等に基づい

た適切な対応をお願いする。（令和元年 11 月 13 日付事務連絡「下水道整備事業の実

施における水道管等の移設補償費の算定について」参照） 

 

ウ）平成 29 年度決算報告 

    下水道事業のポンプ工事の積算にあたり、ポンプの積算単価の決定に当たっては、

特別調査を活用するなどして市場単価を把握し、これにより経済的な積算を行うこと

が可能であったにもかかわらず、製造会社等から徴した見積単価と同額を積算単価と

している事態は適切ではないことから、是正改善を図る必要があると指摘された。物

価資料等に掲載されていない機器の価格決定については、特別調査を活用するなど、

市場の実勢価格の把握、検討を十分に行い、適切な積算を行うようお願いする。（平

成 31 年３月 27 日付事務連絡「下水道事業において設置する機器の単価決定にあたっ

ての運用について」参照） 

   

エ）平成 28 年度決算報告 

①通信線路等の移設に係る補償費の算定について 

電気通信事業者へ支払った移設補償費については、通信線等の材料費のみを対象に

控除すべき減価相当額として算定し、公共補償基準等に基づいた算定方法である工事

費等を含めた複成価格を対象に控除していなかったこと、また、電気通信事業者との

事前の取決めにより、処分利益等額の一部を控除することとし、全額を控除していな

かったことから、不当事項として指摘された。移設に係る補償費の算定については、

各地方公共団体においては公共補償基準等に基づいた適切な対応をお願いする。 

 

②最低制限価格制度の適用について 

総合評価落札方式による入札において、落札者の決定に当たり価格のみを考慮する

最低制限価格制度は適用できないにもかかわらず、誤って設定された最低制限価格を

下回る価格で入札した者を失格として排除したことから、不当事項と指摘された。 

なお、この指摘事項については、総務省と国交省が連名で、平成 29 年 9 月に地方

公共団体に対して通知を発出し、総合評価落札方式による入札には最低制限価格を設

定できない旨を周知しており、各地方公共団体においては適切な対応をお願いする。 

 

 ※過去の事例については会計検査院 HPを参照ください。 

http://report.jbaudit.go.jp/index.html 
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１）災害発生時における下水道施設の被害状況の報告 

 ○「災害発生時における下水道施設の被害状況の報告について」（R4.4.1 事務連絡）に

より、①震度 5 弱以上の地震が発生した場合、②風水害等により下水道施設に被害が

発生した場合、速やかに報告を頂くこととしております。これらの報告については、

昼夜を問わず、速やかに情報収集を行って対応頂くものであり、都道府県においては

管下の市町村と緊密な連携の下に対応いただくようお願いする。 

○また、本事務連絡により、被害に対する対応状況について、処理場の水処理機能、ポ

ンプ場の排水機能及び管路施設の流下機能といった施設機能への影響の有無を報告す

るように、被害報告様式の見直しを行ったので留意願う。 

 

＜施設被害 報告様式＞ 

管路施設の記載例 

0次調査実施状況
①調査済み

②調査中（着手済み）
③調査未着手

※０次調査：地上から
の目視

左記で「③調査未着
手」を選択した場合、
点検着手予定日

0次調査完了見込み

※左記の0次調査実
施状況欄で、「②調査
中（着手済み」）、又
は、「③調査未着手」
を選択した場合は必ず
記入してください。

被害の有無
①有
②無

②調査中（着手済み） ― ○月○日完了見込み ①有

都道府
県名

市町村・流域等名
被害状況等（応急復旧が必要な箇

所）

左記における対応状況等

※流下機能への影響について記載し
てください。応急復旧が完了した場合
は、その日にちも記載してください。

記載例 ○市

合計　3箇所

＜内訳＞
（A処理区）
管路破損1箇所

（B処理区）
管路閉塞1箇所、マンホール浮上1箇
所

（A地区）
管路のたわみが確認されたが、流下
機能に影響なし。

（B処理区）
管路破損1箇所は仮配管工事中。

（C処理区）
管路閉塞1箇所は仮配管工事中、マン
ホール浮上1箇所は〇日に応急復旧
済み。

 

 

 

２）樋門等の出水期前点検について 

○国土交通省では、出水期前に「出水対策について」（国土交通省水管理・国土保全局長

通知）を発出し、「出水期前においては、（中略）特に、樋門・樋管のゲートの開閉に

不具合がないか点検を行うとともに、樋門・樋管の機能に支障が予想される場合には、

速やかに修繕等の適切な措置を行うこと。」としている。各下水道管理者におかれては、

出水期までに樋門等の点検及び適切な措置を実施され出水に対し万全を期されるよう

お願いする。 

○令和 3 年の下水道法改正による樋門等操作規則策定の義務化については、流域管理官

の「資料（１）浸水対策の推進について」の「３）樋門等操作規則の策定促進につい

て」また、樋門等の点検については、事業マネジメント推進室の資料「（３）ストック

マネジメント及び老朽化対策について」の「２）下水道施設の維持又は修繕」を参照

されたい。 

 

 

（７）災害対応について 

赤字修正部分 

169



３）汚水マンホールポンプ制御盤の浸水対策について 

○令和 3 年 8 月の大雨により、汚水マンホールポンプの制御盤が一部浸水したことによ

り当該ポンプが停止し、汚水を流下させることができなくなり住民の方に下水道の使

用自粛を要請する事態が発生した。 

○このため、事務連絡「汚水マンホールポンプ制御盤の浸水に対する緊急点検について」

（R3.8.23）を発出し、各下水道管理者が管理する汚水マンホールポンプの制御盤の設

置高さについて、例えばハザードマップの想定浸水深以上に制御盤が設置されている

ことを確認するなど、浸水時にポンプ運転に支障がないかの点検を行うとともに、点

検によりポンプの運転に支障が予測される場合には、制御盤の高所への移設、BCP に

よる対応の明確化等、適切な措置の検討を周知した。各下水道管理者においては、汚

水マンホールポンプ制御盤の浸水対策にについて確認をお願いする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）下水道ＢＣＰについて 

〇国土交通省から施設浸水対策及び長期停電対策等の内容を含むＢＣＰの見直しを求め、

全国 1,568 団体中 1,543 団体、率として 98％（令和 4 年 3 月末時点）の見直しが行わ

れた。これらの団体においては、見直したＢＣＰに基づき、止水板や土嚢などの設置、

応急復旧資機材の確保等、洪水・内水による浸水時においても下水道機能を確保するた

め、各種事前対策の確実な実施をお願いする。（都道府県別の見直し状況については表

1を参照） 

〇なお、依然として見直しが完了していない 25 団体については、遅くとも次期出水期ま

でに見直しが完了されるよう早急な対応をお願いする。 

〇内閣府では、将来の大規模噴火による降灰の影響による下水道施設の被害想定の検討が

なされている。また、令和 2年 4月の下水道 BCP 策定マニュアル改訂後においても、令

和 2年 7月豪雨、令和 3年 8月の大雨により下水道施設が一時的に機能停止に陥る事態

が発生。これらのことから、令和 4年度に下水道 BCP 策定マニュアルの改訂を予定して

いる。

170



 

表 1 下水道 BCP の見直し状況表（令和 4年 3月末時点） 

都道府県名

※政令市含む 対象団体数 見直し実施 見直し率
北海道 155 155 100%
青森県 35 35 100%
岩手県 33 33 100%
宮城県 42 42 100%
秋田県 27 26 96%
山形県 33 33 100%
福島県 42 40 95%
茨城県 52 52 100%
栃木県 30 30 100%
群馬県 31 31 100%
埼玉県 64 64 100%
千葉県 37 36 97%
東京都 34 34 100%

神奈川県 35 35 100%
新潟県 32 32 100%
富山県 16 16 100%
石川県 20 20 100%
福井県 20 20 100%
山梨県 28 28 100%
長野県 68 68 100%
岐阜県 39 39 100%
静岡県 30 30 100%
愛知県 61 61 100%
三重県 26 26 100%
滋賀県 20 19 95%
京都府 27 24 89%
大阪府 50 50 100%
兵庫県 48 48 100%
奈良県 32 32 100%

和歌山県 25 23 92%
鳥取県 19 19 100%
島根県 19 19 100%
岡山県 27 27 100%
広島県 25 25 100%
山口県 20 20 100%
徳島県 15 15 100%
香川県 17 17 100%
愛媛県 17 17 100%
高知県 17 6 35%
福岡県 55 55 100%
佐賀県 17 17 100%
長崎県 17 17 100%
熊本県 33 33 100%
大分県 14 14 100%
宮崎県 17 17 100%

鹿児島県 18 17 94%
沖縄県 29 26 90%
全国 1568 1543 98%

             下水道ＢＣＰの見直し状況　  令和4年3月末時点

 

   ※BCP の見直しについては、主に施設浸水対策及び長期停電対策の両方を検討の対象 

として実施 
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（８）工事事故の防止対策について 

○ポイント 

過去に発生した事故事例等を踏まえ、事故の再発防止を徹底するため、以下について

改めて管内の各自治体へ周知し、元請業者や下請業者も含め適切な対応に努めていただ

きたい。 

・雨水が流入する管路内の工事等は、「局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安 

全対策の手引き（案）」（平成 20 年 10 月）を参考に安全対策を徹底すること。 

・硫化水素ガスの発生や一酸化炭素中毒の恐れのある既設管路内の工事等は、「下水 

道管きょ内作業の安全管理に関する中間報告書」（平成 14 年 4 月）を参考に安全 

対策を徹底すること。 

 ・下水道工事事故が発生した場合は、「下水道工事事故報告要領の改定について」（H

30.4.2 事務連絡）のとおり、事故原因、再発防止策の報告を徹底すること。 

  

≪重要１≫ 

令和 3 年度は、墜落・転落、はさまれ・巻き込まれ、土砂崩壊、お

ぼれ、作業車両の横転による計 6 件の死亡事故が発生した。各自治体

においては、「下水道セーフティネット」における事故データベースや

死亡事故が発生した際に発出する「下水道工事における安全対策の徹

底について」を活用し、元請け業者及び下請け業者等の安全意識の向

上を促すよう、注意喚起を徹底いただきたい。 

 
≪重要２≫ 

以下に該当する下水道工事事故、道路陥没事故（下水道工事中以外

に発生したものも含む）が発生した場合には、必ず当日中に速やかに

本省・地方整備局等へ第一報を連絡すること。（その際は既定の報告

様式は不要。） 

○ 死亡または死亡に至る恐れのある重大事故 

○ 罹災者が複数人に及ぶ大規模な事故（硫化水素中毒等も含む） 

○ 第三者（民間人）が絡む人身事故 

○ ガス管に損傷を与えた物損事故 

○ 上記のほかメディアで報道される又は報道発表が必要となる重

大事故 

 

※上記に該当しないことが明らかな下水道工事事故で、休業４日以上となる事故が発生

した場合も速やかに報告すること（遅くとも 3 日以内） 

 ※土日祝日の事故も本省・地方整備局等の緊急連絡先へ報告すること 
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１）安全対策等について 
 （１）下水道工事の安全対策について（注意喚起及び事故報告の徹底） 

下水道工事の安全対策については、これまでの全国下水道主管課長会議や下水道セ

ーフティネット等で事故の未然防止に努めていただくようお願いしている。 

平成 29 年度においては、死亡事故が例年に比べ多発していることを受け、平成 29

年 11 月 9 日付下水道部長通知において死亡事故多発に伴う非常事態を宣言し、現場

の隅々まで安全管理の徹底に努めて頂くようお願いした。 

令和元年度においては、工事の繁忙期となる年末以降に下水道工事に係る死亡事故

が立て続けに発生し、計７件もの死亡事故が発生した他、交通事故として、道路上に

おける下水道工事の作業帯内へ通行車両が突入する死亡事故も４件発生した。これら

を踏まえ、令和２年３月１３日付管理企画指導室長・事業マネジメント推進室長通知

において、工事関係者の安全意識向上を促すよう改めて注意喚起をお願いするととも

に、道路上の作業帯の設置について交通状況に応じた安全対策の実施に一層留意する

よう周知した。 

令和 2年度においては、4 月に 2 件、5 月に 1件と年度当初から死亡事故が頻発し

たことから、令和 2 年 6 月 24 日付下水道企画課長・下水道事業課長通知において、

はさまれ・巻き込まれ事故防止を重点対策項目として注意喚起のポスターを作成し、

再三の注意喚起を行った。 

令和 3年度においては、計 6件の死亡事故が発生し、その都度、死亡事故に関する

事故概要や再発防止策をとりまとめた事務連絡「下水道工事における安全対策の徹底

について」を全国に発出し、注意喚起を行った。 

 

〔留意事項〕 

 ○下水道事故情報データベースの公開について 

報告された事故原因や再発防止策は、事業主体において安全対策を検討するための

基礎資料として広く活用できるように、国土交通省下水道部 HP の「下水道セーフテ

ィネット」において事故データベースを掲載し事業主体に共有している。各自治体に

おかれては、これらの過去の事故データから得られる教訓を安全管理にフィードバッ

クし、安全対策を継続的に改善するようお願いする。 

下水道セーフティネット 

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000005.html 

○事務連絡「下水道工事における安全対策の徹底」について 

 死亡事故が発生した場合は、国土交通省から自治体への個別ヒアリング等を行い、

事故原因や再発防止策の確認を行った上で事務連絡を発出している。1 回目の事務連

絡は事故発生後 1 週間程度を目途に死亡事故の概要を、2 回目の事務連絡は事故発生

後 1 ヶ月程度を目途に事故原因や再発防止策を周知しており、死亡事故が発生した自

治体におかれては、速やかに詳細な情報を提供いただくようお願いする。 
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（２）既設管路内などにおける工事等の安全対策 

国土交通省においては、硫化水素ガスの発生や一酸化炭素中毒による事故等の再発

防止に向け、「下水道管渠内の作業における安全の確保について（平成14年3月13日

付け国都下管第７号）」により通知している。 

しかしながら、令和２年度においては、５月11日、山口県岩国市において、推進工

法による下水管路布設工事の写真撮影のため管内に進入した作業員等３名が救急搬送

され、うち１名が急性硫化水素中毒による肺水腫により死亡する事故が発生するとと

もに、10月20日には、茨城県土浦市において、下水道管渠内の汚泥除去作業中に、作

業員２名が硫化水素中毒と疑われる死因によりマンホール内で死亡する事故が発生し

た。 

このため、改めて、令和２年６月４日に下水道部下水道事業課事業マネジメント推

進室課長補佐名事務連絡「下水道工事における安全対策の徹底（その３）について

（令和２年５月11 日山口県岩国市発注の工事に伴う死亡事故）」を、また、令和２

年10月22日に下水道部企画課管理指導室課長補佐名事務連絡「下水道管渠内作業にお

ける安全の確保について」を発出している。 

各下水道管理者におかれては、「下水道管きょ内作業の安全管理に関する中間報告

書（平成14年4月）」等を参考に、安全対策について請負者への指導徹底をお願いす

る。 

 

（３）雨水が流入する管路内における工事等の安全対策 

平成 20 年 8 月 5 日、東京都雑司ヶ谷幹線工事（合流式下水道管の再構築工事）の

現場において、集中豪雨により急激に管渠内水位が上昇し、作業を実施していた 5 名

が流され死亡するという痛ましい事故が発生した。 

この事故を踏まえて国土交通省では、局地的な大雨に対し、雨水が流入する下水道

管渠内における工事等（調査、点検、清掃を含む）を安全に実施するために必要な対

応策について「局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き（案）」

（平成 20 年 10 月）をとりまとめている。 

しかしながら、平成 21 年 8 月 19 日に沖縄県那覇市ガーブ川（下水管路）で、大雨

に伴う急激な水位上昇により、施設の構造物の耐力度調査等に携わっていた作業員の

方が流され、4名が死亡するという事故が再び発生している。 

発注者においては、手引き等を参考にして、大雨に伴う急激な水位上昇が予想され

る下水道管路内で行う工事等について安全対策の徹底をお願いする。 

 

（４）圧力管渠における安全管理の徹底について 

近年、圧力管渠（特に露出部）における破損等により、未処理下水が公共用水域や

道路等に流出する事故が全国で数多く発生している。この状況を踏まえ、｢圧力管渠

（露出部）における緊急点検の実施及び圧力管渠における流出防止対策の実施状況の

報告について（依頼）｣（平成 29 年 12 月 15 日付事務連絡）により、圧力管渠の緊急

点検を依頼し、実施結果については、｢圧力管渠における緊急点検及び流出防止対策
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の実施状況について｣（平成 30 年 3 月 16 日付事務連絡）でとりまとめており、点検

において異常が確認された箇所について、早急に対策を完了させるよう依頼してい

る。 

各下水道管理者におかれては、圧力管渠における調査点検を今後も継続的に実施す

るとともに、圧力管渠が破損した場合における未処理下水の流出防止対策（圧力管渠

の二条化、仮設ポンプの備蓄等）についても対策を講じるようお願いする。 

 

（５）掘削・埋戻し作業における安全管理の徹底について 

令和 3年度には、土砂崩壊による人身事故が 8 件（うち死亡事故 1 件）発生してお

り、そのなかでも 1件は深さ 1.5m 以上において土留め支保工よる安全措置が講じら

れていなかった事故となっている。掘削・埋戻しの工事に際しては、確実に土留め支

保工の設置を行なって作業していただくようお願いする。 

 

２）工事事故報告について 

国土交通省では、更なる安全対策の取り組みを推進するために、下水道工事の特 

性を踏まえた分析、安全対策を検討していくこととしており、そのために必要な事故

データの蓄積を目的として、平成 30 年 4 月に「下水道工事事故報告要領」を改定し

ているので、本要領に定めた手順による報告の徹底をお願いする。また、報告の際に

は死亡事故を含めた全ての事故について、事故原因の分析を行い、具体的な再発防止

策までを確実に報告するようお願いする。 

なお、ガス事業者以外の者が行う建設工事等において、ガス管を損傷するなどの事

故が毎年発生していることを受け、経済産業省産業保安グループガス安全室より、令

和 4 年 3 月 4 日付通知「建設工事等におけるガス管損傷事故の防止について（協力依

頼）」において、ガス管損傷事故の未然防止を徹底するよう協力依頼があった。ガス

管を損傷する等の事故については、ガス漏れ等により重大事故につながる恐れがある

ため、引き続き、全てのガス管損傷事故について、「下水道工事事故報告要領」にお

ける所定の様式により国土交通省へ速やかに報告するようお願いする。 
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（参考）令和３年度の工事事故発生状況について 

○令和３年度に国土交通省へ報告のあった事故者数              （参考） 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

 

R２ 

年度 

死亡 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 6 7 

重傷 7 4 5 1 4 11 3 4 8 6 6 2 61 83 

軽傷 1 1 0 0 2 2 3 4 2 3 2 2 22 26 

合計 8 5 6 1 7 13 7 9 10 11 8 4 89 116 

 

 

 

               

 

 

①墜落・転落

8件
7%

②はさまれ

巻き込まれ

32件
27%

③飛来・落下

3件
2%

④切れ・こすれ

4件
3%

⑤転倒

12件
10%

⑥激突

2件
1%

⑦土砂崩落

8件
7%

⑧交通事故

3件
2%

⑫-1公衆災害

（人身）

7件
6%

⑫-2公衆災害

（物損）

31件
26%

⑬作業車両の横転

2件
2%

⑭その他

7件
6%

発生要因別事故件数 

うち死亡事故２件 

うち死亡事故１件 

うち死亡事故１件 

うち死亡事故 1 件 

⑨おぼれ 

1 件 

1％ 

うち死亡事故１件 
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○ 死亡事故について 

「墜落・転落による死亡事故」 

・ 汚水ポンプ設備の増設工事において、ポンプ棟地下２階の床搬出口で部材の

搬出作業を終えて、二次下請け作業員 2 名で蓋を閉める作業をしていたとこ

ろ、蓋を閉める際の声掛けが合わず、作業員のうち１名がバランスを崩して、

床搬出口から 10.2ｍ下の地下３階に墜落して死亡した。 

「はさまれ・巻き込まれによる死亡事故」 

・ 開削工法による雨水管路の布設工事において、敷鉄板をクレーン機能付きバ

ックホウで片付けていたところ、オペレーターが架空線に気をとられたため吊

っていた敷鉄板が地面に接触し吊り金具が外れ、敷鉄板が近くで別の作業をし

ていた作業員に直撃し、作業員が死亡した。 

・ 雨水ポンプ設備の新設工事において、作業員がポンプ室で翌日の作業として

いたバルブ（φ1500、L=0.5m、質量約 2t）取付作業に伴い、コンクリート架台

にベルトで仮固定していたバルブのフランジ面を先行して清掃するため、固定

ベルトを外したところ、当該バルブが作業員側に転倒し、下敷きとなり死亡し

た。 

「土砂崩壊による死亡事故」 

・ 開削工法による下水管路の布設工事（夜間施工）において、深さ約 2.5m の

掘削穴の埋め戻し作業中に、管頂部まで（約 2.1m の深さまで）埋め戻した状

態で、土留め矢板を引き抜いた後、埋め戻し土を敷き均すために作業員が掘削

穴へ下りた際に、側面の土砂が崩落し、その作業員が生き埋めとなり、意識不

明により救急搬送されたが、死亡した。 

「おぼれによる死亡事故」 

・ 水管橋上部工耐震補強工事において、作業員３名が橋脚部で吊足場の組立作

業を行なっていたところ、組立中の防護柵の下さんに片足を掛けたことによ

令和 3 年度の月毎の事故者数（※民間発注工事など除く） 

 

177



  

 

り、組立中の防護柵が川側に倒れ、作業員 2 名が 5.5m 下の川に墜落し、その

うち作業員１名が死亡した。 

「作業車両の横転による死亡事故」 

・ 汚水幹線建設工事に付帯する既設排水路の嵩上工事において、県道歩道内か

らクレーン機能付きバックホウにてコンクリートホッパーを吊り込み、打設作

業をしていたところ、バックホウが県道下へ横転し、運転していた作業員が投

げ出され、バックホウの屋根と擁壁に挟まれて心肺停止となり、救急搬送され

たが、死亡した。 

 

 

○ その他の事故について 

管渠工事に関しては、仮置資材の転倒・転がり防止不全、立坑・人孔等の高所作業

における墜落・転落事故、重機との接触などヒューマンエラーを起因とする事故など

が発生している。また、段差箇所や開口部の明示不足による第三者の転倒、ガス管の

損傷等の公衆災害も昨年度に引き続き多く報告された。 
 ポンプ場・処理場工事に関しては、一般建築に比べ階高が高く開口部が多いことか

ら、墜落制止用器具（安全帯）を適切に使用していないことによる転落事故など、下

水道工事に特有の事故が発生している。 

 

【通知文書等】 

過去に発出している通知等は以下に掲載しているので、参考にされたい。 

 下水道セーフティネット 

     http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000005.html 
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流域管理官 
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流 域 管 理 官 

（総  括） 
 

（１）浸水対策の推進について 

１）下水道による浸水対策の推進について 

２）内水ハザードマップの作成促進について 

３）樋門等操作規則の策定促進について 

４）法改正フォローアップ調査結果について 

５）水位周知下水道の導入促進について  

６）下水道による浸水対策に関する事業制度 

７）河川やまちづくりとの連携について 

８）気候変動を踏まえた都市浸水対策に関する検討会等について 

９）下水道による内水浸水対策に関するガイドライン類改訂検討委員会について 

               

（２）雨天時浸入水対策の推進について 

１）雨天時浸入水対策ガイドラインについて 

２）雨天時浸入水対策計画の策定等について 

 

（３）きめ細やかな水環境管理の推進について 

１）四次元流総の推進について 

２）高度処理の推進について 

３）下水放流水に含まれる栄養塩類の能動的管理の推進について 

４）海の再生について 

５）下水処理場における水質とエネルギー最適管理について 

 

（４）水質リスク低減に向けた取組の推進について 

 １）雨天時水質管理の推進 

２）環境省における環境基準改定 

３）環境省における排水基準改定に向けた動き 

４）環境省における水質総量削減について 

５）特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化

管法）に関する取り組みについて 

６）マイクロプラスチックに関する動向 
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（５）雨水・再生水利用等の推進について 

１）再生水利用の促進について 

２）適正な再生水利用の徹底について                

３）雨水の利用の推進に関する法律について             

４）再生水国際標準化の動きについて                

 

（６）流域別下水道整備総合計画の協議の見直しについて 

１）背景 

２）下水道法の改正概要 

３）流総計画策定に関する河川関係検討の手引きの改訂 

４）今後のスケジュール 

 

○企画課の項にて紹介 

下水道を核とした市民科学育成プロジェクト 

下水中の新型コロナウイルスの調査             
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（１）浸水対策の推進について 

１）下水道による浸水対策の推進について 

下水道による浸水対策については、人（受け手）主体の目標設定、地区と期間を限定し

た整備（選択と集中）、ソフト対策・自助の促進による浸水被害の最小化という、浸水対策

における基本的考え方に基づき、ハード・ソフトを組み合わせた総合的な対策を推進して

いる。 

 

この基本的な考え方は、都市機能が集積し、一定規模以上の浸水被害実績を有する地区

や浸水シミュレーション等により一定規模以上の浸水被害が想定される地区などにおいて

は、下水道浸水被害軽減総合事業制度により広く展開・活用されている。 

 

一方で、下水道浸水被害軽減総合事業が適用されず、通常の下水道事業を行う地域にお

いては、従来型の事業の連続性等の観点から、基本的考え方が広く活用・展開される状況

に至っていない。 

 

このため、国土交通省では、市街地の全域等を対象として、降雨の規模、土地の浸水の

しやすさ、脆弱性を総合的に考慮して浸水リスクを評価した上で、緊急的・重点的に対策

を実施すべき区域（どこを）、目標とする整備水準（どの程度）、段階的な整備方針（いつ

までに）等を定める雨水管理総合計画の策定を推進している。 

  

 気候変動を踏まえた都市浸水対策に関する検討会からの提言（令和３年４月改訂）にお

いても、「計画的に事前防災を進めるため、気候変動の影響を踏まえた下水道による都市浸

水対策に係る計画雨水量の設定手法として、現在のハード整備に用いる計画降雨に、降雨

量変化倍率を乗じて設定する手法を用いること」とされており、「気候変動の影響を踏まえ

た雨水管理総合計画の策定等の推進について」（令和３年７月 15 日、国水下流第６号）に

基づき、雨水管理総合計画の策定・見直しを通じて、気候変動を踏まえた計画に見直すよ

う検討をお願いする。 

 

また、令和３年の下水道法改正により、事業計画の記載事項に計画降雨を追加されてい

るため、過去の浸水被害のみならず気候変動による将来の降雨量の増加などを考慮し、地

域ごとの浸水リスクを踏まえた計画降雨を事業計画に定め、これに対応する浸水対策を事

前防災の考え方に基づき計画的に推進して頂くようお願いする。 

 

 浸水リスクの評価については、周辺地域に住宅等がある下水道について、想定最大規模

降雨による内水ハザードマップの早期作成・公表や計画降雨を含む複数外力による多層的

なリスク評価結果の公表をお願いする。 

 

また、内水ハザードマップ等を活用し、住民等へ浸水リスクを周知することで、自助・

共助による減災対策および適切な水防活動や避難行動等を促進するとともに、雨水管理総

合計画等で定めた浸水対策を実施すべき区域においては、ハード・ソフトを組み合わせた

総合的な浸水対策を、予算制度等を活用しながら重点的に実施して頂きたい。 
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２）内水ハザードマップの作成促進について 

①内水ハザードマップ作成及び公表の推進 

国土交通省では、内水による浸水情報と避難方法等に係る情報を、住民にわかりやすく

事前に提供するため、内水ハザードマップの作成・活用を推進している。 

平成 27 年の水防法改正では、地下街等がある地区など、雨水出水により相当な損害を生

ずるおそれがあるものとして水位周知下水道を指定した地区については、想定最大規模降

雨による雨水出水浸水想定区域を指定し、想定最大規模降雨による内水ハザードマップを

公表することとなっている。 

さらに、近年、地下街等がある地区以外でも、雨水出水による浸水被害が頻発している

ことから、令和 3 年の水防法改正により、水位周知下水道を指定しない場合であっても、

周辺地域に住宅等がある下水道について、想定最大規模降雨による雨水出水浸水想定区域

を指定し、内水ハザードマップを公表することとされた。 

このため、当該下水道について、「内水浸水想定区域図作成マニュアル（案）」（令和3年

7月）を参考に、想定最大規模降雨による雨水出水浸水想定区域図を作成していただくと

ともに、これをベースとして、「水害ハザードマップ作成の手引き」（平成28年4月）を参

考に、防災部局等と連携して、想定最大規模降雨による内水ハザードマップの作成・公表

及び水害に係る防災訓練等の実施に積極的に取り組んでいただきたい。既に作成済みの市

区町村においても、防災訓練や防災教育での活用など、継続的に住民の理解を促進すると

ともに、水防法改正を踏まえ、適切に内水ハザードマップを見直すようお願いする。 

また、防災部局や都市計画部局等との連携によるリスク低減策（事前防災）を進めるた

め、計画降雨を含む複数外力による多層的なリスク評価結果の公表をお願いする。 

 

②内水ハザードマップの必要性 

内水ハザードマップのベースとなる内水浸水想定区域図は、地域の既往最大級の降雨や

他地域での大規模な降雨、水防法に基づく想定最大規模降雨等の下水道の雨水排水能力を

上回る降雨が生じた際に、下水道の能力不足や河川の水位上昇に伴い当該雨水を排水でき

ない場合に浸水の発生が想定される区域や、実際に浸水が発生した区域である。 
内水浸水想定区域図は洪水浸水想定区域図と比較し、浸水範囲や浸水深は相対的に小さ

い傾向にあるが、内水浸水は洪水浸水想定区域から離れた場所でも発生する場合があるこ

と、発生頻度が相対的に高く洪水が発生しなくても内水浸水は発生する場合があることか

ら、洪水ハザードマップだけでは内水浸水のリスク情報を十分提供されているとはいえな

い。 
また、気候変動の影響により、短時間高強度の豪雨が増加する傾向にあり、これまで内

水浸水が発生していない地区においても、今後、浸水被害が発生する可能性がある。 

さらに、水害リスクは市民生活や企業活動に密接な係わりがあり、流域治水の観点から

も洪水ハザードマップや内水ハザードマップ等による水害リスク情報は、住民や企業等が

行う止水板等による減災対策、住宅建築時に高床式や盤上げをするなど住まい方の工夫、

水平避難の際の避難ルートの選択など、水害リスクを最小化するための取組みの参考とな

ることから、水害リスク情報の提供が望まれている。なお、宅地建物取引業法施行規則の

一部を改正する命令（令和 2 年 7 月 17 日公布、同年 8 月 28 日施行）においても、不動産

183



取引時に、宅地建物取引業者が重要事項説明として、水防法に基づくハザードマップを用

いて取引対象物件の所在地について説明することが義務づけられている。 
 

③内水ハザードマップ作成に係る支援 

 令和 3 年の水防法改正により、雨水出水浸水想定区域の指定及び内水ハザードマップの

作成対象が下水道による浸水対策を実施する全ての地方公共団体に拡大されたところであ

る。内水ハザードマップのベースとなる雨水出水浸水想定区域図の作成は、原則浸水シミ

ュレーションによることとしているが、その検討については令和 4 年度より「内水浸水リ

スクマネジメント推進事業」として交付金の基幹事業として支援できる。また、内水ハザ

ードマップについても同事業で支援が可能であるため、積極的に活用されたい。 
 
④排水先の河川水位 

内水浸水想定区域図の作成においては、下水道の能力不足だけでなく、放流先河川等の

水位上昇によって雨水を排水できないことによって発生する浸水現象等を対象とすること

から、放流先河川等の水位の経時変化を設定する必要がある。 
排水先の河川の条件（ピーク水位の設定や水位波形、内水・外水の水位波形の重ね合わ

せ方など）については、改訂した「内水浸水想定区域図作成マニュアル（案）」を参考に対

象降雨に応じて適切に設定されたい。 
なお、放流先河川等の水位が、下水道の排水に影響が出る程度まで上昇する、下水道の

排水に影響しない程度までしか上昇しない、時間の経過に伴い水位が変動する、河川の水

位上昇により樋門等の閉鎖や排水ポンプ場の運転調整の措置が取られる、など複数のシナ

リオを設定することが望ましい。 
 

⑤ハザードマップポータルサイトへの登録について 

国土交通省では、平成 19 年より全国の各種ハザードマップを一元的に検索・閲覧が可能

なポータルサイトを運営している。内水ハザードマップを作成・公表した際やホームペー

ジの更新等により URL が変更となった場合には、速やかにハザードマップポータルサイト

への登録申請を行っていただきたい。 

 

 

３）樋門等操作規則の策定促進について 

 令和 3年の下水道法改正により、河川等からの逆流を防止するために設けられた操作を

伴う樋門等について、その操作を安全かつ確実に実施し、浸水被害の発生を防止するた

め、操作規則の策定が義務付けされた。 

 操作規則の策定にあたっては、令和 3年 7月 15 日付「下水道施設の樋門等の操作規則

の作成指針について」を参考にしていただき、令和 4年度の出水期までに操作規則の策定

を行っていただきたい。 
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４）法改正フォローアップ調査結果について 

令和 3 年の水防法、下水道法の改正事項である最大クラスの内水に対応した浸水想定区

域図作成状況（参考として内水ハザードマップ作成状況）、樋門等操作規則の策定状況に

ついて令和 3 年 11 月末時点の調査結果を以下に示す。また、都道府県別の策定状況につ

いても示すので、都道府県におかれては引き続き管内地方公共団体への指導をお願いす

る。 

 

①最大クラスの内水に対応した浸水想定区域図作成団体数 

 対象団体数：約 1,000 団体（1,060 団体） 

 最大クラスの内水に対応した浸水想定区域図作成団体数：81 団体 

 既往最大降雨等の内水に対応した浸水想定区域図作成団体数：402 団体 

 

   

    浸水想定区域図作成状況    （参考）内水ハザードマップ作成状況 

※既往最大降雨等作成済にはシミュレーション以外にも浸水実績図等による公表も含まれる。 

※内水 HM 対象市町村数は 1,073 市町村、既往最大降雨等に対して作成済は 428 市町村、想定最大規模 

降雨に対して作成済は 75 市町村 （市町村には区部も含まれる） 

 

【都道府県別】最大クラスの内水に対応した浸水想定区域図作成率（R3.11 末時点） 
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②樋門等操作規則策定箇所数 

 樋門等操作規則の策定対象数：2,733 箇所 

 樋門等操作規則策定済の箇所数：1,679 箇所 

 上記のうち既に R3.7 の作成指針（通知）に則した操作規則策定箇所数：482 箇所 

 

 

樋門等操作規則策定状況 

 

【都道府県別】樋門等操作規則策定率（R3.11 末時点） 
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５）水位周知下水道の導入促進について 

【制度概要】 

・想定し得る最大規模の内水に対する避難体制等の充実・強化のため、水位を周知する

下水道を指定し、内水による災害の発生を特に警戒すべき水位である内水氾濫危険水

位を設定して、その水位に達した場合は、内水氾濫危険情報を関係者に通知・周知する

制度。 

・水位周知下水道を指定した下水道が存在する地区では、その地区における想定最大規

模降雨に対応した内水浸水想定区域図を公表し、ハザードマップの作成やそれに基づ

く訓練等を実施する必要がある。 

 

【令和４年３月末現在の指定状況】 

・令和２年度に福岡県福岡市、広島県広島市、令和３年度に神奈川県川崎市において水

位周知下水道の指定がなされている。 
 

【制度活用のポイント】 

・地下街等を有する都市については、地下街管理者と制度の内容や実際の運用方法につ

いて意見交換を行い、引き続き検討を進めていただきたい。 

・また、水位情報の発信にあたっては、降雨情報等、水位以外の情報を十分に活用しつ

つ、水防活動や避難の判断に資する情報となるよう、各地方公共団体の実情に応じてご

検討いただきたい。 

・地下街等が存在しない都市においても、近年甚大な浸水被害が発生した地区を有する

都市においては、ソフト対策の強化を目的として、水位の情報を活用したリスク情報の

発信に積極的に取り組んでいただきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水位周知下水道のイメージ（発災時） 
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６）下水道による浸水対策に関する事業制度 

下水道による浸水対策を支援するため、以下に示すような各種制度を準備しているので、

各制度の内容・趣旨をご理解いただき、下水道による効率的な浸水対策の実施のために、

積極的に活用されるようお願いする。また、令和 4年度より、「内水浸水リスクマネジメン

ト推進事業」として、浸水シミュレーション等による内水浸水想定区域図等の策定や住民

避難のための情報・基盤整備、雨水管理総合計画の策定等について支援が可能であるため、

積極的に活用されたい。 
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【下水道による都市浸水対策の達成状況】 

令和 3 年 3 月末現在で、人口・資産が集中する地域や近年甚大な被害が発生した地域等

において、概ね 5 年に 1 回程度発生する規模の降雨に対して下水道の整備が完了した面積

の割合は約 60％となっている。 

 

 

■都道府県、政令市別の都市浸水対策達成率（令和 3 年 3 月 31 日現在） 
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７）河川やまちづくりとの連携について 

①「100mm/h 安心プラン」の策定促進について 

 平成 25 年度より要綱を定め、地方公共団体からの申請に基づき、令和 4 年 3 月末時点で

21 都市 24 計画を登録した。登録された地区は、下水道浸水被害軽減総合事業下水道浸水

被害軽減型の対象地区となる。 

「100mm/h 安心プラン」の策定にあたっては、施設の計画を超える局地的な大雨等に対

して、河川部局等の関係機関や住民等と協議し、計画を策定していただきたい。円滑な登

録手続きを進めるためにも、関係機関と事前協議を行った上で登録申請がされるよう調整

されたい。 

また、気象、地形、土地利用等の違いにより都市をとりまく状況は様々であることから、

登録の視点は都市によって異なる。都道府県におかれては、市町村の計画策定を支援して

いただくとともに、その計画内容などについての不明点などがある場合には、地方整備局

等を通じてご相談されたい。 
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② 特定都市河川浸水被害対策法による浸水対策の推進 

これまで鶴見川、新川、寝屋川、巴川、境川（愛知県）、猿渡川、境川（東京都、神奈川

県）、引地川の８河川が特定都市河川浸水被害対策法（以下「特定都市河川法」という。）

の指定を受け、総合的な浸水対策が進められてきたところであるが、令和 3 年の特定都市

河川法改正により、特定都市河川の指定対象河川の要件拡大や、流域水害対策計画の記載

内容の充実などが盛り込まれ、より多くの地域において総合的な浸水対策が可能となった

ため、指定要件に該当する場合には河川部局と連携し特定都市河川法に基づき流域一体と

なった総合的な浸水対策に積極的に取り組まれるようお願いする。 

なお、河川との連携事業については、事業間連携下水道事業により支援しているところ

であるため、積極的に活用されたい。 

 指定を受けた特定都市河川では、あらかじめ国土交通大臣の同意を得て、流域水害対策

計画を策定することとされている。特定都市河川及び特定都市河川流域の指定や流域水害

対策計画の策定状況は以下の通りであり、令和 3年 12 月には奈良県大和川水系大和川等に

おいて、法改正後初となる特定都市河川の指定がなされ、流域水害対策計画を策定中であ

る。 

 

 

 

【参考】流域水害対策計画の策定状況（令和 4年 3月末時点） 

     （着色箇所は令和 3年特定都市河川法改正後に指定された河川） 

 
  

河川名
※ 関　係　機　関

特定都市河川及び特定
都市河川流域の指定
（下段：施行日）

流域水害対策計画
の策定

鶴見川 国土交通省関東地方整備局、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、町田市、稲城市
平成17年4月1日

（同上）
平成19年3月14日

新川
愛知県、名古屋市、一宮市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、岩倉市、
清須市、北名古屋市、あま市、豊山町、大口町、扶桑町、大治町

平成17年5月31日
（平成18年1月1日）

平成19年10月30日
（平成26年10月17日一部変更）

寝屋川
大阪府、大阪市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市、柏原市、門真市、
東大阪市、四条畷市、交野市、藤井寺市

平成18年1月13日
（平成18年7月1日）

平成18年2月15日
（平成26年8月5日変更）

巴川 静岡県、静岡市
平成21年2月6日
（平成21年4月1日）

平成22年3月26日
（令和3年7月変更）

境川
愛知県、名古屋市、刈谷市、豊田氏、安城市、東海氏、大府市、知多市、豊明市、
日進市、みよし市、東郷町、東浦町

平成23年7月1日
（平成24年4月1日）

平成26年3月25日
（平成30年10月5日一部変更）

猿渡川 愛知県、刈谷市、豊田氏、安城市、知多市
平成23年7月1日
（平成24年4月1日）

平成26年3月25日
（平成30年10月5日一部変更）

境川 東京都、神奈川県、横浜市、町田市、相模原市、大和市、藤沢市、鎌倉市
平成26年2月14日
（平成26年6月1日）

策定中

引地川 神奈川県、大和市、座間市、海老名市、藤沢市、茅ヶ崎市、綾瀬市
平成26年2月14日
（平成26年6月1日）

平成27年6月5日

大和川
国土交通省近畿地方整備局、奈良県、奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、
桜井市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、
川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王子町、広陵町、河合町、大淀町

令和3年12月24日
（同上）

策定中

※当該河川に流入する支川の一部を含む。
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③ 予備ポンプや移動式ポンプ等を活用した効果的な内水排除の推進について 

平成 30 年 12 月 13 日に社会資本整備審議会より答申された「大規模広域豪雨を踏まえた

水災害対策のあり方について」において、緊急的に実施する対策の一つとして、社会経済

被害を最小化し、中心市街地や重要拠点等の機能確保を図るため、「排水先の河川の水位が

低く、水位予測によっても河川の水位上昇が見込まれない場合などは、予備ポンプや移動

式ポンプ等を活用して効果的な内水排除を推進すること」が示されている。 

答申を踏まえ、河川管理者及び下水道管理者は、社会経済被害の最小化に向け相互に連

携し、「出水時における排水ポンプ場の運転調整について」（平成 13 年 6 月 27 日 国河治

第五二号）「出水時における排水ポンプ場の運転調整等について」（平成 13 年 6 月 27 日 国

都下流第一六号）に基づく運転調整ルールの設定を前提として、予備ポンプや移動式ポン

プ等を活用した効果的な内水排除に向けた運転ルールを適切に定められたい。 

 
 
④ 浸水被害対策区域制度（官民連携した浸水対策） 

【制度概要】 

・財政状況の逼迫、地下空間の輻輳等により、下水道管理者のみでは追加的整備を行う

ことが困難な場合に、民間施設の地下空間を活用するなど、民間の協力を得て、浸水対

策を実施する区域を指定する制度。 

・下水道法に規定する「浸水被害対策区域」や都市再生特別措置法に規定する立地適正

化計画に定められた「都市機能誘導区域」では、管理協定を締結することで下水道管理

者が民間設置の雨水貯留施設の管理を行えるなど、官民連携した浸水対策を実施。 

・令和 3年の下水道法改正により「雨水貯留浸透施設整備に係る計画認定制度」を創設。 

 

【令和４年３月末現在の指定状況】 

・これまでに神奈川県横浜市及び藤沢市において浸水被害対策区域を指定。 

 

【制度活用のポイント】 

・浸水被害対策区域等を活用した民間事業者等と連携した効率的な浸水対策の実施によ

り、都市部における浸水に対する安全度の早期向上を図られたい（平成 29 年 3 月 31 日

付国水下流第 43 号「官民連携による効率的な浸水対策の推進について」参照）。 

・浸水被害対策区域内において、公共下水道管理者等の認定を受けた民間の雨水貯留浸

透施設の整備に対しては、官民連携浸水対策下水道事業において整備費用の一部を下

水道管理者が負担する場合、国が民間事業者等を重点的に支援する制度もあるため、

これらの制度の活用も考慮して積極的に検討されたい。なお、認定施設については、

固定資産税に関する特例措置が適用されることとなるため、あわせて活用されたい。 

・浸水被害対策区域制度の活用にあたっては「官民連携した浸水対策の手引き（案）」（令

和 3年 11 月）を参考とされたい。 

 
 
 
 
 
 

192



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

193



８）気候変動を踏まえた都市浸水対策に関する検討会等について 

① 気候変動を踏まえた都市浸水対策に関する検討会 

【概要】 

気候変動による降雨量の増加を反映した外力の設定方法等について検討するため、令和

元年１２月に、学識者等で構成する検討会を設置し、令和２年６月に提言をとりまとめ（令

和３年４月一部改訂）。 
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② 気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会について 
【概要】 

国土交通省は、社会資本整備審議会に対し、気候変動を踏まえた水災害対策のあり方に

ついて令和元年１０月に諮問。これを受け、令和元年１１月に同審議会河川分科会に気候

変動を踏まえた水災害対策検討小委員会を設置。その後、計５回の小委員会を開催し、令

和２年７月に答申がとりまとめられた。本答申では、近年の水災害による甚大な被害を受

け、これまでの「水防災意識社会」を再構築する取組をさらに一歩進めて、社会のあらゆ

る関係者が、意識・行動に防災・減災を考慮することが当たり前となる、防災・減災が主

流となる社会の形成を目指し、流域の全員が協働して流域全体で行う持続可能な治水対策

（流域治水）への転換が提案されている。 

 

■新たな水災害対策の具体策(下水道関連の主要施策) 

気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について 答申（令和２年７月） 

 

１．計画・基準類の見直し 

・気候変動による降雨量の増加を考慮した計画雨水量へ見直し 

 

２．「流域治水」への転換 

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 

・河川事業との連携及び地下空間を活用した大規模な雨水貯留施設等の整備、個人・民

間の雨水貯留浸透施設の活用や整備 

・耐水化に係る技術的な基準を設定し、計画的に対策を推進 

②被害対象を減少させるための対策 

・重点的に整備を行う必要があると位置づけられた地区等における施設の新規整備や老

朽化施設の適切な機能確保、樋門等の操作性の向上等による効果的な浸水被害の軽減 

③被害の軽減・早期復旧・復興のための対策 

・想定最大規模の内水浸水想定区域の早期指定及び指定対象外の下水道に係るハザード 

情報の公表 

・多段的な浸水ハザード情報の作成・周知 

・BCP の策定の推進  

・関係者が連携し、既存の排水施設を活用した氾濫水の排水により浸水の早期解消を推 

 進 
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③流域治水プロジェクト 
国、都道府県、市町村等、流域のあらゆる関係者が協働して行う「流域治水」の全体像

を分かりやすく示すため、水系ごとに下水道を含む対策をまとめたもの。 

本プロジェクトは、①様々な対策とその実施主体の見える化、②対策のロードマップの

明示、③協議会によるあらゆる関係者と協働する体制の構築がポイント。 

全国 109 の一級水系、１２の二級水系で策定・公表し、ハード・ソフト一体となった事

前防災対策を一層加速化。 
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９）下水道による内水浸水対策に関するガイドライン類改訂検討委員会につ

いて 

【概要】 

 「気候変動を踏まえた都市浸水対策に関する検討会」の提言等を踏まえ、気候変動を踏

まえた内水浸水対策の推進や内水浸水想定区域図の作成促進のための手法等を検討し、ガ

イドライン類を改訂するため、令和２年 12 月に、学識者等で構成する検討委員会を設置。 

 

【設置趣旨】 
 都市化の進展等に伴う浸透面積の減少により、雨水の流出量が増え、下水道にかかる負

担が増加していることに加え、気候変動の影響等により、大雨等が頻発し、内水氾濫が発

生するリスクが増大している。 

 国土交通省では、これまでに、「雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）」など、下水

道による都市浸水対策に関する７つのガイドライン類を策定し、浸水被害の軽減に取り組

む地方公共団体への技術的支援を行ってきたが、ガイドライン類策定後も、平成３０年７

月豪雨、令和元年東日本台風、令和２年７月豪雨等において、河川の氾濫等による被災と

ともに、内水氾濫による浸水被害が発生したところである。 

 このような状況の中、今年度、下水道による内水浸水対策の推進・強化について、「気候

変動を踏まえた都市浸水対策に関する検討会」提言及び「下水道政策研究委員会 制度小

委員会」報告がとりまとめられており、当該提言等の内容を踏まえて、まずは、『気候変動

の影響を反映した計画への見直し』『内水浸水想定区域図作成・公表・周知の加速化』に向

け、ガイドライン類について必要な見直しを行う必要がある。 

本検討委員会は、提言等を踏まえ、気候変動を踏まえた計画雨水量の設定及び内水浸水

対策の推進、内水浸水想定区域図の作成促進のための手法等について検討し、下水道によ

る内水浸水対策に関するガイドライン類を改訂することを目的として設置するものである。 
 

【スケジュール】 

第１回検討会 R2.12.7 下水道による内水浸水対策に関するガイドライン類改訂にお

ける課題と方向性等 

第２回検討会 R3.3.26 ガイドライン改訂骨子等 

第３回検討会 R3.6.8 ガイドライン類の改訂（案） 

第４回検討会 R3.10.4 ガイドライン類の改訂（案） 

 

【ガイドライン類の改訂】 

 雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）：令和３年７月、11 月改訂 

 内水浸水想定区域図作成マニュアル（案）：令和３年７月改訂 

 官民連携した浸水対策の手引き（案）：令和３年 11 月改訂 

 下水道浸水被害軽減総合計画策定マニュアル（案）：令和３年 11 月改訂 
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（２）雨天時浸入水対策の推進について 

１）雨天時浸入水対策ガイドラインについて 

分流式下水道を採用している都市において、施設の老朽化の進行や地震等の被災、高強

度降雨の増加等に伴い、降雨時に下水の流量が増加し、汚水管等からの溢水や宅内への逆

流等が発生している。このため、雨天時浸入水は、下水道を管理する地方公共団体にとっ

て解決すべき課題であると認識されているものの、必ずしも十分な対策がとられていると

は言えない状況である。 

このような状況に速やかに対処するため、国土交通省は分流式下水道における雨天時浸

入水に起因する事象に対し、効果的かつ効率的な対策及びその計画を立案するための基本

的な考え方等を定めた「雨天時浸入水対策ガイドライン（案）」（以下「本ガイドライン」

という。）を令和２年１月に策定した。 

計画降雨以下の降雨に対して雨天時浸入水に起因する事象が発生する地方公共団体は、

下記の事項に十分留意して、本ガイドラインを参考に、雨天時浸入水に起因する事象の発

生を防止することを目的として、地域の実情や施設の状況等を踏まえ、発生源対策や運転

管理及びこれらを踏まえた施設対策等を定めた「雨天時浸入水対策計画」を速やかに策定

し、必要に応じ、この計画の内容を下水道法に基づく事業計画に反映することにより、効

果的かつ効率的な雨天時浸入水対策の実施を図られたい。 

 

記 

 

① 雨天時浸入水に起因する事象について 

分流式下水道の処理区において汚水系統の管路施設やポンプ施設、処理施設等において

発生する以下の３つの事象を、雨天時浸入水に起因する事象（以下「事象」という。）とし

た。 

（事象１）処理場外にある汚水管のマンホール等からの溢水や宅内への逆流 

雨天時浸入水により管きょやポンプ施設等の流下能力等が不足し、増水した下水がマ

ンホール等から溢水、または宅内へ逆流した下水がトイレや宅内ます等から溢水する

こと 

（事象２）処理場外にある汚水管等から雨天時に増水した下水が公共用水域に流出 

雨天時浸入水により管きょやポンプ施設等の流下能力等が不足することが想定される

箇所において、マンホール等からの溢水対策として設置した管きょから、下水が公共用

水域へ流出すること 

（事象３）処理場に流入する下水の一部を二次処理せず放流または流出 

雨天時浸入水の増大により処理場の処理能力が不足し、一部の下水を二次処理せずに

放流または流出すること 

 

② 段階的な対策について 

 雨天時浸入水対策を実施する地方公共団体は、事象の発生を防止するための対策につい

て、雨天時浸入水対策計画の計画期間における全ての対策について検討するとともに、対

策完了まで長期間を要する場合には、地域の実情及び放流先の水環境等を踏まえ、段階的

な目標を設定し、時間軸を有した対策を講じられたい。 
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 具体的には消毒等の応急対策や、未利用地を活用し一時貯留するなどの暫定対策などを

含めて、早期に効果発現が図られるよう対策を行うことが望ましい。 

 

③流域下水道について 

 流域下水道における雨天時浸入水対策は、流域下水道管理者と流域関連公共下水道管理

者が相互に連携することが重要である。地形的な要因等により、雨天時浸入水の流入が多

い地区と、事象が発生しやすい地区の下水道管理者が異なることも考えられるが、事象が

発生した実績のある処理区は、その処理区全体の課題として、当該流域下水道に関係する

すべての下水道管理者が雨天時浸入水対策に協力し、推進体制を構築することが重要であ

る。 

 

④モニタリング等について 

 雨天時浸入水対策が完了するまでの間に、計画降雨以下で事象が発生した場合、また

は、対策が完了した後に計画降雨を超過し事象が発生した場合などにおいて、継続的に事

象の発生状況を詳細に記録し、関係者への情報提供を行われたい。 

 また、雨天時浸入水対策の実施状況を踏まえて対策効果を把握し、必要に応じて雨天時

浸入水対策計画を見直し、より効果的かつ効率的な対策を実施されたい。 

 

（参考） 

雨天時浸入水対策ガイドライン（案）（令和２年１月） 

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000639.html 
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２）雨天時浸入水対策計画の策定等について 

①雨天時浸入水対策計画策定等に係る事前協議の手続きについて 

雨天時浸入水対策計画の策定時または変更時の事前協議（以下「事前協議」という。）

については、当面の間、本省担当官と直接協議し、確認を受けることとする。ただし、本

省担当官が認めた場合は書類等の郵送及び電話・電子メール等による協議も可能とする。

なお、本省担当官は地方整備局等担当官と必要な調整を行うこととする。 

 

（参考）本省担当窓口 

 下水道部流域管理官付水害対策係長 ℡03-5253-8111（内線 34314） 

 

 

②事前協議に際し必要な書類等について 

１）雨天時浸入水対策計画 

雨天時浸入水対策計画は、令和2年2月28日付「雨天時浸入水対策計画策定に係る手続

き等について」の事務連絡のとおり作成することを標準とする。なお、雨天時浸入地下

水量の設定に際し、目標とする浸入率が、雨天時浸入水対策ガイドラインの第３章第２

節（（参考）浸入を最少限度とする措置が講ぜられた場合の浸入率について）に示す値

を超えて設定する場合は、別途、説明資料を添付することとする。 

 

２）下水道計画一般図 

  「下水道法に基づく事業計画の運用について（平成27年11月19日付け国水下事第80

号）」において定める下水道計画一般図（雨天時浸入水対策計画で対象とする区域の境

界線を記載すること、内容が把握できる範囲においてＡ４あるいはＡ３版等に縮小する

ことも可とする。）とする。 

 

③ 雨天時浸入水対策に係る国の財政的支援について 

 雨天時浸入水対策計画の策定において、計画的な改築事業の実施に必要な下水道施設

（処理場・ポンプ場，管きょ等）の浸入水に係る点検、調査その他の施設計画の検討につ

いては、社会資本整備総合交付金等による支援が可能であるので活用されたい。 

また、施設対策においては、従来の交付対象に該当する主要な管渠やこれを補完するポ

ンプ施設等に係る対策であれば、交付対象になりうることに留意されたい。例えば、計画

汚水量（雨天時浸入地下水量を含めない汚水量）に基づき定めた管渠が主要な管渠に該当

する場合、雨天時計画汚水量に対する排水能力の不足が確認されれば、布設替えなど排水

能力を増強する対策等は交付対象となるが、計画汚水量（雨天時浸入地下水量を含めない

汚水量）に基づき定めた管渠が主要な管渠に該当しない場合は、当該管渠の施設対策は交

付対象とはならない。 

 

④ 雨天時浸入水対策ガイドライン（案）参考資料の追加について 

早期の計画策定及び計画に基づく対策の実施を推進するため Q&A をとりまとめ、また、

流域下水道並びに流域関連公共下水道が対策を実施するにあたり取組むべき事項・手順等

を示した手順書を作成し、「雨天時浸入水対策ガイドライン（案）」の参考資料として令和

４年４月に公表したので、計画策定等にあたっては、これらも参考にされたい。 
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（３）きめ細やかな水環境管理の推進について 
 

１）四次元流総の推進について 

平成 27 年 1 月に「流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説（以下、「流総

指針」という）」を改訂し、同年 7 月には計画書の様式の変更等の下水道法施行

規則の改正を行った。 

改訂した流総指針は、水質環境基準の達成といった従来の流総計画の「水質」

の軸に加え、資源・エネルギー利用、省エネの推進など「エネルギー」の軸、中

期的な整備方針を定めることによるアダプティブマネジメントの推進など「時

間」の軸、広域化を踏まえた統廃合等の最適計画の促進など「空間」の軸といっ

た 3つの軸も考慮した「四次元流総」の策定を推進している。 

 なお、流総計画は、処理方法等を定めることになっているため、社会経済状況

等の変化を踏まえ、適宜、見直しを行われたい。 

【参考】四次元流総 

エリアB
（きれいな海）

エリアA
（泳げる海）

市民・企業
関連部局

（行政）病原性微生物の
リスクを減らす

栄養塩類の
循環バランス

回復

施策イメージ

中期
的な
整備
方針

全体

当初計画

概ね10年後 概ね10年後

変更

更新 更新 更新

概ね20～30年間

概ね10年後

当初計画(現計画含む)

能動的

機動的

エリアC
（豊かな海）

エリア別の
目標像は
こうしよう

下水道の
ポテンシャル
の有効活用

概ね20～30年間基準
年度

流

総

計

画

【改革①】水質環境基準以外の多様な目標の設定
【改革②】資源・エネルギー利用、省エネの推進
【改革③】統廃合等の最適計画の促進

【改革④】中期的な整備方針の設定
（高度処理の導入方針等）

【改革⑤】作業の簡略化

四次元流総

水 質

エネルギー

時

間

空

間

改革②①③

水質環境基準＋改革①

改
革
④
③
⑤

改
革
③
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２）高度処理の推進について 

①高度処理実施率について 

閉鎖性水域の水質改善等に必要な高度処理の実施率は、令和 2年度末時点で全

国平均約 59％となっている。高度処理の必要な各地方公共団体におかれては、引

き続き高度処理の導入を進めていただきたい。特に、実施率が低い地方公共団体

においては、改築・更新時における高度処理の導入はもとより、既存施設を活用

した段階的高度処理（水域の早期水質改善に向けて、既存施設の一部改造や運転

管理の工夫により段階的に高度処理化を図る手法と定義）の取組を積極的に実施

していただきたい。 
なお、事業計画に高度処理として位置付ければ、流域関連市町村を含む一般市

町村においては補助対象範囲の拡大や特別交付税措置の対象となるため、流域関

連公共下水道を含めた関係市町村にも周知頂きたい。 
 
②既存施設を活用した段階的高度処理 

耐用年数等から施設の全面的な改築が当面の間見込めない処理場においても、

段階的高度処理の導入により高度処理を推進すること目的とし、平成 27 年 7 月

に「既存施設を活用した段階的高度処理の普及ガイドライン（案）」を公表して

いる。このガイドライン（案）では、段階的高度処理の効果、導入手順、運転管

理上の留意点等を整理しており、段階的高度処理導入の検討時に参照していただ

きたい。 
さらに、流域別下水道整備総合計画の策定にあたっては、中期整備事項として、

概ね 10 年程度の中期的な整備方針を定める際、既存施設・ナレッジを活用した

段階的高度処理等の導入を検討していただきたい。なお、段階的高度処理の推進

に向けて、運転管理による新たな高度処理技術等があれば情報提供頂きたい。 
 

③高度処理共同負担制度 

高度処理共同負担制度（平成 17 年度創設）は、高度処理を効率的に行うこと

ができる下水道管理者が、他の下水道管理者の実施する高度処理の負荷削減機能

を併せて高度処理を行う場合、国が、当該高度処理の施設を設置する下水道管理

者に設置に係る費用の一部を一括して支援することができる制度である。 
適用範囲は、同一の流総計画内の施設となり、適用する際は流総計画への位置

付けが必要となる。 

平成 19 年度に、「高度処理共同負担制度に関するガイドラインと解説（案）」

を発刊。平成 22 年度及び平成 25 年度に高度処理共同負担の実行可能性調査を実

施してきたところ。 

本制度の活用については、流域管理官までご相談いただきたい。 
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高度処理人口及び高度処理実施率(令和 3 年 3 月時点) 
（令和２年度末）

高度処理人口 高度処理 高度処理人口 高度処理

（万人） 実施率 （万人） 実施率

北海道 39.7 73.3% 滋賀県 121.4 88.0%

青森県 0.0 － 京都府 150.8 69.8%

岩手県 0.6 88.9% 大阪府 622.2 71.8%

宮城県 17.2 41.1% 兵庫県 206.1 49.9%

秋田県 0.01 100.0% 奈良県 52.6 47.7%

山形県 0.0 － 和歌山県 10.7 22.7%

福島県 3.8 79.7% 鳥取県 3.6 59.7%

茨城県 62.5 71.2% 島根県 18.1 97.8%

栃木県 0.0 0.1% 岡山県 102.1 66.3%

群馬県 0.2 0.2% 広島県 72.3 42.4%

埼玉県 570.1 87.8% 山口県 22.4 22.4%

千葉県 185.5 35.3% 徳島県 3.3 15.2%

東京都 885.7 66.2% 香川県 3.0 70.4%

神奈川県 337.3 46.6% 愛媛県 15.9 33.2%

新潟県 0.02 0.1% 高知県 8.9 31.6%

富山県 6.2 27.3% 福岡県 280.1 88.4%

石川県 18.0 75.2% 佐賀県 0.8 2.0%

福井県 2.8 54.5% 長崎県 11.6 37.8%

山梨県 0.1 0.5% 熊本県 20.6 23.5%

長野県 17.8 85.6% 大分県 2.2 38.3%

岐阜県 97.5 64.7% 宮崎県 0.0 0.0%

静岡県 6.2 71.0% 鹿児島県 0.0 0.0%

愛知県 347.4 51.0% 沖縄県 6.1 84.0%

三重県 86.8 66.6% 全国計 4,420 59.3%

・良好な水環境創出のための高度処理実施率とは、公共用水域の水質改善による良好な水環境創造に必要

　な高度処理を導入すべき処理場に係る区域内人口に対し、高度処理（段階的高度処理を含む）が実施さ

　れている区域内人口の割合。

・高度処理人口及び高度処理実施率は小数点以下２桁を四捨五入している。

・「－」は、流総計画又は全体計画に位置付けがなく高度処理を実施してないもの。

・福島県については東日本大震災の影響で調査困難な処理区域を除いた値。

都道府県名 都道府県名
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３）下水放流水に含まれる栄養塩類の能動的管理の推進について 

 ①能動的運転管理の効果的な実施に向けた検討 

公共用水域の水質保全は、有機汚濁負荷や栄養塩類の削減により、全国で水質

環境基準の達成を図ることが重要と考えられてきた。しかし、生物の多様性の保

全や持続可能な水産活動を育める豊かな海にとっては、栄養塩類も水生生物の生

息・育成にとって欠かせないものであり、生態系や水産資源への配慮等、きれい

なだけでなく豊かな水環境を求める新たなニーズが高まっている。 

このため近年では、下水処理水放流先のアサリやノリ養殖業等に配慮し、冬季

に下水処理水中の栄養塩類（窒素やりん）濃度を上げることで不足する窒素やり

んを供給するなど、地域のニーズに応じ季節毎に水質を管理する能動的運転管理

の取組を行っている地方公共団体が存在する。 

国土交通省では、平成 26 年 3 月に「栄養塩類の循環バランスに配慮した運転

管理ナレッジに関する事例集」の公表、平成 27 年に「流域別下水道整備総合計

画調査指針と解説」の改訂及び下水道法施行規則の改正、平成 27 年 9 月に「下

水放流水に含まれる栄養塩類の能動的管理のための運転方法に係る手順書（案）」

の公表などを実施し、能動的運転管理の取組を進めてきた。 

令和 2年度末時点で 25 都市 35 箇所の下水処理場で、栄養塩類の能動的運転管

理が実施・試行されているが、今後、地域の実情に応じて取組の更なる普及促進

を図っていくため、国土交通省では、令和 3年 1月に有識者等による委員会を設

置し、下水処理場の能動的運転管理の効果的な運転管理手法等について検討を行

っているところ。 

委員会での議論を経て、令和 3 年 3 月には、平成 26 年 3 月に公表した事例集

の改訂版として、最新の実施事例とその内容について紹介した「栄養塩類の能動

的運転管理に関する事例集」を公表したため、今後、栄養塩類の能動的管理の取

組を行おうとする場合には、参考とされたい。 

また、播磨灘流域別下水道総合計画（兵庫県）では、県内３下水処理場におい

て全国で初めて季節別の処理水質を位置づけ本運用を実施しているが、季節別処

理水質を流域別下水道整備総合計画に位置づける場合には、早めに流域管理官ま

で相談されたい。 
 

【栄養塩類の能動的運転管理に関する事例集】 

 

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000379.html 
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豊川浄化センター
（愛知県）

渥美浄化センター
（愛知県田原市）

矢作川浄化センター
（愛知県）

西条浄化センター
（愛媛県西条市）

東予・丹原浄化センター
（愛媛県西条市）

中津終末処理場

(大分県中津市)

西部浄化センター

(熊本県熊本市)

南部浄化センター
(福岡県大牟田市)

北部浄化センター

(福岡県大牟田市)

西部水処理センター

(福岡県福岡市)

佐賀市下水浄化センター
(佐賀県佐賀市)

鹿島市浄化センター
(佐賀県鹿島市)

松永浄化センター
（広島県福山市）

家島浄化センター
（兵庫県姫路市）

朝霧浄化センター
（兵庫県明石市）

垂水処理場

（兵庫県神戸市）

二見浄化センター
（兵庫県明石市）

加古川下流浄化センター
（兵庫県）

伊保浄化センター
（兵庫県高砂市）

国土地理院承認 平14総複 第149号

旧吉野川浄化センター
（徳島県）

鴨部川浄化センター
（香川県さぬき市）

香東川浄化センター
（香川県高松市）

岡東浄化センター
（岡山県岡山市）

　季節別運転管理を実施・試行している下水処理場（R3.3 時点）

【２５都市　３５箇所】　

五色浄化センター
（兵庫県洲本市）

洲本環境センター
（兵庫県洲本市）

赤穂下水管理センター
（兵庫県赤穂市）

福浦下水処理場
（兵庫県赤穂市）

大島浄化センター

（熊本県荒尾市）

揖保川浄化センター
（兵庫県） 大的析水苑

（兵庫県姫路市）

東部析水苑
（兵庫県姫路市）

中部析水苑
（兵庫県姫路市）

相生下水管理センター
（兵庫県相生市）

金倉川浄化センター
（香川県）

柳川浄化センター
(福岡県柳川市)

　 H29年度末 H30年度末 令和元年度末 令和２年度末

都市数 20 24 22 25

箇所数 26 31 30 35

過年度の箇所数　
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②能動的運転管理を取り巻く状況 

関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画を策定できる制度を創設し、周辺

環境の保全と調和した形での特定の海域への栄養塩類供給を可能とすることで、

海域及び季節ごとに栄養塩類のきめ細かな管理を行えるなどとする「瀬戸内海環

境保全特別措置法の一部を改正する法律案」が令和 3 年 2 月 26 日に閣議決定さ

れ、同年 6月に改正法が成立・公布された。 

また、令和 4 年 2 月 25 日に瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく「瀬戸内海

環境保全基本計画」の変更について閣議決定されたところ。 
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４）海の再生について 

全国 4ヶ所（東京湾、大阪湾、伊勢湾、広島湾）において「全国海の再生プロ

ジェクト」が実施されている。各湾では、再生推進会議を設置し、再生行動計画

を策定したうえで、各施策を推進している。さらに、東京湾においては、平成 25

年 11 月に「東京湾再生官民連携フォーラム」が設立され、官民で連携・協働し

た取組が進められている。 

 

 

５）下水処理場における水質とエネルギーの最適管理について 

 きめ細かな水環境管理の推進にあたり、特に下水処理場においては、主に「水

質」「エネルギー」による管理が重要である。一方、処理水質とエネルギー消費

量は、トレードオフの関係にあるものもあり、水質管理目標とエネルギー削減目

標をバランス良く設定し、最適な管理を行う必要がある。 

このため、国土交通省では、二軸グラフを活用した PDCA サイクルによる管理

手法として「二軸管理」の検討を行い、平成 30 年 3 月に「水質とエネルギーの

最適管理のためのガイドライン～下水処理場における二軸管理～」を公表してい

る。各下水処理場においては、このガイドラインを参照し、取組を進めていただ

きたい。 

 
【水質とエネルギーの最適管理のためのガイドライン～下水処理場における二

軸管理～】 

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000379.html 
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（４）水質リスク低減に向けた取組の推進について 

１）雨天時水質管理の推進 

①下水道法施行令に基づく合流式下水道の改善対策の進捗状況 

下水道法施行令に基づく改善対策の目標年度が平成 25 年度である都市のう

ち、東日本大震災の影響で事業が遅れている 1都市を除き、169 都市と 14 流域

下水道については、その対応を完了している。目標年度が令和 5年度である 21

都市と 1 流域下水道については、令和 2 年度末時点で、6 都市と 1 流域下水道

においてその対応を完了している。その他の都市については引き続き、目標年

度までの達成に向け対策を推進していただくとともに、対策が未実施の場合は、

速やかに実施されたい。 

計画期間終了後に事後評価を行うことになっており、評価を実施した場合、

その結果を速やかに公表するとともに、国土交通省に提出することになってい

るので、留意されたい。 

 

【参考】令和５年度目標都市等の状況(令和２年度末時点) 

（都市別）

1 北海道 札幌市 A 72.3% 12 大阪府 大阪市 B 74.1%

2 宮城県 仙台市 B 95.0% 13 大阪府 八尾市 B 100.0% ○

3 千葉県 船橋市 - 100.0% ○ 14 大阪府 大東市 - 99.8%

4 東京都 区部 B 85.0% 15 大阪府 柏原市 - 100.0% ○

5 神奈川県 横浜市 B 100.0% ○ 16 大阪府 藤井寺市 - 100.0% ○

6 神奈川県 川崎市 B 73.4% 17 大阪府 東大阪市 B 97.4%

7 神奈川県 藤沢市 B 35.3% 18 兵庫県 尼崎市 - 100.0% ○

8 新潟県 新潟市 B 68.9% 19 広島県 広島市 A 89.3%

9 愛知県 名古屋市 B 98.6% 20 福岡県 北九州市 B 77.0%

10 愛知県 豊橋市 B 41.7% 21 福岡県 福岡市 B 99.4%

11 京都府 京都市 B 70.0%

（流域下水道）

1 大阪府 ○寝屋川流域 川俣処理区 100.0%

No.
都道府
県名

市町村名
評
価

合流式
下水道
改善率

下水道法施行
令の雨天時放
流水質基準の

達成状況

No.
都道府
県名

市町村名
評
価

合流式
下水道
改善率

下水道法施行
令の雨天時放
流水質基準の

達成状況

No.
都道府
県名

流域名
流域下水道名

(処理区名)

合流式
下水道
改善率

下水道法施行
令の雨天時放
流水質基準の

達成状況

 

 

 ※ 合流式下水道改善率： 

 合流式下水道により整備されている区域の面積に占める下水道法施行令第6条第2項に

基づき実施すべき「汚濁負荷量の削減」の対策施設の整備が完了している処理区の合流区

域面積の割合。 

※ A～D評価：事業費の執行状況等をもとに各地方公共団体が目標年度（令和５年度）ま

でに、各改善目標が達成可能か否かを地方公共団体が自己評価したもの。 

 A：目標達成に向け順調な実施状況。事業の効率化により、目標達成の前倒しも可能 

 B：新技術の導入や適切な対策手法の選定等で目標達成可能 

 C：計画通りに事業が進捗しておらず、目標達成がやや困難 

  D：事業がほとんど実施されておらず、目標達成が困難           
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②今後の合流式下水道の改善対策の推進について 

「合流式下水道の改善対策に関する調査報告書―合流式下水道改善対策検討

委員会報告―（平成 14 年 3 月）（http://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/

info/cso/goryu01.html）」において、合流式下水道の改善については、長期的

に見て行うべき改善対策と当面行うべき改善対策を整理したうえで計画的に改

善対策を実行することが重要とされている。下水道法施行令に基づく改善対策

が完了している都市については、本報告書に示す長期的な改善対策のあり方を

踏まえ、引き続き公共用水域の水質保全等に取り組んでいただきたい。 

特に近年では、水浴場等における衛生学的リスクについて関心が高まってお

り、その要因として合流式下水道からの雨天時越流水が注目されている。その

ため、水浴場を含む重要影響水域における衛生学的リスクについて把握を行い、

必要に応じ一層の水質保全等に取り組んでいただきたい。併せて、合流改善事

業の効果についての PR にも努めていただきたい。 

上記の趣旨に即した更なる合流式下水道改善対策の実施事例や予定があれば、

流域管理官まで情報提供頂きたい。 
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２）環境省における環境基準改定 

①大腸菌数 

令和 3年 10 月 7 日の環境省の告示で、生活環境の保全に関する環境基準のう

ち、新たな衛生微生物指標として大腸菌群数から大腸菌数へ見直しがなされ、

令和 4年 4月 1日から施行された。 

排水基準が大腸菌群数から大腸菌数に変更された場合の下水道からの放流水

に係る技術上の基準値等の検討を行うため、国土交通省においては、過年度か

ら下水処理場での大腸菌数等の測定データ等に関する実態調査を行ってきた。

これらの検討結果を踏まえ、今後関係機関との協議・調整を行う。 

 

②底層溶存酸素量，沿岸透明度 

環境省において、生活環境の保全に関する新たな環境基準として、底層溶存

酸素量（魚介類を中心とした水生生物の生息環境を保全するうえで維持される

ことが望ましい基準）および沿岸透明度（海草藻類及び沈水植物等の生息環境

の保全及び親水機能の保全するうえで維持されることが望ましい基準）の導入

について検討が行われ、平成 27 年 12 月中央環境審議会から環境大臣への答申

がなされた。答申では、水生生物の生息への影響等を直接判断できる指標であ

る「底層溶存酸素量」を環境基準として設定し、国民が直感的に理解しやすい

指標である「沿岸透明度」を地域環境目標（仮称）とすることが提言された。

この答申を踏まえ、平成 28 年 3 月に「底層溶存酸素量」が生活環境の保全に関

する環境基準に追加された。 

 令和 3年 12 月 28 日には、琵琶湖及び東京湾において、水質環境基準である

底層溶存酸素量に係る水域類型の指定を行うため、関係する告示が改正された。

底層溶存酸素量に係る水域類型の指定は全国初となる。 

 

 

３）環境省における排水基準改定に向けた動き 

①ほう素 

下水道業においては、令和元年7月1日から令和4年6月30日まで、温泉を利用

する旅館業に属する特定事業場から排出される水を受け入れており、かつ、海

域以外の公共用水域に排出するものであって、一定の条件に該当するものに限

り、ほう素及びその化合物の暫定排水基準が50mg/L（一律排水基準10mg/L）と

設定されている。 

令和4年3月の中央環境審議会水環境・土壌農薬部会において、同暫定排水基

準については、温泉旅館の増改築予定の把握やほう素処理技術の導入調査等の

濃度低減に向けた取組が行われることに鑑み、その適用期間を当分の間とし、

放流先におけるほう素の環境基準の達成状況を監視しつつ、処理技術の動向を

踏まえて見直すこととされた。 
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具体的には、令和 4年 7月 1日以降に適用する暫定排水基準は、特定事業場

における濃度予測を踏まえ、50mg/L から 40mg/L に強化することが適当と考え

られ、部会にて了承された。 
 

②硝酸性窒素等 

下水道業においては、令和元年 7月 1日から令和 4年 6月 30 日まで、特定公

共下水道に係るものであり、かつ、モリブデン化合物製造業又はジルコニウム

化合物製造業に属する特定事業場から排出される水を受け入れているものに限

り、硝酸性窒素等の暫定排水基準値が 130mg/L（一律排水基準 100mg/L）と設定

されている。 

一般排水基準を超過するおそれのある事業場は 1事業場であり、同事業場は

約 100 社の事業場の排水を受け入れている。このうち数社が高濃度の硝酸性窒

素等を排出しており、当該数社を中心に企業側の対策の推進や窒素低減方法の

検討、処理系統の新設等に取り組んできた。その結果、令和 2年 4月から令和

3 年 3 月の同事業場からの放流水の硝酸性窒素等の濃度は、一般排水基準値を

達成している。 

引き続き上記取組を実施することにより一般排水基準を満たすことが見込ま

れることから、一般排水基準に移行することが適当と考えられ、同部会にて了

承された。 
 
③亜鉛 
 「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が

令和 3年 12 月 11 日から施行され、亜鉛含有量に係る暫定排水基準について、

下水道業においては、令和 3年 12 月 11 日から令和 6年 12 月 10 日までは設定

せず、一般排水基準(2mg/L)に移行された。 
 
 
４）環境省における水質総量削減について 

 水質総量削減制度は､環境大臣が､水質汚濁防止法に基づく排水基準のみによ

っては環境基準の達成が困難であると認められる指定水域ごとに､化学的酸素

要求量（ＣＯＤ）その他の指定項目の発生源別及び都府県別の削減目標量、目

標年度その他汚濁負荷量の総量の削減に関する基本的な事項を総量削減基本方

針として定め､これに基づき､関係都府県知事が､削減目標量を達成するための

総量削減計画を定めることとされている。 

 令和 4年 1月 24 日、環境大臣は、公害対策会議の議を経て、第 9次総量削減

基本方針を策定した。 
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５）特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法

律（化管法）に関する取り組みについて 

①届出 

一定の要件を満たす下水道事業者は、第一種指定化学物質等取扱事業者とし

て、下水道法第 21 条第 1 項の規定に基づく水質検査の対象となる第一種指定

化学物質の下水道終末処理施設からの排出量を把握し、毎年度 6 月 30 日まで

に、国土交通大臣に届け出なければならないことから、万全を期されたい。 
なお、届出方法については、届出された排出量等の登録を効率的に行うため

にも、紙面届出ではなく、電子届出とされるようお願いする。 

・電子届出方法については下記のＵＲLを参照されたい。 

http://www.nite.go.jp/chem/prtr/itdtp.html 

・「下水道における化学物質排出量の把握と化学物質管理計画の策定等に関する

ガイドライン（案）」をＨＰで公表しているので、十分にご活用いただきたい。 

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000447.html 

・届出の対象となる下水道事業者の判定フローや、届出対象除外要件について 

は、令和 4年 4 月 25 日付流域管理官付課長補佐事務連絡「ＰＲＴＲ制度にお 

ける届出及び化学物質管理計画の策定について」を参照されたい。 

 

 

※年度は排出年度を示す。 
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②化学物質管理計画の策定 

各地方公共団体におかれては、化管法の化学物質管理指針に基づく化学物質

管理計画の策定（令和 3 年 6 月時点で約 43%に止まっている）を進めるなど、

より一層の化学物質の自主的な管理の改善をお願いする。 
過去の水質事故の有無等に関わらず、化管法に基づく届出を行う下水道事業

者は、化学物質管理計画を策定されたい。 

 

 
 

③水銀の大気への排出量の把握・届出 

 水質測定物質 30 物質の中には、水銀及びその化合物（政令番号 237）が含ま 

れているが、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進 

に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和４年３月に公布され、令和 

５年４月に施行予定となっている(ただし、第４条の改正規定は、公布の日か 

ら施行)。届出事業所が大気汚染防止法の水銀排出施設に該当する場合は、令和 

５年度（排出・移動量の把握は令和４年度）から、水銀及びその化合物（政令 

番号 237）の大気への排出量を把握し、届出を行うことになったため、該当す 

る下水道事業者においては留意されたい。詳細は、上述の事務連絡を参照され 

たい。 

 

６）マイクロプラスチックに関する動向 

海洋のプラスチックごみやマイクロプラスチックに関し、下水処理場や雨水
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吐室からの放流水等における調査事例があれば情報提供をお願いする。 
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（５）雨水・再生水利用等の推進について 

１）再生水利用の促進について 

 再生水は水資源としてのポテンシャルを有しており、一層の活用が期待され

る。一方、再生水の利用率は令和元年度末時点で約 1.4％と少なく、さらなる有

効利用の推進を図る必要がある。令和 2 年度には、近畿の淀川水系や中部の大

井川水系をはじめとした地域で取水制限が行われるなどの渇水状況が生じたこ

とから、特に渇水の頻度が高い地域などにおいては、あらかじめ再生水の供給設

備の設置などについて検討し、取水制限が行われた際には、積極的な再生水の供

給に努めるなど、再生水の有効活用を推進していただきたい。この際、渇水に関

する協議会等に参画し、下水再生水の供給可能箇所や供給方法等について周知

するなどにより、積極的に下水再生水の利用の呼びかけをお願いしたい。昨年

「下水再生水等の活用の推進について」（令和 3.6.1 下水道部流域管理官付流

域下水道計画調整官事務連絡）を発出しているので参考としていただきたい。 

また、水道施設の断水時においては、トイレのフラッシュ水等の雑用水として

活用することもでき、既に下水処理場内で下水再生水を利用している場合、事業

計画を変更することなく、被災地等において、暫定的に下水再生水を利用しても

らうことは可能である。下水再生水等の水質及び水質に応じた利用用途、設備の

一般への開放時の安全対策など、利用上の注意について適切に周知された上で

の災害時の備えとして下水再生水の活用方法についても検討していただきたい。 

なお、平成 29 年 8 月に渇水時等における再生水利用事例集を公表しており、

有効活用を検討する際の参考としていただきたい。 

事例集：http://www.mlit.go.jp/common/001199251.pdf 
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２）適正な再生水利用の徹底について 

「下水処理水の再利用水質基準等マニュアル」（平成 17 年 4 月、国土交通省）

には、再生水利用を行うに当たっての水質基準等の他、再生水利用の誤接続防止

対策や再生水利用の実施に当たり考慮する必要がある事項等について記載して

いるので、適正な再生水利用を徹底されたい。なお、本マニュアルは不特定多数

の人が利用する施設への直接供給を対象としているが、利用者が特定される場

内利用等についても、マニュアルを参考にして適切に対応いただきたい。 

 

３）雨水の利用の推進に関する法律について 

雨水の利用の推進に関する法律第 10 条の規定に基づき、「国及び独立行政

法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置

に関する目標」が平成 27 年 3 月に閣議決定されたとともに、同法第 7条の規

定に基づき、「雨水の利用の推進に関する基本方針」を定めた。この基本方針

では、雨水の利用の推進の意義や、雨水の利用の方法に関する基本的事項とし

て、集水、貯留、処理、給水施設等の技術的留意点が示されているとともに、

下水道の雨水貯留管等による雨水利用も位置付けている。 

平成 28 年 3 月には下水道施設における雨水（あまみず）利用に関する事例

集を作成し公表したところ。 

限られた水資源が有効に活用されるべく、新世代下水道支援事業制度（水環境

創造事業水循環再生型）、下水道リノベーション推進総合事業を積極的に活用頂

き、雨水浸透によるグリーンインフラの推進も含め、雨水・再生水利用を推進し

て頂きたい。 

 

４）再生水国際標準化の動きについて 

再生水技術に関する信頼性の向上や、我が国の優位技術の国際競争力の向上

を図るべく、平成 25 年 6 月、我が国が主導して ISO 専門委員会（TC282）を立ち

上げた。国内審議団体は、国土交通省水管理・国土保全局下水道部流域管理官が

担っている。 

日本が議長となっている「リスクと性能の評価」に関する分科会（TC282/SC3）

では、国際標準規格の開発・発行が順次進められており、令和 4 年 4 月時点で

SC3 において 9 件の規格が発行済みである。詳細は、令和 3 年 8 月 23 日付記者

発表「ISO/TC282 (水の再利用)において再生水処理技術ガイドラインの規格が

充実」(https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000476.html)

を参照されたい。また、経済性による性能評価など、その他の規格開発も順次進

行中である。 
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（６）流域別下水道整備総合計画の協議の見直しについて 

１）背景 
平成 26 年から、内閣府地方分権改革推進室において、地方分権改革に関する 

「提案募集方式」を導入している。令和 3 年 12 月 21 日に「令和 3 年の地方か

らの提案等に関する対応方針」が閣議決定され、令和 4 年 3 月 4 日に、地域の

自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律案（第 12 次地方分権一括法案）が閣議決定された。 
 
２）下水道法の改正概要 
 現行の下水道法では、都府県が、2 以上の都府県の区域にわたる水域又は海 
域についての流域別下水道整備総合計画（流総計画）を策定・変更する場合に 
は、関係地方公共団体の意見を聴くとともに、国への協議を行うことが必要で 
あるが、改正法により、２以上の都府県にわたる流総計画の策定・変更につい 
て、国への協議を届出に見直すこととされた。詳細は別紙 1 を参照されたい。 
 
３）流総計画策定に関する河川関係検討の手引きの改訂 
 「令和 3 年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえ、流総計画策定 
に関する河川関係検討の事務のさらなる迅速化・簡素化等を図るため、標記の 
手引が改訂され、令和 3 年 12 月 22 日付国水環第 104 号により国土交通省水管 
理・国土保全局河川環境課長から都道府県土木担当部長及び関係指定都市土木 
担当部長宛てに送付されたところ。 
上記を踏まえ、令和 3 年 12 月 23 日付国水下流第 15 号により国土交通省水 

管理・国土保全局下水道部流域管理官から都道府県流域別下水道整備総合計画

担当部長及び下水道担当部長、政令指定都市下水道担当局長宛てに同手引を参

考送付したところ。改訂要旨については別紙 2 を参照されたい。 
 
４）今後のスケジュール 
 国会での審議を踏まえ、第 12 次地方分権一括法が成立した際に、同法が公布 
された日から３月を経過した日に施行されることになっている。 
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府
県
と
調
整
す
る
も
の
と
し
、
地
方
整
備

局
と
の
調
整
は
不
要
と
明
記
す
る
。

２
．
二
以
上
の
都
府
県
に
ま
た
が

る
と
き
の
本
省
へ
の
報
告

【
現
状
】

本
省
へ
の
報
告
を
求
め
て
い
る
。

本
省
へ
の
報
告
は
不
要
と
す
る
。

３
．
検
討
期
間

（
事
務
処
理
の
期
限
）

【
現
状
】

特
に
定
め
な
し

出
来
る
だ
け
速
や
か
に
対
応
す
る
も
の
と
し
、
そ
の

期
間
は
原
則
と
し
て
１
年
以
内
と
す
る
。

４
．
様
式
（
結
果
の
と
り
ま
と
め
）

【
現
状
】

以
下
の
四
様
式
と
し
て
い
る
。

①
流
総
計
画
総
括
表
（
河
川
管
理
者
と

し
て
の
見
解
と
対
処
方
針
を
含
む
）

②
水
系
模
式
図

③
既
得
水
利
権
等
総
括
表

④
水
系
流
況
縦
断
図

「
流
総
計
画
総
括
表
」
は
一
部
を
除
き
廃
止
し
、
以

下
の
三
様
式
と
す
る
。
（
河
川
管
理
者
と
し
て
の
見

解
と
対
処
方
針
に
つ
い
て
は
「
既
得
水
利
権
等
総
括

表
」
に
移
動
）

①
水
系
模
式
図

②
既
得
水
利
権
等
総
括
表

③
水
系
流
況
縦
断
図
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河
川
関
係
検
討
の
手
引
き
の
改
訂
要
旨

2

【
一
級
河
川
に
係
る
場
合
】

・
調
整
す
る
河
川
部
局
は
、
当
該
河
川
を
管
理
す
る
地
方
整
備
局
等
と
し
、
隣
接
す
る
地
方
整
備
局
と
の
調
整
は
不
要
と
す
る
。
（た
だ
し
、

流
総
計
画
が
指
定
区
間
又
は
二
級
河
川
と
関
連
す
る
内
容
を
含
む
場
合
は
、
当
該
河
川
を
管
理
す
る
都
道
府
県
の
河
川
部
局
の
協
力
を

得
て
調
整
を
行
う
。
）

・
調
整
は
原
則
と
し
て
、
地
方
整
備
局
等
が
行
う
も
の
す
る
。
な
お
、
都
道
府
県
よ
り
直
接
、
河
川
事
務
所
が
調
整
や
相
談
を
受
け
た
場
合
は
、

速
や
か
に
河
川
事
務
所
は
地
方
整
備
局
等
へ
連
絡
し
、
以
降
の
対
応
を
確
認
す
る
。
（
「以
降
の
対
応
」
と
は
、
河
川
関
係
検
討
に
係
る
地

方
整
備
局
等
と
河
川
事
務
所
の
役
割
分
担
及
び
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
確
認
、
徹
底
を
指
す
。
な
お
、
水
利
権
量
や
水
文
観
測
結
果
な
ど
の

デ
ー
タ
提
供
に
つ
い
て
は
、
河
川
事
務
所
が
対
応
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。
ま
た
、
河
川
関
係
検
討
を
河
川
事
務
所
と
連
携
し
て
対
応
す
る

こ
と
も
差
し
支
え
な
い
が
、
都
道
府
県
と
の
調
整
は
地
方
整
備
局
等
が
行
う
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
）

・
調
整
結
果
に
つ
い
て
は
、
当
該
河
川
を
管
理
す
る
地
方
整
備
局
よ
り
、
隣
接
す
る
地
方
整
備
局
に
対
し
て
必
要
に
応
じ
て
適
宜
連
絡
す
る
。

な
お
、
連
絡
す
る
と
き
と
は
、
流
総
計
画
の
範
囲
が
、
当
該
河
川
を
管
理
す
る
地
方
整
備
局
の
管
轄
外
で
あ
る
な
ど
、
流
総
計
画
の
協
議
が

隣
接
す
る
地
方
整
備
局
で
事
務
処
理
さ
れ
る
場
合
等
と
す
る
。
（
連
絡
は
、
地
方
整
備
局
の
下
水
道
部
局
の
間
で
行
う
。
）

・
河
川
関
係
検
討
に
関
す
る
国
土
交
通
省
水
管
理
・国
土
保
全
局
河
川
環
境
課
へ
の
報
告
は
不
要
と
す
る
。

・
一
級
河
川
に
係
る
河
川
関
係
検
討
に
際
し
て
、
対
処
方
策
を
決
定
す
る
上
で
困
難
な
課
題
等
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
国
土
交
通
省
水
管

理
・
国
土
保
全
局
河
川
環
境
課
及
び
下
水
道
部
流
域
管
理
官
が
連
携
し
て
対
処
方
策
を
助
言
す
る
の
で
、
地
方
整
備
局
等
の
河
川
部
局

は
、
国
土
交
通
省
水
管
理
・
国
土
保
全
局
河
川
環
境
課
に
遅
滞
な
く
そ
の
旨
の
連
絡
を
行
う
。

【
二
級
河
川
の
み
の
場
合
】

・
調
整
す
る
河
川
部
局
は
、
当
該
河
川
を
管
理
す
る
都
道
府
県
と
し
、
地
方
整
備
局
等
と
の
調
整
は
不
要
と
す
る
。

・
河
川
関
係
検
討
に
関
す
る
国
土
交
通
省
水
管
理
・国
土
保
全
局
河
川
環
境
課
へ
の
報
告
は
不
要
と
す
る
。

【
そ
れ
ぞ
れ
の
河
川
に
お
い
て
相
互
に
関
連
し
な
い
場
合
】

・
圏
域
的
な
流
総
計
画
と
す
る
た
め
、
複
数
河
川
を
ま
と
め
て
策
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
各
々
の
河
川
の
間
に
お
い
て
排
水
系
統
が
つ
な

が
ら
な
い
な
ど
、
相
互
に
関
連
す
る
こ
と
は
な
く
、
単
独
と
し
て
河
川
関
係
検
討
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
河
川
を
管
理
す
る
河
川
部

局
（
一
級
河
川
に
あ
っ
て
は
地
方
整
備
局
等
、
二
級
河
川
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
）
と
そ
れ
ぞ
れ
調
整
す
る
ま
で
で
良
い
。

※
前
述
の
い
ず
れ
に
も
よ
り
が
た
い
場
合
、
も
し
く
は
不
明
が
あ
る
場
合
は
、
国
土
交
通
本
省
水
管
理
・国
土
保
全
局
河
川
環
境
課
に
速
や

か
に
相
談
さ
れ
た
い
。
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地
整
を
ま
た
が
る
一
級
河
川
に
お
け
る
河
川
関
係
検
討
に
つ
い
て

3

流
総
計
画
を
策
定
す
る
都
道
府
県
：
β
県

(下
水
道
部
局

)
河
川
管
理
者
：
B
地
整

(河
川
部
局

) 
←

調
整
先

α
県

β
県

下
水
道
部
局

Ｂ
地
整

河
川
部
局
※
１

Ａ
地
整

流
総

計
画

調
整

県
境

本
省

河
川
環
境
課
※
２

※
１
流
総
計
画
が
指
定
区
間
又
は
二
級
河
川
と
関
連
す
る
内
容
を
含
む
場
合
：
当
該
河
川
を
管
理
す
る
都
府
県
の

河
川
部
局
の
協
力
を
得
て
調
整
を
行
う
。

※
２
対
処
方
策
を
決
定
す
る
上
で
、
困
難
な
課
題
等
が
生
じ
た
場
合
の
み
連
絡
を
行
う
。

流
総
計
画
を
策
定
す
る
都
道
府
県
：
α
県

(下
水
道
部
局

)
河
川
管
理
者
：
B
地
整

(河
川
部
局

) 
←

調
整
先

α
県

下
水
道
部
局

β
県

Ｂ
地
整

河
川
部
局
※
１

Ａ
地
整

下
水
道

部
局

調
整

県
境

本
省

河
川
環
境
課
※
２

調
整
結
果

連
絡

流
総

計
画

Ｂ
地
整

下
水
道

部
局

調
整

結
果
連
絡
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地
整
を
ま
た
が
る
二
級
河
川
に
お
け
る
河
川
関
係
検
討
に
つ
い
て

4

流
総
計
画
を
策
定
す
る
都
道
府
県
：
α
県

(下
水
道
部
局

)
河
川
管
理
者
：
α
県

(河
川
部
局

)
←

調
整
先

流
総
計
画
を
策
定
す
る
都
道
府
県
：
β
県

(下
水
道
部
局

)
河
川
管
理
者
：
α
県

(河
川
部
局

) 
←

調
整
先

α
県
下
水
道
部
局

β
県

Ｂ
地
整

Ａ
地
整

県
境

流
総

計
画

α
県

河
川
部
局

調
整

α
県
河
川
部
局

β
県
下
水
道
部
局

Ｂ
地
整

Ａ
地
整

調
整

県
境

流
総

計
画
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参
考
「境
界
に
係
る
二
級
河
川
の
管
理
の
特
例
」

5

●
河
川
法

（
境
界
に
係
る
二
級
河
川
の
管
理
の
特
例
）

第
十
一
条

二
級
河
川
の
二
以
上
の
都
府
県
の
境
界
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
関
係
都
府
県
知
事
は
、
協
議
し
て
別

に
管
理
の
方
法
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
関
係
都
府
県
知
事
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
成
立
し
た
協
議
の
内
容
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
基
づ
き
、
一
の
都
府
県
知
事
が
他
の
都
府
県
の
区
域
内
に
存
す
る
部
分
に
つ
い
て

管
理
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
都
府
県
知
事
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
他
の
都
府
県
知
事

に
代
わ
つ
て
そ
の
権
限
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

●
政
令
（
河
川
法
施
行
令
）

（
他
の
都
府
県
知
事
の
権
限
の
代
行
）

第
三
条

法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
一
の
都
府
県
知
事
が
他
の
都
府
県
知
事
に
代
わ
つ
て
行
う
権
限
は
、

法
第
六
条
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
六
条
第
四
項
た
だ
し
書
、

第
五
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
八
条
の
二
、
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条

の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
以
外
の
権
限
と
す
る
。

●
省
令
（
河
川
法
施
行
規
則
）

（
関
係
都
府
県
知
事
の
協
議
の
内
容
の
公
示
）

第
四
条

法
第
十
一
条
第
二
項
の
公
示
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
関
係
都
府
県
の
公
報
に
掲
載
し
て
行
な
う
も

の
と
す
る
。

一
河
川
の
名
称
及
び
区
間

二
管
理
を
行
な
う
都
府
県
知
事

三
管
理
の
内
容

四
管
理
の
期
間
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国土技術政策総合研究所 

及び 

（国研）土木研究所関係 
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国土交通省国土技術政策総合研究所 

及び国立研究開発法人土木研究所における調査研究 

 
下水道に関する国の調査研究体制は、平成 13 年の省庁再編に際し、(旧)建設省土

木研究所から、国土交通省国土技術政策総合研究所（国総研）と独立行政法人土木

研究所（土研）（平成 27 年４月に国立研究開発法人土木研究所に名称変更）に再編

され、２研究所体制のもと実施されている。 
国総研は、本省が行う政策の企画立案の支援、技術基準の策定、地方公共団体の

事業執行に必要な技術支援を行う。 
土研は、国土交通大臣による中長期目標の指示に基づき、下水道を含めた土木技

術に関する先端的な研究開発や先導的・基礎的な研究開発を行う。 
 

組 織 概 要 

国総研 下水道研究部 

     下水道研究官、下水道エネルギー・機能復旧研究官 

http://www.nilim.go.jp/lab/eag/index.htm 
 

○下水道研究室 
  下水管路を適切に管理するためのストックマネジメント支援、下水道施設の地

震・津波対策、都市の浸水被害軽減、下水道の活用による付加価値向上などの

研究。 
http://www.nilim.go.jp/lab/ebg/index.htm 

 
○下水処理研究室 

  下水道が有する資源・エネルギーやストックの活用、下水処理の地球温暖化対

策、水循環の健全化に資する下水処理の手法などの研究。 
 http://www.nilim.go.jp/lab/ecg/index.htm 

 
土木研究所 

○流域水環境研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ  水質チーム 
下水道から河川等の水域にいたる流域一体での水質管理と安全性の確保のため、

化学物質や病原微生物の挙動・影響の解明と対策技術の研究、湖沼やダム貯水池

等の富栄養化対策、栄養塩管理等の水質管理技術の研究。 
https://www.pwri.go.jp/team/suisitsu/index.htm 

 
○先端材料資源研究センター 上席研究員（資源循環担当） 

社会活動から発生する排水や廃棄物バイオマスなどの再生利用や安全な処理処

分、下水道発創エネや再生可能エネルギー利用、下水道に関わる材料についての

調査研究、技術開発。 
https://www.pwri.go.jp/team/imarrc/index.html 
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連 携 体 制 

下水道に関する国の調査研究を効率的に進めるため、次の連携体制を構築。 
 
○国における下水道技術検討タスクフォース 

http://www.nilim.go.jp/lab/eag/tf/index.html 
下水道に関する政策検討、技術基準類の策定等に資するため、令和 2 年 3 月に設置。

国交省下水道部、国総研下水道研究部、土研流域水環境研究グループ（水質チーム）・

先端材料資源研究センター（資源循環担当）が連携。 
現在、災害時処理場の応急復旧検討、バイオマス広域化の検討ツール、処理水の安

全性向上検討、栄養塩類の能動的運転管理の導入支援検討の 4 テーマを実施。 
 
○国総研・土研の「社会資本分野における技術基準の策定等に関する共同研究協定」 
包括的な共同研究協定として令和 3 年 2 月に締結。下水道分野についてもインフラ

施設の調査・設計・施工・維持管理に係る技術基準の策定等が対象、連携して研究

を実施。 
 
国総研・土研へのアクセス 

（交通案内）http://www.nilim.go.jp/japanese/location/location.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    国総研 研究本館(旭庁舎)・土研分館               土研 研究本館 
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3
つ
の
役
割

①
本
省
が
行
う
政
策
の
企
画
立
案
を
支
援
す
る
た
め
の
調
査
研
究
（
政
策
支
援
）

②
下
水
道
の
技
術
基
準
の
策
定
に
係
る
調
査
研
究
（
技
術
基
準
）

③
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
行
う
事
業
執
行
に
必
要
な
技
術
的
条
件
の
整
備
に
係
る
調
査
研
究
（
技
術
支
援
）

研
究
体
制

下
水
道
研
究
部
長

三
宮
武

(
T
E
L
：
0
2
9
-
8
6
4
-
2
8
3
1
)

下
水
道
研
究
官

小
川
文
章
(
T
E
L
：
0
2
9
-
8
6
4
-
3
7
2
6
)
、
下
水
道
ｴ
ﾈ
ﾙ
ｷ
ﾞ
ｰ
・
機
能
復
旧
研
究
官

三
宅
晴
男
(
T
E
L
：
0
2
9
-
8
6
4
-
3
0
9
9
)

下
水
道
研
究
室
長

吉
田
敏
章
(
T
E
L
：
0
2
9
-
8
6
4
-
3
3
4
3
)
、
下
水
処
理
研
究
室
長

重
村
浩
之
(
T
E
L
：
0
2
9
-
8
6
4
-
3
9
3
3
)

主
要

施
策

令
和

３
年

度
の

成
果

令
和

４
年

度
の

予
定

◆
持

続
可

能
な

下
水

道
サ

ー
ビ

ス

・
下

水
道

管
路

を
対

象
と

し
た

総
合

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
関

す
る

研
究

の
と

り
ま

と
め

・
劣

化
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
お

よ
び

健
全

率
予

測
式

の
更

新
・
公

表
・
塩

化
ビ

ニ
ル

管
の

劣
化

予
測

に
関

す
る

検
討

・
管

路
調

査
点

検
技

術
の

要
求

性
能

実
証

施
設

の
整

備

・
管

き
ょ

布
設

延
長

及
び

道
路

陥
没

調
査

等
の

実
施

・
塩

化
ビ

ニ
ル

管
の

劣
化

予
測

に
関

す
る

検
討

・
管

路
調

査
点

検
技

術
の

要
求

性
能

実
証

試
験

◆
災

害
対

策
・
被

災
下

水
道

管
路

施
設

の
管

種
、

土
被

り
、

微
地

形
区

分
、

地
下

水
位

等
ご

と
の

被
害

率
算

定
・
被

災
時

調
査

の
日

進
量

影
響

因
子

の
検

討

◆
都

市
雨

水
対

策
・
気

象
庁

が
所

管
す

る
降

雨
観

測
地

点
（
約

13
00

箇
所

）
を

対
象

に
、

降
雨

デ
ー

タ
の

定
常

性
に

関
す

る
検

討
を

実
施

し
、

気
候

変
動

の
影

響
に

つ
い

て
整

理
・
降

雨
資

料
の

時
期

や
期

間
が

降
雨

強
度

式
に

与
え

る
影

響
や

気
候

変
動

の
影

響
を

考
慮

し
た

計
画

降
雨

の
設

定
方

法
に

関
す

る
検

討

◆
下

水
道

の
活

用
に

よ
る

付
加

価
値

向
上

・
夾

雑
物

投
入

に
よ

る
管

路
施

設
（
管

路
内

閉
塞

、
マ

ン
ホ

ー
ル

ポ
ン

プ
詰

ま
り

）
へ

の
影

響
検

討
・
夾

雑
物

投
入

に
よ

る
処

理
施

設
へ

の
影

響
検

討

◆
B-

DA
SH

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

・
普

及
展

開
（
G

L
策

定
済

み
技

術
）

・
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
策

定
（
小

規
模

処
理

場
向

け
エ

ネ
ル

ギ
ー

化
技

術
、

IC
T
活

用
高

度
処

理
技

術
、

雨
天

時
浸

入
水

調
査

技
術

の
3
技

術
）

・
普

及
展

開
（
G

L
策

定
済

み
技

術
）

・
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
策

定
（

A
I 
を

活
用

し
た

マ
ン

ホ
ー

ル
ポ

ン
プ

維
持

管
理

技
術

、
管

路
情

報
の

一
元

化
技

術
の

2
技

術
）

◆
地

球
温

暖
化

対
策

（
水

処
理

由
来

の
N 2

Oの
抑

制
）

・
現

地
調

査
に

よ
る

N 2
O排

出
因

子
の

検
討

・
イ

ン
ベ

ン
ト

リ
反

映
に

向
け

た
知

見
蓄

積
（
四

季
変

動
等

）
・
自

動
測

定
器

を
用

い
た

連
続

測
定

等
に

よ
る

N 2
O排

出
因

子
検

討
・
イ

ン
ベ

ン
ト

リ
反

映
に

向
け

た
知

見
蓄

積
継

続
（
四

季
変

動
等

）

◆
水

系
水

質
リ

ス
ク

管
理

・
濃

度
域

を
考

慮
し

た
大

腸
菌

測
定

の
室

間
精

度
の

検
討

・
衛

生
リ

ス
ク

評
価

の
た

め
の

ウ
イ

ル
ス

測
定

手
法

の
検

討
・
大

腸
菌

規
準

化
を

考
慮

し
た

既
存

施
設

の
運

転
管

手
法

の
検

討
・
下

水
処

理
場

の
実

態
に

基
づ

く
衛

生
リ

ス
ク

評
価

手
法

の
検

討

◆
災

害
対

策
・
被

災
処

理
場

の
復

旧
進

捗
と

水
質

改
善

に
関

す
る

情
報

の
収

集
・
整

理
・
パ

イ
ロ

ッ
ト

設
備

を
用

い
た

被
災

時
下

水
処

理
運

転
の

再
現

実
験

・
災

害
時

に
移

設
可

能
な

水
処

理
技

術
の

検
討

（
B-

DA
SH

）
・
応

急
復

旧
時

の
下

水
の

処
理

・
消

毒
の

運
転

管
理

手
法

の
検

討

◆
地

球
温

暖
化

対
策

（
エ

ネ
ル

ギ
ー

最
適

化
）

・
処

理
フ

ロ
ー

、
機

器
の

違
い

が
消

費
電

力
量

に
与

え
る

影
響

の
検

討
・
運

転
方

法
見

直
し

に
よ

る
消

費
電

力
量

削
減

効
果

の
整

理
・
機

器
変

更
等

の
対

策
に

よ
る

消
費

電
力

量
削

減
を

試
算

す
る

ツ
ー

ル
、

施
策

検
討

に
活

用
で

き
る

技
術

資
料

の
作

成

◆
地

域
バ

イ
オ

マ
ス

・
下

水
処

理
と

廃
棄

物
処

理
が

連
携

す
る

場
合

の
課

題
や

メ
リ

ッ
ト

の
整

理
・
連

携
パ

タ
ー

ン
の

類
型

化
及

び
各

パ
タ

ー
ン

の
特

性
（
有

効
性

等
）
を

整
理

・
下

水
処

理
と

廃
棄

物
処

理
の

連
携

パ
タ

ー
ン

の
精

査
・
具

体
的

な
評

価
手

法
（
評

価
関

数
の

作
成

等
）
の

確
立

1

下 水 道 研 究 室 下 水 処 理 研 究 室
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□
目

的
：
下

水
道

技
術

ビ
ジ

ョ
ン

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

と
技

術
開

発
推

進
方

策
の

検
討

□
体

制
：
（
座

長
）
国

総
研

下
水

道
研

究
部

長
（
委

員
）
地

方
公

共
団

体
、

下
水

道
関

係
社

団
・
財

団
法

人
、

日
本

下
水

道
事

業
団

、
土

研
、

大
学

、
本

省
下

水
道

部
（
事

務
局

）
国

総
研
⇒

産
学

官
連

携
の

議
論

の
場

当
会

議
に

お
け

る
技

術
開

発
・
導

入
の

流
れ

に
対

応
し

た
６

つ
の

柱
の

検
討

と
、

B-
DA

SH
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
施

等
に

よ
り

、
国

総
研

が
下

水
道

分
野

の
技

術
開

発
・
導

入
全

般
を

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

ニ
ー

ズ
と

シ
ー

ズ
の

架
け

橋
と

し
て

、
事

業
運

営
課

題
と

そ
れ

に
対

す
る

技
術

的
解

決
策

を
把

握
す

る
た

め
の

ツ
ー

ル
「
課

題
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

」
を

作
成

エ
ネ

ル
ギ

ー
分

科
会

に
お

い
て

、
下

水
道

資
源

・
エ

ネ
ル

ギ
ー

技
術

な
ど

の
新

技
術

の
開

発
、

導
入

促
進

を
検

討

2
□

情
報

発
信

：
下

水
道

技
術

開
発

会
議

の
HP

に
て

、
技

術
ビ

ジ
ョ

ン
、

会
議

資
料

、
ロ

ー
ド

マ
ッ

プ
重

点
課

題
等

を
公

表
ht

tp
://

w
w

w
.n

ili
m

.g
o.

jp
/la

b/
ea

g/
ge

su
id

ou
gi

jy
ut

su
ka

ih
at

su
ka

ig
i.h

tm
l

□
検

討
内

容
：
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□
下

水
道

技
術

ビ
ジ

ョ
ン

の
概

要
○

「
新

下
水

道
ビ

ジ
ョ

ン
」
に

示
さ

れ
た

中
期

目
標

を
達

成
す

る
た

め
の

技
術

開
発

内
容

○
①

～
⑪

の
技

術
開

発
分

野
ご

と
に

ロ
ー

ド
マ

ッ
プ

を
作

成

・
中

期
目

標
達

成
に

向
け

た
技

術
的

課
題

・
技

術
目

標
：

技
術

的
課

題
を

解
決

す
る

た
め

の
技

術
目

標

・
技

術
開

発
項

目
：

技
術

目
標

を
達

成
す

る
た

め
の

技
術

開
発

項
目

大
分

類
技

術
分

野

（
１

）
施

設
の

管
理

と
機

能
向

上
①

持
続

可
能

な
下

水
道

シ
ス

テ
ム

（再
構

築
）

②
持

続
可

能
な

下
水

道
シ

ス
テ

ム
（
健

全
化

、
老

朽
化

対
応

、
ス

マ
ー

ト
オ

ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

）

（
２

）
防

災
・
危

機
管

理
③

地
震

・
津

波
対

策
④

雨
水

管
理

（
浸

水
対

策
）

⑤
雨

水
管

理
（
雨

水
利

用
、

不
明

水
対

策
等

）

（
３

）
水

環
境

と
水

循
環

⑥
流

域
圏

管
理

⑦
リ

ス
ク

管
理

（
４

）
資

源
循

環
・地

球
温

暖
化

対
策

⑧
再

生
水

利
用

⑨
地

域
バ

イ
オ

マ
ス

⑩
創

エ
ネ

・
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

⑪
低

炭
素

型
下

水
道

シ
ス

テ
ム

□
下

水
道

技
術

ビ
ジ

ョ
ン

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ
⇒

下
水

道
技

術
開

発
会

議
が

担
当

○
重

点
的

な
研

究
開

発
を

行
う

べ
き

事
項

の
選

定
⇒

「
ロ

ー
ド

マ
ッ

プ
重

点
課

題
」
と

し
て

公
表

（
最

新
版

：R
3.

8）
○

最
新

の
研

究
開

発
動

向
を

反
映
⇒

公
募

し
た

技
術

提
案

を
審

査
の

上
、

ロ
ー

ド
マ

ッ
プ

に
反

映
、

下
水

道
技

術
ビ

ジ
ョ

ン
を

一
部

改
定

（
最

新
版

：
R4

.3
）

○
引

き
続

き
、

ロ
ー

ド
マ

ッ
プ

の
進

捗
状

況
や

関
連

の
検

討
（
次

頁
）
に

よ
り

ビ
ジ

ョ
ン

を
継

続
的

に
フ

ォ
ロ

ー

3
ht

tp
://

w
w

w
.n

ili
m

.g
o.

jp
/la

b/
ea

g/
ge

su
id

ou
gi

jy
ut

su
vi

sio
n.

ht
m

l
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4

下
水

道
技

術
ビ

ジ
ョ

ン
（
第

3章
3.

4）
「
新

技
術

の
導

入
・
普

及
の

推
進

方
策

」

「
国

が
実

施
す

る
技

術
開

発
・
普

及
の

た
め

の
事

業
・
施

策
（
注

：
B-

DA
SH

な
ど

）
は

ロ
ー

ド
マ

ッ
プ

の
う

ち
早

期
に

研
究

開
発

が
急

が
れ

る
も

の
、

中
長

期
的

に
課

題
解

決
が

不
可

欠
な

も
の

に
つ

い
て

、
重

点
化

し
て

実
施

す
る

。
」

下
水

道
技

術
開

発
会

議
に

お
い

て
、

ロ
ー

ド
マ

ッ
プ

に
提

示
さ

れ
て

い
る

技
術

開
発

項
目

の
う

ち
、

重
点

化
し

て
実

施
す

べ
き

分
野

を
定

め
、

「
ロ

ー
ド

マ
ッ

プ
重

点
課

題
」
と

し
て

選
定

。

下
水

道
技

術
ビ

ジ
ョ

ン
・
ロ

ー
ド

マ
ッ

プ
重

点
課

題

※
技

術
目

標
の

番
号

は
、

下
水

道
技

術
ビ

ジ
ョ

ン
・
ロ

ー
ド

マ
ッ

プ
の

番
号

と
対

応

技
術

目
標

①
１

人
口

減
少

時
代

に
適

し
た

施
設

整
備

・
管

理

技
術

目
標

②
２

施
設

管
理

の
迅

速
化

・低
コ

ス
ト

化
の

た
め

の
技

術
開

発
等

技
術

目
標

③
２

大
規

模
地

震
を

対
象

と
し

た
耐

震
対

策
手

法
、

優
先

度
評

価
手

法
、

③
４

大
規

模
地

震
・
津

波
等

の
非

常
時

の
段

階
的

な
応

急
処

理
方

法
、

優
先

度
評

価
手

法

技
術

目
標

④
１

－
１

局
所

的
豪

雨
等

に
対

応
し

た
雨

水
管

理
技

術

技
術

目
標

⑤
４

不
明

水
の

実
態

把
握

、
影

響
評

価
と

有
効

な
対

策
の

確
立

技
術

目
標

⑦
４

病
原

微
生

物
の

制
御

、
⑦

５
病

原
微

生
物

の
検

出
、

監
視

シ
ス

テ
ム

技
術

目
標

⑨
１

下
水

道
で

地
域

バ
イ

オ
マ

ス
を

利
活

用
す

る
技

術

技
術

目
標

⑩
３

下
水

資
源

を
活

用
し

た
エ

ネ
ル

ギ
ー

生
産

技
術

技
術

目
標

⑪
１

下
水

道
の

消
費

エ
ネ

ル
ギ

ー
約

１
割

削
減

に
向

け
た

技
術

短
期

～
中

期
課

題

技
術

目
標

⑨
３

リ
ン

な
ど

の
有

用
資

源
回

収
、

⑨
５

下
水

灰
の

肥
料

化
中

期
～

長
期

課
題

継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

ht
tp

://
w

w
w

.n
ili

m
.g

o.
jp

/la
b/

ea
g/

ro
ad

m
ap

jy
ut

en
ka

da
i.h

tm
l

継
続
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①
自
身
の
自
治
体
が
ど
う
い
っ
た
課
題
を
抱
え
て
い
る
の
か

②
課
題
を
認
識
で
き
た
と
し
て
も
そ
の
解
決
策
が
ど
こ
に
あ
る
の
か

認
識
す
る
の
が
難
し
い
と
の
課
題
あ
り
※

課
題

中
小
自
治
体
に
お
い
て
は
、
日
常
業
務
に
忙
殺
さ
れ

※
技
術
開
発
会
議
で
の
委
員
意
見
等
よ
り

⇒
国
総
研
に
て
「
課
題
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
」
を
作
成
、
R3
年
度
に
W
eb
版
を
試
行
的
に
作
成

自
治
体
検
索
機
能

自
治
体
選
択
に
よ
り
類
似
団
体
と

カ
ネ
・
ヒ
ト
・
モ
ノ
の
観
点
か
ら

の
課
題
比
較
が
可
能

詳
細
課
題
検
索
機
能

抱
え
る
課
題
を
選
択
す
る
こ
と
で

解
決
に
資
す
る
技
術
一
覧
の
検
索

が
可
能

フ
リ
ー
ワ
ー
ド
検
索
機
能

審
査
証
明
済
み
技
術
・
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
・
事
業
制
度
等
を
一
括
し
て

検
索
可
能

・
令
和
３
年
度
に
収
集
し
た
意
見
を
踏
ま
え
、
W
eb
版
の
改
良
を
引
き
続
き
実
施

・
令
和
４
年
６
月
ご
ろ
β
版
を
一
般
公
開
（
予
定
）

今
後
の
予
定
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・
国

土
交

通
省

で
は

、
下

水
道

が
抱

え
る

重
要

な
課

題
を

解
決

す
る

た
め

、
技

術
分

野
ご

と
に

目
標

を
設

定
し

、
今

後
の

技
術

開
発

の
方

針
を

示
し

た
「
下

水
道

技
術

ビ
ジ

ョ
ン

」
を

2
0
1
5
（
平

成
2
7）

年
度

に
策

定
。

・
そ

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

及
び

実
現

の
た

め
の

技
術

開
発

の
推

進
方

策
を

検
討

す
る

た
め

、
同

年
度

に
「下

水
道

技
術

開
発

会
議

（
座

長
：国

総
研

下
水

道
研

究
部

長
）
」
を

設
置

。
そ

の
中

で
特

に
、

下
水

道
資

源
・
エ

ネ
ル

ギ
ー

技
術

な
ど

の
新

技
術

の
開

発
、

導
入

促
進

を
検

討
す

る
た

め
に

、
そ

の
下

部
組

織
と

し
て

2
0
1
8
（
平

成
3
0
）
年

度
に

「
エ

ネ
ル

ギ
ー

分
科

会
（
座

長
：
国

総
研

下
水

道
研

究
部

下
水

道
エ

ネ
ル

ギ
ー

・機
能

復
旧

研
究

官
）
」を

設
置

。

下
水
道
技
術
開
発
会
議
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
科
会
と
は

第
1
回

：
令

和
3
年

1
0
月

8
日

（金
）

・
下

水
道

政
策

研
究

委
員

会
脱

炭
素

社
会

へ
の

貢
献

の
あ

り
方

検
討

小
委

員
会

等
と

の
関

係
及

び
本

分
科

会
に

お
け

る
今

年
の

テ
ー

マ
と

論
点

に
つ

い
て

・
2
0
3
0
年

目
標

を
実

現
す

る
た

め
の

技
術

的
課

題
と

取
組

の
方

向
性

に
つ

い
て

他
第

2
回

：
令

和
3
年

1
1
月

2
2
日

（
月

）
及

び
1
1
月

2
6日

（
金

）
（
委

員
の

都
合

を
勘

案
し

、
2
回

に
分

け
て

開
催

。
）

・
各

委
員

の
発

表
（西

村
委

員
、

藤
本

委
員

、
宮

本
委

員
、

山
村

委
員

）
・
2
0
5
0
年

カ
ー

ボ
ン

ニ
ュ

ー
ト

ラ
ル

の
実

現
に

貢
献

す
る

た
め

の
下

水
道

技
術

他

第
3
回

：
令

和
4
年

1
月

1
3
日

（木
）

・
各

委
員

の
発

表
（齋

藤
委

員
、

新
川

委
員

）
・
下

水
道

技
術

開
発

会
議

へ
の

報
告

案
等

令
和
３
年
度
開
催
状
況

・
地

球
温

暖
化

対
策

計
画

で
定

め
る

下
水

道
分

野
の

20
3
0
年

度
の

温
室

効
果

ガ
ス

削
減

目
標

を
達

成
す

る
た

め
の

具
体

的
な

導
入

技
術

例
や

技
術

開
発

項
目

例
を

整
理

。
・
2
0
5
0
年

カ
ー

ボ
ン

ニ
ュ

ー
ト

ラ
ル

の
実

現
に

向
け

て
、

更
な

る
技

術
導

入
・
技

術
開

発
、

他
分

野
（
廃

棄
物

、
農

業
、

エ
ネ

ル
ギ

ー
分

野
等

）
と

の
技

術
開

発
も

含
め

た
連

携
の

必
要

性
、

下
水

道
・
流

域
管

理
・
社

会
シ

ス
テ

ム
の

あ
り

方
等

に
つ

い
て

幅
広

く
議

論
。

ま
た

、
技

術
導

入
効

果
の

感
度

分
析

を
通

じ
て

、
効

果
的

な
技

術
分

野
、

留
意

点
等

を
整

理
・
下

水
道

技
術

ビ
ジ

ョ
ン

も
踏

ま
え

、
1
6の

技
術

目
標

、
5
2
の

具
体

的
な

技
術

開
発

項
目

（
う

ち
、

速
や

か
に

取
組

む
べ

き
2
5
項

目
を

抽
出

）
か

ら
な

る
「
2
0
5
0年

カ
ー

ボ
ン

ニ
ュ

ー
ト

ラ
ル

の
実

現
に

貢
献

す
る

た
め

の
下

水
道

技
術

の
技

術
開

発
ロ

ー
ド

マ
ッ

プ
」
を

作
成

。
等

結
果
概
要

【
分

科
会

で
提

起
さ

れ
た

主
要

課
題

】
①

地
方

公
共

団
体

が
定

め
る

削
減

目
標

の
設

定
手

法
②

下
水

道
・
流

域
管

理
・
社

会
シ

ス
テ

ム
全

体
最

適
化

③
水

処
理

に
伴

い
発

生
す

る
N

2O
の

排
出

メ
カ

ニ
ズ

ム
と

対
応

④
廃

棄
物

分
野

と
の

一
体

処
理

・
永

長
大

典
大

阪
市

建
設

局
下

水
道

部
施

設
管

理
課

長
・
大

上
陽

平
国

土
交

通
省

水
管

理
・
国

土
保

全
局

下
水

道
部

下
水

道
企

画
課

下
水

道
国

際
・
技

術
室

下
水

道
国

際
推

進
官

・
堅

田
智

洋
一

般
社

団
法

人
日

本
下

水
道

施
設

業
協

会
技

術
部

長
・
齋

藤
利

晃
日

本
大

学
理

工
学

部
土

木
工

学
科

教
授

・
新

川
祐

二
地

方
共

同
法

人
日

本
下

水
道

事
業

団
技

術
戦

略
部

資
源

エ
ネ

ル
ギ

ー
技

術
課

長
・
西

村
文

武
京

都
大

学
大

学
院

工
学

研
究

科
附

属
流

域
圏

総
合

環
境

質
研

究
セ

ン
タ

ー
准

教
授

・
野

口
寿

文
福

岡
県

建
築

都
市

部
下

水
道

課
長

・
藤

本
裕

之
公

益
財

団
法

人
日

本
下

水
道

新
技

術
機

構
資

源
循

環
研

究
部

・
宮

本
豊

尚
国

立
研

究
開

発
法

人
土

木
研

究
所

材
料

資
源

研
究

グ
ル

ー
プ

主
任

研
究

員
・
山

村
寛

中
央

大
学

理
工

学
部

人
間

総
合

理
工

学
科

教
授

・
三

宮
武

国
土

交
通

省
国

土
技

術
政

策
総

合
研

究
所

下
水

道
研

究
部

下
水

道
エ

ネ
ル

ギ
ー

・
機

能
復

旧
研

究
官 （
座

長
）

令
和
3
年
度
委
員
名
簿
（
敬
称
略
）

【
令

和
４

年
度

の
国

総
研

に
お

け
る

検
討

】
①

下
水

道
に

よ
る

他
分

野
へ

の
貢

献
の

評
価

手
法

検
討

、
地

方
公

共
団

体
の

削
減

目
標

設
定

に
資

す
る

ベ
ン

チ
マ

ー
ク

手
法

の
検

討
②

（
将

来
に

お
け

る
）
下

水
道

・
流

域
管

理
・
社

会
シ

ス
テ

ム
の

全
体

最
適

化
の

議
論

に
備

え
た

現
状

把
握

、
取

組
む

べ
き

焦
点

の
明

確
化

、
地

域
特

性
等

に
応

じ
た

シ
ナ

リ
オ

検
討

と
そ

の
感

度
分

析
、

工
程

整
理

等
の

実
施

③
水

処
理

に
伴

い
発

生
す

る
N

2O
の

排
出

状
況

と
メ

カ
ニ

ズ
ム

分
析

に
関

す
る

検
討

④
廃

棄
物

分
野

と
の

一
体

処
理

の
促

進
に

資
す

る
効

果
的

な
連

携
ケ

ー
ス

や
効

果
試

算
に

関
す

る
検

討

分
科
会
で
い
た
だ
い
た
意
見
を
踏
ま
え
て
整
理
し
た
課
題
に
対
す
る
令
和
４
年
度
の
国
総
研
の
対
応
（
案
）

エ
ネ
ル
ギ
ー
分
科
会
は
こ
ち
ら 6
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下
水
道
に
お
け
る
省
エ
ネ
・創
エ
ネ
化
の
加
速
の
た
め
、
大
幅
な
コ
ス
トの
削
減
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
活
用
の
効
率
化
や
既
存
ス
トッ
ク
の
有
効
活
用
等
を
同
時
に
実

現
す
る
革
新
的
技
術
を
公
募
・選
定
し
、
国
が
主
体
と
な
っ
て
実
規
模
レ
ベ
ル
の
施
設
を
設
置
し
て
技
術
的
な
検
証
を
行
い
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
と
り
ま
と
め
、
民
間
企

業
の
ノ
ウ
ハ
ウ
、
資
金
を
活
用
し
つ
つ
全
国
の
下
水
道
施
設
に
導
入
を
促
進

過
去
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
化
さ
れ
た
技
術
に
つ
い
て
、
自
主
研
究
デ
ー
タ
を
用
い
て
実
証
施
設
の
性
能
を
評
価
す
る
な
ど
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
順
次
実
施
し
、

普
及
展
開
を
加
速
。

7

236



8
※

対
象

処
理

場
規

模
に

つ
い

て
大

：
50

,0
00

m
3 /

日
以

上
、

中
：

10
,0

00
m

3 /
日

～
50

,0
00

m
3 /

日
、

小
：

10
,0

00
m

3 /
日

以
下

技
術

分
野

テ
ー

マ
実

証
技

術
名

大
規

模
(5

万
㎥

～
)

中
規

模
(1

～
5

万
㎥

)
小

規
模

(～
1
万

㎥
)

水
処

理

窒
素

除
去

固
定

床
型

ア
ナ

モ
ッ

ク
ス

プ
ロ

セ
ス

に
よ

る
高

効
率

窒
素

除
去

技
術

〇
〇

〇

省
エ

ネ
型

水
処

理
無

曝
気

循
環

式
水

処
理

技
術

〇
〇

省
エ

ネ
型

水
処

理
高

効
率

固
液

分
離

技
術

と
二

点
D

O
制

御
技

術
を

用
い

た
省

エ
ネ

型
水

処
理

技
術

〇
〇

〇

IC
T

を
活

用
し

た
運

転
管

理
IC

T
 を

活
用

し
た

プ
ロ

セ
ス

制
御

と
リ

モ
ー

ト
診

断
に

よ
る

効
率

的
水

処
理

運
転

管
理

技
術

〇
〇

IC
T

を
活

用
し

た
運

転
管

理
IC

T
 を

活
用

し
た

効
率

的
な

硝
化

運
転

制
御

技
術

〇
〇

ダ
ウ

ン
サ

イ
ジ

ン
グ

水
処

理
D

H
S

シ
ス

テ
ム

を
用

い
た

水
量

変
動

追
従

型
水

処
理

技
術

〇

ダ
ウ

ン
サ

イ
ジ

ン
グ

水
処

理
特

殊
繊

維
担

体
を

用
い

た
余

剰
汚

泥
削

減
型

水
処

理
技

術
〇

省
エ

ネ
低

コ
ス

ト
型

水
処

理
最

終
沈

殿
池

の
処

理
能

力
向

上
技

術
〇

〇
〇

IC
T

を
活

用
し

た
高

度
処

理
単

槽
型

硝
化

脱
窒

プ
ロ

セ
ス

の
IC

T
・A

I制
御

に
よ

る
高

度
処

理
技

術
〇

〇

青
字
は
新
規
追
加
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技
術

分
野

テ
ー

マ
実

証
技

術
名

大
規

模
(5

万
㎥

～
)

中
規

模
(1

～
5

万
㎥

)

小
規

模
(～

1
万

㎥
)

下
水

汚
泥

利
用

固
液

分
離

、
ガ

ス
回

収
、
ガ

ス
発

電
超

高
効

率
固

液
分

離
技

術
を

用
い

た
エ

ネ
ル

ギ
ー

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

〇
〇

ガ
ス

回
収

、
ガ

ス
精

製
バ

イ
オ

ガ
ス

を
活

用
し

た
効

果
的

な
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

生
産

シ
ス

テ
ム

〇
〇

リ
ン

回
収

消
化

汚
泥

か
ら

の
リ

ン
除

去
・回

収
技

術
〇

〇

固
形

燃
料

化
温

室
効

果
ガ

ス
を

抑
制

し
た

水
熱

処
理

と
担

体
式

高
温

消
化

に
よ

る
固

形
燃

料
化

技
術

〇
〇

〇

固
形

燃
料

化
廃

熱
利

用
型

低
コ

ス
ト

下
水

汚
泥

固
形

燃
料

化
技

術
〇

〇

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
脱

水
・燃

焼
・発

電
を

全
体

最
適

化
し

た
革

新
的

下
水

汚
泥

エ
ネ

ル
ギ

ー
転

換
シ

ス
テ

ム
〇

〇

バ
イ

オ
マ

ス
発

電
下

水
道

バ
イ

オ
マ

ス
か

ら
の

電
力

創
造

シ
ス

テ
ム

〇
〇

水
素

創
出

下
水

バ
イ

オ
ガ

ス
原

料
に

よ
る

水
素

創
エ

ネ
技

術
〇

〇
〇

C
O

2
分

離
・回

収
・活

用
バ

イ
オ

ガ
ス

中
の

C
O

2
分

離
・回

収
と

微
細

藻
類
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国立研究開発法人土木研究所における調査研究 

 

A.組織の概要  

   国立研究開発法人土木研究所は、土木技術に関する研究開発、技術指導、成果の普及

等を行うことにより、土木技術の向上を図り、良質な社会資本の効率的な整備及び北海

道の開発の推進に資することを目的として設立された試験研究機関である。 
 この目的を達成するため、安全・安心な社会の実現への貢献、社会資本の維持管理、

長寿命化等への貢献、持続可能で活力ある社会の実現への貢献などを目指して、土木技

術全般の基盤となる汎用的な技術等に関する研究開発を実施している。 
 土木研究所では、国土交通大臣及び農林水産大臣から提示された中長期目標に対応し、

令和４年度から令和９年度まで６年間の第５期中長期計画に基づき、社会的要請の高い

課題に重点的、集中的に対応しながら、研究開発成果の最大化に向けて取り組んでいく

こととしている。 
 

 下水道分野の研究体制 

  ・国立研究開発法人土木研究所 

   つくば中央研究所流域水環境研究グル－プ 

     --------  グループ長 服部 敦 

水質チーム 上席研究員 山下 洋正 （TEL：029-879-6777） 

        ・下水道を含む一体的な流域管理、水系水質リスク管理に関する研究 

 

   先端材料資源研究センター（iMaRRC）材料資源研究グループ 

     --------  グループ長 西崎 到 

上席研究員（資源循環担当） 岡安 祐司 （TEL：029-879-6765） 

        ・下水、下水汚泥のリサイクルやエネルギー化、下水道用材料に関する 
         研究開発 

 

B. 令和４年度の研究方針 

 土木研究所では、第５期中長期計画（Ｒ４～Ｒ９）に基づき、下水道に係る資源・エネ

ルギーの活用、下水道用材料の劣化対策、水環境における微量化学物質や病原微生物の実

態把握と影響の評価及び対策手法の検討等に取り組むこととしている。 
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ａ．下水道を含む流域一体での水環境管理技術の開発 (水質チーム) 

 気候変動の影響により水環境の悪化が懸念され、感染症の世界的流行や新規汚染物

質の地球規模での顕在化等も起きている。持続可能な水環境管理のため、下水道を含

む流域一体での取り組みが必要である。 

 このため、河川流量減少下では水質影響が顕著となる可能性を踏まえ、都市域から

の化学物質等の影響を把握・評価して、効率的に水質の監視及び管理を行うための研

究を実施する。水環境管理への DX 等の活用も検討する。 
また、渇水の頻発も想定され、安全な再生水利用を促進する観点で、下水処理の安

定化と病原微生物のモニタリング･対策手法に関する研究を進める。 
一方で、貧栄養化が指摘されている沿岸域では、栄養塩類を供給しつつ、有機物等の

過剰による水質悪化を回避することが求められている。気候変動で河川由来の陸域供

給量の変化も想定され、下水道での合理的な目標設定および貢献しうる管理技術の研

究を行う。 

ｂ．下水道におけるリサイクル技術の開発(iMaRRC（資源循環担当）) 

 低炭素・循環型社会の構築に向けて、水やバイオマス資源のリサイクルのための技

術開発や各種調査研究を推進する。 
バイオマス関連研究として、下水道施設を核とした資源・エネルギー有効利用に関

する技術の開発、下水・汚泥処理システム全体の低炭素化のための調査研究を推進す

る。具体的には、「下水処理場における資源有効利用・環境負荷低減の推進に関する

研究」、「消化ガスの効率的運用に関する基礎的研究」及び「下水からのアンモニア

回収・有効利用に関する研究」を実施する。 

c．下水道用材料の劣化対策技術(iMaRRC（資源循環担当）) 

下水道施設の経年劣化・老朽化が進行する懸念があることを踏まえ、下水道用材料

に係る劣化対策に係る調査研究を推進する。 
下水道用材料の長期的な性能評価手法の検討を行うため、「下水道施設における劣

化対策技術の適用性評価手法に関する研究」を実施する 

 
令和４年度の個別研究課題は、別表に示す調査研究を予定している。 

 

C. 主要な研究成果 (令和３年度)    

 

１．水環境における化学物質等の存在実態の把握、影響評価および対策検討 

 新たな規制対象物質や、水生生物への影響等が懸念される化学物質等について、下水処

理過程での存在実態や除去特性、河川等の環境水中での消長を把握することが重要である。

また、下水処理技術で可能な範囲での対策検討も重要な貢献につながる。 
令和３年度は、下水中の繊維状マイクロプラスチックの分析法マニュアルを策定・公表

し、処理場の実態把握にも活用した。また、二次処理水中に残存する医薬品とアンモニア
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性窒素について、微生物保持担体による除去特性を詳細に把握した。（担当：水質チーム） 
 

２．水環境中の病原微生物の安全性評価および管理技術に関する研究 

下水や水環境中の病原微生物に関する安全性評価やその管理のための処理消毒技術が重

要である。令和３年度は､ウイルス代替指標として大腸菌ファージを用いて、オゾン･塩素

の複合消毒による不活化効果を把握し、効果的な消毒管理につながる知見を得た。また、

網羅的な遺伝子解析手法により、流域での感染症流行状況と流入下水中のウイルス濃度と

の関係を明らかにした。（担当：水質チーム） 
 

３．下水道における生物を用いた影響評価・管理の検討 

 国内で流通する化学物質の増加に伴い、個別物質対策だけでなく、生物応答試験(WET)
等を用いて総合的な生物影響として把握する取組が注目されるようになっている。令和３

年度は、繊維状マイクロプラスチックが魚類に及ぼす影響を実験的に評価し、下水レベル

の濃度では影響可能性が低いことを明らかにした。また、精密質量分析(TOF-MS)での検出

と生物影響の関連を解析して処理水中の影響候補物質を把握した。（担当：水質チーム） 

 

４．下水道施設を核とした資源・エネルギー有効利用に関する研究 

 下水道資源を活用した効率的な藻類培養及びそのエネルギー利用技術を開発するため

に、下水資源による藻類培養において、実施設の下水汚泥分離液を用いた藻類培養及びエ

ネルギー化の適用可能性の検討、藻類中の成分がメタン発生ポテンシャルに与える影響に

係る検討を行った。また、河川事業等に由来するバイオマスの下水処理場内の利用を促進

するため、刈草の脱水機における脱水助剤としての利用について、ベルトプレス脱水機及

び遠心分離脱水機を用いて、脱水助剤としての適用可能性評価を行った。さらに、剪定枝

等を焼却炉で燃料利用するためのプロセスについて、剪定枝燃焼による焼却炉内の付着物

発生の可能性や、生成される焼却灰の肥料適用性を評価した。（担当：iMaRRC（資源循環

担当）） 
 

５．下水処理施設におけるコンクリート構造物および防食技術の評価手法に関

する研究 

下水処理施設における耐硫酸防食技術の有機酸対策への評価、炭酸によるコンクリート

構造物の劣化メカニズムの解明に取り組んだ。これまでは、複数の下水道管理者に対する

ヒアリングや、現地調査を実施した。また、有機酸による各種ライニング樹脂の劣化挙動

を把握するための浸せき試験を実施した。（担当：iMaRRC（資源循環担当）） 
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別表 国立研究開発法人土木研究所における令和４年度個別研究課題一覧

担当 分類 課題名 研究目標 成果の活用

下水処理場における資源有効利用・環境負荷低減の推
進に関する研究

藻類等を活用した下水からの有用資
源･エネルギー回収技術や、草木類の
資源利用等の最適化技術の実証

新たな資源回収プロセスの基本プロ
セス設計の提案、下水処理場を中心
としたバイオマスの最適な利用プロ
セス選定の支援

消化ガスの効率的運用に関する基礎的研究
地域バイオマス利活用を含めた消化ガ
ス回収の最大化

下水汚泥や地域バイオマスのメタン
発酵に関する運転方法の提案

下水からのアンモニア回収・有効利用に関する研究
下水からのアンモニア回収システムの
提案

下水からのアンモニア回収技術の提
案

河川・道路管理由来草本類のバイオ炭化に関する研究
草本類のバイオ炭化技術の適用性評
価

新たな草本類の有効利用技術の提
案

建設廃棄物の有効利用方法の検討
建設廃棄物中の資源物質の利用可能
性評価

新たな建設廃棄物の有効利用技術
の提案

社会ｲﾝﾌﾗ
の長寿命化

下水道施設における劣化対策技術の適用性評価手法に
関する研究

下水道用材料の長期的な性能評価手
法の確立

基準類やガイドラインなどの作成・見
直しにおいて活用

下水処理場の災害時の水質安全性確保に関する研究
災害時の下水処理における水質安全
性の確保

簡易迅速な水質改善・影響低減技術
の提案

安全な再生水利用のための病原微生物のモニタリング･
対策手法に関する研究

安全な再生水利用推進のための下水
処理と病原微生物対策

UV-LED消毒や水質異常検知による
水質安全確保技術の提案

流量及び供給量変化に対応した流域規模での栄養塩管
理技術に関する研究

沿岸域の貧栄養化等に対応した栄養
塩管理技術の提案

栄養塩管理運転の安定化、合理的
な水質目標設定の提案

効果的な水質管理に向けた水環境の網羅的解析結果の
活用方策に関する研究

下水処理場やダム貯水池の水質管理
の効率化

効率的な水質管理技術の提案

化学物質・
生態系

河川流量減少下における水質の監視及び管理に関する
研究

気候変動による流量減少時の河川に
おける化学物質の影響把握等

河川水質の監視・管理の効率化方
法の提案

気候変動・
ダム湖沼

水質変化に対応したダム貯水池・湖沼管理の高度化及
び効率化に関する研究

気候変動がダム・湖沼水質に及ぼす影
響の効果的モニタリングと対策

DX等を活用したダム・湖沼の水質管
理技術の提案

※費目はすべて一般（運営費交付金）

（参考） 　令和３年度　受託調査実績

課題名（検討内容） 委託機関 担当

サステイナブルな汚泥焼却のための次世代補助燃料の
検討（下水道応用研究）

国土交通省 iMaRRC（資源循環担当）

ライフサイクル全体での化学物質管理に資するPRTR
データの活用方策に関する研究（環境総合研究推進費）

環境再生保全機構 水質チーム

資源利用

災害対応・
再生水

栄養塩・水
質管理

iMaRRC
（資源循
環担当）

水質
チーム

（参考） 下水道技術検討タスクフォース（国交省下水道部、国総研下水道研究部、土研水質・資源循環担当

テーマ 内容 土研担当

災害時処理場の応急復旧検討
下水処理場機能喪失後の緊急措置／応急復旧段階におけ
る対策手法を提示

水質チーム

バイオマス広域化の検討ツール
下水処理場における地域バイオマスの有効利用方法や、利
用における経済面・環境面等の評価方法を提示

iMaRRC（資源循環担当）
（テーマリーダー）

処理水の安全性向上検討
下水道の放流水質基準等に関して、大腸菌の基準値の設定
方法や分析方法の開発、効率的な消毒技術の実用化

水質チーム
（テーマリーダー）

栄養塩類の能動的運転管理の導
入支援検討

下水放流水中の栄養塩管理を行う際の下水処理の安定化と
水質確保の方法等を提示

水質チーム
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